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III． 地方公共団体及びまちづくり関係団体に対する説明会の開催 

平成２４年１～２月にかけて、国土交通省地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局主催で実

施された「中心市街地活性化及び官民連携によるまちづくり研究会」において、地方公共団体のまち

づくり担当者及びまちづくり関係団体（まちづくり会社、中心市街地活性化協議会加盟機関、中間支

援組織等）を対象に、都市再生特別措置法に基づく各制度の説明を行った。説明は、本調査内で作成

した「都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引き」及び「都市再生整備計画の記載例」を活用し

て行った。 

  

図表 研究会の開催地及び開催日 

開催地 開催日 開催場所(住所・会場）

1月19日（木）
〒060-8511　札幌市北区北８条西２丁目

            札幌第１合同庁舎

13:30-16:10 北海道開発局　２Ｆ講堂

2月2日（木） 〒981-0933　仙台市青葉区柏木1-2-45

13:00-17:00 フォレスト仙台 

1月25日（水） 〒330-9724　さいたま市中央区新都心２番地１

13:30-16:45 さいたま新都心合同庁舎２号館１４階　災害対策本部室

1月26日（木）
〒940-0062　新潟県長岡市大手通2-6

　　　　　　フェニックス大手イースト

13:00-16:00 長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡 ３０１会議室

2月1日（水） 〒460-8501　名古屋市中区三の丸３－１－２

13:00-17:00 愛知県自治センター　１２Ｆ　Ｅ会議室

1月31日（火） 〒540-8586　大阪市中央区大手前１－５－４４

13:30-16:30 大阪合同庁舎第１号館 [第１別館 大会議室（２F）]

1月27日（金） 〒540-8586　広島市中区八丁堀２－１５

13:00-17:30 中国地方整備局建政部　３Ｆ会議室

1月23日（月） 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南１－３－６

13:00-17:00 第３博多偕成ビル４Ｆ　会議室

2月14日（火）
〒900-0006  那覇市おもろまち２－１－１

　　　　　  那覇第２地方合同庁舎２号館

14:00-17:30 沖縄総合事務局　２Ｆ災害対策室
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 IV-1 

IV． 巻末資料 

巻末資料１ 制度関連書式例 

 
 

①都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 
※下記様式含む： 

－都市再生整備推進法人指定申請書 
－都市再生整備推進法人指定書 
－名称等変更届出書 
－業務変更報告書 

 
②市町村都市再生整備協議会規約及び財務規程 

 
③都市利便増進協定 認定要領 

※下記様式含む： 

－都市利便増進協定認定申請書 

－都市利便増進協定変更認定申請書 

－都市利便増進協定認定通知書 

－都市利便増進協定変更認定通知書 

－都市利便増進協定書 

 
④都市再生(整備)歩行者経路協定認可要領 

※下記様式含む： 

－都市再生（整備）歩行者経路協定認可申請書 

－都市再生（整備）歩行者経路協定（変更・廃止）認可申請書 

－都市再生（整備）歩行者経路協定認可通知書 

－都市再生（整備）歩行者経路協定（変更・廃止）認可通知書 

－借地権消滅等届 

－都市再生（整備）歩行者経路協定加入届 

－一人都市再生歩行者経路効力発生届 
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巻末資料1-1 都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱（例） 

   ○○市都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法（平成14年法律第22号。以下「法」とい

う。）第73条第1項の規定に基づく都市再生整備推進法人の指定等に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（指定の申請） 

第2条 法第73条第1項の規定による都市再生整備推進法人の指定を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、都市再生整備推進法人申請書（様式第1号）を市

長に提出するものとする。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 定款 

(2) 登記事項証明書 

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面  

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表 

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 

(7) 推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面 

(8) 法第74条に規定する業務に関する計画書 

(9)  前各号に掲げるもののほか、都市再生整備推進法人の業務に関し参考となる

書類 

 

（指定の基準等） 

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者

が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第73条第1項の規定により、

当該申請者を都市再生整備推進法人として指定するものとする。 

(1) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じてい

ること。 

(2) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。 

2 市長は、申請者を都市再生整備推進法人として指定した場合は、都市再生整備推

進法人指定書（様式第2号）により当該申請者に通知するものとする。 

 
IV-2
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巻末資料1-1 都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱（例） 

（名称等の変更） 

第4条 法第73条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書（様式第3号）

により行うものとする。 

2 都市再生整備推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじ

め業務変更届出書（様式第4号）を市長に提出するものとする。 

 

（事業の報告） 

第5条 都市再生整備推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計

画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。 

2 都市再生整備推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、

収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。 

 

（その他） 

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成○年○月○日から施行する。 

   

この要綱は、一般的な記載例として掲載しているものであ

り、確定したものではありません。指定に際し、適宜修正の

上、ご活用下さい。 

IV-3
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巻末資料1-1 都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱（例） 

様式第1号（第2条関係） 

 

都市再生整備推進法人指定申請書 

 

  年  月  日

 

 （あて先）○○市長 

 

法人の住所 

 

法人の名称 

代表者氏名                印 

事務所の所在地 

 

 

 都市再生特別措置法第73条第1項の規定による都市再生整備推進法人の指定を受けたいので、下記の書

類を添え、申請します。 

 

記 

 

 1 定款 

 2 登記事項証明書 

 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

 4 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 

 5 前事業年度の事業報告書及び収支決算書並びに貸借対照表 

 6 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 

 7 指定前のまちづくり活動実績を示す書類 

 8 指定後の予定業務に関する計画書 

9 その他業務に関し参考となる書類 
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巻末資料1-1 都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱（例） 

様式第2号（第3条関係） 

都市再生整備推進法人指定書 

 

○○市第      号

平成  年  月  日

 

法人の住所 

法人の名称         様 

 

○○市長             印 

 

 

  平成 年 月 日付の申請については、審査の結果適正であるので、都市再生特別措置法第73条 

第1項の規定による都市再生整備推進法人として指定します。 

   

 

        

 

 

 

   １ 指  定  番  号： 

 

   ２ 法 人 の 名 称： 

 

   ３ 法 人 の 住 所： 

 

   ４ 事務所の所在地： 

 

   ５ 業          務： 
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巻末資料1-1 都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱（例） 

様式第3号（第4条関係） 

名称等変更届出書 

 

年  月  日

 

 （あて先）○○市長  

都市再生整備推進法人の住所 

 

都市再生整備推進法人の名称 

代表者氏名                印 

 

 

 都市再生特別措置法第73条第3項の規定により届け出ます。 

 

指定年月日・指令番号      年  月  日  ○○市第   号 

変更予定年月日      年  月  日 

変更する事項  □法人の名称 □住所 □代表者の氏名 □事務所の所在地 □その他 

変更前  

変更の内容 

変更後  

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 該当する□に，レ印を記入してください。 

 

 

様式第4号（第4条関係） IV-6
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巻末資料1-1 都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱（例） 

 

業務変更報告書 

 

年  月  日

 

 （あて先）○○市長  

 

都市再生整備推進法人の住所 

都市再生整備推進法人の名称 

代表者氏名                印 

 

 

 ○○市都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱第◆条第◆項の規定により届け出ます。 

 

指定年月日・指令番号      年  月  日  ○○市第   号 

変更年月日      年  月  日 

変更前  

変更の内容 

変更後  

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-7

218



巻末資料 1-2 市町村都市再生整備協議会規約・規程（例） 
 
 

●●市(町､村)都市再生整備協議会規約(例) 
 

第１章 総則 
（名称） 

第１条 この協議会は、●●市(町､村)都市再生整備協議会（以下「協議会」という。）

という。 
 
 （事務所） 
第２条 協議会は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。 
 
 （目的） 
第３条 協議会は、都市再生特別措置法（平成１４年４月５日法律第２２号。以下「法」

という。）第四十六条の二の規定に基づき、都市再生整備計画及びその実施並びに都市
再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理に関し必要な協議を

行うため設置する。 
 

第２章 会員等 
（協議会の会員） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。 
  (1) ○○○ 

(2) □□□ 
(3) △△△ 
(4) ◇◇◇  
  
（届出） 

第５条 会員は、その氏名及び住所（会員が団体の場合については、その名称、所在地

及び代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければ
ならない。 
 

第３章 役員等 
（役員の定数及び選任） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 
(1)  会 長 １名 
(2)  副会長 ○名 
(3)  監 事 ○名 

２ 前項の役員は、第５条の会員の中から総会において選任する。 
 

（役員の職務） 
第７条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠け

たときはその職務を行う。 
３ 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。 
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

 
（役員の任期） 

IV-8
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巻末資料 1-2 市町村都市再生整備協議会規約・規程（例） 
 
 

第８条 役員の任期は、○年とする。 
２ 辞任又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
 
 

第４章 総会 
（総会の種別等） 

第９条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
２ 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 
３ 通常総会は、毎年○回以上開催する。 
４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 会員現在数の○分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求が 
あったとき。 

(2) 第７条第３項第２号の規定により監事が招集したとき。 
(3) その他会長が必要と認めたとき。 

 
（総会の招集） 

第１０条 前条第４項第１号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあ

った日から３０日以内に総会を招集しなければならない。 
２ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。 
 

（総会の議決方法等） 
第１１条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 
２ 会員は、総会において、各１個の議決権を有する。 
３ 総会においては、前条第２項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決す
ることができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 
４ 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の○○をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において議長は、議決に加わ

る権利を有しない。 
 

（総会の権能） 
第１２条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を
議決する。 

(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。 
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。 
(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。 
(4)その他協議会の運営に関する重要な事項。 

 
（特別議決事項） 

第１３条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の○○以上の多数

による議決を必要とする。 
(1) 協議会規約の変更 
(2) 協議会の解散 
(3) 会員の除名 
(4) 役員の解任 
(5) ○○ 
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巻末資料 1-2 市町村都市再生整備協議会規約・規程（例） 
 
 

（書面又は代理人による表決） 
 
 (協議結果の尊重義務) 
第１４条 総会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重

しなければならない。 
 
 
 

第５章 事務局 
（事務局） 

第１５条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。 
２ 事務局は次の各号に掲げるものをもって組織する。 

(1) ○○○ 
(2) ○○○ 
(3) ○○○  

３  
協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。 
４事務局長は、第３項の責任者の中から会長が任命する。 
 
 

（業務の執行） 
第１６条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の
各号に掲げる規程による。 

(1) 事務処理規程 
(2) 財務規程 

 
（書類及び帳簿の備付け） 

第１７条 協議会は、第２条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けてお

かなければならない。 
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程 
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面 
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 
(4) その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿 

 
第６章 会計 

（事業年度） 
第１８条 協議会の事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わる。 
 
 

（資金の取扱い） 
第１９条 協議会の資金の取扱方法は、財務規程で定める。 
 
 

（収支予算） 
第２０条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、幹事会の承認を得た後、

事業開始前に総会の議決を得なければならない。 
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巻末資料 1-2 市町村都市再生整備協議会規約・規程（例） 
 
 

（監査等） 
第２１条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開

催の日の○日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。 
(1) 事業報告書 
(2) 収支計算書 
(3) 正味財産増減計算書 
(4) 貸借対照表 
(5) 財産目録 
 

２ 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長
に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。 
 
 

（報告） 
第２２条 会長は、次の各号に掲げる書類を、○○市長に提出しなければならない。 

(1) 前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書 
(2) 前年度末の財産目録及び貸借対照表 
(3) 前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書 

 
第７章 協議会規約等の変更、協議会が解散した場合の措置 

（規約の変更） 
第２３条 この規約を変更する場合には、総会の承認を経るものとする。 
 

（協議会が解散した場合の措置） 
第２４条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、
会長であった者がこれを決算する。  
 

第８章 雑則 
（細則） 

第２５条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は会長が別
に定める。 
 

附 則 
１ この規約は、平成○年○月○日から施行する。 

この規約は、一般的な記載例として掲載しているものであり、

確定したものではありません。指定に際し、適宜修正の上、

ご活用下さい。 
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●●市(町､村)都市再生整備協議会事務処理規程(例) 
 

 
（目的） 

第１条 この規程は、●●市(町､村)都市再生整備協議会（以下「協議会」という。）

における事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務処理を適正、かつ、能率的に行
うことを目的とする。 
 

（事務処理の原則） 
第２条 協議会の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係
者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。 
 

（事務処理体制） 
第３条 協議会の事務処理は、次の各号に掲げる事務の区分ごとに、当該各号に掲げる

事務責任者を置き、分担して行うものとする。 
       （事務の区分）                （ 事務分担組織 責任者 ） 

(1)○○事業に関する業務         ○○○   △△△ 
(2)その他協議会が定める業務              ○○○    △△△ 
（備考） 

本項の事務分担組織は、複数の事務の区分を兼ねることができる。 
 

 
（雑則） 

第４条 ●●市(町､村)都市再生整備協議会規約及びこの規程に定めるもののほか、こ

の規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

附 則 
 この規程は、平成○○年○月○日から施行する。 
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●●市(町､村)都市再生整備協議会財務規程(例) 
 
 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この規程は、市町村都市再生整備協議会（以下「協議会」という。）の会計の
処理に関する基準を確立して、協議会の業務の適正、かつ、能率的な運営と予算の適正

な実施を図ることを目的とする。 
 

（適用範囲） 
第２条 協議会の会計業務に関しては、市町村都市再生整備協議会規約（以下「協議会
規約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。 
 

（会計原則） 
第３条 協議会の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。 

(1) 協議会の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。 
(2) すべての取引について、正確な記帳整理をすること。 
(3) 会計の処理方法及び手続は、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更し
ないこと。 

 
（勘定区分） 

第４条 協議会の勘定区分は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ区分して経理す

る。 
(1) ○○勘定 
(2) △△勘定 

 
（口座の開設） 

第５条 前条に関する口座は、○○に開設するものとする。 
 

（会計年度） 
第６条 協議会の会計年度は、協議会規約に定める事業年度に従い毎年○月○日から翌

年○月○日までとする。 
 

（出納責任者） 
第７条 出納責任者は、会長とする。 
 

（経理責任者） 
第８条 次の各号に掲げる市町村都市再生整備協議会事務処理規程（以下「事務処理規
程」という。）第３条に定める各事務の区分ごとに当該各号に掲げる経理責任者を置く。 
       （事務の区分）           （経理責任者） 

(1) ○○事業に係る事務          ○○○  
(2)その他協議会が定める業務              ○○○ 

 
（帳簿書類の保存及び処分） 

第９条 会計帳簿、会計伝票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるものとする。 
(1) 予算及び決算書類   ○年 
(2) 会計帳簿及び会計伝票  ○年 
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(3) 証ひょう（領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。以下同じ。） 
○年 

(4) その他書類           ○年 
（備考） 

第１項は、文書等の標準的な保存分類等を参考に規定する。 
２ 前項各号の保存期間は、決算完結の日から起算する。 
３ 第１項各号に掲げる書類の焼却その他の処分を行う場合には、あらかじめ第８条第

１項の経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。 
 

第２章 勘定処理及び会計帳簿類 
（勘定処理の原則） 

第１０条 勘定処理を行うに当たっては、次の各号に掲げる原則に留意しなければなら

ない。 
(1) すべての収入及び支出は、予算に基づいて処理すること。 
(2) 収入と支出は、相殺してはならないこと。 
(3) その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行うこと。 

 
（会計帳簿） 

第１１条 会計帳簿は、次の各号に掲げるものとする。 
(1) 主要簿 

① 仕訳帳 
② 総勘定元帳 

(2) 補助簿 
２ 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。 
３ 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票及び総勘定元帳と有
機的関連のもとに作成しなければならない。 
４ 総勘定元帳及び補助簿の様式は会長が別に定める。 
 

（会計伝票） 
第１２条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 
２ 会計伝票は、次の各号に掲げるものとし、その様式は、会長が別に定める。 

(1) 入金伝票 
(2) 出金伝票 
(3) 振替伝票 

３ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存する。 
４ 会計伝票は、作成者が押印した上で、第８条第１項の経理責任者の承認印を受ける

ものとする。 
 

（記帳） 
第１３条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。 
２ 補助簿は、会計伝票又は証ひょうに基づいて記帳しなければならない。 
 

（会計帳簿の更新） 
第１４条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。 
 

第３章 予算 
（予算の目的） 
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第１５条 予算は、各会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収
支の合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。 
 

（収支予算の作成） 
第１６条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度勘定区分ごとに作成し、総会の議決を

得てこれを定める。 
２ 前項の収支予算は、○○市長に報告しなければならない。 
 

（予算の実施） 
第１７条 予算の執行者は、会長とする。 
 

（予算の流用） 
第１８条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。 
 

第４章 出納 
（金銭の範囲） 

第１９条 この規程において、「金銭」とは現金及び預貯金をいい、「現金」とは通貨

のほか、郵便為替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。 
 

（金銭出納の明確化） 
第２０条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の

出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。 
２ 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない。 
 

（金銭の収納） 
第２１条 金銭を収納したときは、会長が別に定める様式の領収証を発行しなければな

らない。 
２ 入金先の要求その他の事由より、前項の様式によらない領収証を発行する必要があ

るときは、第８条第１項の経理責任者の承認を得てこれを行う。 
３ 金融機関への振込みの方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、
領収証を発行しないものとする。 
 

（支払方法） 
第２２条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その
他取引を証する書類に基づき、第８条第１項の経理責任者及び会長の決裁を得て行うも

のとする。 
２ 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これによ
りがたい場合として第８条第１項の経理責任者が認めた支払のときには、この限りでな

い。 
 

（支払期日） 
第２３条 金銭の支払は、毎月末とする。ただし、随時払の必要のあるもの及び定期払
のものについては、この限りではない。 
 

（領収証の徴収） 
第２４条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。た
だし、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えるこ
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とができる。 
２ 金融機関への振込みの方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書

をもって支払先の領収証に代えることができる。 
 

（預貯金証書等の保管） 
第２５条 預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金融機関
等に保護預けするものとする。 
 

（金銭の過不足） 
第２６条 出納の事務を行う者は、原則として毎月１回以上、預貯金の残高の証明でき
る書類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたとき

は、遅滞なく第８条第１項の経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。 
 

第５章 物品 
（物品の定義） 

第２７条 物品とは、消耗品並びに耐用年数１年以上の器具及び備品をいう。 
 

（物品の購入） 
第２８条 前条の物品の購入については、稟議書に見積書を添付し、第８条第１項の経

理責任者を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、１件の購入金額が○万
円未満のときは、事務局長が専決処理にすることができる。 
 

（物品の照合） 
第２９条 出納の事務を行う者は、耐用年数１年以上の器具及び備品について、備品台

帳を設けて保全状況及び移動について所要の記録を行うとともに、その移動及び滅失又
はき損があった場合は、第８条第１項の経理責任者に通知しなければならない。 
２ 第８条第１項の経理責任者は、毎事業年度１回以上、現物照合し、差異がある場合
は、所定の手続を経て、前項の備品台帳の整備を行わなければならない。 
 

（規定の準用） 
第３０条 協議会の運営に必要な経費であって、会議費等軽微なものの支出については、

第２８条の規定を準用する。 
 

第６章 決算 
（決算の目的） 

第３１条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、

当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 
 

（決算の種類） 
第３２条 決算は、毎半期末の半期決算と毎年○月末の年度決算とする。 
 

(半期決算） 
第３３条 第８条第１項の経理責任者は、毎半期末に会計記録を整理し、次の各号に掲

げ計算書類を作成して翌月の１５日までに事務局長を経て会長に報告しなければなら
ない。 

(1) 合計残高試算表 
(2) 予算対比収支計算書 
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（財務諸表の作成） 

第３４条 第８条第１項の経理責任者は、毎事業年度終了後速やかに年度決算に必要な
整理を行い、次の各号に掲げる計算書類を作成し、会長に報告しなければならない。 

(1) 収支計算書 
(2) 正味財産増減計算書 
(3) 貸借対照表 
(4) 財産目録 
 
（年度決算の確定） 

第３５条 会長は、前条の計算書類に基づいて監事の監査を受けた後、当該計算書類に

監事の意見書を添えて総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定する。 
 

（報告） 
第３６条 会長は、前条の規定により決算が確定したときは、速やかにその旨を○○市
長に報告しなければならない。 
 

第７章 雑則 
第３７条 協議会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な

事項は、会長が別に定める。 
 

附 則 
１ この規程は、平成○年○月○日から施行する。 
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●●市 都市利便増進協定 認定要領 

 
（目的） 
第１条 本要領は、都市再生特別措置法（以下「法」という。）第７２条の３第１項に規定する都

市利便増進協定の認定に関し、必要な事項を定める。 
 
（都市利便増進協定の認定の申請） 
第２条 法第７２条の４の規定による都市利便増進協定の認定を申請しようとする者は、都市利便

増進協定認定申請書（別紙様式１）の正本及び副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書を添え

て市長に提出するものとする。 
（１） 都市利便増進協定書 
（２） 都市利便増進協定締結の理由を記載した書面 
（３） 都市利便増進協定の区域を示す図面 
（４） 申請者が都市利便増進協定の認定申請に係る代表者であることを証する書面 
（５） 協定締結者の一覧（住所、氏名、権利の種別、権利の目的となっている土地・建築物の所

在地を記載した書面） 
（６） 土地及び建物の登記簿謄本 
（７） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書 

 
（都市利便増進協定の変更の認定の申請） 
第３条 法第７２条の５第１項の規定による都市利便増進協定の変更の認定を受けようとする者

は、都市利便増進協定変更認定申請書（別紙様式２）の正本及び副本にそれぞれ次の各号に

掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。 
（１） 都市利便増進協定（変更後） 
（２） 都市利便増進協定の変更の理由を記載した書面 
（３） 変更した都市利便増進協定の区域を示す図面 
（４） 申請者が都市利便増進協定の変更の認定申請に係る代表者であることを証する書面 
（５） 協定締結者の一覧（住所、氏名、権利の種別、権利の目的となっている土地・建築物の所

在地を記載した書面） 
（６） （変更に係る部分の）土地及び建物の登記簿謄本 
（７） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書 
 

（都市利便増進協定に係る認定の通知） 
第４条 市長は、第２条又は第３条の認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し都市利便増進

協定認定通知書（別紙様式３）又は都市利便増進協定変更認定通知書（別紙様式４）により

その旨通知するものとする。 
 

附 則 
この要領は、平成  年  月  日から施行する。 
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この要領は、一般的な記載例として掲載しているものであり、

確定したものではありません。指定に際し、適宜修正の上、

ご活用下さい。 

IV-19

230



巻末資料 1-3 都市利便増進協定 認定要領・申請様式・協定書（例） 

 
 

（別紙様式１） 
平成  年  月  日 

都市利便増進協定認定申請書 
 

都市再生特別措置法第７２条の４の規定による都市利便増進協定の認定について、関係図書を添

えて申請します。 
 
（あて先）●●市長 
 

住 所                 
申請者                   

氏 名                 
（住所及び代表者氏名）           

電 話                 
 
 

記 
 

１．協定の名称 
 
 
２．対象とする区域の地名及び地番 

 
 

３．対象とする都市利便増進施設の種類 
 
 
４．有効期間 

 
 

５．特記事項 
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 （別紙様式２） 
平成  年  月  日 

 
都市利便増進協定変更認定申請書 

 
都市再生特別措置法第７２条の５第１項の規定による都市利便増進協定の変更の認定について、

関係図書を添えて申請します。 
 
（あて先）●●市長 
 

住 所                 
申請者                   

氏 名                 
（住所及び代表者氏名）           

電 話                 
 
 

記 
 

１．認定年月日及び文書番号 
 
 

２．協定の名称 
 
 
３．対象とする区域の地名及び地番 
 
 
４．対象とする都市利便増進施設の種類 
 
 
５．変更の場合は、その変更の内容 
 
 
６．有効期間 
 
 
７．特記事項 
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（別紙様式３） 
平成  年  月  日 

 
 
○○ ○○ 様 

●●市長   印 
 

都市利便増進協定認定通知書 
 

都市再生特別措置法第７２条の４の規定により、平成  年 月 日付けにて申請のあった都市

利便増進協定を認定したので通知します。 
 

認定番号   
認定年月日 平成  年  月  日 

 
             

 
記 

１．協定の名称 
 
 
２．対象とする区域の地名及び地番 

 
 

３．対象とする都市利便増進施設の種類 
 
 
４．有効期間 

 
 

５．特記事項 
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 （別紙様式４） 
平成  年  月  日 

 
○○ ○○ 様 

●●市長    印 
 

都市利便増進協定変更認定通知書 
 

都市再生特別措置法第７２条の５第１項の規定により、平成  年 月 日付けにて申請のあっ

た都市利便増進協定の変更を認定したので通知します。 
 

認定番号   
認定年月日 平成  年  月  日 

 
             

記 
 

１．認定年月日及び文書番号 
 
 

２．協定の名称 
 
 
３．対象とする区域の地名及び地番 
 
 
４．対象とする都市利便増進施設の種類 
 
 
５．変更の場合は、その変更の内容 
 
 
６．有効期間 
 
 
７．特記事項 
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巻末資料 1-3 都市利便増進協定 認定要領・申請様式・協定書（例） 

 
■■■地区都市利便増進協定書 

 

  ●●●（以下「甲」という。）、●●●（以下「乙」という。）及び●●●（以下「丙」という。）

は、次のとおり都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第７２条の３第１項の都市利便

増進協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、■■■地区において、都市利便増進施設の一体的な整備及び管理を行うことを

目的とする。 

 

（協定区域） 

第２条 本協定の対象となる協定区域は、■■市■■区■■及び■■のうち、別図１に示すとおり

とする。 

 

（財産区分） 

第３条 協定区域の財産区分は、別図２に示すとおりとする。 

 

（都市利便増進施設の種類及び位置） 

第４条 本協定の対象とする都市利便増進施設の種類及び位置は、別図３に示すとおりとする。 

 

（都市利便増進施設の一体的な整備の方法及び整備に要する費用の負担の方法） 

第５条 第４条で規定した都市利便増進施設を、本協定の締結者が所有する土地に設置する場合、

土地所有者は、当該施設の設置に伴う土地の占用に係る費用を要求しないものとする。 

２ 第４条で規定した都市利便増進施設の整備に係る費用は、協定締結者間で分担して負担す

るものとする。費用負担の方法は別途協定を締結してこれを定めることとする。 

 

（都市利便増進施設の一体的な管理の方法及び管理に要する費用の負担の方法） 

第６条 第４条で規定した都市利便増進施設の日常管理業務は甲が実施することとし、また、日常

管理に要する費用は、協定締結者間で分担して負担するものとする。費用負担の方法は別途

協定を締結してこれを定めることとする。 

 

（都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関するその他の事項） 

第７条 協定締結者は、第４条で規定した都市利便増進施設を活用して、まちの賑わいの創出に資

するイベント等の活動を行うことができる。その企画及び実施は、協定締結者が協力して行

うこととする。 

 

（都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続） 

第８条 本協定を変更又は廃止する場合には、協定締結者全員の合意を得た上で、市町村長の認定

を受けなければならない。 
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（協定の有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は、協定区域において都市利便増進施設が設置・供用される期間とする。 

 

（協定に違反した場合の措置） 

第１０条 本協定に定める事項に違反した者があった場合、違反者に対し、相当の猶予期間を付し

て、当該違反行為を是正するために必要な措置をとることを文書で請求するものとする。 

   ２ 前項の請求があった場合には、違反者は、これに従わなければならない。 

 

（その他） 

第１１条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じた場合には、協定

締結者間で別途協議の上処理するものとする。 

 

以上の協定成立を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ各自その１通

を保有する。 

 

 

  平成  年  月  日 

 

   甲  ■■市■■ 

●●●まちづくり株式会社 

代表取締役社長  ●● ●●                 印 

 

乙  ■■市■■ 

●●●株式会社 

代表取締役社長  ●● ●●                 印 

 

   丙  ■■市■■ 

●●●市 

市長  ●● ●●                      印 
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巻末資料 1-4 都市再生（整備）歩行者経路協定認可要領（例） 
 

○○市 都市再生(整備)歩行者経路協定認可要領 
 
 
（目的） 
第１条 本要領は、都市再生特別措置法（以下「法」という。）第４５条の２第１項（第７２条の

２第１項）に規定する都市再生（整備）歩行者経路協定に関し、必要な事項を定める。 
 
（都市再生歩行者経路協定の認可の申請） 
第２条 法第４５条の２第４項の規定による都市再生歩行者経路協定の認可を受けようとする者

は、都市再生歩行者経路協定認可申請書（別紙様式１）の正本及び副本にそれぞれ次の各号

に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。 
（１） 都市再生歩行者経路協定書 
（２） 都市再生歩行者経路協定締結の理由を記載した書面 
（３） 都市再生歩行者経路協定の区域及び位置を示す図面 
（４） 申請者が都市再生歩行者経路協定の認可申請に係る代表者であることを証する書面 
（５） 土地所有者等（法第４５条の２第１項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。）の全

員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記

載した書面。 
（６） 土地及び建物の登記簿謄本 
（７） 法第４５条の２第３項に規定する協定区域隣接地（以下「協定区域隣接地」という。）を

定める場合には、当該協定区域隣接地の区域及び位置を示す図面 
（８） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書 

 
（都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の認可の申請） 
第３条 法第４５条の５第１項又は法第４５条の９第１項の規定による都市再生歩行者経路協定

の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、都市再生歩行者経路協定変更・廃止認可申請

書（別紙様式２）の正本及び副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書（都市再生歩行者経路協

定を廃止しようとする場合においては、第１号、第３号及び第８号に規定する書類を除く。）

を添えて市長に提出するものとする。 
（１） 都市再生歩行者経路協定の変更書 
（２） 都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の理由を記載した書面 
（３） 変更した都市再生歩行者経路協定の区域及び位置を示す図面 
（４） 申請者が都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の認可申請に係る代表者であることを

証する書面 
（５） 土地所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建

築物の所在地を記載した書面。 
（６） 土地及び建物の登記簿謄本 
（７） 都市再生歩行者経路協定の廃止の場合、土地所有者等の過半数の合意のあったことを証す

る書面 
IV-26

237



巻末資料 1-4 都市再生（整備）歩行者経路協定認可要領（例） 
（８） 協定区域隣接地を定めている場合には、変更した協定区域隣接地の区域及び位置を示す図

面 
（９） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書 
 

（都市再生歩行者経路協定に係る認可の通知） 
第４条 市長は、第２条又は第３条の認可をしたときは、当該認可を受けた者に対し都市再生歩行

者経路協定認可通知書（別紙様式３）又は都市再生歩行者経路協定変更・廃止認可通知書（別

紙様式４）によりその旨通知するものとする。 
 
（都市再生歩行者経路協定区域内の借地権消滅等届） 
第５条 法第４５条の６第３項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届（別紙様式

５）に都市再生歩行者経路協定区域から除かれるべき事実が生じたことを証する書類及び土

地の位置を表示した図面を添えて市長に提出するものとする。 
 
（都市再生歩行者経路協定加入届） 
第６条 法第４５条の８第１項又は第２項の規定により都市再生歩行者経路協定に加わろうとす

る者は、都市再生歩行者経路協定加入届（別紙様式６）に土地の登記簿謄本及び土地の位置

を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。 
 
（一人都市再生歩行者経路協定の効力発効届） 
第７条 法第４５条の１１第４項の規定により当該都市再生歩行者経路協定が効力を有すること

となったときは、同条第２項の規定による認可を受けた者は、一人都市再生歩行者経路協定

効力発生届（別紙様式７）に新たに土地所有者等となった者の土地又は建築物の登記簿謄本

及び土地又は建築物の位置を表示した図面を添えて市長に提出するものとする。 
 
 
 
附 則 

この要領は、平成２４年  月  日から施行する。 
 
 
 

この要領は、一般的な記載例として掲載しているものであり、

確定したものではありません。指定に際し、適宜修正の上、

ご活用下さい。 
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（別紙様式１） 

平成  年  月  日 
（あて先）○○市長 

                 
（申請者） 

住 所   
氏 名   

 
 

都市再生（整備）歩行者経路協定認可申請書 
 

都市再生特別措置法第４５条の２第１項（第７２条の２第１項）の規定による都市再生（整備）

歩行者経路協定の認可について、関係図書を添えて申請します。 
         

 
 
 

１．区域の地名及び地番 
 

２．協定の名称 
 

３．有効期間 
 

４．特記事項 
 

適宜、必要な名称を採用する。（以下、同様） 
※第７２条の２第２項にて、第４章（都市再生緊急整備地域に

おける特別の措置）の第５節（第五節 都市再生歩行者経路

協定）の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準

用するものとされている。 

協定名称に対応させる 
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 （別紙様式２） 

平成  年  月  日 
（あて先）○○市長 

（申請者） 
住 所            
氏 名                 

 
都市再生（整備）歩行者経路協定（変更・廃止）認可申請書 

 
 
都市再生特別措置法第４５条の５（変更）／第４５条の９（廃止）の規定による都市再生歩行者

経路協定の（変更・廃止）の認可について、関係図書を添えて申請します。 
 
 

１．認可年月日及び文書番号 
 

２．区域の地名及び地番 
 

３．協定の名称 
 

４．有効期間 
 

５．変更の場合は、その変更の内容 
 
６．特記事項 
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（別紙様式３） 

平成  年  月  日 
 
○○ ○○ 様 
 
                                ○○市長    

 
 

都市再生（整備）歩行者経路協定認可通知書 
 
都市再生特別措置法第４５条の２第４項の規定により、平成  年 月 日付けにて申請のあっ

た都市再生（整備）歩行者経路協定を認可したので通知します。 
 

認可番号   
認可年月日 平成  年  月  日 

 
      

 
 

１．区域の地名及び地番 
 

２．協定の名称 
 

３．特記事項 
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 （別紙様式４） 

平成  年  月  日 
 

○○ ○○ 様 
                      ○○市長  

 
 

都市再生（整備）歩行者経路協定（変更・廃止）認可通知書 
 
 
都市再生特別措置法第４５条の５（変更）／第４５条の９（廃止）の規定により、平成  年 月 

日付けにて申請のあった都市再生（整備）歩行者経路協定の（変更・廃止）を認可したので通知し

ます。 
 

認可番号   
認可年月日 平成  年  月  日 

 
   

 
 

１．認可年月日及び認可番号 
 

２．区域の地名及び地番 
 

３．協定の名称 
 

４．特記事項 
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巻末資料 1-4 都市再生（整備）歩行者経路協定認可要領（例） 
 

（別紙様式５） 
平成  年  月  日 

（あて先）○○市長 
 

（申請者） 
住 所            
氏 名                 

 
 

借地権消滅等届 
 

都市再生特別措置法第４５条の６の規定により、都市再生（整備）歩行者経路協定区域から除か

れることとなったので関係図書を添えて届け出ます。 
 
 
 

１．協定の名称 
 
２．認可年月日及び認可番号 
 
３．借地権消滅等年月日 
 
４．借地権の消滅等に係る土地の地名及び地番 
 
５．借地権の消滅等に係る土地の所有者の住所及び氏名 
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巻末資料 1-4 都市再生（整備）歩行者経路協定認可要領（例） 
（別紙様式６） 

平成  年  月  日 
（あて先）○○市長 

 
（申請者） 

住 所            
氏 名                 

 
都市再生（整備）歩行者経路協定加入届 

 
 
都市再生特別措置法第４５条８の規定により、認可のあった都市再生（整備）歩行者経路協定に

加入したいので、関係図書を添えて届け出ます。 
 
 

１．協定の名称 
 
２．届出に係る土地の地名及び地番 
 
３．認可年月日及び認可番号 
 
４．特記事項 
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巻末資料 1-4 都市再生（整備）歩行者経路協定認可要領（例） 
（別紙様式７） 

平成  年  月  日 
 

（あて先）○○市長 
（申請者） 

住 所            
氏 名               

  
 

一人都市再生歩行者経路効力発生届 
 
 
都市再生特別措置法第４５条の１１第４項の規定により、都市再生歩行者経路協定の効力を有す

ることとなったので、関係図書を添えて届け出ます。 
 

１．協定の名称 
 
２．認可年月日及び認可番号 
 
３．効力を有することとなった年月日 

 
４．効力発生に係る土地の状況 

効力発生に係る土地の地名及び地番 所有者等の住所及び氏名 
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整
備
計
画
に
係
る
特
別
の
措
置

 
 
 
第
一
節
 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等
（
第
四
十
六
条
・
第
四
十
六
条
の
二
）

 
 
 
第
二
節
 
交
付
金
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
条
）

 
 
 
第
三
節
 
都
市
計
画
等
の
特
例

 
 
 
 
第
一
款
 
都
市
計
画
の
決
定
等
に
係
る
権
限
の
移
譲
等
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
三
条
）

 
 
 
 
第
二
款
 
都
市
計
画
の
決
定
等
の
要
請
及
び
提
案
（
第
五
十
四
条
―
第
五
十
七
条
の
二
）

 
 
 
 
第
三
款
 
道
路
整
備
に
係
る
権
限
の
移
譲
等
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
一
条
）

 
 
 
 
第
四
款
 
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
の
特
例
（
第
六
十
二
条
）

 
 
 
第
四
節
 
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
等
（
第
六
十
三
条
―
第
七
十
二
条
）

 
 
 
第
五
節
 
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定
（
第
七
十
二
条
の
二
）

 
 
 
第
六
節
 
都
市
利
便
増
進
協
定
（
第
七
十
二
条
の
三
―
第
七
十
二
条
の
九
）

 
 
 
第
七
節
 
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
（
第
七
十
三
条
―
第
七
十
八
条
）

 
  
第
六
章
 
雑
則
（
第
七
十
九
条
―
第
八
十
四
条
）

 
一
部
抜
粋

 
  
附
則

 
 ※
本
冊
子
で
は
、
色
付
き
の
箇
所
を
掲
載
し
て
い
る
。
以
下
同
様
。
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2 
  第
五
節
 
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
締
結
等
）

 
第

四
十

五
条

の
二

 
都

市
再

生
緊

急
整

備
地

域
内

の
一

団
の

土
地

の
所

有
者

及
び

建
築

物
等

の
所

有
を

目
的

と
す

る
地

上
権
又
は
賃
借
権
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
以
下
「
借
地
権

等
」
と
い
う

。
）
を

有
す
る

者
（

土
地
区
画

整
理
法
第

九
十
八

条
第
一
項

（
大
都
市

地
域
に

お
け
る
住

宅
及
び
住

宅
地
の

供
給
の
促
進

に
関
す
る

特
別
措

置
法
（
昭

和
五
十
年

法
律
第

六
十
七
号

。
以
下
「

大
都
市

住
宅
等
供

給
法
」
と

い
う

。
）

第
八
十
三
条

に
お
い
て

準
用
す

る
場
合
を

含
む
。
以

下
同
じ

。
）
の

規
定
に
よ

り
仮
換

地
と

し
て
指
定

さ
れ
た
土

地
に
あ

っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
の
所
有
者
及
び
借
地
権
等
を
有
す
る
者
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
土
地

所
有
者
等
」

と
総
称
す

る
。
）
は

、
そ
の
全

員
の
合
意

に
よ
り

、
当
該
都

市
再
生
緊

急
整
備

地
域
内
に

お
け
る
都

市
開
発

事
業
の
施
行
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
歩
行
者
の
移
動
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
経
路
（
以
下
「
都
市

再
生
歩
行
者
経
路
」
と
い
う
。）

の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
」
と
い
う
。）

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
土
地
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と

し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
）
の
区
域
内
に
借
地
権
等
の
目
的
と
な
っ
て

い
る
土
地
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
借
地
権
等
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
所
有
者
の
合
意
を
要
し
な
い
。

 
２
 
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
一

 
都
市
再

生
歩
行
者

経
路
協

定
の
目
的

と
な
る
土

地
の
区

域
（
以
下

「
協
定
区

域
」
と

い
う
。
）
及
び
都

市
再
生

歩
行

者
経
路
の
位
置

 
二
 
次
に
掲
げ
る
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
必
要
な
も
の

 
イ
 
前
号
の
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
を
構
成
す
る
道
路
の
幅
員
又
は
路
面
の
構
造
に
関
す
る
基
準

 
ロ
 
前
号
の
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
を
構
成
す
る
施
設
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
歩
行
者
の
移
動

上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
設
備
を
含
む
。）

の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項

 
ハ
 
そ
の
他
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項

 
三
 
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
有
効
期
間

 
四
 
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

 
３
 
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
の
土

地
の
う
ち
、
協
定
区
域
に
隣
接
し
た
土
地
で
あ
っ
て
、
協
定
区
域
の
一
部
と
す
る
こ
と
に
よ
り
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の

整
備

又
は

管
理

に
資

す
る

も
の

と
し

て
協

定
区

域
の

土
地

と
な

る
こ

と
を

当
該

協
定

区
域

内
の

土
地

に
係

る
土

地
所

有

者
等
が
希
望
す
る
も
の
（
以
下
「
協
定
区
域
隣
接
地
」
と
い
う
。）

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
４
 
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
は
、
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
認
可
の
申
請
に
係
る
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
縦
覧
等
）

 
第
四
十
五
条
の
三
 
市
町
村
長
は
、
前
条
第
四
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
を
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
関
係
人
の
縦
覧
に
供
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
再
生

歩
行
者
経
路
協
定
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
）

 
第
四
十
五
条
の
四
 
市
町
村
長
は
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と

き
は
、
同
項
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一
 
申
請
手
続
が
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。

 

 

3 
 二
 
土
地
又
は
建
築
物
等
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

 
三
 
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
お
い
て
協
定
区
域
隣
接
地
を

定
め
る
場
合

に
あ
っ
て

は
、
当

該
協
定
区

域
隣
接
地

に
関
す

る
事
項
を

含
む
。
）
に
つ

い
て

国
土
交
通

省
令
で
定

め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
四
 
そ
の
他
当
該
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
地
域
整
備
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
２
 
建
築
主
事
を
置
か
な
い
市
町
村
の
市
町
村
長
は
、
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
建
築
物
に
関

す
る
事
項
を
定
め
た
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
二

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
さ

れ
た

意
見
書

を
添

え
て

、
都

道
府

県
知

事
に

協
議

し
、

そ
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 
市
町
村
長
は
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
を
当
該
市
町
村
の
事
務
所
に
備
え
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る

と
と
も
に
、
協
定
区
域
で
あ
る
旨
を
当
該
協
定
区
域
内
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
変
更
）

 
第
四
十
五
条
の
五
 
協
定
区
域
内
の
土
地
に
係
る
土
地
所
有
者
等
（
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
効
力
が
及
ば
な

い
者
を
除
く

。
）
は

、
都
市

再
生

歩
行
者
経

路
協
定
に

お
い
て

定
め
た
事

項
を
変
更

し
よ
う

と
す
る
場

合
に
お
い

て
は
、

そ
の
全
員
の
合
意
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
定
め
、
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 （
協
定
区
域
か
ら
の
除
外
）

 
第
四
十
五
条
の
六
 
協
定
区
域
内
の
土
地
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
定

さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
）
で
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
効
力
が
及
ば

な
い
者
の
所
有
す
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
借
地
権
等
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
借
地
権
等
の
目

的
と
な
っ
て
い
た
土
地
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
に
あ
っ
て
は
、

当
該
土
地
に
つ
い
て
の
仮
換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
）
は
、
当
該
協
定
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 
２

 
協

定
区

域
内

の
土

地
で

土
地

区
画

整
理

法
第

九
十

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
仮

換
地

と
し

て
指

定
さ

れ
た

も
の

が
、
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
換
地
計
画
又
は
大
都
市
住
宅
等
供
給
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
換
地
計
画
に
お
い
て
当

該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
に
つ
い
て
の
換
地
と
し
て
定
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
一
条
第
三

項
（
大
都
市

住
宅
等
供

給
法
第

八
十
二
条

第
一
項
に

お
い
て

準
用
す
る

場
合
を
含

む
。
）
の

規
定
に
よ

り
当
該
土

地
に
対

応
す

る
従

前
の

土
地

の
所

有
者

に
対

し
て

そ
の

共
有

持
分

を
与

え
る

よ
う

に
定

め
ら

れ
た

土
地

と
し

て
も

定
め

ら
れ

な

か
っ
た
と
き
は
、
当
該
土
地
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
条
第
四
項
（
大
都
市
住
宅
等
供
給
法
第
八
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場

合
を
含
む

。
）

の
規

定
に
よ
る

公
告
が
あ

っ
た
日

が
終
了
し

た
時
に
お

い
て
当

該
協
定
区

域
か
ら
除

外
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
定
区
域
内
の
土
地
が
当
該
協
定
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
借
地
権

等
を

有
し

て
い

た
者

又
は

当
該

仮
換

地
と

し
て

指
定

さ
れ

て
い

た
土

地
に

対
応

す
る

従
前

の
土

地
に

係
る

土
地

所
有

者

等
（
当
該
都

市
再
生
歩

行
者
経

路
協
定
の

効
力
が
及

ば
な
い

者
を
除
く

。
）
は

、
遅
滞

な
く

、
そ
の
旨

を
市
町
村

長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
４
 
第
四
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
そ
の
他
市
町
村
長
が
第
一
項
又
は

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
協

定
区

域
内

の
土

地
が

当
該

協
定

区
域

か
ら

除
外

さ
れ

た
こ

と
を

知
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用

す
る
。

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
効
力
）

 
第

四
十
五
条

の
七
 
第

四
十
五

条
の
四
第

三
項
（
第

四
十
五

条
の
五
第

二
項
に
お

い
て
準

用
す
る
場

合
を
含
む

。
）

の
規

定
に
よ
る
認
可
の
公
告
の
あ
っ
た
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
は
、
そ
の
公
告
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
協
定
区
域
内

IV-37

248



 

4 
 の
土
地
に
係
る
土
地
所
有
者
等
と
な
っ
た
者
（
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
つ
い
て
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
又

は
第

四
十

五
条

の
五

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
合

意
を

し
な

か
っ

た
者

の
有

す
る

土
地

の
所

有
権

を
承

継
し

た
者

を
除

く
。
）
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
の
公
告
の
あ
っ
た
後
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
加
わ
る
手
続
等
）

 
第
四
十
五
条
の
八
 
協
定
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と

し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
の
所
有
者
）
で
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路

協
定
の
効
力
が
及
ば
な
い
も
の
は
、
第
四
十
五
条
の
四
第
三
項
（
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む

。
）

の
規
定
に

よ
る
認

可
の

公
告
が
あ

っ
た
後
い

つ
で
も

、
市
町
村

長
に
対
し

て
書
面

で
そ
の
意

思
を
表
示

す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
内
の
土
地
に
係
る
土
地
所
有
者
等
は
、
第
四
十
五
条
の
四
第
三
項
（
第
四
十
五
条
の
五
第

二
項
に
お
い

て
準
用
す

る
場
合

を
含
む

。
）
の
規

定
に
よ

る
認

可
の
公
告

が
あ
っ
た

後
い
つ

で
も
、
当

該
土
地
に

係
る
土

地
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
て
書
面
で
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
再
生

歩
行
者
経
路
協
定
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
土
地
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
）
の
区
域
内
に
借
地
権
等
の

目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
借
地
権
等
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
所
有
者
の
合
意
を

要
し
な
い
。

 
３

 
協

定
区

域
隣

接
地

の
区

域
内

の
土

地
で

前
項

の
規

定
に

よ
る

土
地

所
有

者
等

の
意

思
の

表
示

に
係

る
も

の
の

区
域

は
、
そ
の
意
思
の
表
示
の
あ
っ
た
時
以
後
、
協
定
区
域
の
一
部
と
な
る
も
の
と
す
る
。

 
４
 
第
四
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

 
５
 
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
加
わ
っ

た
者
が
そ
の
時
に
お
い
て
所
有
し
、
又
は
借
地
権
等
を
有
し
て
い
た
当
該
協
定
区
域
内
の
土
地
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
）

に
つ
い
て
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
土
地
所
有

者
等
と
な
っ
た
者
（
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
つ
い
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
意
を
し
な
か
っ
た
者
の
有
す

る
土
地
の
所

有
権
を
承

継
し
た

者
及
び
前

条
の
規
定

の
適
用

が
あ
る
者

を
除
く

。
）
に

対
し

て
も
、
そ

の
効
力
が

あ
る
も

の
と
す
る
。

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
廃
止
）

 
第
四
十
五
条
の
九
 
協
定
区
域
内
の
土
地
に
係
る
土
地
所
有
者
等
（
当
該
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
効
力
が
及
ば
な

い
者
を
除
く

。
）
は

、
第
四

十
五

条
の
二
第

四
項
又
は

第
四
十

五
条
の
五

第
一
項
の

認
可
を

受
け
た
都

市
再
生
歩

行
者
経

路
協
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
半
数
の
合
意
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
定
め
、
市
町
村
長
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
市
町
村
長
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
土
地
の
共
有
者
等
の
取
扱
い
）

 
第
四
十
五
条
の
十
 
土
地
又
は
借
地
権
等
が
数
人
の
共
有
に
属
す
る
と
き
は
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
五
条

の
五
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
合
わ
せ
て
一

の
所
有
者
又
は
借
地
権
等
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

 
 （
一
の
所
有
者
に
よ
る
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
設
定
）

 
第
四
十
五
条
の
十
一
 
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
の
一
団
の
土
地
で
、
一
の
所
有
者
以
外
に
土
地
所
有
者
等
が
存
し
な
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 い
も
の
の
所
有
者
は
、
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の
整
備
又
は
管
理
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
の

認
可
を
受
け
て
、
当
該
土
地
の
区
域
を
協
定
区
域
と
す
る
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
市
町
村
長
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
都
市

再
生
歩
行
者
経
路
協
定
が
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の
整
備
又
は
管
理
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
前
項

の
認
可
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
第
四
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
４
 
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
は
、
認
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
お
い
て
当
該
協

定
区
域
内
の
土
地
に
二
以
上
の
土
地
所
有
者
等
が
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
か
ら
、
第
四
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に

よ
る

認
可

の
公

告
の

あ
っ

た
都

市
再

生
歩

行
者

経
路

協
定

と
同

一
の

効
力

を
有

す
る

都
市

再
生

歩
行

者
経

路
協

定
と

な

る
。

 
 （
借
主
の
地
位
）

 
第

四
十

五
条

の
十

二
 

都
市

再
生

歩
行

者
経

路
協

定
に

定
め

る
事

項
が

建
築

物
等

の
借

主
の

権
限

に
係

る
場

合
に

お
い

て
は
、
そ
の
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
等
の
借
主
を
土
地
所
有
者
等
と
み
な
し
て
、
こ
の

節
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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 第
五
章
 
都
市
再
生
整
備
計
画
等
に
係
る
特
別
の
措
置

 
 第
一
節
 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等

 
 （
都
市
再
生
整
備
計
画
）

 
第
四
十
六
条
 
市
町
村
は
、
都
市
の
再
生
に
必
要
な
公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
土
地
の
区
域
に

お
い
て
、
都
市
再
生
基
本
方
針
（
当
該
区
域
が
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
都
市
再
生
基
本
方
針
及
び

当
該
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
地
域
整
備
方
針
）
に
基
づ
き
、
当
該
公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
計
画
（
以
下

「
都
市
再
生
整
備
計
画
」
と
い
う
。）

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
都
市
再
生
整
備
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 
一
 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域

 
二
 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
目
標

 
三
 
前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
事
項

 
イ
 
公
共
公
益
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

 
ロ
 
市
街
地
再
開
発
事
業

 
ハ
 
防
災
街
区
整
備
事
業

 
ニ
 
土
地
区
画
整
理
事
業

 
ホ
 
住
宅
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

 
ヘ
 
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業

 
四
 
前
号
の
事
業
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
効
果
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
事
項

 
五
 
前
二
号
の
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
公
共
公
益
施
設
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項

 
六
 
計
画
期
間

 
七
 
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

 
３
 
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
事
務
（
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に

お
い
て
「
事

業
等
」
と

い
う

。
）

に
係
る
も

の
を
記
載

す
る
ほ

か
、
必
要

に
応
じ
、

ま
ち
づ

く
り
の
推

進
を
図
る

活
動
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活
動
法

人
若

し
く

は
一

般
社

団
法

人
若

し
く

は
一

般
財

団
法

人
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

と
し

て
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る

者
（
以
下
「

特
定
非
営

利
活
動

法
人
等
」

と
い
う

。
）
が

実
施

す
る
事
業

等
（
市
町

村
が
当

該
事
業
等

に
要
す
る

経
費
の

一
部
を
負
担
し
て
そ
の
推
進
を
図
る
も
の
に
限
る
。）

に
係
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
４
 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
実
施
す
る
事
業
等
に
係
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
５
 
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
事
項
に
は
、
当
該
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
都
市
施

設
又
は
市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
（
都
市
計
画
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
都
市
計
画
（
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
指
定
都
市
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

で
あ
っ
て
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
市
町

村
が
決
定
又

は
変
更
を

す
る
こ

と
が
で
き

る
も
の
（

以
下
「

市
町
村
決

定
計
画
」

と
い
う

。
）
及

び
当
該
市

町
村
に

よ
る

当
該
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
の
期
限
（
以
下
「
計
画
決
定
期
限
」
と
い
う
。）

を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
６
 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
市
町
村
決
定
計
画
及
び
計
画
決
定
期
限
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
７
 
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
事
項
に
は
、
国
道
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第

三
条
第
二
号

の
一
般
国

道
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）
若
し

く
は

都
道
府
県

道
（
同
条

第
三
号

の
都
道
府

県
道
を
い

う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

の
新
設
若
し
く
は
改
築
又
は
国
道
若
し
く
は
都
道
府
県
道
に
附
属
す
る
道
路
の
附
属
物
（
同

法
第
二
条
第

二
項
に
規

定
す
る

道
路
の
附

属
物
を
い

う
。
）
の

新
設
若
し

く
は
改
築

（
い
ず

れ
も
同
法

第
十
二
条

た
だ
し
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 書
、
第
十
五
条
並
び
に
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
六
十

三
号
。
第

五
十
八

条
第
一
項

に
お
い
て

「
昭
和

三
十
九
年

道
路
法
改

正
法
」

と
い
う

。
）
附
則

第
三
項

の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
道
路
法
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
の
指
定
市
、
同
条
第
二
項
の
指
定
市
以
外
の
市
又
は
同
条
第
三
項
の
指
定
市
以
外
の
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
五
十
八
条
に
お
い
て
「
国
道
の
新
設
等
」
と
い
う
。）

で

あ
っ
て
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
市
町
村
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
関
す
る
事
業
（
以
下
「
市
町

村
施
行
国
道
新
設
等
事
業
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
８
 
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
国
道
又
は
都
道
府
県
道
の
維
持
又
は
修
繕
（
道
路
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
同
法
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
市
、
同
条
第
二
項
の
指
定
市
以
外
の
市
又
は
同
条
第
三
項
の
指
定
市
以
外
の
市
町
村
が
行

う
こ
と
と
さ

れ
て
い
る

も
の
を

除
く
。
）
で
政
令

で
定
め

る
も

の
に
限
る

。
第
五
十

八
条
に

お
い
て
「

国
道
の
維

持
等
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
第
五

十
八

条
第
一
項

の
規
定
に

基
づ
き

当
該
市
町

村
が
行
う

こ
と
が

で
き
る
も

の
に
関
す

る
事
業

（
以
下
「
市
町
村
施
行
国
道
維
持
等
事
業
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
９
 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
市
町
村
施
行
国
道
新
設
等
事
業
又
は
市
町
村
施
行
国
道
維
持
等
事
業
に
関
す
る

事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
10

 
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ヘ
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
事
項
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
道
路
法
第

三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
、
工
作
物
又
は
物
件
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
都
市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
（
同
法
に
よ
る
道
路
に
限
る
。
第
六
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）

の
通
行

者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
設
置
（
道
路
交
通
環
境
の
維
持
及
び
向
上

を
図

る
た

め
の

清
掃

そ
の

他
の

措
置

で
あ

っ
て

当
該

施
設

等
の

設
置

に
伴

い
必

要
と

な
る

も
の

が
併

せ
て

講
じ

ら
れ

る

も
の
に
限
る

。
）
で

あ
っ
て

、
同

法
第
三
十

二
条
第
一

項
又
は

第
三
項
の

許
可
に
係

る
も
の

に
関
す
る

事
項
を
記

載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
11

 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
前
項
の
施
設
等
の
設
置
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
の
許
可
の
権
限
を
有
す
る
道
路
管
理
者
（
道
路
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

道
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
12

 
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
同
項
第
一
号
の
区
域
（
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
あ
る
土
地
の
区
域
を

除
く

。
）

の
う
ち
、

都
市
開

発
事

業
を
通
じ

て
緊
急
か

つ
重
点

的
に
市
街

地
の
整
備

を
推
進

す
べ
き
土

地
の
区
域

で
あ
っ

て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
の
施
行
後
の
土
地
の
高
度
利
用
及
び
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
状
況

か
ら

み
て

、
都

市
開

発
事

業
の

施
行

に
関

連
し

て
当

該
区

域
内

の
一

団
の

土
地

の
所

有
者

及
び

借
地

権
等

を
有

す
る

者

（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に

対
応
す
る
従
前
の
土
地
の
所
有
者
及
び
借
地
権
等
を
有
す
る
者
）
に
よ
る
歩
行
者
の
移
動
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
向

上
の

た
め

の
経

路
の

整
備

又
は

管
理

が
必

要
と

な
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

及
び

当
該

経
路

の
整

備
又

は
管

理
に

関
す

る

事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
13

 
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
同
項
第
一
号
の
区
域
の
う
ち
、
広
場
、
街
灯
、
並
木
そ
の
他
の
都
市
の
居
住

者
そ
の
他
の
者
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
等
で
あ
っ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
都
市
利
便
増
進

施
設
」
と
い

う
。
）

の
配
置

及
び

利
用
の
状

況
そ
の
他

の
状
況

か
ら
み
て

、
当
該
区

域
内
の

一
団
の
土

地
の
所
有

者
若
し

く
は
借
地
権
等
を
有
す
る
者
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地

に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
の
所
有
者
又
は
借
地
権
等
を
有
す
る
者
）
若
し
く
は
当
該
区
域
内
の

建
築
物
の
所
有
者
（
当
該
建
築
物
に
関
す
る
賃
借
権
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
を
含
む
。

第
七
十
二
条

の
三
第
一

項
に
お

い
て
同
じ

。
）
又

は
第
七

十
三

条
第
一
項

の
規
定
に

よ
り
指

定
さ
れ
た

都
市
再
生

整
備
推

進
法
人
に
よ
る
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
（
当
該
都
市
利
便
増
進
施
設
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活
動
で
あ
っ
て
、
当
該
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
の
効
果
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の

IV-39

250
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 を

含
む
。
以

下
同
じ

。
）
が

必
要

と
な
る
と

認
め
ら
れ

る
区
域

及
び
当
該

都
市
利
便

増
進
施

設
の
一
体

的
な
整
備

又
は
管

理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
14

 
市
町
村
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
都
市
再
生
整
備
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
都

市
再
生
整
備
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
市
町
村
都
市
再
生
整
備
協
議
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
15

 
都
市
再
生
整
備
計
画
は
、
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
同
法
第

七
条

の
二

の
都

市
再

開
発

方
針

等
並

び
に

同
法

第
十

八
条

の
二

の
市

町
村

の
都

市
計

画
に

関
す

る
基

本
的

な
方

針
と

の

調
和
が
保
た
れ
、
か
つ
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
の
基
本
構
想
に
即
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
16

 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
に

都
市
再
生
整
備
計
画
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
に
市
町

村
決
定
計
画
及
び
計
画
決
定
期
限
を
記
載
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
事
項
を

公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
17

 
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 （
市
町
村
都
市
再
生
整
備
協
議
会
）

 
第
四
十
六
条
の
二
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
市
町
村
ご
と
に
、
都
市
再
生
整
備
計
画
及
び
そ
の
実
施
並
び
に
都
市
再
生
整
備

計
画
に
基
づ
く
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
公
共
公
益
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
、
市
町
村
都
市
再
生

整
備
協
議
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
市
町
村
協
議
会
」
と
い
う
。）

を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
一
 
市
町
村

 
二
 
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
長
が
指
定
し
た
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人

 
三
 
密
集
市
街
地
整
備
法
第
三
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
長
が
指
定
し
た
防
災
街
区
整
備
推
進
機
構

 
四
 
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

市
町
村
の
長
が
指
定
し
た
中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構

 
五
 
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
長
が
指
定
し
た
景
観

整
備
機
構

 
六
 
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
長
が
指
定
し
た
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
支
援
法
人

 
七
 
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等

 
２

 
前
項
各

号
に
掲
げ

る
者
は

、
必
要
が

あ
る
と
認

め
る
と

き
は
、
協

議
し
て
、

市
町
村

協
議
会
に

、
関
係
都

道
府
県

、

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
民
間
都
市
機
構
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
い

て
公
共
公
益
施
設
の
整
備
若
し
く
は
管
理
を
行
い
、
又
は
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
民
間
事
業
者
そ
の
他
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
を
図
る
活
動
を
行
う
者
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３
 
市
町
村
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
、
前
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲

げ
る
事
業
（

こ
れ
ら
の

事
業
と

一
体
と
な

っ
て
そ
の

効
果
を

増
大
さ
せ

る
こ
と
と

な
る
事

業
等
を
含

む
。
）

を
実
施

し
、

又
は

実
施

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

者
及

び
都

市
再

生
整

備
計

画
に

基
づ

く
事

業
に

よ
り

整
備

さ
れ

た
公

共
公

益
施

設

の
管
理
者
に
対
し
て
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
４

 
第
一
項

の
協
議
を

行
う
た

め
の
会
議

に
お
い
て

協
議
が

調
っ
た
事

項
に
つ
い

て
は
、

市
町
村
協

議
会
の
構

成
員
は

、

そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
５
 
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
町
村
協
議
会
が
定
め
る
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
に
よ
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）
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 第

四
十
六
条

の
三
 
第

七
十
三

条
第
一
項

の
規
定
に

よ
り
指

定
さ
れ
た

都
市
再
生

整
備
推

進
法
人
は

、
市
町
村

に
対
し

、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
提
案
に
係
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
素
案
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２

 
前
項
の

規
定
に
よ

る
提
案

（
以
下
「

都
市
再
生

整
備
計

画
提
案
」

と
い
う

。
）
に

係
る

都
市
再
生

整
備
計
画

の
素
案

の
内
容
は
、
都
市
再
生
基
本
方
針
（
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
提
案
に
係
る
土
地
の
区
域
が
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内

に
あ
る
と
き
は
、
都
市
再
生
基
本
方
針
及
び
地
域
整
備
方
針
）
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
計
画
提
案
に
対
す
る
市
町
村
の
判
断
等
）

 
第
四
十
六
条
の
四
 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
提
案
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
都
市
再
生
整
備
計
画
提

案
を
踏
ま
え
た
都
市
再
生
整
備
計
画
（
都
市
再
生
整
備
計
画
提
案
に
係
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
素
案
の
内
容
の
全
部
又

は
一
部
を
実

現
す
る
こ

と
と
な

る
都
市
再

生
整
備
計

画
を
い

う
。
次
条

に
お
い
て

同
じ

。
）

の
作
成
又

は
変
更
を

す
る
必

要
が
あ
る
か

ど
う
か
を

判
断
し

、
当
該
都

市
再
生
整

備
計
画

の
作
成
又

は
変
更
を

す
る
必

要
が
あ
る

と
認
め
る

と
き
は

、

そ
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
計
画
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等
を
し
な
い
場
合
に
と
る
べ
き
措
置
）

 
第
四
十
六
条
の
五
 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る

必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
提
案
を
し
た
都

市
再
生
整
備
推
進
法
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 第
二
節
 
交
付
金

 
 （
交
付
金
の
交
付
等
）

 
第
四
十
七
条
 
市
町
村
は
、
次
項
の
交
付
金
を
充
て
て
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
等
の
実
施
（
特
定
非
営
利
活

動
法
人
等
が

実
施
す
る

事
業
等

に
要
す
る

費
用
の
一

部
の
負

担
を
含
む

。
次
項
に

お
い
て

同
じ
。
）
を
し
よ

う
と
す

る
と

き
は
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
国
は
、
市
町
村
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
等
の
実
施
に
要
す

る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
当
該
事
業
等
を
通
じ
て
増
進
が
図
ら
れ
る
都
市
機
能
の
内
容
、
公
共
公
益
施
設
の
整
備
の
状
況

そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
３
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に

基
づ
く
国
の
負
担
又
は
補
助
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

 
４
 
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
交
付
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

 
 （
住
宅
地
区
改
良
法
の
特
例
）

 
第
四
十
八
条
 
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
充
て
て
建
設
さ
れ
た
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

八
十
四
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
改
良
住
宅
に
つ
い
て
の
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
補
助
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
充
て
て
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条

第
一
項
中
「
の
補
助
」
と
あ
る
の
は
「
の
補
助
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
都
市
再
生
交
付
金
」
と
い
う
。）

を
含
む
。
）」

と
、「

か
ら
補
助
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
補
助
（
都

市
再
生
交
付
金
を
含
む
。
）
」
と
、
旧
公
営
住
宅
法
第
十
三
条
第
三
項
」
と
す
る
。
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 （
大
都
市
住
宅
等
供
給
法
の
特
例
）

 
第

四
十

九
条

 
大

都
市

住
宅

等
供

給
法

第
百

一
条

の
五

第
一

項
に

規
定

す
る

認
定

事
業

者
で

あ
る

市
町

村
が

第
四

十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
充
て
て
実
施
す
る
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
（
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
都

心
共
同
住
宅

供
給
事
業

を
い
う

。
）
に

よ
り
建
設

さ
れ
る

住
宅

に
つ
い
て

の
同
法
第

百
一
条

の
十
一
及

び
第
百
十

三
条
の

二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
一
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
補
助
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
」
と
、
同
法
第
百
十
三

条
の
二
第
一
号
中
「
第
百
一
条
の
十
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
」
と
、「

当
該
補
助
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
交
付
金
」
と
す
る
。

 
 （
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

 
第

五
十

条
 

市
町

村
が

第
四

十
七

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

交
付

金
を

充
て

て
整

備
す

る
高

齢
者

の
居

住
の

安
定

確
保

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
の
同
法
第
五
十
四
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
四
十
九
条
、
第
五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
又
は

第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
補
助
又
は
負
担
を
受
け
て
整
備
し
、
又
は
家
賃
を
減
額
す
る
」
と
あ
る
の
は
、

「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
充
て
て
整
備
し
、
又
は
第
四
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
て
家
賃
を
減
額
す
る
」
と
す
る
。

 
 第
三
節
 
都
市
計
画
等
の
特
例

 
 第
一
款
 
都
市
計
画
の
決
定
等
に
係
る
権
限
の
移
譲
等

 
 （
都
市
計
画
の
決
定
等
に
係
る
権
限
の
移
譲
）

 
第
五
十
一
条
 
市
町
村
は
、
都
市
計
画
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

四
十
六
条
第

十
六
項
後

段
（
同

条
第
十
七

項
に
お
い

て
準
用

す
る
場
合

を
含
む

。
）
の

公
告

の
日
か
ら

計
画
決
定

期
限
が

到
来
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
市
町
村
決
定
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
決
定
又
は

変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２

 
市
町
村

（
都
市
計

画
法
第

八
十
七
条

の
二
第
一

項
の
指

定
都
市
（

以
下
「
指

定
都
市

」
と
い
う

。
）
を

除
く
。
）
は

、

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法

第
十
九
条
（

同
法
第
二

十
一
条

第
二
項
に

お
い
て
準

用
す
る

場
合
を
含

む
。
）

に
規
定

す
る

手
続
を
行

う
ほ
か
、

国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ

ら
か

じ
め

、
国

土
交

通
大
臣

に
協

議
し

、
そ

の
同

意
を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 
都
市
計
画
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
協
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
４
 
都
市
計
画
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
都
市
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 （
施
行
予
定
者
）

 
第
五
十
二
条
 
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
決
定
又
は
変
更
を
す
る
都
市
計
画
に
は
、
都
市
計
画
法
第
十
一
条

第
二
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
都
市
計
画
に
係
る
都
市
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
事
業
又

は
当
該
都
市

計
画
に
係

る
市
街

地
開
発
事

業
の
施
行

予
定
者

（
当
該
市

町
村
を
施

行
予
定

者
と
す
る

も
の
に
限

る
。
）
及

び
そ
の
期
限
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
予
定
者
が
定
め
ら
れ
た
都
市
計
画
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
、
施
行
予
定
者
を
定
め
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
及
び
当
該
市
町
村
以
外
の
者
を
施
行
予
定
者
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
３
 
前
二
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
決
定
又
は
変
更
を
す
る
都
市
計
画
に
密
集
市
街
地
整
備

法
第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
が
施
行
予
定
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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 こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
市
計
画
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
当
該
市
町
村
以
外
の
者
を
施
行
予
定
者
と
し
て
定
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

 
 （
認
可
の
申
請
義
務
）

 
第
五
十
三
条
 
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
予
定
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
市
町
村
は
、
そ
の
期
限
ま
で
に
、
都
市
計

画
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
都
市
再
開
発
法
第
五
十
一
条
第
二
項
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都

市
計
画
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）

の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 第
二
款
 
都
市
計
画
の
決
定
等
の
要
請
及
び
提
案

 
 （
市
町
村
に
よ
る
都
市
計
画
の
決
定
等
の
要
請
）

 
第

五
十
四
条

 
市
町
村

（
指
定

都
市
を
除

く
。
次
項

に
お
い

て
同
じ

。
）
は
、

都
道
府

県
に

対
し
、
国

土
交
通
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
実
施
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
都
市
計
画
法
第
四
条

第
三
項
の
地
域
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
都
市
計

画
で
政
令

で
定
め

る
も
の
に

限
る
。
）
の
決

定
又

は
変
更
を

す
る
こ
と

を
要
請

す
る
こ
と

が
で
き
る

。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
請
に
係
る
都
市
計
画
の
素
案
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
市
町
村
は
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項

の
規
定
に
よ

る
要
請
（

以
下
「

計
画
要
請

」
と
い
う

。
）

を
し

よ
う
と
す

る
と
き
は

、
あ
ら

か
じ
め
、

当
該
市
町

村
協
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
３
 
計
画
要
請
に
係
る
都
市
計
画
の
素
案
の
内
容
は
、
都
市
計
画
法
第
十
三
条
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
都
市
計

画
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
計
画
要
請
に
対
す
る
都
道
府
県
の
判
断
等
）

 
第
五
十
五
条
 
都
道
府
県
は
、
計
画
要
請
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
計
画
要
請
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
（
計
画

要
請
に
係
る

都
市
計
画

の
素
案

の
内
容
の

全
部
又
は

一
部
を

実
現
す
る

こ
と
と
な

る
都
市

計
画
を
い

う
。
以
下

同
じ

。
）

の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
当
該
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
計
画
要
請
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
案
の
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
付
議
）

 
第
五
十
六
条
 
都
道
府
県
は
、
計
画
要
請
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
（
当
該
計
画
要
請
に
係
る
都
市
計
画
の
素
案
の
内
容
の

全
部
を
実
現

す
る
も
の

を
除
く

。
）
の

決
定
又
は

変
更
を

し
よ

う
と
す
る

場
合
に
お

い
て
、

都
市
計
画

法
第
十
八

条
第
一

項
（
同
法
第

二
十
一
条

第
二
項

に
お
い
て

準
用
す
る

場
合
を

含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り

都
市

計
画
の
案

を
都
道
府

県
都
市

計
画
審
議
会
に
付
議
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
併
せ
て
、
当
該
計
画
要
請
に
係
る
都
市
計
画
の
素

案
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
計
画
要
請
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
決
定
等
を
し
な
い
場
合
に
と
る
べ
き
措
置
）

 
第
五
十
七
条
 
都
道
府
県
は
、
計
画
要
請
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
計
画
要
請
を
し
た
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
都
道
府
県
は
、
前
項
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
に
当
該
計
画

要
請
に
係
る
都
市
計
画
の
素
案
を
提
出
し
て
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
に
よ
る
都
市
計
画
の
決
定
等
の
提
案
）

 
第

五
十
七
条

の
二
 
第

七
十
四

条
第
三
号

（
ロ
に
係

る
部
分

に
限
る

。
）
又
は

第
五
号

に
掲

げ
る
業
務

と
し
て
公

共
施
設
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 又
は

同
条

第
三

号
ロ

の
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
施

設
の

整
備

又
は

管
理

を
行

う
第

七
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り

指
定
さ
れ
た
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
は
、
市
町
村
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
整
備
又
は
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
に

必
要
な
次
に

掲
げ
る
都

市
計
画

の
決
定
又

は
変
更
を

す
る
こ

と
を
提
案

す
る
こ
と

が
で
き

る
。
こ
の

場
合
に
お

い
て
は

、

当
該
提
案
に
係
る
都
市
計
画
の
素
案
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一
 
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
計
画
に
関
す
る
都
市
計
画

 
二

 
次

に
掲

げ
る

都
市

計
画

で
都

市
計

画
法

第
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
市

町
村

が
定

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

も
の

 
イ
 
都
市
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
都
市
計
画

 
ロ
 
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
都
市
計
画

 
２
 
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
都
市
再
生
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
施
設
又

は
第
七
十
四
条
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
の
整
備
又
は
管
理
」
と
、
第
四
十
条
第
一
項
中
「
者
（
当
該

都
市
計
画
決
定
権
者
が
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
計
画
提
案
を
し
た
者
及

び
当
該
通
知
を
し
た
行
政
庁
）」

と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
三
款
 
道
路
整
備
に
係
る
権
限
の
移
譲
等

 
 （
道
路
整
備
に
係
る
権
限
の
移
譲
）

 
第

五
十
八
条

 
市
町
村

（
道
路

法
第
十
七

条
第
一
項

の
指
定

市
を
除
く

。
以
下
こ

の
款
に

お
い
て
同

じ
。
）

は
、
都

市
再

生
整
備
計
画
の
計
画
期
間
内
に
限
り
、
同
法
第
十
二
条
た
だ
し
書
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
並
び
に
第
八
十
五
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
昭
和
三
十
九
年
道
路
法
改
正
法
附
則
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
再
生
整
備
計
画

に
記

載
さ

れ
た

市
町

村
施

行
国

道
新

設
等

事
業

に
関

す
る

事
項

に
係

る
国

道
の

新
設

等
又

は
都

市
再

生
整

備
計

画
に

記

載
さ
れ
た
市
町
村
施
行
国
道
維
持
等
事
業
に
関
す
る
事
項
に
係
る
国
道
の
維
持
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽

易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
３
 
市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
の
新
設
等
又
は
国
道
の
維
持
等
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
国
道

の
新
設
等
又
は
国
道
の
維
持
等
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
４
 
市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
の
新
設
等
又
は
国
道
の
維
持
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
５
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
国
道
の
新
設
等
又
は
国
道
の
維
持
等
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
市
町
村
の
負

担
と
す
る
。

 
 （
不
服
申
立
て
）

 
第
五
十
九
条
 
市
町
村
が
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
し
た
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
国
土

交
通
大
臣
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

 
 （
事
務
の
区
分
）

 
第
六
十
条
 
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
国
道
に
関
し
て
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
費
用
の
負
担

及
び
徴
収
に

関
す
る
も

の
を
除

く
。
）

は
、
地
方

自
治
法

第
二

条
第
九
項

第
一
号
に

規
定
す

る
第
一
号

法
定
受
託

事
務
と

す
る
。
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  （
道
路
法
の
適
用
）

 
第
六
十
一
条
 
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
を
行
う
市
町
村
は
、
道
路
法
第

八
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
と
み
な
す
。

 
 第
四
款
 
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
の
特
例

 
 第
六
十
二
条
 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
の
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
道
路
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
計
画
期
間
内
に
限
り
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
四
十
六
条
第
十
項
に
規

定
す
る
事
項
に
係
る
施
設
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
（
同
法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
の
占
用
を
い

い
、
同
法
第

三
十
三
条

第
二
項

に
規
定
す

る
も
の
を

除
く

。
）

で
次
に
掲

げ
る
要
件

の
い
ず

れ
に
も
該

当
す
る
も

の
に
つ

い
て
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
一
 
道
路
管
理
者
が
施
設
等
の
種
類
ご
と
に
指
定
し
た
道
路
の
区
域
内
に
設
け
ら
れ
る
施
設
等
（
当
該
指
定
に
係
る
種
類

の
も
の
に
限
る
。）

の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
二
 
道
路
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
三

 
そ

の
他

安
全

か
つ

円
滑

な
交

通
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ
る
こ
と
。

 
２

 
道
路
管

理
者
は
、

前
項
第

一
号
の
道

路
の
区
域

（
以
下

こ
の
条
に

お
い
て
「

特
例
道

路
占
用
区

域
」
と
い

う
。
）
を

指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
特
例
道
路
占
用
区
域
を
管
轄
す

る
警
察
署
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
３
 
道
路
管
理
者
は
、
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
指
定
の
区
域
及
び
施
設
等
の
種
類
を

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
４
 
前
二
項
の
規
定
は
、
特
例
道
路
占
用
区
域
の
指
定
の
変
更
又
は
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
５
 
第
一
項
の
許
可
に
係
る
道
路
法
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
申
請
書
を
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
書
に
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
六
条
第
十
項
の
措
置

を
記
載
し
た

書
面
を
添

付
し
て

、
」
と

、
同
法
第

八
十
七

条
第

一
項
中
「

円
滑
な
交

通
を
確

保
す
る
」

と
あ
る
の

は
「
円

滑
な
交
通
を
確
保
し
、
又
は
道
路
交
通
環
境
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
」
と
す
る
。

 
 第
四
節
 
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
等

 
 （
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
）

 
第
六
十
三
条
 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る

土
地
（
水
面
を
含
む
。
）
の
区
域
（
以
下
「
整
備
事
業
区
域
」
と
い
う
。
）
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以

下
「
都
市
再

生
整
備
事

業
」
と

い
う
。
）
を
都
市

再
生
整

備
計

画
に
記
載

さ
れ
た
事

業
と
一

体
的
に
施

行
し
よ
う

と
す
る

民
間
事
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
民
間

都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
」
と
い
う
。）

を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一
 
整
備
事
業
区
域
の
位
置
及
び
面
積

 
二
 
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要

 
三
 
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要
及
び
当
該
公
共
施
設
の
管
理
者
又
は
管
理
者
と
な
る
べ
き
者

 
四
 
工
事
着
手
の
時
期
及
び
事
業
施
行
期
間

 
五
 
用
地
取
得
計
画

 
六
 
資
金
計
画
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 七
 
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

 
 （
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
基
準
等
）

 
第

六
十
四
条

 
国
土
交

通
大
臣

は
、
前
条

第
一
項
の

認
定
（

以
下
「
整

備
事
業
計

画
の
認

定
」
と
い

う
。
）

の
申
請

が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と

き
は
、
整
備
事
業
計
画
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
一
 
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業
が
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
と
一
体
的
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ

の
事
業
の
効
果
を
一
層
高
め
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
を
含
む
都
市
の
再
生
に
著
し
く

貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

 
二
 
整
備
事
業
区
域
が
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備

に
関
す
る
計
画
が
、
地
域
整
備
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
三
 
工
事
着
手
の
時
期
、
事
業
施
行
期
間
及
び
用
地
取
得
計
画
が
、
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業
を
都
市
再
生
整
備
計
画
に

記
載
さ
れ
た
事
業
と
一
体
的
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
四

 
当

該
都

市
再

生
整

備
事

業
の

施
行

に
必

要
な

経
済

的
基

礎
及

び
こ

れ
を

的
確

に
遂

行
す

る
た

め
に

必
要

な
そ

の
他

の
能
力
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

 
２
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
整
備
事
業
計
画
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
３
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
整
備
事
業
計
画
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業

の
施
行
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
公
共
施
設
の
管
理
者
又
は
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
（
以
下
「
公
共
施
設
の
管
理
者
等
」
と
い

う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
整
備
事
業
計
画
の
認
定
の
通
知
）

 
第
六
十
五
条
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
整
備
事
業
計
画
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
関
係
市
町
村
、
公

共
施
設
の
管
理
者
等
及
び
民
間
都
市
機
構
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
整
備
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定

整
備
事
業
者

」
と
い
う

。
）

の
氏

名
又
は
名

称
、
事
業

施
行
期

間
、
整
備

事
業
区
域

そ
の
他

国
土
交
通

省
令
で
定

め
る
事

項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
変
更
）

 
第
六
十
六
条
 
認
定
整
備
事
業
者
は
、
整
備
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
（
以
下
「
認
定

整
備
事
業
計

画
」
と
い

う
。
）
の

変
更
（
国

土
交
通
省

令
で
定

め
る
軽
微

な
変
更
を

除
く
。
）

を
し
よ
う

と
す
る
と

き
は

、

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 （
報
告
の
徴
収
）

 
第
六
十
七
条
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
整
備
事
業
者
に
対
し
、
認
定
整
備
事
業
計
画
（
認
定
整
備
事
業
計
画
の
変
更
が

あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の

変
更
後

の
も
の
。

以
下
同
じ

。
）

に
係

る
都
市
再

生
整
備
事

業
（
以

下
「
認
定

整
備
事
業

」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 （
地
位
の
承
継
）

 
第

六
十

八
条

 
認

定
整

備
事

業
者

の
一

般
承

継
人

又
は

認
定

整
備

事
業

者
か

ら
認

定
整

備
事

業
計

画
に

係
る

整
備

事
業

区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
そ
の
他
当
該
認
定
整
備
事
業
の
施
行
に
必
要
な
権
原
を
取
得
し
た
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承

認
を
受
け
て
、
当
該
認
定
整
備
事
業
者
が
有
し
て
い
た
整
備
事
業
計
画
の
認
定
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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 ２
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
改
善
命
令
）

 
第
六
十
九
条
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
整
備
事
業
者
が
認
定
整
備
事
業
計
画
に
従
っ
て
認
定
整
備
事
業
を
施
行
し
て
い

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
整
備
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 （
整
備
事
業
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

 
第
七
十
条
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
整
備
事
業
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
整
備
事
業
計
画

の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
、
関
係
市
町
村
、
公
共

施
設
の
管
理
者
等
及
び
民
間
都
市
機
構
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
民
間
都
市
機
構
の
行
う
都
市
再
生
整
備
事
業
支
援
業
務
）

 
第
七
十
一
条
 
民
間
都
市
機
構
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
都
市
再
生
整

備
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
一
 
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
認
定
整
備
事
業
者
の
認
定
整
備
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
（
公
共
施
設
等
の

整
備
に
要
す
る
費
用
の
額
の
範
囲
内
に
限
る
。）

に
つ
い
て
支
援
す
る
こ
と
。

 
イ

 
認
定
整

備
事
業
者

（
専
ら

認
定
整
備

事
業
の
施

行
を
目

的
と
す
る

株
式
会
社

等
に
限

る
。
）

に
対
す
る

出
資
若

し
く

は
資
金
の
貸

付
け
又
は

認
定
整

備
事
業
者

（
専
ら
認

定
整
備

事
業
の
施

行
を
目
的

と
す
る

株
式
会
社

等
に
限
る

。
）

が
発

行
す
る
社
債
の
取
得

 
ロ
 
専
ら
、
認
定
整
備
事
業
者
か
ら
認
定
整
備
事
業
の
施
行
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「

認
定
整
備

建
築
物

等
」
と
い

う
。
）

若
し
く

は
認

定
整
備
建

築
物
等
に

係
る
信

託
の
受
益

権
を
取
得

し
、
当

該
認

定
整

備
建

築
物

等
若

し
く

は
当

該
認

定
整

備
建

築
物

等
に

係
る

信
託

の
受

益
権

の
管

理
及

び
処

分
を

行
う

こ
と

を

目
的
と
す
る
株
式
会
社
等
に
対
す
る
出
資
若
し
く
は
資
金
の
貸
付
け
又
は
当
該
株
式
会
社
等
が
発
行
す
る
社
債
の
取
得

 
ハ
 
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
不
動
産
取
引
（
認
定
整
備

建
築
物
等
を
整
備
し
、
又
は
整
備
さ
れ
た
認
定
整
備
建
築
物
等
を
取
得
し
、
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
の
管
理
及
び
処
分

を
行
う
こ
と

を
内
容
と

す
る
も

の
に
限
る

。
）
を

対
象
と

す
る

同
条
第
三

項
に
規
定

す
る
不

動
産
特
定

共
同
事
業

契
約
に

基
づ
く
出
資

 
ニ
 
信
託
（
受
託
し
た
土
地
に
認
定
整
備
建
築
物
等
を
整
備
し
、
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
の
管
理
及
び
処
分
を
行
う
こ

と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
益
権
の
取
得

 
ホ
 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法

 
二
 
認
定
整
備
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
、
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

 
三
 
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
間
都
市
機
構
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
民
間
都
市
開
発
法
第
十
一

条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
各
号
及
び
都
市
再
生
特
別
措
置
法

第
七
十
一
条
第
一
項
各
号
」
と
、
民
間
都
市
開
発
法
第
十
四
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
民
間
都
市
開

発
法
第
二
十
条
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一

条
第
二
項
の

規
定
に
よ

り
読
み

替
え
て
適

用
す
る
場

合
を
含

む
。
以
下

こ
の
号
に

お
い
て

同
じ
。
）
」
と

、
「
同

項
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法

第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
と
す
る
。

 

IV-43

254



 

16
 

 ３
 
民
間
都
市
機
構
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に

従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
市
町
村
協
議
会
に
お
け
る
認
定
整
備
事
業
を
円
滑
か
つ
確
実
に
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議
）

 
第
七
十
二
条
 
認
定
整
備
事
業
者
は
、
市
町
村
協
議
会
に
対
し
、
そ
の
認
定
整
備
事
業
を
円
滑
か
つ
確
実
に
施
行
す
る
た

め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２

 
前

項
の

協
議

を
行

う
こ

と
を

求
め

ら
れ

た
市

町
村

協
議

会
に

関
す

る
第

四
十

六
条

の
二

第
三

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い
て
は
、

同
項
中
「

及
び
都

市
再
生
整

備
計
画
」

と
あ
る

の
は
「
、

都
市
再
生

整
備
計

画
」
と

、
「
管
理

者
」
と

あ
る

の
は
「
管
理
者
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
の
協
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
た
同
項
の
認
定
整
備
事
業
者
」
と
す
る
。

 
３
 
市
町
村
協
議
会
は
、
第
一
項
の
協
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
協
議
が
調
っ
た
と
き
又
は

当
該
協
議
が
調
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
そ
の
結
果
を
、
当
該
協
議
の
結
果
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
き
は
当
該

協
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
ご
と
に
そ
の
間
の
経
過
を
、
速
や
か
に
、
当
該
協
議
を
行
う

こ
と
を
求
め
た
認
定
整
備
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
五
節
 
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定

 
 第

七
十

二
条

の
二

 
都

市
再

生
整

備
計

画
に

記
載

さ
れ

た
第

四
十

六
条

第
十

二
項

に
規

定
す

る
区

域
内

の
一

団
の

土
地

の
所
有
者
及
び
借
地
権
等
を
有
す
る
者
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
定
さ

れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
の
所
有
者
及
び
借
地
権
等
を
有
す
る
者
）
は
、
そ
の
全
員

の
合
意
に
よ
り
、
当
該
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
歩
行
者
の
移
動
上
の
利
便
性

及
び
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
経
路
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
協
定
（
次
項
に
お
い
て
「
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路

協
定
」
と
い

う
。
）

を
締
結

す
る

こ
と
が
で

き
る
。
た

だ
し
、

当
該
土
地

（
同
法
第

九
十
八

条
第
一
項

の
規
定
に

よ
り
仮

換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
）
の
区
域
内
に
借
地
権
等
の
目
的
と

な
っ
て
い
る
土
地
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
借
地
権
等
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
所
有
者
の
合
意
を
要
し
な

い
。

 
２

 
前
章
第

五
節
（
第

四
十
五

条
の
二
第

一
項
を
除

く
。
）
の

規
定
は
、

都
市
再
生

整
備
歩

行
者
経
路

協
定
に
つ

い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
整
備

歩
行
者
経
路

（
第
七
十

二
条
の

二
第
一
項

の
経
路
を

い
う
。

以
下
同
じ

。
）
の

」
と
、

同
項

第
二
号
中

「
都
市
再

生
歩
行

者
経
路
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
十
一
第
一
項
中
「
都
市

再
生
緊
急
整
備
地
域
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
区
域
」

と
、
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の
」
と
あ

る
の
は
「
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
の
」
と
、
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
土
地
所
有
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
土
地

所
有
者
等
（
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）
」
と
、
第

四
十

五

条
の
四
第
一
項
第
四
号
中
「
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
地
域
整
備
方
針
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
十
二
項
の
規

定
に
よ
り
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
経
路
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
」
と
、
第
四
十
五
条
の
七
及
び
第

四
十
五
条
の
十
中
「
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。

 
 第
六
節
 
都
市
利
便
増
進
協
定

 
 （
都
市
利
便
増
進
協
定
）

 
第

七
十

二
条

の
三

 
都

市
再

生
整

備
計

画
に

記
載

さ
れ

た
第

四
十

六
条

第
十

三
項

に
規

定
す

る
区

域
内

の
一

団
の

土
地

の
所
有
者
若
し
く
は
借
地
権
等
を
有
す
る
者
（
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
と
し
て
指
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 定
さ
れ
た
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
の
所
有
者
又
は
借
地
権
等
を
有
す
る
者
）
若
し
く
は

当
該
区
域
内

の
建
築
物

の
所
有

者
（
以
下

「
土
地
所

有
者
等

」
と
い
う

。
）
又

は
第
七

十
三

条
第
一
項

の
規
定
に

よ
り
指

定
さ
れ
た
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
は
、
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
都

市
利
便
増
進
協
定
」
と
い
う
。）

を
締
結
し
、
市
町
村
長
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
都
市
利
便
増
進
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
一
 
都
市
利
便
増
進
協
定
の
目
的
と
な
る
都
市
利
便
増
進
施
設
の
種
類
及
び
位
置

 
二
 
前
号
の
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
の
方
法

 
三
 
第
一
号
の
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

 
四
 
都
市
利
便
増
進
協
定
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
の
手
続

 
五
 
都
市
利
便
増
進
協
定
の
有
効
期
間

 
六
 
そ
の
他
必
要
な
事
項

 
 （
都
市
利
便
増
進
協
定
の
認
定
基
準
）

 
第

七
十
二
条

の
四
 
市

町
村
長

は
、
前
条

第
一
項
の

認
定
（

以
下
「
協

定
の
認
定

」
と
い

う
。
）

の
申
請
が

あ
っ
た

場
合

に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
都
市
利
便
増
進
協
定
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
定
の
認
定

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
一
 
土
地
所
有
者
等
の
相
当
部
分
が
都
市
利
便
増
進
協
定
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
。

 
二

 
都
市
利

便
増
進
協

定
に
お

い
て
定
め

る
前
条
第

二
項
第

二
号
及
び

第
三
号
に

掲
げ
る

事
項
の
内

容
が
適
切

で
あ
り

、

か
つ
、
第
四
十
六
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三
 

都
市

利
便

増
進

協
定

に
お

い
て

定
め

る
前

条
第

二
項

第
四

号
か

ら
第

六
号

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

の
内

容
が

適
切

な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
四
 
都
市
利
便
増
進
協
定
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

 
 （
都
市
利
便
増
進
協
定
の
変
更
）

 
第

七
十

二
条

の
五

 
土

地
所

有
者

等
又

は
第

七
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

都
市

再
生

整
備

推
進

法
人

は
、
協
定
の

認
定
を
受

け
た
都

市
利
便
増

進
協
定
（

以
下
「

認
定
都
市

利
便
増
進

協
定
」

と
い
う

。
）
の
変

更
（
国

土
交

通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。）

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 （
協
定
の
認
定
の
取
消
し
）

 
第
七
十
二
条
の
六
 
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
協
定
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

 
一

 
認

定
都

市
利

便
増

進
協

定
の

内
容

が
第

七
十

二
条

の
四

各
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
し

な
く

な
っ

た
と

認
め

る
と

き
。

 
二

 
認

定
都

市
利

便
増

進
協

定
の

目
的

と
な

る
都

市
利

便
増

進
施

設
の

一
体

的
な

整
備

又
は

管
理

が
当

該
認

定
都

市
利

便
増
進
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 
 （
民
間
都
市
機
構
の
行
う
都
市
利
便
増
進
協
定
推
進
支
援
業
務
）

 
第
七
十
二
条
の
七
 
民
間
都
市
機
構
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
認

定
都
市
利
便
増
進
協
定
に
基
づ
く
都
市
利
便
増
進
施
設
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
都
市
開
発
事
業
に
関
連
し
て
整
備
さ
れ
る

も
の
に
限
る

。
）
の

一
体
的

な
整

備
又
は
管

理
を
支
援

す
る
た

め
、
国
土

交
通
大
臣

の
承
認

を
受
け
て

、
当
該
認

定
都
市

利
便
増
進
協
定
を
締
結
し
て
い
る
土
地
所
有
者
等
に
対
し
、
当
該
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
、

助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

IV-44
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 ２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
間
都
市
機
構
が
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
民
間
都
市
開
発
法
第
十
一
条

第
一
項
及
び
第
十
二
条
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務

及
び
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
民
間
都
市
開
発
法
第
二
十
条
第
一
号
中

「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替

え
て
適
用

す
る
場

合
を
含
む

。
以
下
こ

の
号
に

お
い
て
同

じ
。
）
」
と

、
「
同
項

」
と
あ
る

の
は
「
第

十
一
条

第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
の
七
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
と
す
る
。

 
 （
都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

 
第

七
十

二
条

の
八

 
第

七
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

都
市

再
生

整
備

推
進

法
人

が
認

定
都

市
利

便
増

進
協

定
に

基
づ

き
管

理
す

る
樹

木
又

は
樹

木
の

集
団

で
都

市
の

美
観

風
致

を
維

持
す

る
た

め
の

樹
木

の
保

存
に

関
す

る

法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
存
樹
又
は
保
存
樹
林
と
し
て
指
定
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五
条
第
一
項
中
「
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者

及
び
推
進
法
人
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）」

と
、
同
法
第
六
条
第
二
項
及
び
第
八
条
中
「
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
推
進
法
人
」
と
、
同
法
第

九
条
中
「
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
又
は
推
進
法
人
」
と
す
る
。

 
 （
国
等
の
援
助
）

 
第
七
十
二
条
の
九
 
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
都
市
利
便
増
進
協
定
を
締
結
し
、
又
は
締
結
し
よ
う
と
す
る
土
地

所
有
者
等
に
対
し
、
都
市
利
便
増
進
協
定
の
締
結
及
び
円
滑
な
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
、
指
導
、
助
言
そ
の
他

の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
七
節
 
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人

 
 （
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
の
指
定
）

 
第
七
十
三
条
 
市
町
村
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人
若

し
く

は
一

般
財

団
法

人
又

は
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
を

図
る

活
動

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
会

社
で

あ
っ

て
政

令
で

定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
を
、

そ
の
申
請

に
よ
り

、
都
市
再

生
整
備
推

進
法
人

（
以
下
「

推
進
法
人

」
と
い

う
。
）

と
し
て
指

定
す
る

こ
と

が
で
き
る
。

 
２
 
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
推
進
法
人
の
名
称
、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
３
 
推
進
法
人
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨

を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
４
 
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
 （
推
進
法
人
の
業
務
）

 
第
七
十
四
条
 
推
進
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
一

 
第

四
十

六
条

第
一

項
の

土
地

の
区

域
に

お
け

る
都

市
開

発
事

業
で

あ
っ

て
同

項
に

規
定

す
る

都
市

再
生

基
本

方
針

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
施
行
す
る
民
間
事
業
者
に
対
し
、
当
該
都
市
開
発
事
業
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
者
の
派

遣
、
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

 
二
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
よ
る
前
号
の
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
対
す
る
助
成
を
行
う
こ
と
。

 

 

19
 

 三
 
次
に
掲
げ
る
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
又
は
当
該
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
。

 
イ
 
第
一
号
の
都
市
開
発
事
業

 
ロ
 
公
共
施
設
又
は
駐
車
場
そ
の
他
の
第
四
十
六
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
の

利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
業

 
四
 
前
号
の
事
業
に
有
効
に
利
用
で
き
る
土
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

 
五

 
第

四
十

六
条

第
一

項
の

土
地

の
区

域
に

お
け

る
公

共
施

設
又

は
第

三
号

ロ
の

国
土

交
通

省
令

で
定

め
る

施
設

の
所

有
者
（
所
有
者
が
二
人
以
上
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
員
）
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
管
理
を
行

う
こ
と
。

 
六
 
都
市
利
便
増
進
協
定
に
基
づ
き
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
を
行
う
こ
と
。

 
七
 
第
四
十
六
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
都
市
の
再
生
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

 
八
 
第
四
十
六
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
都
市
の
再
生
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
。

 
九
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
都
市
の
再
生
の
た
め
に
必
要
な
業

務
を
行
う
こ
と
。

 
 （
推
進
法
人
の
業
務
に
係
る
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

 
第
七
十
五
条
 
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、

推
進
法
人
に
対
し
、
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載

さ
れ
た
公
共

施
設
の
整

備
に
関

す
る
事
業

及
び
同
号

ロ
に
掲

げ
る
事
業

に
係
る
も

の
に
限

る
。
）

の
用
に
供

さ
せ
る

た
め

に
同
項
に
規
定
す
る
土
地
を
有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 
 （
監
督
等
）

 
第
七
十
六
条
 
市
町
村
長
は
、
第
七
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
推
進
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 
市
町
村
長
は
、
推
進
法
人
が
第
七
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
推
進
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
 
市
町
村
長
は
、
推
進
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
４
 
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
民
間
都
市
機
構
の
行
う
推
進
法
人
支
援
業
務
）

 
第
七
十
七
条
 
民
間
都
市
機
構
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定

す
る
業
務
の
ほ
か
、
推
進
法
人
に
よ
る
そ
の
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
次
に
掲

げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
一
 
推
進
法
人
に
よ
る
第
七
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
対
す
る
助
成
を
行
う
こ
と
。

 
二

 
推
進
法

人
に
対
し

、
そ
の

業
務
（
民

間
事
業
者

に
よ
る

都
市
開
発

事
業
に
係

る
も
の

に
限
る

。
）
の
実

施
に
関

し
必

要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

 
三
 
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
間
都
市
機
構
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
民
間
都
市
開
発
法
第
十
一

条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
各
号
及
び
都
市
再
生
特
別
措
置
法

第
七
十
七
条
第
一
項
各
号
」
と
、
民
間
都
市
開
発
法
第
十
四
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
民
間
都
市
開

発
法
第
二
十
条
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
七

条
第
二
項
の

規
定
に
よ

り
読
み

替
え
て
適

用
す
る
場

合
を
含

む
。
以
下

こ
の
号
に

お
い
て

同
じ
。
）
」
と

、
「
同

項
」
と
あ
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 る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法

第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
と
す
る
。

 
３
 
民
間
都
市
機
構
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に

従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
情
報
の
提
供
等
）

 
第
七
十
八
条
 
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
推
進
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又

は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
六
章
 
雑
則

 
 （
区
分
経
理
）

 
第
七
十
九
条
 
民
間
都
市
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、
特
別
の
勘

定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一
 
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
援
す
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。

 
）

及
び
第
七

十
一
条
第

一
項
第

一
号
に
掲

げ
る
業
務

（
イ
及

び
ロ
に
掲

げ
る
方
法

（
出
資

に
係
る
部

分
を
除
く

。
）

に
よ

り
支
援
す
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）

に
係
る
経
理

 
二
 
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
理
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 1.
2.

 
政
令

 

1.
2.

1.
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令

 

【
一
部
抜
粋
】

 
  （
都
市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
施
設
等
）

 
第
十
四
条
 
法
第
四
十
六
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 
一
 
広
告
塔
又
は
看
板
で
良
好
な
景
観
の
形
成
又
は
風
致
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の

 
二
 
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も

の
 

三
 
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
十
一
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
自
転
車
駐
車
器
具

で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

 
 （
市
町
村
が
決
定
又
は
変
更
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
計
画
）

 
第
十
五
条
 
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
都
市
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
と
す

る
。

 
一

  
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
都
市
再
生
特
別
地
区

 
二

 
都

市
計

画
法

施
行

令
第

九
条

第
一

項
第

一
号

イ
か

ら
ニ

ま
で

に
掲

げ
る

土
地

の
区

域
の

全
部

又
は

一
部

を
含

む
都

市
計
画
区
域
内
に
お
け
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
用
途
地
域
、
同
項
第
二
号
の
三
の
特
例
容
積
率
適
用
地

区
又
は
同
項
第
二
号
の
四
の
高
層
住
居
誘
導
地
区

 
三

  
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
七
号

 の
風
致
地
区
で
、
面
積
が
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の

 
四

  
都
市
緑
地
法

 （
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
五
条

 の
緑
地
保
全
地
域
及
び
同
法
第
十
二
条
第
一
項

 の
特
別
緑
地
保
全
地
区
（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法

 （
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
四
条
第
二
項
第
三
号

 の
近
郊

緑
地
特
別
保
全
地
区
及
び
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
第
二

項
 の

近
郊
緑
地
特
別
保
全
地
区
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
面
積
が
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）

 
 （
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
が
そ
の
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
施
設
）

 
第

十
六
条

  
法
第

五
十
七

条
の

二
第
一
項

第
二
号
イ

の
政
令

で
定
め
る

都
市
施
設

は
、
次

に
掲
げ
る

も
の
（
都

市
計
画

法
施
行
令
第
九
条
第
二
項

 各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

と
す
る
。

 
一

  
道
路

 
二

  
公
園
、
緑
地
又
は
広
場

 
三

  
下
水
道

 
四

  
河
川
そ
の
他
の
水
路

 
五

  
防
水
又
は
防
砂
の
施
設

 
六

  
都
市
施
設
の
う
ち
、
法
第
七
十
四
条
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
に
該
当
す
る
も
の

 
 （
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

 
第
十
七
条
 
法
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
は
、
道
路
法
施
行
令

第
四
条
第
一

項
第
一
号

、
第
三

号
（
道
路

法
第
二
十

二
条
第

一
項
の
規

定
に
係
る

部
分
に

限
る
。
）
、
第

四
号
、
第

五
号

、

第
十
四
号
、
第
十
五
号
（
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）、

第

二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
九
号
（
同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
意
見
の

聴
取
又
は

通
知
に

係
る
部
分

に
限
る

。
）
並

び
に

第
四
条
の

二
第
一
項

第
二
号

（
同
法
第

二
十
二
条

第
一
項

の
規
定
に
係

る
部
分
に

限
る

。
）

及
び
第
三

号
に
掲
げ

る
も
の

の
う
ち
、

市
町
村
が

道
路
管

理
者
と
協

議
し
て
定

め
る
も
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 の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
は
、
成
立
し
た
協
議
の
内
容
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２

  
市

町
村
は
、

法
第
五

十
八

条
第
四
項

の
規
定
に

よ
り
道

路
管
理
者

に
代
わ
っ

て
道
路

法
施
行
令

第
四
条
第

一
項
第

一
号

 、
第
十
四
号

又
は
第

十
五

号
に
掲
げ

る
権
限
を

行
っ
た

場
合
に
は

、
遅
滞
な

く
、
そ

の
旨
を
道

路
管
理
者

に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
３

  
第

一
項
に
規

定
す
る

市
町

村
の
権
限

は
、
法
第

五
十
八

条
第
三
項

の
規
定
に

基
づ
き

公
示
さ
れ

る
国
道
の

新
設
等

又
は

国
道

の
維

持
等

の
開

始
の

日
か

ら
国

道
の

新
設

等
又

は
国

道
の

維
持

等
の

完
了

の
日

ま
で

に
限

り
行

う
こ

と
が

で

き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号

 及
び
第
二
十
五
号

 に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い

て
は
、
国
道
の
新
設
等
又
は
国
道
の
維
持
等
の
完
了
の
日
後
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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 （
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
）

 
第
十
八
条
 
法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
等
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
一
 
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又

は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
工
作
物
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
十
条
第
三
項
本
文
、
第
十

条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

 
二
 
広
告
塔
又
は
看
板
の
表
示
部
分
を
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号

に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。）

の
運
転
者
か
ら
見
え
に
く
く
す
る
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 
 （
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
再
生
整
備
事
業
の
規
模
）

 
第
十
九
条

  
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
開
発
事
業
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
と
す
る
。

 
一

  
次
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
都
市
開
発
事
業
を
除
く
。）

 
 

〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

 
イ
 
首
都
圏
整
備
法

 （
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項

 に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
又
は
同
条
第
四

項
 に

規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯

 
ロ
 
近
畿
圏
整
備
法

 （
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項

 に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域
又
は
同
条

第
四
項

 に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域

 
ハ
 
中
部
圏
開
発
整
備
法

 （
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項

 に
規
定
す
る
都
市
整
備
区
域

 
ニ
 
指
定
都
市
の
区
域

 
二

  
前

号
イ
か
ら

ニ
ま
で

に
掲

げ
る
区
域

内
に
お
け

る
都
市

開
発
事
業

で
あ
っ
て

、
当
該

都
市
開
発

事
業
の
整

備
事
業

区
域
に
隣
接

し
、
又
は

近
接
し

て
こ
れ
と

一
体
的
に

他
の
都

市
開
発
事

業
（
都
市

再
生
整

備
計
画
の

区
域
内
に

お
い
て

、

都
市

再
生

整
備

計
画

に
記

載
さ

れ
た

事
業

と
一

体
的

に
施

行
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
そ

の
事

業
の

効
果

を
一

層
高

め
る

も

の
に
限
る

。
）
が
施

行
さ
れ

、
又

は
施
行
さ

れ
る
こ
と

が
確
実

で
あ
る
と

見
込
ま
れ

、
か
つ

、
こ
れ
ら

の
都
市
開

発
事
業

の
整
備
事
業
区
域
の
面
積
の
合
計
が
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
開
発
事
業
（
次
号
に
掲

げ
る
都
市
開
発
事
業
を
除
く
。）

 
〇
・
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

 
三

  
第

一
号
イ
か

ら
ニ
ま

で
に

掲
げ
る
区

域
内
に
お

け
る
都

市
開
発
事

業
で
あ
っ

て
、
中

心
市
街
地

の
活
性
化

に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
認
定
基
本
計
画
に
お
い
て
同
条
第
二
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
都
市
開
発
事
業
 
〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

 
四

  
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
 
〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

 
 （
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
の
要
件
）

 
第
二
十
条
 
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
総
株
主
（
株
主
総
会
に
お
い
て

決
議
を
す
る

こ
と
が
で

き
る
事

項
の
全
部

に
つ
き
議

決
権
を

行
使
す
る

こ
と
が
で

き
な
い

株
主
を
除

く
。
）

の
議
決

権
に

占
め
る
市
町
村
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
市
町
村
長
の
統
括
す
る
市
町
村
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の

有
す
る
議

決
権
の

割
合

が
百
分
の

三
以
上
で

あ
る
こ

と
、
持
分

会
社
（
会

社
法
（

平
成
十
七

年
法
律
第

八
十
六

号
）
第
五
百

七
十
五
条

第
一
項

に
規
定
す

る
持
分
会

社
を
い

う
。
）

に
あ
っ
て

は
そ
の

社
員

の
う
ち
に

市
町
村
が

あ
る
こ

と
と
す
る
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
の
業
務
と
し
て
取
得
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
土
地
）

 
第

二
十
一
条

  
法

第
七
十

四
条

第
四
号
の

政
令
で
定

め
る
土

地
は
、
同

条
第
三
号

に
規
定

す
る
事
業

の
用
に
供

す
る
土

地
及
び
当
該
事
業
に
係
る
代
替
地
の
用
に
供
す
る
土
地
と
す
る
。

 

IV-47

258



 

24
 

 1.
3.

 
省
令

 

1.
3.

1.
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

 

【
一
部
抜
粋
】

 
  （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
等
の
申
請
の
公
告
）

 
第
八
条
の
二

  
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
（
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規

定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 
一

  
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
名
称

 
二

  
協
定
区
域

 
三

  
協
定
区
域
隣
接
地
が
定
め
ら
れ
る
と
き
は
そ
の
区
域

 
四

  
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
縦
覧
場
所

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
の
基
準
）

 
第

八
条

の
三

  
法

第
四

十
五

条
の

四
第

一
項

第
三

号
（

法
第

四
十

五
条

の
五

第
二

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
一

  
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
二

  
都

市
再
生
歩

行
者
経

路
の

整
備
又
は

管
理
に
関

す
る
事

項
は
、
高

齢
者
、
障

害
者
等

の
移
動
上

の
利
便
性

及
び
安

全
性
の
向
上
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
て
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
三

  
都

市
再
生
歩

行
者
経

路
協

定
に
違
反

し
た
場
合

の
措
置

は
、
違
反

し
た
者
に

対
し
て

不
当
に
重

い
負
担
を

課
す
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 
四

  
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
五

  
協
定
区
域
隣
接
地
は
、
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
等
の
公
告
）

 
第

八
条
の
四

  
第

八
条
の

二
の

規
定
は
、

法
第
四
十

五
条
の

四
第
三
項

（
法
第
四

十
五
条

の
五
第
二

項
、
第
四

十
五
条

の
六
第
四
項

、
第
四
十

五
条
の

八
第
四
項

又
は
第
四

十
五
条

の
十
一
第

三
項
に
お

い
て
準

用
す
る
場

合
を
含
む

。
）

の
規

定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
計
画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
）

 
第

九
条

  
法
第
四

十
六
条

第
二

項
第
三
号

ヘ
の
国
土

交
通
省

令
で
定
め

る
事
業
は

、
大
都

市
地
域
に

お
け
る
住

宅
及
び

住
宅
地
の
供

給
の
促
進

に
関
す

る
特
別
措

置
法

 （
昭
和

五
十

年
法
律
第

六
十
七
号

）
に
よ

る
住
宅
街

区
整
備
事

業
（
以

下
「
住
宅
街
区
整
備
事
業
」
と
い
う
。）

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
事
業
と
す
る
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
計
画
の
記
載
事
項
）

 
第
十
条

  
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
一

  
都
市
再
生
整
備
計
画
の
名
称

 
二

  
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
の
面
積

 
三

  
都

市
再
生
整

備
計
画

の
区

域
又
は
当

該
区
域
に

隣
接
す

る
土
地
の

区
域
に
お

い
て
法

第
四
十
六

条
第
二
項

第
三
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
事
業
に
関
す
る
事
項

 
四

  
都

市
再
生
整

備
計
画

の
目

標
の
達
成

状
況
に
係

る
評
価

に
関
す
る

事
項
そ
の

他
国
土

交
通
大
臣

が
必
要
と

認
め
る

事
項
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 （
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
に
準
ず
る
者
）

 
第
十
一
条

  
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
一

  
営

利
を
目
的

と
し
な

い
法

人
格
を
有

し
な
い
社

団
で
あ

っ
て
、
代

表
者
の
定

め
が
あ

り
、
か
つ

、
ま
ち
づ

く
り
の

推
進
を
図
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

 
二

  
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
四
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
で
、

公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
事
業
を
営
む
も
の

 
三

  
前

二
号
に
掲

げ
る
も

の
の

ほ
か
、
市

町
村
長
が

都
市
の

再
生
を
推

進
す
る
観

点
か
ら

必
要
と
認

め
ら
れ
る

事
業
等

を
実
施
す
る
者
と
し
て
、
当
該
市
町
村
長
が
指
定
し
た
も
の

 
 （
市
町
村
が
決
定
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
計
画
）

 
第
十
二
条

  
令
第
十
一
条
第
二
号

 ニ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
市
街
地
開
発
事
業
は
、
施
行
区
域
の
面
積
が
二
十
ヘ

ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
と
す
る
。

 
 （
都
市
利
便
増
進
施
設
）

 
第
十
二
条
の
二
 
法
第
四
十
六
条
第
十
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 
一
 
道
路
、
通
路
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
二
 
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
三
 
噴
水
、
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
四
 
食
事
施
設
、
購
買
施
設
、
休
憩
施
設
、
案
内
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
五
 
広
告
塔
、
案
内
板
、
看
板
、
標
識
、
旗
ざ
お
、
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
、
幕
、
ア
ー
チ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の

 
六
 
ア
ー
ケ
ー
ド
、
柵
、
ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
七
 
備
蓄
倉
庫
、
耐
震
性
貯
水
槽
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
八
 
街
灯
、
防
犯
カ
メ
ラ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
九
 
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
た
め
の
設
備
、
雨
水
を
利
用
す
る
た
め
の
雨
水
を
貯
留
す
る
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の

 
十
 
彫
刻
、
花
壇
、
樹
木
、
並
木
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 
 （
市
町
村
決
定
計
画
及
び
計
画
決
定
期
限
の
公
告
）

 
第
十
三
条

  
法
第
四
十
六
条
第
十
六
項
後
段
（
同
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
公

告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
定
め
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 
一

  
市
町
村
決
定
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
種
類

 
二

  
市
町
村
決
定
計
画
に
係
る
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

 
三

  
計
画
決
定
期
限

 
 （

市
町

村
都

市
再

生
整

備
協

議
会

を
組

織
す

る
こ

と
が

で
き

る
都

市
再

生
整

備
推

進
法

人
等

に
準

ず
る

特
定

非
営

利
活

動
法
人
等
）

 
第

十
四
条

  
法
第

四
十
六

条
の

二
第
一
項

第
七
号
の

国
土
交

通
省
令
で

定
め
る
特

定
非
営

利
活
動
法

人
等
は
、

第
十
一

条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

 
第

十
四

条
の

二
 

法
第

四
十

六
条

の
三

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
都

市
再

生
整

備
計

画
の

作
成

又
は

変
更

の
提

案
を

行
お

う
と
す
る
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
都
市
再
生
整
備
計
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 画
の
素
案
を
添
え
て
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定
に
関
す
る
準
用
）

 
第

二
十
七
条

の
二

  
第
八

条
の

二
か
ら
第

八
条
の
四

ま
で
の

規
定
は
、

法
第
七
十

二
条
の

二
第
一
項

に
規
定
す

る
都
市

再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
三
第
二
号
中
「
都
市
再
生
歩
行
者

経
路
の
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
の
業
務
と
し
て
整
備
す
る
施
設
）

 
第
二
十
七
条
の
三

  
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
駐
車
場
と
す
る
。
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 1.
4.

 
通
知

 

1.
4.

1.
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て（

技
術
的
助
言
）（
平
成

23
年

7
月

25
日
、

閣
副
第

23
0
号
、
国
都
ま
ち
第

8
号
、
国
都
計
第

8
号
、
国
都
制
第

9
号
、
国
水
下
企
第

3
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
  
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
３
年
法
律
第
２
４
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
は
、

本
年
４
月
２
７
日
に
公
布
さ
れ
、
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
制
度
等
に
係
る
部
分
が
本
年
７
月
２
５
日
に
施
行
さ
れ

る
と
と
も
に

、
道
路
の

上
空
利

用
の
た
め

の
規
制
緩

和
、
道

路
占
用
許

可
の
特
例

、
都
市

利
便
増
進

協
定
制
度

の
創
設

、

都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
制
度
の
拡
充
等
に
係
る
部
分
が
本
年
１
０
月
２
０
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

 
 
こ
れ
ら
の
改
正
法
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
５
条
の
４
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
く
技
術
的
助
言
と
し
て
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
の
で
、
改
正
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
下
記
に
留
意

の
上
、
適
切
な
運
用
を
図
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
 
ま
た
、
都
道
府
県
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
旨
を
貴
管
内
市
町
村
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
周
知
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
  

記
 

 
 

（
１
）
道
路
の
上
空
利
用
の
た
め
の
規
制
緩
和
（
第
３
６
条
の
２
か
ら
第
３
６
条
の
５
ま
で
関
係
）

 
 
市
街
地
に
お
け
る
道
路
は
、
そ
の
上
空
が
開
放
空
間
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
沿
道
の
土
地
利
用
が
行
わ
れ
る
た
め
、

上
空
等
の
利
用
は
市
街
地
環
境
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
も
の
で
す
が
、
都
市
の
国
際
競
争
力
の
強
化

を
図
る
観
点
か
ら
、
良
好
な
市
街
地
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
道
路
の
上
空
等
を
利
用
し
た
建
築
物
の
建

築
等
を
認
め
る
特
例
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

 
 
本
制
度
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
い
て
、
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計

画
に

重
複

利
用

区
域

（
都

市
計

画
施

設
で

あ
る

道
路

の
区

域
の

う
ち

建
築

物
等

の
敷

地
と

し
て

併
せ

て
利

用
す

べ
き

区

域
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
区
域
内
に
お
け
る
建
築
限
界
（
建
築
物
等
を
建
築
又
は
建
設
で
き
る
こ
と
と
す
る
空
間

又
は
地
下
に
つ
い
て
の
上
下
の
範
囲
）
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

 
 
当
該
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
を
定
め
る
都
市
計
画
決
定
権
者
に
お
か
れ
て
は
、
当
該
特
定
都
市
再
生

緊
急
整
備
地

域
の
国
際

競
争
力

の
強
化
に

向
け
た
方

針
を
踏

ま
え
た
ふ

さ
わ
し
い

都
市
空

間
の
形
成

を
図
る
と

と
も
に

、

防
災
・
交
通
・
衛
生
等
の
機
能
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
良
好
な
市
街
地
環
境
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
建
築
物
の
高
さ

や
容
積
率
の
限
度
等
を
き
め
細
や
か
に
設
定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。
ま
た
、
関
係
道
路
管
理
者
へ

の
協
議
の
ほ
か
、
関
係
機
関
（
建
築
物
の
接
道
関
係
に
変
化
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
行
政
庁
、
道

路
の

上
空

利
用

に
よ

る
視

認
性

の
低

下
に

よ
っ

て
生

ず
る

道
路

交
通

の
安

全
と

円
滑

へ
の

影
響

等
に

つ
い

て
の

都
道

府

県
公
安
委
員
会
等
）
と
の
必
要
な
調
整
が
行
わ
れ
る
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。

 
 
あ
わ
せ
て
、
今
般
の
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
っ
て
、
特
定
都
市
道
路
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
空
に
設
け
る
事
務
所

等
が
占
用
許
可
の
対
象
物
件
に
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
当
該
占
用
許
可
制
度
を
活
用
し
て
特
定
都
市
道
路

の
上
空
に
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
道
路
の
上
空
を
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
路
法
第

３
２
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
道
路
管
理
者
か
ら
占
用
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
道
路
管
理
者
に
お
か
れ

て
は
、
今
般
の
制
度
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
的
確
に
同
許
可
の
運
用
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。 
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 （
２
）
道
路
占
用
許
可
の
特
例
（
第
４
６
条
第
１
０
項
及
び
第
１
１
項
並
び
に
第
６
２
条
関
係
）
 

 
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
の
創
出
等
の
た
め
に
、
道
路
区
域
に
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル
ポ
ー
ト
等
を
設

置
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
、
一
定
の
場
合
に
は
道
路
占
用
許
可
基
準
の
う
ち
無
余
地
性
の
基
準
（
道
路
の
敷
地
外

に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む
を
得
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
）
の
適
用
を
除
外
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

 
 
本
制
度
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
、
都
市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の

利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
施
設
等
を
設
置
す
る
旨
の
記
載
を
行
い
、
道
路
管
理
者
が
第
６
２
条

第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
制
度
を
用
い
て
道
路
占
用
許
可
を

行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
道
路
法
施
行
令
に
定
め
る
許
可
基
準
に
加
え
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
一
定
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
 
本
制
度
の
対
象
と
な
る
施
設
等
は
、

 
・
広
告
塔
又
は
看
板
で
良
好
な
景
観
の
形
成
又
は
風
致
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の

 
・
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
・
自
転
車
駐
車
器
具
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

 
で
あ
っ
て
、
施
設
等
の
占
用
者
に
よ
り
道
路
交
通
環
境
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
清
掃
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る

も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

 
 
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
の
創
出
及
び
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す

る
よ
う
、
関
係
道
路
管
理
者
や
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
十
分
な
協
議
を
行
っ
た
上
で
都
市
再
生
整
備
計
画
を
策
定
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
と
し
て
道
路
交
通
又
は
道
路
構
造
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
的
確
に
占
用
許
可

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。

 
  （
３
）
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
の
創
設
（
第
４
６
条
第
１
３
項
及
び
第
７
２
条
の
３
か
ら
第
７
２
条
の
９
ま
で
関
係
）

 
 
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
中
、
広
場
、
街
灯
、
並
木
等
の
施
設
等
に

つ
い
て
、
個
別
に
整
備
又
は
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
住
民
、
ま
ち
づ
く
り
団
体
等
の
発
意
に
基
づ
き
、
施
設
等
を

利
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
等
も
実
施
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
一
体
的
に
整
備
又
は
管
理
す
る
こ
と
が
都
市
の
に
ぎ
わ
い
や
憩
い

を
創
出
す
る
観
点
か
ら
有
効
で
す
。

 
 
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
施
設
等
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
の
推
進
を
目
的
と
す
る
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

 
 
本
制
度
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
が
作
成
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
に
、
都
市
利
便
増
進
協
定
区
域
及
び
広
場
、

街
灯
、
並
木
等
の
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
 
市
町
村
は
、
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
都
市
利
便
増
進
協
定
に
つ
い
て
、
当
該
協
定
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
の
相
当
部

分
が
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
等
、
第
７
２
条
の
４
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

協
定
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
ま
た
、
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
が
市
町
村
の
認
定
を
受
け
た
都
市
利
便
増
進
協
定
に
基
づ
き
管
理
す
る
樹
木
又
は
樹

木
の
集
団
で
都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
２
号
）
に

よ
る
保
存
樹
又
は
保
存
樹
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
存
樹
又
は
保
存
樹
林
の
所
有
者
に
加
え
て
、

そ
の
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
も
こ
れ
ら
の
保
存
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 
 
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
は
、
地
域
住
民
、
ま
ち
づ
く
り
団
体
等
の
自
主
性
に
基
づ
き
行
わ
れ

る
こ
と
が
基
本
で
は
あ
り
ま
す
が
、
公
的
主
体
に
よ
る
後
押
し
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て

は
、
例
え
ば
、
都
市
利
便
増
進
施
設
の
適
切
な
管
理
を
図
る
た
め
、
都
市
利
便
増
進
協
定
の
締
結
者
に
対
し
、
公
共
施
設

の
管
理
者
等
と
し
て
の
知
見
を
活
か
し
た
指
導
・
助
言
等
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。
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 （
４
）
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
に
よ
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等
の
提
案
制
度
（
第
４
６
条
の
３
か
ら
第
４
６
条

の
５
ま
で
関
係
）
及
び
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
制
度
の
拡
充
（
第
７
３
条
及
び
第
７
４
条
関
係
）

 
 
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
そ
の
役
割
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
ま
ち
づ
く
り
会
社
が
、
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に

参
画
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
市
町
村
の
有
す
る
議
決
権
の
割
合
が
１
０
０
分
の
３

以
上

で
あ

る
株

式
会

社
又

は
社

員
の

う
ち

に
市

町
村

が
あ

る
持

分
会

社
が

都
市

再
生

整
備

推
進

法
人

の
指

定
対

象
に

追

加
さ
れ
ま
し
た
。

 
 
加
え
て
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
主
体
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域

の
み
な
ら
ず
、
全
国
的
な
活
動
の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
、
中
心
市
街
地
や
ま
ち
の
交
通
の
拠
点
と
な
る
駅
の
周
辺
等
の
区

域
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
の
業
務
の
区
域
が
「
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区

域
内
」
か
ら
「
都
市
の
再
生
に
必
要
な
公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
土
地
の
区
域
」
に
拡
充
さ
れ

ま
し
た
。

 
 
さ
ら
に
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
、
市
町
村
か
ら
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
と
し
て
指
定
さ
れ

た
者

が
市

町
村

に
対

し
て

都
市

再
生

整
備

計
画

の
作

成
及

び
変

更
を

す
る

こ
と

を
提

案
す

る
こ

と
が

で
き

る
制

度
が

創

設
さ
れ
ま
し
た
。

 
 
本
提
案
を
行
お
う
と
す
る
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に

都
市
再
生
整
備
計
画
の
素
案
を
添
え
た
も
の
を
市
町
村
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
提
案
を
受
け
た
市
町
村

は
、
こ
の
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、

 
・
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
、

 
・
そ
の
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
提
案
を
し
た
都
市
再
生
整
備
推
進

法
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 
 
改
正
法
に
お
い
て
、
道
路
占
用
許
可
の
特
例
や
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
を
創
設
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
都
市
再

生
整
備
推
進
法
人
に
よ
る
こ
れ
ら
の
制
度
の
積
極
的
な
活
用
が
、
官
民
の
連
携
に
よ
る
都
市
の
再
生
の
一
層
の
推
進
を
図

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
制
度
の
積
極
的
な
活
用
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
と
併
せ
た
道
路
占

用
許
可
の
特
例
や
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
の
積
極
的
な
活
用
を
図
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。
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 1.
4.

2.
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
（
技
術
的
助
言
）（

平
成

23
年

10
月

20

日
、
国
都
ま
ち
第

48
号
、
国
都
計
第

66
号
、
国
道
政

57
号
、
国
住
街
第

14
7
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
  
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
３
年
法
律
第
２
４
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）

は
、

本
年
４
月
２
７
日
に
公
布
さ
れ
、
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
制
度
等
に
係
る
部
分
が
本
年
７
月
２
５
日
に
施
行
さ
れ

る
と
と
も
に

、
道
路
の

上
空
利

用
の
た
め

の
規
制
緩

和
、
道

路
占
用
許

可
の
特
例

、
都
市

利
便
増
進

協
定
制
度

の
創
設

、

都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
制
度
の
拡
充
等
に
係
る
部
分
が
本
年
１
０
月
２
０
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
改
正
法

の
趣
旨
等
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
５
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術

的
助
言
と
し
て
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
の
で
、
改
正
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
下
記
に
留
意
の
上
、
適
切
な
運
用

を
図
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
都
道
府
県
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
旨
を
貴
管
内
市
町
村
（
政
令

指
定
都
市
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
周
知
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
  

記
 

  （
１
）
道
路
の
上
空
利
用
の
た
め
の
規
制
緩
和
（
第
３
６
条
の
２
か
ら
第
３
６
条
の
５
ま
で
関
係
）

 
 
市
街
地
に
お
け
る
道
路
は
、
そ
の
上
空
が
開
放
空
間
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
沿
道
の
土
地
利
用
が
行
わ
れ
る
た
め
、

上
空
等
の
利
用
は
市
街
地
環
境
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
も
の
で
す
が
、
都
市
の
国
際
競
争
力
の
強
化

を
図
る
観
点
か
ら
、
良
好
な
市
街
地
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
道
路
の
上
空
等
を
利
用
し
た
建
築
物
の
建

築
等
を
認
め
る
特
例
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

 
 
本
制
度
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
い
て
、
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計

画
に

重
複

利
用

区
域

（
都

市
計

画
施

設
で

あ
る

道
路

の
区

域
の

う
ち

建
築

物
等

の
敷

地
と

し
て

併
せ

て
利

用
す

べ
き

区

域
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
区
域
内
に
お
け
る
建
築
限
界
（
建
築
物
等
を
建
築
又
は
建
設
で
き
る
こ
と
と
す
る
空
間

又
は
地
下
に
つ
い
て
の
上
下
の
範
囲
）
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

 
 
当
該
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
を
定
め
る
都
市
計
画
決
定
権
者
に
お
か
れ
て
は
、
当
該
特
定
都
市
再
生

緊
急
整
備
地

域
の
国
際

競
争
力

の
強
化
に

向
け
た
方

針
を
踏

ま
え
た
ふ

さ
わ
し
い

都
市
空

間
の
形
成

を
図
る
と

と
も
に

、

防
災
・
交
通
・
衛
生
等
の
機
能
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
良
好
な
市
街
地
環
境
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
建
築
物
の
高
さ

や
容
積
率
の
限
度
等
を
き
め
細
や
か
に
設
定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。
ま
た
、
関
係
道
路
管
理
者
へ

の
協
議
の
ほ
か
、
関
係
機
関
（
建
築
物
の
接
道
関
係
に
変
化
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
行
政
庁
、
道

路
の

上
空

利
用

に
よ

る
視

認
性

の
低

下
に

よ
っ

て
生

ず
る

道
路

交
通

の
安

全
と

円
滑

へ
の

影
響

等
に

つ
い

て
の

都
道

府

県
公
安
委
員
会
等
）
と
の
必
要
な
調
整
が
行
わ
れ
る
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
今
般
の
道
路
法
施
行
令
の
改

正
に
よ
っ
て
、
特
定
都
市
道
路
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
空
に
設
け
る
事
務
所
等
が
占
用
許
可
の
対
象
物
件
に
追
加
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
当
該
占
用
許
可
制
度
を
活
用
し
て
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
道
路
の
上
空
を
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
路
法
第
３
２
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
道
路
管
理
者
か

ら
占
用
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
道
路
管
理
者
に
お
か
れ
て
は
、
今
般
の
制
度
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

的
確
に
同
許
可
の
運
用
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。

 
  （
２
）
道
路
占
用
許
可
の
特
例
（
第
４
６
条
第
１
０
項
及
び
第
１
１
項
並
び
に
第
６
２
条
関
係
）

 
 
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
の
創
出
等
の
た
め
に
、
道
路
区
域
に
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル
ポ
ー
ト
等
を
設

置
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
、
一
定
の
場
合
に
は
道
路
占
用
許
可
基
準
の
う
ち
無
余
地
性
の
基
準
（
道
路
の
敷
地
外
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 に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む
を
得
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
）
の
適
用
を
除
外
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

 
 
本
制
度
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
、
都
市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の

利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
施
設
等
を
設
置
す
る
旨
の
記
載
を
行
い
、
道
路
管
理
者
が
第
６
２
条

第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
制
度
を
用
い
て
道
路
占
用
許
可
を

行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
道
路
法
施
行
令
に
定
め
る
許
可
基
準
に
加
え
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
一
定
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
 
本
制
度
の
対
象
と
な
る
施
設
等
は
、

 
・
広
告
塔
又
は
看
板
で
良
好
な
景
観
の
形
成
又
は
風
致
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の

 
・
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
・
自
転
車
駐
車
器
具
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

 
で
あ
っ
て
、
施
設
等
の
占
用
者
に
よ
り
道
路
交
通
環
境
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
清
掃
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る

も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

 
 
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
の
創
出
及
び
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す

る
よ
う
、
関
係
道
路
管
理
者
や
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
十
分
な
協
議
を
行
っ
た
上
で
都
市
再
生
整
備
計
画
を
策
定
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
と
し
て
道
路
交
通
又
は
道
路
構
造
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
的
確
に
占
用
許
可

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。

 
  （
３
）
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
の
創
設
（
第
４
６
条
第
１
３
項
及
び
第
７
２
条
の
３
か
ら
第
７
２
条
の
９
ま
で
関
係
）

 
 
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
中
、
広
場
、
街
灯
、
並
木
等
の
施
設
等
に

つ
い
て
、
個
別
に
整
備
又
は
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
住
民
、
ま
ち
づ
く
り
団
体
等
の
発
意
に
基
づ
き
、
施
設
等
を

利
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
等
も
実
施
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
一
体
的
に
整
備
又
は
管
理
す
る
こ
と
が
都
市
の
に
ぎ
わ
い
や
憩
い

を
創
出
す
る
観
点
か
ら
有
効
で
す
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
施
設
等
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
の
推
進
を
目
的
と
す
る

都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
本
制
度
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
が
作
成
す
る
都
市
再
生
整
備

計
画
に
、
都
市
利
便
増
進
協
定
区
域
及
び
広
場
、
街
灯
、
並
木
等
の
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に

関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
市
町
村
は
、
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
都
市
利
便
増
進
協
定
に
つ
い
て
、
当

該
協
定
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
の
相
当
部
分
が
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
等
、
第
７
２
条
の
４
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
協
定
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人

が
市

町
村

の
認

定
を

受
け

た
都

市
利

便
増

進
協

定
に

基
づ

き
管

理
す

る
樹

木
又

は
樹

木
の

集
団

で
都

市
の

美
観

風
致

を

維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
２
号
）
に
よ
る
保
存
樹
又
は
保
存
樹
林
と
し

て
指
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
存
樹
又
は
保
存
樹
林
の
所
有
者
に
加
え
て
、
そ
の
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人

も
こ
れ
ら
の

保
存
義
務

を
負
う

こ
と
に
な

り
ま
す
。

都
市
利

便
増
進
施

設
の
一
体

的
な
整

備
又
は
管

理
は
、
地

域
住
民

、

ま
ち
づ
く
り
団
体
等
の
自
主
性
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
は
あ
り
ま
す
が
、
公
的
主
体
に
よ
る
後
押
し
も
期
待

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
例
え
ば
、
都
市
利
便
増
進
施
設
の
適
切
な
管
理
を
図
る
た
め
、
都

市
利
便
増
進
協
定
の
締
結
者
に
対
し
、
公
共
施
設
の
管
理
者
等
と
し
て
の
知
見
を
活
か
し
た
指
導
・
助
言
等
を
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。

 
  （
４
）
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
に
よ
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等
の
提
案
制
度
（
第
４
６
条
の
３
か
ら
第
４
６
条

の
５
ま
で
関
係
）

 
 
及
び
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
制
度
の
拡
充
（
第
７
３
条
及
び
第
７
４
条
関
係
）
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
そ
の

役
割
の
重
要

性
が
増
し

て
い
る

ま
ち
づ
く

り
会
社
が

、
積
極

的
に
ま
ち

づ
く
り
に

参
画
す

る
こ
と
を

可
能
と
す

る
た
め

、

総
株

主
の

議
決

権
に

占
め

る
市

町
村

の
有

す
る

議
決

権
の

割
合

が
１

０
０

分
の

３
以

上
で

あ
る

株
式

会
社

又
は

社
員

の
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 う
ち
に
市
町
村
が
あ
る
持
分
会
社
が
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
の
指
定
対
象
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

 
 
加
え
て
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
主
体
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域

の
み
な
ら
ず
、
全
国
的
な
活
動
の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
、
中
心
市
街
地
や
ま
ち
の
交
通
の
拠
点
と
な
る
駅
の
周
辺
等
の
区

域
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
の
業
務
の
区
域
が
「
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区

域
内
」
か
ら
「
都
市
の
再
生
に
必
要
な
公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
土
地
の
区
域
」
に
拡
充
さ
れ

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
、
市
町
村
か
ら
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
と
し
て
指

定
さ

れ
た

者
が

市
町

村
に

対
し

て
都

市
再

生
整

備
計

画
の

作
成

及
び

変
更

を
す

る
こ

と
を

提
案

す
る

こ
と

が
で

き
る

制

度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
本
提
案
を
行
お
う
と
す
る
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

を
記
載
し
た

提
案
書
に

都
市
再

生
整
備
計

画
の
素
案

を
添
え

た
も
の
を

市
町
村
に

提
出
す

る
必
要
が

あ
り
ま
す

。
ま
た

、

提
案
を
受
け
た
市
町
村
は
、
こ
の
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う

か
を
判
断
し
、

 
・
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
、

 
・
そ
の
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
提
案
を
し
た
都
市
再
生
整
備
推
進

法
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 
 
改
正
法
に
お
い
て
、
道
路
占
用
許
可
の
特
例
や
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
を
創
設
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
都
市
再

生
整
備
推
進
法
人
に
よ
る
こ
れ
ら
の
制
度
の
積
極
的
な
活
用
が
、
官
民
の
連
携
に
よ
る
都
市
の
再
生
の
一
層
の
推
進
を
図

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
制
度
の
積
極
的
な
活
用
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
と
併
せ
た
道
路
占

用
許
可
の
特
例
や
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
の
積
極
的
な
活
用
を
図
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
配
慮
願
い
ま
す
。
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 1.
4.

3.
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
円
滑
な
運
用
に
つ
い
て
（
技
術
的
助
言
）（

平
成

23
年

10

月
20

日
 
国
都
ま
ち
第

54
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
  
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
３
年
法
律
第
２
４
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
は
、

本
年
４
月
２
７
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
占
用
許
可
の
特
例
や
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
等
が
本
年
１
０
月
２
０
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。

 
 
こ
れ
ら
の
改
正
法
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
、
平
成
２
３
年
１
０
月
２
０
日
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
つ
い
て
（
技
術
的
助
言
）
」
に
よ
り
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
の

留
意
点
等
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
５
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術

的
助
言
と
し
て
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
の
で
、
適
切
な
運
用
を
図
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
ま
た
、
都
道
府
県
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
旨
を
貴
管
内
市
町
村
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
周
知
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
  

記
 

  （
１
）
都
市
再
生
整
備
計
画
の
活
用
に
つ
い
て

 
 
改
正
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
道
路
占
用
許
可
の
特
例
や
都
市
利
便
増
進
協
定
（
以
下
「
協
定
制
度
等
」
と
い
う
。
）
の

運
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
項
が
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
６
条
第
１
０

項
又
は
第
１
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
 
現
在
、
都
市
再
生
整
備
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
区
域
に
お
い
て
、
協
定
制
度
等
を
活
用
す
る
た
め
に
都
市
再
生
整

備
計
画
を
策
定
す
る
場
合
に
は
、
公
共
公
益
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
等
を
都
市
再
生
整
備
計
画
の
記
載
事
項
に
含
ま

な
い
、
協
定
制
度
等
の
民
間
主
体
の
取
組
み
の
み
を
本
記
載
事
項
と
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
も
可
能

で
す
。

 
 
ま
た
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
計
画
期
間
は
、
協
定
制
度
等
を
活
用
す
る
期
間
を
勘
案
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
柔

軟
に
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
計
画
期
間
と
交
付
金
の
交
付
期
間
と
が
同
一
で
あ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
  （
２
）
都
市
利
便
増
進
協
定
制
度
に
つ
い
て

 
①

 都
市
利
便
増
進
協
定
の
締
結
者

 
 
都
市
利
便
増
進
協
定
を
締
結
で
き
る
者
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
都
市
利
便
増
進
協
定
区
域
内
の
一
団

の
土
地
の
所
有
者
、
借
地
権
等
を
有
す
る
者
若
し
く
は
建
築
物
所
有
者
（
以
下
「
土
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
都

市
再
生
整
備
推
進
法
人
で
す
。

 
 
な
お
、
都
市
利
便
増
進
協
定
に
は
承
継
効
※
は
付
与
さ
れ
な
い
た
め
、
都
市
利
便
増
進
協
定
を
締
結
し
て
い
る
土
地
所

有
者
等
が
代
わ
っ
た
場
合
に
は
、
新
し
い
土
地
所
有
者
等
と
改
め
て
都
市
利
便
増
進
協
定
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

※
 承

継
効
と
は
、

売
買
等

に
よ

り
土
地
所

有
者
等
が

代
わ
っ

て
も
、
従

後
の
土
地

所
有
者

等
に
対
し

て
協
定
の

内
容
が

及
ぶ
効
力
。

 
 ②

 市
町
村
に
よ
る
都
市
利
便
増
進
協
定
の
認
定

 
 
都
市
利
便
増
進
協
定
を
市
町
村
の
認
定
に
係
ら
し
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
趣
旨
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
自
治

体
で
あ
り
、
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
責
任
を
有
す
る
市
町
村
が
、
民
民
の
契
約
で
あ
る
都
市
利
便
増
進
協
定
を
適
切
な
内
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 容
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
安
定
性
・
継
続
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
す
。

 
 
ま
た
、
広
場
、
街
灯
、
並
木
等
の
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
は
、
必
ず
し
も
都
市
利
便
増
進
協

定
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
の
全
員
の
参
加
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
制
度
に
お
い
て
は
、
そ
の
認
定
基
準
の
一

つ
と
し
て
、
当
該
協
定
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
の
相
当
部
分
が
都
市
利
便
増
進
協
定
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
と
定
め
て

い
ま
す
。

 
 
な
お
、
「
相
当
部
分
の
参
加
」
の
具
体
的
な
基
準
に
つ
い
て
は
、
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に

支
障
と
な
ら
な
い
よ
う
、
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
市
町
村
に
お
い
て
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
こ
ろ

で
す
。
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 1.
5.

 
事
務
連
絡

 

1.
5.

1.
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
制
度
の
活
用
手
引
き
「
官
民
連
携
ま
ち
づ
く
り
の
進
め
方
」
に
つ
い
て
（
平
成

24
年

1
月

18
日
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
  
本
手
引
き
は
、
道
路
占
用
許
可
の
特
例
制
度
等
、
平
成
２
３
年
度
に
改
正
し
た
都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
お
い
て
創
設

さ
れ
た
官
民
連
携
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
の
諸
制
度
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と
の
協
議
内
容
や
手
順
等
の
標
準
的

な
進
め
方
等
を
解
説
し
た
も
の
で
、
地
方
公
共
団
体
、
ま
ち
づ
く
り
団
体
等
の
実
務
担
当
者
に
向
け
に
と
り
ま
と
め
た
も

の
で
す
。

 
 
ま
た
、
今
後
の
法
改
正
や
取
組
み
実
例
等
の
蓄
積
状
況
等
に
応
じ
て
、
適
宜
内
容
の
更
新
・
充
実
を
行
っ
て
い
く
予
定

で
す

。
本

手
引

き
や

更
新

し
た

内
容

に
つ

い
て

は
、

国
土

交
通

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

(h
tt

p:
//w

w
w

.m
lit

.g
o.

jp
/to

sh
i/t

os
hi

_m
ac

hi
_t

k_
00

00
47

.h
tm

l)上
で

も
公

表
し

て
お

り
ま

す
の

で
あ

わ
せ

て
ご
活

用
下
さ
い
。

 
 
な
お
、
貴
管
内
の
自
治
体
等
に
対
し
、
本
手
引
き
を
周
知
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
道
路
占
用
特
例
等
の
官
民
連
携
ま
ち

づ
く
り
の
取
組
み
の
み
（
交
付
金
を
含
ま
な
い
都
市
再
生
整
備
計
画
）
で
都
市
再
生
整
備
計
画
を
策
定
し
た
場
合
、
各
地

方
整
備
局
整
建
政
部
を
通
じ
、
本
省
市
街
地
整
備
課
及
び
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
へ
同
整
備
計
画
を
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

 

IV-53

264



 

36
 

 2
. 

道
路

法
関

連
 

2.
1.

 
法
律

 

2.
1.

1.
 
道
路
法

 

【
一
部
抜
粋
】

 
  
第
一
章
 
総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

 
  
第
二
章
 
一
般
国
道
等
の
意
義
並
び
に
路
線
の
指
定
及
び
認
定
（
第
五
条
―
第
十
一
条
）

 
  
第
三
章
 
道
路
の
管
理

 
 
 
第
一
節
 
道
路
管
理
者
（
第
十
二
条
―
第
二
十
八
条
）

 
 
 
第
二
節
 
道
路
の
構
造
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
）

 
 
 
第
三
節
 
道
路
の
占
用
（
第
三
十
二
条
―
第
四
十
一
条
）

 
 
 
第
四
節
 
道
路
の
保
全
等
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
の
五
）

 
 
 
第
四
節
の
二
 
道
路
の
立
体
的
区
域
（
第
四
十
七
条
の
六
―
第
四
十
八
条
）

 
 
 
第
五
節
 
自
動
車
専
用
道
路
（
第
四
十
八
条
の
二
―
第
四
十
八
条
の
十
二
）

 
 
 
第
六
節
 
自
転
車
専
用
道
路
等
（
第
四
十
八
条
の
十
三
―
第
四
十
八
条
の
十
六
）

 
 
 
第
七
節
 
利
便
施
設
協
定
（
第
四
十
八
条
の
十
七
―
第
四
十
八
条
の
十
九
）

 
  
第
四
章
 
道
路
に
関
す
る
費
用
、
収
入
及
び
公
用
負
担
（
第
四
十
九
条
―
第
七
十
条
）

 
  
第
五
章
 
監
督
（
第
七
十
一
条
―
第
七
十
八
条
）

 
  
第
六
章
 
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
調
査
審
議
等
（
第
七
十
九
条
―
第
八
十
四
条
）

 
  
第
七
章
 
雑
則
（
第
八
十
五
条
―
第
九
十
八
条
の
二
）

 
一
部
抜
粋

 
  
第
八
章
 
罰
則
（
第
九
十
九
条
―
第
百
七
条
）

 
  
附
則
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第
三
節
 
道
路
の
占
用

 
 （
道
路
の
占
用
の
許
可
）

 
第

三
十
二
条

  
道

路
に
次

の
各

号
の
い
ず

れ
か
に
掲

げ
る
工

作
物
、
物

件
又
は
施

設
を
設

け
、
継
続

し
て
道
路

を
使
用

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一

  
電
柱
、
電
線
、
変
圧
塔
、
郵
便
差
出
箱
、
公
衆
電
話
所
、
広
告
塔
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物

 
二

  
水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件

 
三

  
鉄
道
、
軌
道
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
四

  
歩
廊
、
雪
よ
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
五

  
地
下
街
、
地
下
室
、
通
路
、
浄
化
槽
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
六

  
露
店
、
商
品
置
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
七

  
前

各
号
に
掲

げ
る
も

の
を

除
く
外
、

道
路
の
構

造
又
は

交
通
に
支

障
を
及
ぼ

す
虞
の

あ
る
工
作

物
、
物
件

又
は
施

設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

 
２

  
前

項
の
許
可

を
受
け

よ
う

と
す
る
者

は
、
左
の

各
号
に

掲
げ
る
事

項
を
記
載

し
た
申

請
書
を
道

路
管
理
者

に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一

  
道

路
の
占
用

（
道
路

に
前

項
各
号
の

一
に
掲
げ

る
工
作

物
、
物
件

又
は
施
設

を
設
け

、
継
続
し

て
道
路
を

使
用
す

る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
目
的

 
二

  
道
路
の
占
用
の
期
間

 
三

  
道
路
の
占
用
の
場
所

 
四

  
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
の
構
造

 
五

  
工
事
実
施
の
方
法

 
六

  
工
事
の
時
期

 
七

  
道
路
の
復
旧
方
法

 
３

  
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
道
路
占
用
者
」
と
い
う
。）

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変
更
が
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
な
い
と
認
め
ら
れ

る
軽
易
な
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 
４

  
第

一
項

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

に
係

る
行

為
が

道
路

交
通

法
第

七
十

七
条

第
一

項
 の

規
定

の
適

用
を

受

け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を

経
由
し
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
警
察
署
長
は
、
す
み
や
か
に
当
該
申
請
書
を
道
路
管
理

者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
５

  
道

路
管
理
者

は
、
第

一
項

又
は
第
三

項
の
規
定

に
よ
る

許
可
を
与

え
よ
う
と

す
る
場

合
に
お
い

て
、
当
該

許
可
に

係
る
行
為
が

道
路
交
通

法
第
七

十
七
条
第

一
項

 の
規
定

の
適

用
を
受
け

る
も
の
で

あ
る
と

き
は
、
あ

ら
か
じ
め

当
該
地

域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
）

 
第

三
十
三
条

  
道

路
管
理

者
は

、
道
路
の

占
用
が
前

条
第
一

項
各
号
の

い
ず
れ
か

に
該
当

す
る
も
の

で
あ
つ
て

道
路
の

敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

 
２

  
次

に
掲
げ
る

工
作
物

又
は

施
設
で
前

項
の
規
定

に
基
づ

く
政
令
で

定
め
る
基

準
に
適

合
す
る
も

の
の
た
め

の
道
路

の
占
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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 一
  

前
条
第
一
項

第
五
号

か
ら

第
七
号
ま

で
に
掲
げ

る
工
作

物
、
物
件

又
は
施
設

の
う
ち

、
高
速
自

動
車
国
道

又
は
第

四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地
（
こ
れ
ら
の
道
路
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
道
路
と
当
該
道

路
以

外
の

交
通

の
用

に
供

す
る

通
路

そ
の

他
の

施
設

と
を

連
結

す
る

部
分

で
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
交

通
の

用
に

供

す
る
も
の
に

附
属
す
る

道
路
の

区
域
内
の

土
地
を
い

う
。
以

下
こ
の
号

に
お
い
て

同
じ

。
）

に
設
け
ら

れ
る
こ
れ

ら
の
道

路
の
通
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
施
設
で
、
当
該
連
結
路
附
属
地
を
そ
の
合
理
的
な
利
用
の
観
点
か
ら
継
続
し
て
使

用
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 
二

  
前

条
第
一
項

第
一
号

、
第

四
号
又
は

第
七
号
に

掲
げ
る

工
作
物
、

物
件
又
は

施
設
の

う
ち
、
並

木
、
街
灯

そ
の
他

道
路

（
高

速
自

動
車

国
道

及
び

第
四

十
八

条
の

四
に

規
定

す
る

自
動

車
専

用
道

路
を

除
く

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同

じ
。
）
の

管
理
上
当

該
道
路

の
区

域
内
に
設

け
る
こ
と

が
必
要

な
も
の
と

し
て
政
令

で
定
め

る
工
作
物

又
は
施
設

で
、
道

路
交
通
環
境

の
向
上
を

図
る
活

動
を
行
う

こ
と
を
目

的
と
す

る
特
定
非

営
利
活
動

促
進
法

 （
平

成
十
年
法

律
第
七

号
）

第
二
条
第
二

項
 に

規
定
す

る
特

定
非
営
利

活
動
法
人

そ
の
他

の
営
利
を

目
的
と
し

な
い
法

人
又
は
こ

れ
に
準
ず

る
も
の

と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
が
設
け
る
も
の

 
  （
工
事
の
調
整
の
た
め
の
条
件
）

 
第

三
十
四
条

  
道

路
管
理

者
は

、
第
三
十

二
条
第
一

項
又
は

第
三
項
の

規
定
に
よ

る
許
可

を
与
え
よ

う
と
す
る

場
合
に

お
い
て
、
道
路
を
不
経
済
に
損
傷
し
、
又
は
道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
と
他
の
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
他

の
道

路
占

用
者

の
道

路
の

占
用

又
は

 
道

路
に

関
す

る
工

事
と

を
相

互
に

調
整

す
る

た
め

に
当

該
許

可
に

対
し

て
必

要

な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占

用
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
者
又
は
他
の
道
路
占
用
者
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
国
の
行
う
道
路
の
占
用
の
特
例
）

 
第

三
十
五
条

  
国

の
行
う

事
業

の
た
め
の

道
路
の
占

用
に
つ

い
て
は
、

第
三
十
二

条
第
一

項
及
び
第

三
項
の
規

定
に
か

か
わ
ら
ず
、
国
が
道
路
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
占
用
料
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
そ
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
  （
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
事
業
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
の
特
例
）

 
第
三
十
六
条

  
水
道
法

 （
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
、
工
業
用
水
道
事
業
法

 （
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八

十
四
号
）
、
下
水
道
法

 （
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）、

鉄
道
事
業
法

 （
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
若

し
く
は
全
国

新
幹
線
鉄

道
整
備

法
 （

昭
和
四
十

五
年
法
律
第

七
十
一
号

）
、
ガ

ス
事
業
法

 （
昭
和

二
十
九
年

法
律
第

五

十
一
号
）
、
電
気
事

業
法

 （
昭

和
三
十
九

年
法
律
第

百
七
十

号
）
又
は

電
気
通
信

事
業
法

 （
昭

和
五
十
九

年
法
律
第
八

十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
管
（
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供
給
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に

限
る

。
）
、
下
水

道
管
、
公

衆
の

用
に
供
す

る
鉄
道
、

ガ
ス
管

（
ガ
ス
事

業
法
第
二

条
第
一

項
 に

規
定
す
る

一
般
ガ
ス
事

業
又
は
同
条
第
三
項

 に
規
定
す
る
簡
易
ガ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

又
は
電
柱
、
電
線
若
し
く
は
公
衆
電

話
所
（
こ
れ
ら
の
う
ち
、
電
気
事
業
法

 に
基
づ
く
も
の
に
あ
つ
て
は
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号

 に
規
定
す
る
電
気
事

業
者
（
同
項
第
八
号

 に
規
定
す
る
特
定
規
模
電
気
事
業
者
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
、
電
気
通
信

事
業

法
 に

基
づ
く

も
の
に
あ
つ

て
は
同
法

第
百
二
十

条
第
一

項
 に

規
定
す
る

認
定
電
気
通

信
事
業
者

が
同
項

 に
規

定

す
る
認
定
電

気
通
信
事

業
の
用

に
供
す
る

も
の
に
限

る
。
）
を

道
路
に
設

け
よ
う
と

す
る
者

は
、
第
三

十
二
条
第

一
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
工
事
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
日
の
一
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 月
前
ま
で
に
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
工
事
の
計
画
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災

害
に

よ
る

復
旧

工
事

そ
の

他
緊

急
を

要
す

る
工

事
又

は
政

令
で

定
め

る
軽

易
な

工
事

を
行

う
必

要
が

生
じ

た
場

合
に

お

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
２

  
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
計
画
書
に
基
づ
く
工
事
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
工
事
を
含
む
。）

の
た
め
の
道

路
の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
が
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
道
路
の
占
用
の
禁
止
又
は
制
限
区
域
等
）

 
第

三
十
七
条

  
道

路
管
理

者
は

、
交
通
が

著
し
く
ふ

く
そ
う

す
る
道
路

又
は
幅
員

が
著
し

く
狭
い
道

路
に
つ
い

て
車
両

の
能
率
的
な
運
行
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
及
び
前

条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
区
域
を
指
定
し
て
道
路
の
占
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２

  
道

路
管
理
者

は
、
前

項
の

規
定
に
よ

り
道
路
の

占
用
を

禁
止
し
、

又
は
制
限

す
る
区

域
を
指
定

し
よ
う
と

す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
、
当
該
道
路
の
占
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
し
よ
う

と
す
る
理
由
及
び
区
域
に
つ
い
て
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
道
路
の
占
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
区
域
の
指
定
を

解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 
３

  
道

路
管
理
者

は
、
前

二
項

の
規
定
に

基
い
て
道

路
の
占

用
を
禁
止

し
、
又
は

制
限
す

る
区
域
を

指
定
し
よ

う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
道
路
管
理
者
の
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
の
施
行
）

 
第

三
十
八
条

  
道

路
管
理

者
は

、
道
路
の

構
造
を
保

全
す
る

た
め
に
必

要
が
あ
る

と
認
め

る
場
合
又

は
道
路
占

用
者
の

委
託
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
で
道
路
の
構
造
に
関
係
の
あ
る
も
の
を
自
ら
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

 
２

  
前

項
の
場
合

に
お
い

て
、

道
路
の
構

造
を
保
全

す
る
た

め
に
必
要

が
あ
る
と

認
め
て

道
路
管
理

者
が
自
ら

工
事
を

行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
道
路
管
理
者
は
、
道
路
占
用
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
自
ら
当
該
工
事
を
行
う
べ
き
旨

及
び
当
該
工
事
を
行
う
べ
き
時
期
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
占
用
料
の
徴
収
）

 
第

三
十
九
条

  
道

路
管
理

者
は

、
道
路
の

占
用
に
つ

き
占
用

料
を
徴
収

す
る
こ
と

が
で
き

る
。
た
だ

し
、
道
路

の
占
用

が
国
の
行
う

事
業
で
政

令
で
定

め
る
も
の

及
び
地
方

公
共
団

体
の
行
う

事
業
で
地

方
財
政

法
 （

昭
和
二
十

三
年
法

律
第

百
九
号
）
第
六
条

 に
規
定
す
る
公
営
企
業
以
外
の
も
の
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
２

  
前

項
の
規
定

に
よ
る

占
用

料
の
額
及

び
徴
収
方

法
は
、

道
路
管
理

者
で
あ
る

地
方
公

共
団
体
の

条
例
（
指

定
区
間

内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
。
但
し
、
条
例
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
事

業
及
び
全
国
に
わ
た
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
の
範
囲
を
こ
え
て

は
な
ら
な
い
。

 
  （
原
状
回
復
）

 
第

四
十
条

  
道
路

占
用
者

は
、

道
路
の
占

用
の
期
間

が
満
了

し
た
場
合

又
は
道
路

の
占
用

を
廃
止
し

た
場
合
に

お
い
て

は
、
道
路
の

占
用
を
し

て
い
る

工
作
物
、

物
件
又
は

施
設
（

以
下
こ
れ

ら
を
「
占

用
物
件

」
と
い
う

。
）
を

除
却
し

、
道

IV-55

266



 

40
 

 路
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

 
２

  
道

路
管
理
者

は
、
道

路
占

用
者
に
対

し
て
、
前

項
の
規

定
に
よ
る

原
状
の
回

復
又
は

原
状
に
回

復
す
る
こ

と
が
不

適
当
な
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
  （
添
加
物
件
に
関
す
る
適
用
）

 
第

四
十
一
条

  
道

路
管
理

者
以

外
の
者
が

占
用
物
件

に
関
し

新
た
に
道

路
の
構
造

又
は
交

通
に
支
障

を
及
ぼ
す

虞
の
あ

る
物
件
を
添
加
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
本
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
道
路
の
占
用
と
み
な
す
。
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第
七
章
 
雑
則
（
第
八
十
五
条
―
第
九
十
八
条
の
二
）

 
（
許
可
等
の
条
件
）

 
第
八
十
七
条

  
国
土
交
通
大
臣
及
び
道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
許
可
、
認
可
又
は
承
認
に
は
、

第
三
十
四
条
又
は
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
交
通
の
危
険
を
防

止
し
、
そ
の
他
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２

  
前

項
の
規
定

に
よ
る

条
件

は
、
当
該

許
可
、
認

可
又
は

承
認
を
受

け
た
者
に

不
当
な

義
務
を
課

す
る
こ
と

と
な
ら

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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 2.
2.

 
政
令

 

2.
2.

1.
 
道
路
法
施
行
令

 

【
一
部
抜
粋
】

 
  
 
 
第
二
章
 
道
路
の
占
用

  
 （
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
等
）

  
第
七
条

  
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号

 の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
  

一
  

看
板
、
標
識
、
旗
ざ
お
、
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
、
幕
及
び
ア
ー
チ

  
二

  
工
事
用
板
囲
、
足
場
、
詰
所
そ
の
他
の
工
事
用
施
設

  
三

  
土
石
、
竹
木
、
瓦
そ
の
他
の
工
事
用
材
料

  
四

  
防
火
地
域

（
都
市
計

画
法

 （
昭
和

四
十
三
年

法
律
第
百
号

）
第
八
条

第
一
項
第

五
号

 の
防
火

地
域
を
い

う
。
以

下
同
じ
。
）
内
に
存
す
る
建
築
物
（
以
下
「
既
存
建
築
物
」
と
い
う
。）

を
除
去
し
て
、
当
該
防
火
地
域
内
に
こ
れ
に
代
わ

る
建
築
物
と
し
て
耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法

 （
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二

 に
規
定
す

る
耐
火
建
築

物
を
い
う

。
以
下

同
じ
。
）
を
建
築

す
る
場

合
（

既
存
建
築

物
が
防
火

地
域
と

防
火
地
域

で
な
い
地

域
に
わ

た
つ
て
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
既
存
建
築
物
を
除

 去
し
て
、
当
該
既
存
建
築
物
の
敷
地
（
そ
の
近
接
地
を
含
む
。）

又
は
当
該
防

火
地
域
内

に
、
こ

れ
に
代
わ

る
建
築
物

と
し
て

耐
火
建
築

物
を
建
築

す
る
と

き
を
含
む

。
）
に

お
い
て

、
当

該
 耐

火
建
築
物
の
工
事
期
間
中
当
該
既
存
建
築
物
に
替
え
て
必
要
と
な
る
仮
設
店
舗
そ
の
他
の
仮
設
建
築
物

  
五

  
都
市
再
開
発
法

 （
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い

て
定
め
ら
れ

た
施
行
区

域
内
の

建
築
物
に

居
住
す
る

者
で
同

法
第
二
条

第
六
号

 に
規

定
す

る
施
設
建

築
物
に
入

居
す
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

一
時

収
容

す
る

た
め

必
要

な
施

設
又

は
密

集
市

街
地

に
お

け
る

防
災

街
区

の
整

備
の

促
進

に
関

す

る
法

律
 （

平
成
九

年
法
律

第
四

十
九
号
）

に
よ
る
防

災
街
区

整
備
事
業

に
関
す
る

都
市
計

画
に
お
い

て
定
め
ら

れ
た
施

行
区
域
内
の
建
築
物
（
当
該
防
災
街
区
整
備
事
業
の
施
行
に
伴
い
移
転
し
、
又

 は
除
却
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
居
住
す

る
者

で
当

該
防

災
街

区
整

備
事

業
の

施
行

後
に

当
該

施
行

区
域

内
に

居
住

す
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

一
時

収
容

す
る

た

め
必
要
な
施
設

  
六

  
高
速
自

動
車
国
道

及
び
自

動
車
専
用

道
路
以
外

の
道
路

又
は
法
第

三
十
三
条

第
二
項

第
一
号
に

規
定
す
る

高
速
自

動
車
国
道
若
し
く
は
自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地
（
以
下
「
特
定
連
結
路
附
属
地
」
と
い
う
。）

に
設
け
る
食
事

 
 施

設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。）

で
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者

又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の

 
七

  
ト
ン
ネ

ル
の
上
又

は
高
架

の
道
路
の

路
面
下
に

設
け
る

事
務
所
、

店
舗
、
倉

庫
、
住

宅
、
自
動

車
駐
車
場

、
自
転

車
駐
車
場
、
広
場
、
公
園
、
運
動
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
八

  
次
に
掲

げ
る
道
路

の
上
空

に
設
け
る

事
務
所
、

店
舗
、

倉
庫
、
住

宅
そ
の
他

こ
れ
ら

に
類
す
る

施
設
及
び

自
動
車

駐
車
場

 
イ

 
都

市
計

画
法

第
八

条
第

一
項

第
三

号
の

高
度

地
区

（
建

築
物

の
高

さ
の

最
低

限
度

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

に
限

る
。
）
及

び
高
度
利

用
地
区

並
び

に
同
項
第

四
号
の
二

の
都
市

再
生
特
別

地
区
内
の

高
速
自

動
車
国
道

又
は
自
動

車
専
用

道
路

 
ロ
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
都
市
道
路

（
イ
に
掲
げ
る
道
路
を
除
く
。）

 
九

 
建
築

基
準
法
第

八
十
五
条

第
一
項

 に
規
定

す
る
区
域
内

に
存
す
る

道
路
（
車

両
又
は

歩
行
者
の

通
行
の
用

に
供
す

る
部
分
及
び
路
肩
の
部
分
を
除
く
。
）
の
区
域
内
の
土
地
に
設
け
る
同
項
第
一
号

 に
該
当
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
で
、
被

災
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
必
要
な
も
の

  
十
 
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
、
原
動
機
付
自
転
車
（
側
車

付
き
の
も
の
を
除
く
。）

又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
三
条

 に
規
定
す
る
小
型
自
動
車
若
し
く
は
軽
自
動
車
で
二
輪
の
も
の
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 （
い
ず
れ
も

側
車
付
き

の
も
の

を
除
く
。

以
下
「
二

輪
自
動

車
」
と
い

う
。
）

を
駐
車

さ
せ

る
た
め
必

要
な
車
輪

止
め
装

置
そ
の
他
の
器
具
（
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。）

  
十
一

  
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
設
け
る
休
憩
所
、
給
油
所
及
び
自
動
車
修
理
所

 
  （
道
路
の
占
用
の
軽
易
な
変
更
）

  
第

八
条

  
法

第
三

十
二

条
第

二
項

 各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
変

更
で

道
路

の
構

造
又

は
交

通
に

支
障

を
及

ぼ
す

虞
の

な

い
と
認
め
ら
れ
る
軽
易
な
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

  
一

  
占
用
物
件
の
構
造
の
変
更
で
あ
つ
て
重
量
の
著
し
い
増
加
を
伴
わ
な
い
も
の
。

  
二

  
道
路
の

構
造
又
は

交
通
に

支
障
を
及

ぼ
す
虞
の

な
い
物

件
の
占
用

物
件
に
対

す
る
添

加
で
あ
つ

て
、
当
該

道
路
占

用
者
が
当
該
占
用
の
目
的
に
附
随
し
て
行
う
も
の
。

  
  （
占
用
の
期
間
に
関
す
る
基
準
）

  
第

九
条

  
法
第
三
十

二
条
第
二
項

第
二
号

 に
掲
げ

る
事
項
に
つ

い
て
の
法

第
三
十
三

条
第
一

項
 の

政
令
で
定

め
る
基

準
は
、
占
用
の
期
間
又
は
占
用
の
期
間
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
こ
れ
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
期
間
が
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

  
一

  
次
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
 
十
年
以
内

 
イ
 
水
道
法

 （
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
に
よ
る
水
管
（
同
法
第
三
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
水
道
事
業
又

は
同
条
第
四
項

 に
規
定
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

 
ロ
 
工
業
用
水
道
事
業
法

 （
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
よ
る
水
管
（
同
法
第
二
条
第
四
項

 に
規
定
す
る
工

業
用
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

 
ハ
 
下
水
道
法

 （
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
よ
る
下
水
道
管

 
ニ
 
鉄
道
事
業
法

 （
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
又
は
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法

 （
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七

十
一
号
）
に
よ
る
鉄
道
で
公
衆
の
用
に
供
す
る
も
の

 
ホ
 
ガ
ス
事
業
法

 （
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
よ
る
ガ
ス
管
（
同
法
第
二
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
一
般
ガ

ス
事
業
又
は
同
条
第
三
項

 に
規
定
す
る
簡
易
ガ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

 
ヘ
 
電
気
事
業
法

 （
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
に
よ
る
電
柱
又
は
電
線
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号

 に
規

定
す
る
電
気
事
業
者
（
同
項
第
八
号

 に
規
定
す
る
特
定
規
模
電
気
事
業
者
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

に
限
る
。
）

 
ト

 
電
気
通

信
事
業
法

 （
昭
和

五
十
九
年

法
律
第
八

十
六
号

）
に
よ
る

電
柱
、
電

線
又
は

公
衆
電
話

所
（
同
法

第
百
二

十
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

認
定

電
気

通
信

事
業

者
が

同
項

 に
規

定
す

る
認

定
電

気
通

信
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
に

限
る
。）

 
チ
 
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法

 （
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
に
よ
る
石
油
管
（
同
法
第
二
条
第
三
項

 に
規
定

す
る
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

  
二

  
そ
の
他
の
法
第
三
十
二
条
第
一
項

 各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
 
五
年
以
内

  
  （
一
般
工
作
物
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
条

  
法
第
三
十

二
条
第
二
項

第
三
号

 に
掲
げ

る
事
項
に
つ

い
て
の
同

条
第
一
項

 各
号
に

掲
げ
る
工

作
物
、
物

件

又
は
施
設
（
電
柱
、
電
線
、
公
衆
電
話
所
、
水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
、
石
油
管
、
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
仮
設
建

築
物
、
同
条

第
五
号
に

掲
げ
る

施
 設

、
同
条
第

六
号
に

掲
げ

る
施
設
、

同
条
第
九

号
に
掲

げ
る
応
急

仮
設
建
築

物
及
び

同
条
第
十
号

に
掲
げ
る

器
具
を

除
く
。
以

下
こ
の
条

に
お
い

て
「
一
般

工
作
物
等

」
と
い

う
。
）

に
関
す
る

法
第
三

十
三
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 条
第
一
項

 の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
一
般
工
作
物
等
（
鉄
道
の
軌
道
敷
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

を
地
上
（
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架

の
道
路
の
路

面
下
の
道

路
が
な

い
区
域
の

地
上
を
除

く
。
次

条
第
一
項

 第
二

号
、
第

十
一

条
の
二
第

一
項
第
一

号
、
第

十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。）

に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の

 い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
（
特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
ロ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
）
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
一
般
工
作
物
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
。

 
（
１
）
 
法
面

 
（
２
）
 
側
溝
上
の
部
分

 
（
３
）
 
路
端
に
近
接
す
る
部
分

 
（
４
）
 
歩
道
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
含
む
。
第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
九
第
一
項
第
二
号
を
除

き
、
以
下
こ

の
章
に
お

い
て
同

じ
。
）

内
の
車
道

（
自
転

車
道

を
含
む
。

第
十
一
条

の
七
第

一
項
第
一

号
、
第
十

一
条
の

九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）

に
近
接
す
る
部
分

 
（
５
）
 
一
般
工
作
物
等
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分

 
ロ
 
一
般
工
作
物
等
の
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
（
法
敷
、
側
溝
、
路
端
に
近
接
す
る
部
分
、
歩
道
内
の
車
道
に

 
近

接
す
る
部

分
又
は
分

離
帯
、

ロ
ー
タ
リ

ー
そ
の
他

こ
れ
ら

に
類
す
る

道
路
の
部

分
の
上

空
に
あ
る

部
分
を
除

く
。
）
が

あ
る
場
合
に

お
い
て
は

、
そ
の

最
下
部
と

路
面
と
の

距
離
が

四
・
五

 メ
ー
ト

ル
（
歩

道
上

に
あ
つ
て

は
、
二
・

五
メ
ー

ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ

 
一

般
工

作
物

等
の

種
類

又
は

道
路

の
構

造
か

ら
み

て
道

路
の

構
造

又
は

交
通

に
著

し
い

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

な
い
場
合
を
除
き
、
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
以
外
の
道
路
の
部
分
で
あ
る
こ
と
。

 
二

  
一
般
工
作
物
等
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
一
般
工
作
物
等
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
、
路
面
を
し
ば
し
ば
掘
削
し
、
又
は
他
の
占
用
物
件
と
錯
そ
う

す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
保
安
上
又
は
工
事
実
施
上
の
支
障
の
な
い
限
り
、
他
の
占
用
物
件
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
。

 
ハ
 
道
路
の
構
造
又
は
地
上
に
あ
る
占
用
物
件
に
支
障
の
な
い
限
り
、
当
該
一
般
工
作
物
等
の
頂
部
が
地
面
に
接
近
し
て

い
る
こ
と
。

  
三

  
一
般
工

作
物
等
を

ト
ン
ネ

ル
の
上
に

設
け
る
場

合
に
お

い
て
は
、

ト
ン
ネ
ル

の
構
造

の
保
全
又

は
ト
ン
ネ

ル
の
換

気
若
し
く
は
採
光
に
支
障
の
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

  
四

  
一
般
工

作
物
等
を

高
架
の

道
路
の
路

面
下
に
設

け
る
場

合
に
お
い

て
は
、
高

架
の
道

路
の
構
造

の
保
全
に

支
障
の

な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

  
五

  
一
般
工

作
物
等
を

特
定
連

結
路
附
属

地
に
設
け

る
場
合

に
お
い
て

は
、
連
結

路
及
び

連
結
路
に

よ
り
連
結

さ
れ
る

道
路
の
見
通
し
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

  
  （
電
柱
又
は
公
衆
電
話
所
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
  

法
第

三
十

二
条

第
二

項
第

三
号

 に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
電

柱
又

は
公

衆
電

話
所

に
関

す
る

法
第

三

十
三
条
第
一
項

 の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
道
路
の

敷
地
外
に

当
該
場

所
に
代
わ

る
適
当
な

場
所
が

な
く
、
公

益
上
や
む

を
得
な

い
と
認
め

ら
れ
る
場

所
で
あ

る
こ
と
。

  
二

  
電
柱
（
鉄

道
の
電
柱

を
除
く

。
）
を

地
上
に
設

け
る
場
合
に

お
い
て
は

次
の
い
ず

れ
に
も

適
合
す
る

場
所
で
あ

り
、

鉄
道
の
電
柱
又
は
公
衆
電
話
所
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
イ
に
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
電
柱
又
は
公
衆
電
話
所
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
位
置
に
あ
る
こ
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 と
。

 
（
１
）
法
面
（
法
面
の
な
い
道
路
に
あ
つ
て
は
、
路
端
に
近
接
す
る
部
分
）

 
（
２
）
歩
道
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部
分

 
ロ
 
同
一
の
線
路
に
係
る
電
柱
を
道
路
（
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。）

に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
同
じ
側
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
電
柱
を
歩
道
を
有
し
な
い
道
路
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
反
対
側
に
占
用
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
占
用

物
件
と
の
水
平
距
離
が
八
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

  
２

  
前
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
電
柱
に
つ
い
て
、
同
条
第
一
号
（
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
二

号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
公
衆
電
話
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
  （
電
線
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

二
  

法
第

三
十

二
条

第
二

項
第

三
号

 に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
電

線
に

関
す

る
法

第
三

十
三

条
第

一

項
 の

政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
電
線
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
電
線
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
が
五
メ
ー
ト
ル
（
既
設
の
電
線
に
附
属
し
て
設
け
る
場
合
そ
の
他
技
術
上
や
む
を

得
ず
、
か
つ
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
四
・
五
メ
ー
ト
ル
、
歩
道

上
に
あ
つ
て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
電
線
を
既
設
の
電
線
に
附
属
し
て
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
安
上
の
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
技
術
上
や
む
を
得

な
い
と
き
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
当
該
既
設
の
電
線
に
、
こ
れ
と
錯
そ

う
す
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
保
安
上
の
支
障
の
な
い
程
度
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
。

  
二

  
電
線
を

地
下
（
ト

ン
ネ
ル

の
上
又
は

高
架
の
道

路
の
路

面
下
の
道

路
が
な
い

区
域
の

地
下
を
除

く
。
次
条

第
一
項

第
二
号
及
び

第
十
一
条

の
四
第

一
項
に
お

い
て
同
じ

。
）

に
設

け
る
場
合

に
お
い
て

は
、
次

の
い
ず
れ

に
も
適
合

す
る
場

所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ

  
道

路
を
横
断

し
て
設

け
る

場
合
及
び

車
道
（
歩

道
を
有

し
な
い
道

路
に
あ
つ

て
は
、

路
面
の
幅

員
の
三
分

の
二
に

相
当
す
る
路
面
の
中
央
部
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第

 二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
当
該

場
所
に
代
わ
る
適
当
な
場
所
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
電
線
の
本
線

を
車
道
の
部
分
に
設

 け
る
場
合
を
除
き
、
車
道
以
外
の
部
分
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
電
線
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
が
、
保
安
上
又
は
道
路
に
関
す
る
工
事
の
実
施
上
の
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
車

道
 に

あ
つ
て
は
〇

・
八
メ

ー
ト

ル
、
歩
道

（
歩
道
を

有
し
な

い
道
路
に

あ
つ
て
は

、
路
面

の
幅
員
の

三
分
の
二

に
相
当

す
る
路
面
の

中
央
部
以

外
の
部

分
。
次
条

第
一
項
第

二
号
イ

並
び
に
第

十
 一

条
の
六

第
一

項
第
二
号

及
び
第
三

号
に
お

い
て
同
じ
。）

に
あ
つ
て
は
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

  
三

  
電
線
を
橋
又
は
高
架
の
道
路
に
取
り
付
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
桁
の
両
側
又
は
床
版
の
下
で
あ
る
こ
と
。

  
２

  
第
十
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
電
線
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
  （
水
管
又
は
ガ
ス
管
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

三
  

法
第

三
十

二
条

第
二

項
第

三
号

 に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
水

管
又

は
ガ

ス
管

に
関

す
る

法
第

三

十
三
条
第
一
項

 の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
水
管
又

は
ガ
ス
管

を
地
上

に
設
け
る

場
合
に
お

い
て
は

、
道
路
の

交
差
し
、

接
続
し

、
又
は
屈

曲
す
る
部

分
以
外

の
道
路
の
部
分
で
あ
る
こ
と
。

  
二

  
水
管
又
は
ガ
ス
管
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
道
路
を
横
断
し
て
設
け
る
場
合
及
び
歩
道
以
外
の
部
分
に
当
該
場
所
に
代
わ
る
適
当
な
場
所
が
な
く
、
か
つ
、
公
益

IV-58
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 上
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

に
水

管
又

は
ガ

ス
管

の
本

線
を

歩
道

以
外

の
部

分
に

設
け

る
場

合

を
除
き
、
歩
道
の
部
分
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
水
管
又
は
ガ
ス
管
の
本
線
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
（
工
事
実
施
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
、
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

  
２

  
第
十
条
第
一
号
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に

前
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
水
管
又
は
ガ
ス
管
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
  （
下
水
道
管
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

四
  

法
第

三
十

二
条

第
二

項
第

三
号

 に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
下

水
道

管
に

関
す

る
法

第
三

十
三

条

第
一

項
 の

政
令
で

定
め
る

基
準

は
、
下
水

道
管
の
本

線
を
地

下
に
設
け

る
場
合
に

お
い
て

、
そ
の
頂

部
と
路
面

と
の
距

離
が
三
メ
ー
ト
ル
（
工
事
実
施
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

  
２

  
第
十
条
第
一
号
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十

一
条
の
二
第

一
項
第
三

号
並
び

に
前
条
第

一
項
第
一

号
及
び

第
二
号
（

イ
に
係
る

部
分
に

限
る
。
）
の
規
定

は
、
下

水
道

管
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
  （
石
油
管
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

五
  

法
第

三
十

二
条

第
二

項
第

三
号

 に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
石

油
管

に
関

す
る

法
第

三
十

三
条

第

一
項

 の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
ト
ン
ネ

ル
の
上
の

道
路
が

な
い
区
域

に
設
け
る

場
合
及

び
地
形
の

状
況
そ
の

他
特
別

の
理
由
に

よ
り
や
む

を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
地
下
で
あ
る
こ
と
。

  
二

  
石
油
管
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ

 
道

路
を

横
断

し
て

設
け

る
場

合
及

び
ト

ン
ネ

ル
の

上
又

は
高

架
の

道
路

の
路

面
下

の
道

路
が

な
い

区
域

に
設

け
る

場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
車
両
の
荷
重
の
影
響
の
少
な
い
場
所
で
あ
り
、
か
つ
、
石
油
管
の
導
管
と
道
路
の
境
界
線
と

の
水
平
距
離
が
保
安
上
必
要
な
距
離
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
道
路
が
な
い
区
域
に
設
け
る
場
合
を
除
き
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
深
さ
の
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
（
１
）
 
市
街
地
に
お
い
て
は
、
防
護
構
造
物
に
よ
り
石
油
管
の
導
管
を
防
護
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
防
護
構
造
物

の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
石
油
管
の
導
管
の
頂
部
と
路
面
と
の
距

離
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

 
（
２
）
 
市
街
地
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
石
油
管
の
導
管
の
頂
部
（
防
護
構
造
物
に
よ
り
そ
の
導
管
を
防
護
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
護
構
造
物
の
頂
部
）
と
路
面
と
の
距
離
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

 
ハ

  
道

路
の
路
面

下
以
外

の
場

所
に
設
け

る
場
合
に

お
い
て

は
、
ト
ン

ネ
ル
の
上

の
道
路

が
な
い
区

域
に
設
け

る
場
合

を
除
き
、
当

該
石
油
管

の
導
管

の
頂
部
と

地
面
と
の

距
離
が

一
・
二
メ

ー
 ト

ル
（
防

護
工

又
は
防
護

構
造
物
に

よ
り
そ

の
導
管
を
防
護
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
街
地
に
あ
つ
て
は
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
、
市
街
地
以
外
の
地
域
に
あ
つ
て
は
〇
・

六
メ
ー
ト
ル
）
を
超

 え
て
い
る
こ
と
。

 
ニ
 
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
を
横
断
し
て
設
け
る
場
合
を
除
き
、
当
該
石
油
管
の
導

管
と
道
路
の
境
界
線
と
の
水
平
距
離
が
保
安
上
必
要
な
距
離
以
上
で
あ
る
こ
と
。

  
三

  
石
油
管
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
ト
ン
ネ
ル
の
中
で
な
い
こ
と
。

 
ロ
 
高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
道
路
の
な
い
区
域
に
あ
つ
て
は
、
当
該
高
架
の
道
路
の
桁
の
両
側
又
は
床
版
の
下
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
石
油
管
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。
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 ハ
 
石
油
管
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

  
２

  
第
十
条

第
二
号
か

ら
第
五

号
ま
で
、

第
十
一
条

の
二
第

一
項
第
三

号
及
び
第

十
一
条

の
三
第
一

項
第
一
号

の
規
定

は
、
石
油
管
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
二

 号
中
「
適
合
す
る
場
所
」
と
あ
る
の
は
、「

適

合
す
る
場
所

（
高
架
の

道
路
の

路
面
下
の

地
下
に
設

け
る
場

合
に
あ
つ

て
は
、
イ

及
び
ロ

に
適
合
す

る
場
所

）
」
と

読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

  
  （
特
定
仮
設
店
舗
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

六
  

法
第

三
十
二
条

第
二
項
第

三
号

 に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て

の
第
七
条
第
四

号
 に

掲
げ
る
仮
設

建
築

物
及
び
同
条

第
五
号

 に
掲
げ
る

施
設
（
以

下
「
特
定

仮
設
店

舗
等
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る

法
第
三
十

三
条
第
一

項
 の

政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
仮
設
店
舗
等
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

  
一

  
道
路
の

一
方
の
側

に
設
け

る
場
合
に

あ
つ
て
は

十
二
メ

ー
ト
ル
以

上
、
道
路

の
両
側

に
設
け
る

場
合
に
あ

つ
て
は

二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
員
の
道
路
で
あ
る
こ
と
。

  
二

  
法
面
、

側
溝
上
の

部
分
又

は
歩
道
上

の
部
分
（

道
路
の

構
造
又
は

道
路
の
周

辺
の
状

況
上
や
む

を
得
な
い

と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
及
び
車

道
内
の
歩
道
に
近
接
す
る
部
分
）
で
あ
る
こ
と
。

  
三

  
歩
道
上

の
部
分
に

設
け
る

場
合
に
お

い
て
は
、

特
定
仮

設
店
舗
等

を
設
け
た

と
き
に

歩
行
者
が

そ
の
一
方

の
側
を

通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

  
四

  
特
定
仮

設
店
舗
等

を
設
け

る
こ
と
に

よ
つ
て
通

行
す
る

こ
と
が
で

き
な
く
な

る
路
面

の
部
分
の

幅
員
が
道

路
の
一

方
の
側
に
つ
き
四
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

  
２

  
第
十
条
第
一
号
（
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
仮
設
店
舗
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

  
  （
食
事
施
設
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

 
 第

十
一

条
の

七
 
法
第
三

十
二
条

第
二
項
第

三
号
に
掲

げ
る
事

項
に
つ
い

て
の
第
七

条
第
六

号
に
掲
げ

る
施
設
（

以
下

こ
の
条
及
び

第
十
二
条

に
お
い

て
「
食
事

施
設
等
」

と
い
う

。
）
に

関
す
る
法

第
三
十

三
条

第
一
項
の

政
令
で
定

め
る
基

準
は
、
食
事
施
設
等
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

 
一
 
食
事
施
設
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
に
あ
る
こ
と
。

 
二
 
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又

は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
食
事
施
設
等
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ

と
が
で
き
る

部
分
の
一

方
の
側

の
幅
員
が

道
路
構
造

令
（
昭

和
四
十
五

年
政
令
第

三
百
二

十
号
）
第

十
条
第
三

項
本
文

、

第
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

 
２

 
第
十

条
第
一
号

（
ロ
及
び

ハ
に
係
る

部
分
に
限

る
。
）
及

び
第
二
号

か
ら
第
五

号
ま
で

の
規
定
は

、
食
事
施

設
等
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

 
  （
応
急
仮
設
住
宅
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

八
  

法
第

三
十
二
条

第
二
項
第

三
号

 に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て

の
第
七
条
第
九

号
 に

掲
げ
る
応
急

仮
設

建
築
物
（
以
下
「
応
急
仮
設
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項

 の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
応
急
仮

設
住
宅
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

  
一

  
法
面

  

IV-59

270
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 二
  

側
溝
上
の
部
分

  
三

  
路
端
に
近
接
す
る
部
分
（
車
両
又
は
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
路
肩
の
部
分
を
除
く
。）

  
２

  
第
十
条
第
一
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
応
急
仮
設
住
宅

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
  （
自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

九
  

法
第

三
十
二
条

第
二
項
第

三
号

 に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て

の
第
七
条
第
十

号
 に

規
定
す
る
自

転
車

を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
転
車
駐
車
器
具
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項

 の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 
一

  
車
道
以

外
の
道
路

の
部
分

（
分
離
帯

、
ロ
ー
タ

リ
ー
そ

の
他
こ
れ

ら
に
類
す

る
道
路

の
部
分
を

除
く
。
次

条
第
一

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）

で
あ
る
こ
と
。

  
二

  
法
面
若

し
く
は
側

溝
上
の

部
分
又
は

自
転
車
道

、
自
転

車
歩
行
者

道
若
し
く

は
歩
道

上
に
設
け

る
場
合
に

お
い
て

は
、
道
路
の

構
造
か
ら

み
て
道

路
の
構
造

又
は
交
通

に
著
し

い
支
障
の

な
 い

場
合
を

除
き

、
当
該
自

転
車
駐
車

器
具
を

自
転

車
の

駐
車

の
用

に
供

し
た

と
き

に
自

転
車

又
は

歩
行

者
が

通
行

す
る

こ
と

が
で

き
る

部
分

の
一

方
の

側
の

幅
員

が

道
路
構
造
令
第
十
条
第
三
項

 本
文
、
第
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

  
２

  
第
十
条

第
一
号
及

び
第
五

号
の
規
定

は
、
自
転

車
駐
車

器
具
に
つ

い
て
準
用

す
る
。

こ
の
場
合

に
お
い
て

、
同
条

第
一
号
中
「

地
上
（
」

と
あ
る

の
は
「
地

面
（
」
と

、
「
地
上

を
」
と
あ

 る
の

は
「
地
面
を

」
と
、
「
次
の
い

ず
れ
に

も

適
合

す
る

場
所

（
特

定
連

結
路

附
属

地
の

地
上

に
設

け
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

ロ
及

び
ハ

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

場

所
）
」
と
あ
る
の
は

 「
ロ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

  
  （
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
一

条
の

十
  

法
第

三
十
二
条

第
二
項
第

三
号

 に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て

の
第
七
条
第
十

号
 に

規
定
す
る
原

動
機

付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原

動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項

 の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

  
一

  
車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
。

  
二

  
道
路
の

構
造
か
ら

み
て
道

路
の
構
造

又
は
交
通

に
著
し

い
支
障
の

な
い
場
合

を
除
き

、
当
該
原

動
機
付
自

転
車
等

駐
車
器
具
を

原
動
機
付

自
転
車

（
側
車
付

き
の
も
の

を
除
く

。
）
又

は
二
輪
自

動
車
の

駐
車

の
用
に
供

し
た
と
き

に
自
転

車
又
は
歩
行

者
が
通
行

す
る
こ

と
が
で
き

る
部
分
の

幅
員
が

道
路
構
造

令
第
十
条

第
三
項

 本
文

、
第
十
条

の
二
第

二
項

又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

  
２

  
第
十
条

第
一
号
及

び
第
五

号
の
規
定

は
、
原
動

機
付
自

転
車
等
駐

車
器
具
に

つ
い
て

準
用
す
る

。
こ
の
場

合
に
お

い
て
、
同
条

第
一
号
中

「
地
上

（
」
と
あ

る
の
は
「

地
面
（

」
と
、
「
地

 上
を
」
と

あ
る

の
は
「
地

面
を
」
と

、
「
次
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
（
特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ロ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
場
所
）
」
と

 あ
る
の
は
「
ロ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

  
  （
構
造
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
二

条
  

法
第

三
十
二
条
第
二

項
第
四
号

 に
掲

げ
る
事
項
に

つ
い
て
の

法
第
三
十

三
条
第

一
項

 の
政
令
で

定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
倒
壊
、
落
下
、
剝
離
、
汚
損
、
火
災
、
荷
重
、
漏
水
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
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 す
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
電
柱
の
脚
釘
は
、
路
面
か
ら
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
、
道
路
の
方
向
と
平
行
し
て
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

 
ハ

 
特
定
仮

設
店
舗
等

又
は
食

事
施
設
等

（
特
定
連

結
路
附

属
地
に
設

け
る
も
の

を
除
く

。
）
に

あ
つ
て
は

、
必
要

最
小

限
度
の
規
模
で
あ
り
、
か
つ
、
道
路
の
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

  
二

  
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
堅
固
で
耐
久
性
を
有
す
る
と
と
も
に
、
道
路
及
び
地
下
に
あ
る
他
の
占
用
物
件
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
車
道
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
強
度
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
電
線
、
水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
又
は
石
油
管
に
つ
い
て
は
、
各
戸
に
引
き
込
む
た
め
に
地
下
に
設
け
る
も
の
そ

の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
占
用
物
件
の
名
称
、
管

理
者
、
埋
設
し
た
年
そ
の
他
の
保
安
上
必
要
な
事
項
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

  
三

  
橋
又
は

高
架
の
道

路
に
取

り
付
け
る

場
合
に
お

い
て
は

、
当
該
橋

又
は
高
架

の
道
路

の
強
度
に

影
響
を
与

え
な
い

構
造
で
あ
る
こ
と
。

  
四

  
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
連
結
路
及
び
連
結
路
に
よ
り
連
結
さ
れ
る
道
路
の
見
通
し
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
の
規
模
及
び
用
途
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
と
連
絡

す
る
道
路
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
、
必
要
な
規
模
の
駐
車
場
及
び
適
切
な
構
造
の
通
路

そ
の
他
の
施
設
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

  
  （
工
事
実
施
の
方
法
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
三

条
  

法
第

三
十
二
条
第
二

項
第
五
号

 に
掲

げ
る
事
項
に

つ
い
て
の

法
第
三
十

三
条
第

一
項

 の
政
令
で

定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
占
用
物
件
の
保
持
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

  
二

  
道
路
を

掘
削
す
る

場
合
に

お
い
て
は

、
溝
掘
、

つ
ぼ
掘

又
は
推
進

工
法
そ
の

他
こ
れ

に
準
ず
る

方
法
に
よ

る
も
の

と
し
、
え
ぐ
り
掘
の
方
法
に
よ
ら
な
い
こ
と
。

  
三

  
路
面
の
排
水
を
妨
げ
な
い
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

  
四

  
原
則
と
し
て
、
道
路
の
一
方
の
側
は
、
常
に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

  
五

  
工
事
現

場
に
お
い

て
は
、

さ
く
又
は

覆
い
の
設

置
、
夜

間
に
お
け

る
赤
色
灯

又
は
黄

色
灯
の
点

灯
そ
の
他

道
路
の

交
通
の
危
険
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

  
六

  
前
各
号

に
定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
る
ほ

か
、
電
線

、
水
管

、
下
水
道

管
、
ガ
ス

管
若
し

く
は
石
油

管
（
以
下

こ
の
号

に
お
い
て
「
電
線
等
」
と
い
う
。
）
が
地
下
に
設
け
ら
れ
て
い
る
と
認
め

 ら
れ
る
場
所
又
は
そ
の
付
近
を
掘
削
す
る
工
事

に
あ
つ
て
は
、
保
安
上
の
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
 
試
掘
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
電
線
等
を
確
認
し
た
後
に
実
施
す
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
電
線
等
の
管
理
者
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
当
該
電
線
等
の
移
設
又
は
防
護
、
工
事
の
見
回
り
又
は
立
会
い
そ
の

他
の
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 
ハ
 
ガ
ス
管
又
は
石
油
管
の
付
近
に
お
い
て
、
火
気
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

  
  （
工
事
の
時
期
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
四

条
  

法
第

三
十
二
条
第
二

項
第
六
号

 に
掲

げ
る
事
項
に

つ
い
て
の

法
第
三
十

三
条
第

一
項

 の
政
令
で

定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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 一
  

他
の
占
用
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
に
関
す
る
工
事
の
時
期
を
勘
案
し
て
適
当
な
時
期
で
あ
る
こ
と
。

  
二

  
道
路
の

交
通
に
著

し
く
支

障
を
及
ぼ

さ
な
い
時

期
で
あ

る
こ
と
。

特
に
道
路

を
横
断

し
て
掘
削

す
る
工
事

そ
の
他

道
路
の
交
通
を
遮
断
す
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
交
通
量
の
最
も
少
な
い
時
間
で
あ
る
こ
と
。

  
  （
道
路
の
復
旧
の
方
法
に
関
す
る
基
準
）

  
第

十
五

条
  

法
第

三
十
二
条
第
二

項
第
七
号

 に
掲

げ
る
事
項
に

つ
い
て
の

法
第
三
十

三
条
第

一
項

 の
政
令
で

定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

  
一

  
占
用
の

た
め
に
掘

削
し
た

土
砂
を
埋

め
戻
す
場

合
に
お

い
て
は
、

層
ご
と
に

行
う
と

と
も
に
、

確
実
に
締

め
固
め

る
こ
と
。

  
二

  
占
用
の

た
め
に
掘

削
し
た

土
砂
を
そ

の
ま
ま
埋

め
戻
す

こ
と
が
不

適
当
で
あ

る
場
合

に
お
い
て

は
、
土
砂

の
補
充

又
は
入
換
え
を
行
つ
た
後
に
埋
め
も
ど
す
こ
と
。

  
三

  
砂
利
道

の
表
面
仕

上
げ
を

行
う
場
合

に
お
い
て

は
、
路

面
を
砂
利

及
び
衣
土

を
も
つ

て
掘
削
前

の
路
面
形

に
締
め

固
め
る
こ
と
。

  
 （
技
術
的
細
目
）

  
第

十
六

条
  

第
十
条
か
ら

前
条
ま

で
に
規
定

す
る
基
準

を
適
用

す
る
に
つ

い
て
必
要

な
技
術

的
細
目
は

、
国
土
交

通
省

令
で
定
め
る

。
た
だ
し

、
第
十

一
条
の
五

に
規
定
す

る
石
油

管
（
第
九

条
第
一
号

 チ
に
掲

げ
る
石
油

管
に
限
る

。
以
下

こ
の
条
に
お

い
て
同
じ

。
）

の
占

用
の
場
所

に
関
す
る

基
準
又

は
第
十
二

条
に
規
定

す
る
石

油
管
の
構

造
に
関
す

る
基
準

を
適
用
す
る
に
つ
い
て
必
要
な

 技
術
的
細
目
は
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
第
十
五
条
第
三
項
第
二
号

 の
規
定
に
基

づ
く
主
務
省
令
の
規
定
（
石
油
管
の
設
置
の
場
所
又
は
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

の
例
に
よ
る
。

  
  （
道
路
の
管
理
上
当
該
道
路
の
区
域
内
に
設
け
る
こ
と
が
必
要
な
工
作
物
又
は
施
設
）

  
第
十
六
条
の
二

  
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号

 の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
又
は
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
一

  
歩
行
者
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋

  
二

  
花
壇
そ
の
他
道
路
の
緑
化
の
た
め
の
施
設

  
三

  
高
架
の

道
路
の
路

面
下
に

設
け
る
自

転
車
駐
車

場
で
あ

つ
て
、
自

転
車
の
安

全
利
用

の
促
進
及

び
自
転
車

等
の
駐

車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律

 （
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
総
合
計
画

に
そ
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要
が
定
め
ら
れ
た
も
の

  
  （
工
事
の
計
画
書
の
提
出
を
要
し
な
い
軽
易
な
工
事
）

  
第
十
七
条

  
法
第
三
十
六
条
第
一
項

 た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
軽
易
な
工
事
は
、
各
戸
に
引
き
込
む
た
め
に
地
下
に

埋
設
す
る
水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
又
は
電
線
で
、
道
路
を
占
用
す
る
部
分
の
延
長
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も

の
の
設
置
又
は
改
修
に
関
す
る
工
事
と
す
る
。

  
  （
占
用
料
を
徴
収
し
な
い
国
の
事
業
）

  
第

十
八

条
  

法
第

三
十

九
条

第
一

項
 た

だ
し

書
の

政
令

で
定

め
る

占
用

料
を

徴
収

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
国

の
事

業

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

  
一

  
一
般
会
計
を
も
つ
て
経
理
す
る
事
業

  
二

  
特
別
会
計
を
も
つ
て
経
理
す
る
事
業
の
う
ち
、
企
業
的
性
格
を
有
し
な
い
も
の
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
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  （
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
）

  
第

十
九

条
  

指
定
区
間
内

の
国
道

に
係
る
占

用
料
の
額

は
、
別

表
占
用
料

の
欄
に
定

め
る
金

額
（
第
七

条
第
六
号

に
掲

げ
る
施
設
の
う
ち
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の
及
び
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
同
表
占
用
料

の
欄

に
定

め
る

額
及

び
道

路
の

交
通

量
等

か
ら

見
込

ま
れ

る
当

該
施

設
に

お
い

て
行

わ
れ

る
営

業
に

よ
り

通
常

得
ら

れ

る
売
上
収
入

額
に
応
じ

て
国
土

交
通
省
令

で
定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
り
算

定
し
た
額

を
勘
案

し
て

 占
用
面
積

一
平
方

メ
ー

ト
ル
に
つ
き
一
年
当
た
り
の
妥
当
な
占
用
の
対
価
と
し
て
算
定
し
た
額
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
、

法
第
三
十
二

条
第
一
項

 若
し
く

は
第
三
項

 の
規

定
に
よ
り
許

可
を
し
、

又
は
法
第

三
十
五

条
 の

規
定
に
よ

り
同
意

し

た
占
用
の
期

間
（
電
線

共
同
溝

に
係
る
占

用
料
に
あ

つ
て
は

、
電
線
共

同
溝
整
備

法
第
十

条
 、

第
十
一
条

第
一
項

若
し

く
は
第
十
二

条
第
一
項

の
規
定

に
よ
り
許

可
を
し
、

又
は
電

線
共
同
溝

整
備
法
第

二
十
一

条
 の

規
定
に
よ

り
協
議

が
成

立
し
た
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
（
当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工
事
を
開
始

し
た
日
が
当

該
許
可
を

し
、
又

は
当
該
協

 議
が

成
立
し

た
日

と
異
な
る

場
合
に
は

、
当
該

敷
設
工
事

を
開
始
し

た
日
か

ら
当
該
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
）。

以
下
こ
の
項
、
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
別
表

 の
備
考

第
九
号
に
お

い
て
同
じ

。
）

に
相

当
す
る
期

間
を
同
表

占
用
料

の
単
位
の

欄
に
定
め

る
期
間

で
除
し
て

得
た
数
を

乗
じ
て

得
た
額
（
そ

の
額
が
百

円
に
満

た
な
い
場

合
に
あ
つ

て
は
、

 百
円

）
と
す
る

。
た
だ

し
、

当
該
占
用

の
期
間
が

翌
年
度

以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
金
額
に
、
各
年
度
に
お
け
る
占
用
の
期
間
に
相
当
す
る

期
間
を
同

 表
占
用

料
の
単

位
の

欄
に
定
め

る
期
間
で

除
し
て

得
た
数
を

乗
じ
て
得

た
額
（

そ
の
額
が

百
円
に
満

た
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
円
）
の
合
計
額
と
す
る
。

  
２

  
前
項
の

規
定
に
か

か
わ
ら

ず
、
指
定

区
間
内
の

国
道
に

係
る
道
路

の
占
用
の

う
ち
占

用
の
期
間

が
一
月
未

満
の
も

の
に
つ
い
て

の
占
用
料

の
額
は

、
別
表
占

用
料
の
欄

に
定
め

る
金
額
に

、
 当

該
占
用

の
期

間
に
相
当

す
る
期
間

を
同
表

占
用
料
の
単
位
の
欄
に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百

円
に
満
た
な

い
場
合
に

 あ
つ
て

は
、
百
円

）
と
す
る

。
た
だ

し
、
当
該

占
用
の
期

間
が
翌

年
度
に
わ

た
る
場
合

に
お
い

て
は
、
同
表

占
用
料
の

欄
に
定

め
る
金
額

に
、
各
年

度
に
お

け
る
占
用

の
期
間
に

相
当
す

る
期

 間
を
同
表

占
用
料

の
単

位
の
欄
に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
円
に
満
た
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
円
）
の
合
計
額
と

 す
る
。

  
３

  
 
国
土

交
通
大
臣

は
、
指

定
区
間
内

の
国
道
に

係
る
占

用
料
で
次

に
掲
げ
る

占
用
物

件
に
係
る

も
の
に
つ

い
て
、

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
規
定
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
別

に
占
用
料
の
額
を
定
め
、
又
は
占
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

  
一

  
応
急
仮
設
住
宅

  
二

  
法
第
三
十
五
条

 に
規
定
す
る
事
業
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）

及
び
地
方
財
政
法

 （
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
九
号
）
第
六
条

 に
規
定
す
る
公
営
企
業
に
係
る
も
の

  
三

  
独
立
行

政
法
人
鉄

道
建
設

・
運
輸
施

設
整
備
支

援
機
構

が
建
設
し

、
又
は
災

害
復
旧

工
事
を
行

う
鉄
道
施

設
及
び

独
立
行
政
法

人
日
本
高

速
道
路

保
有
・
債

務
返
済
機

構
が
管

理
を
行
う

鉄
道
施
設

並
び
に

鉄
道
事
業

法
 に

よ
る
鉄

道
事

業
者
又
は
索
道
事
業
者
が
そ
の
鉄
道
事
業
又
は
索
道
事
業
で
一
般
の
需
要
に
応
ず
る
も
の
の
用
に
供
す
る
施
設

  
四

  
公
職
選
挙
法

 （
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
に
よ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
立
札
、
看
板
そ
の
他
の
物

件
  

五
  

街
灯
、
公

共
の
用
に

供
す
る

通
路
及
び

駐
車
場
法

 （
昭
和

三
十
二
年

法
律
第
百

六
号
）

第
十
七
条

第
一
項

 に
規

定
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
路
外
駐
車
場

  
六

  
前
各
号

に
掲
げ
る

も
の
の

ほ
か
、
前

二
項
に
規

定
す
る

額
の
占
用

料
を
徴
収

す
る
こ

と
が
著
し

く
不
適
当

で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
占
用
物
件
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の

  
４

  
指
定
区

間
内
の
国

道
に
係

る
占
用
料

で
指
定
区

間
の
指

定
の
日
の

前
日
ま
で

に
道
路

管
理
者
で

あ
る
都
道

府
県
又

は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に
当
該
指
定

区
間
の
存
す

る
都
道
府

県
又
は

指
定
市
が

法
第
三
十

九
条
第

二
項

 の
規
定
に

基
づ
く

条
例

で
定
め
て

い
る
占
用

料
の
額
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 と
す
る
。

  
  （
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
方
法
）

  
第

十
九
条

の
二

  
指
定

区
間
内
の

国
道
に
係

る
占
用
料
は
、
法

第
三
十
二

条
第
一
項

 若
し
く

は
第
三
項

 の
規
定

に
よ

り
許
可
を
し

、
又
は
法

第
三
十

五
条

 の
規
定
に

よ
り
同

意
し

た
占
用
の

期
間
に
係

る
分
を

、
当
該
占

用
の
許
可

又
は
同

意
を
し
た
日

（
電
線
共

同
溝
に

係
る
占
用

料
に
あ
つ

て
は
、

電
線
共
同

溝
整
備
法

第
十
条

 、
第

十
一
条
第

一
項
若

し
く

は
第
十
二
条

第
一
項
の

規
定
に

よ
り
許
可

を
し
、
又

は
電
線

共
同
溝
整

備
法
第
二

十
一
条

 の
規

定
に
よ
り

協
議
が

成
立

し
た
日
（
当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
が
当
該
許
可
を
し
、
又

は
当
該
協
議

が
成
立
し

た
日
と

異
な
る
場

合
に
は
、

当
該
敷

設
工
事
を

開
始
し
た

日
）
）
か

ら
一
月
以

内
に
納
入

告
知
書

（
法
第
十
三

条
第
二
項

 の
規
定

に
よ
り
都

道
府
県
又

は
指
定

市
が
占
用

料
を
徴
収

す
る
事

務
を
行
つ

て
い
る
場

合
に
あ

つ
て
は
、
納

入
通
知
書

）
に
よ

り
一
括
し

て
徴
収
す

る
も
の

と
す
る
。

た
だ
し
、

当
該
占

用
の

 期
間
が
翌

年
度
以

降
に

わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
以
降
の
占
用
料
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
分
を
四
月
三
十
日
ま
で
に
徴
収
す
る
も
の

と
す
る
。

  
２

  
前
項
の
占
用
料
で
既
に
納
め
た
も
の
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
法
第
七
十
一
条
第
二
項

 の
規
定
に
よ
り
道
路
の
占
用
の
許
可
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
納
め
た
占
用
料
の
額
が
当
該
占
用
の
許
可
の
日

か
ら
当
該
占
用
の
許
可
の
取
消
し
の
日
ま
で
の
期
間
に
つ
き
算
出
し
た
占
用
料
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
額

の
占
用
料
は
、
返
還
す
る
。

  
３

  
指
定
区

間
内
の
国

道
に
係

る
占
用
料

で
指
定
区

間
の
指

定
の
日
の

前
日
ま
で

に
道
路

管
理
者
で

あ
る
都
道

府
県
又

は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
区
間
の
指
定
の
際
現
に
当
該
指
定
区
間

の
存
す
る
都

道
府
県
又

は
指
定

市
が
法
第

三
十
九
条

第
二
項

 の
規

定
に
基
づ

く
条
例

で
定

め
て
い
る

占
用
料
の

徴
収
方

法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

  
  （
占
用
料
の
収
入
の
帰
属
）

  
第

十
九

条
の

三
  

法
第

三
十
九
条

 の
規

定
に
基
づ
く

占
用
料
は

、
指
定
区
間

内
の
国
道
に
係

る
も
の
に
あ

つ
て
は
国

、

指
定

区
間

外
の

国
道

に
係

る
も

の
に

あ
つ

て
は

道
路

管
理

者
で

あ
る

都
道

府
県

又
は

指
定

市
若

し
く

は
指

定
市

以
外

の

市
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
収
入
と
す
る
。 

 
２

  
法

第
十

三
条

第
二

項
 の

規
定

に
よ

り
都

道
府

県
又

は
指

定
市

が
指

定
区

間
内

の
国

道
の

管
理

を
行

つ
て

い
る

場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
管
理
を
行
つ
て
い
る
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

  
３

  
前
項
の

規
定
に
よ

り
都
道

府
県
又
は

指
定
市
の

収
入
と

な
る
べ
き

指
定
区
間

内
の
国

道
に
係
る

占
用
料
で

法
第
十

三
条
第
二
項

 の
規

定
に
よ

り
都

道
府
県
又

は
指
定
市

が
指
定

区
間
内
の

国
道
の
管

理
を
行

う
こ
と
と

さ
れ
る
日

の
前
日

ま
で
に
国
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
の
収
入
と
す
る
。

  
４

  
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

国
の

収
入

と
な

る
べ

き
指

定
区

間
内

の
国

道
に

係
る

占
用

料
で

法
第

十
三

条
第

二
項

 の
規

定
に

よ
り

国
土

交
通

大
臣

が
都

道
府

県
又

は
指

定
市

が
行

つ
て

い
た

指
定

区
間

内
の

国
道

の
管

理
を

解
除

す
る

日
の

前
日
ま
で
に
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道
府
県
又

は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

  
５

  
第
一
項

の
規
定
に

よ
り
国

の
収
入
と

な
る
べ
き

指
定
区

間
内
の
国

道
に
係
る

占
用
料

で
当
該
指

定
区
間
の

指
定
の

日
の
前
日
ま

で
に
道
路

管
理
者

で
あ
る
都

道
府
県
又

は
指
定

市
が
徴
収

す
べ
き
も

の
は
、

同
項
の
規

定
に
か
か

わ
ら
ず

、

当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

  
６

  
第
一
項
の

規
定
に
よ

り
道
路

管
理
者
で

あ
る
都
道

府
県
又

は
指
定
市

の
収
入
と

な
る
べ

き
国
道
に

係
る
占
用

料
で
、

当
該
国
道
に
係
る
指
定
区
間
の
指
定
の
廃
止
の
日
の
前
日
ま
で
に
国
が
徴
収
す
べ
き
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
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 ず
、
国
の
収
入
と
す
る
。

  
  （
道
路
の
占
用
に
関
す
る
規
定
の
道
路
予
定
区
域
に
つ
い
て
の
準
用
）

  
第
十
九
条
の
四

  
第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
道
路
予
定
区
域
に
法
第
三
十
二
条
第
一
項

 各
号
に
掲
げ
る
工
作

物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
予
定
区
域
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
   別
表
 
（
第
十
九
条
関
係
）

 

占
用
料

 

所
在
地

 

占
用
物
件

 

単
位

 

甲
地

 
乙
地

 
丙
地

 

第
一
種
電
柱

 
一
、
二
〇
〇

 
五
六
〇

 
四
六
〇

 

第
二
種
電
柱

 
一
、
八
〇
〇

 
八
六
〇

 
七
〇
〇

 

第
三
種
電
柱

 
二
、
四
〇
〇

 
一
、
二
〇
〇

 
九
五
〇

 

第
一
種
電
話
柱

 
一
、
〇
〇
〇

 
五
〇
〇

 
四
一
〇

 

第
二
種
電
話
柱

 
一
、
六
〇
〇

 
八
〇
〇

 
六
五
〇

 

第
三
種
電
話
柱

 
二
、
三
〇
〇

 
一
、
一
〇
〇

 
九
〇
〇

 

そ
の
他
の
柱
類

 

一
本

に
つ

き

一
年

 

一
〇
〇

 
五
〇

 
四
一

 

共
架

電
線

そ
の

他
上

空
に

設
け

る
線
類

 
一
〇

 
五

 
四

 

地
下

に
設

け
る

電
線

そ
の

他
の

線
類

 

長
さ

一
メ

ー

ト
ル

に
つ

き

一
年

 
六

 
三

 
二

 

路
上
に
設
け
る
変
圧
器

 
一

個
に

つ
き

一
年

 
一
、
〇
〇
〇

 
四
九
〇

 
四
〇
〇

 

地
下
に
設
け
る
変
圧
器

 
占

用
面

積
一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

年
 

六
二
〇

 
三
〇
〇

 
二
五
〇

 

変
圧

塔
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の
及
び
公
衆
電
話
所

 
二
、
一
〇
〇

 
一
、
〇
〇
〇

 
八
二
〇

 

郵
便

差
出

箱
及

び
信

書
便

差
出

箱
 

一
個

に
つ

き

一
年

 

八
六
〇

 
四
二
〇

 
三
四
〇

 

法
第

三
十

二

条
第

一
項

第

一
号

に
掲

げ

る
工
作
物

 

広
告
塔

 
表

示
面

積
一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

年
 

二
四
、
〇
〇
〇

 
二
、
〇
〇
〇

 
九
九
〇
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そ
の
他
の
も
の

 
占

用
面

積
一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

年
 

二
、
一
〇
〇

 
一
、
〇
〇
〇

 
八
二
〇

 

外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

 
四
三

 
二
一

 
一
七

 

外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 
六
二

 
三
〇

 
二
五

 

外
径

が
〇

・
一

メ
ー

ト
ル

以
上

〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 
九
二

 
四
五

 
三
七

 

外
径
が
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 
一
二
〇

 
六
〇

 
四
九

 

外
径

が
〇

・
二

メ
ー

ト
ル

以
上

〇
・
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 
一
八
〇

 
九
〇

 
七
四

 

外
径

が
〇

・
三

メ
ー

ト
ル

以
上

〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 
二
五
〇

 
一
二
〇

 
九
八

 

外
径

が
〇

・
四

メ
ー

ト
ル

以
上

〇
・
七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 
四
三
〇

 
二
一
〇

 
一
七
〇

 

外
径
が
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上
一

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 
六
二
〇

 
三
〇
〇

 
二
五
〇

 

法
第

三
十

二

条
第

一
項

第

二
号

に
掲

げ

る
物
件

 

外
径

が
一

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
 

長
さ

一
メ

ー

ト
ル

に
つ

き

一
年

 

一
、
二
〇
〇

 
六
〇
〇

 
四
九
〇

 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

三
号

及
び

第
四

号
に

掲
げ
る
施
設

 
二
、
一
〇
〇

 
一
、
〇
〇
〇

 
八
二
〇

 

階
数

が
一

の
も
の

 
Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額

 

階
数

が
二

の
も
の

 
Ａ
に
〇
・
〇
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額

 

地
下

街
及

び
地

下

室
 

階
数

が
三

以
上

の
も

の
 

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

 

上
空
に
設
け
る
通
路

 
一
二
、
〇
〇
〇

 
一
、
〇
〇
〇

 
四
九
〇

 

地
下
に
設
け
る
通
路

 
七
、
一
〇
〇

 
六
一
〇

 
三
〇
〇

 

法
第

三
十

二

条
第

一
項

第

五
号

に
掲

げ

る
施
設

 

そ
の
他
の
も
の

 

占
用

面
積

一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

年
 

二
、
一
〇
〇

 
一
、
〇
〇
〇

 
八
二
〇

 

法
第

三
十

二

条
第

一
項

第

六
号

に
掲

げ

る
施
設

 

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際

し
、
一
時
的
に
設
け
る
も
の

 
占

用
面

積
一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

日
 

二
四
〇

 
二
〇

 
一
〇
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そ
の
他
の
も
の

 
占

用
面

積
一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

月
 

二
、
四
〇
〇

 
二
〇
〇

 
九
九

 

一
時

的
に

設
け

る
も

の
 

表
示

面
積

一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

月
 

二
、
四
〇
〇

 
二
〇
〇

 
九
九

 
看
板
（
ア
ー
チ
で
あ

る
も
の
を
除
く
。）

 

そ
の

他
の

も
の

 
表

示
面

積
一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

年
 

二
四
、
〇
〇
〇

 
二
、
〇
〇
〇

 
九
九
〇

 

標
識

 
一

本
に

つ
き

一
年

 
一
、
六
〇
〇

 
八
〇
〇

 
六
五
〇

 

祭
礼
、
縁
日

そ
の

他
の

催
し

に
際

し
、
一
時
的

に
設

け
る

も
の

 

一
本

に
つ

き

一
日

 
二
四
〇

 
二
〇

 
一
〇

 
旗
ざ
お

 

そ
の

他
の

も
の

 
一

本
に

つ
き

一
月

 
二
、
四
〇
〇

 
二
〇
〇

 
九
九

 

祭
礼
、
縁
日

そ
の

他
の

催
し

に
際

し
、
一
時
的

に
設

け
る

も
の

 

そ
の

面
積

一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

日
 

二
四
〇

 
二
〇

 
一
〇

 
幕
（
第
七
条
第
二
号

に
掲

げ
る

工
事

用

施
設

で
あ

る
も

の

を
除
く
。
）

 

そ
の

他
の

も
の

 
そ

の
面

積
一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

月
 

二
、
四
〇
〇

 
二
〇
〇

 
九
九

 

車
道

を
横

断
す

る
も

の
 

二
四
、
〇
〇
〇

 
二
、
〇
〇
〇

 
九
九
〇

 

第
七

条
第

一

号
に

掲
げ

る

物
件

 

ア
ー
チ

 

そ
の

他
の

も
の

 

一
基

に
つ

き

一
月

 

一
二
、
〇
〇
〇

 
一
、
〇
〇
〇

 
四
九
〇

 

第
七

条
第

二
号

に
掲

げ
る

工
事

用
施

設
及

び
同

条
第
三
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材
料

 
二
、
四
〇
〇

 
二
〇
〇

 
九
九

 

第
七

条
第

四
号

に
掲

げ
る

仮
設

建
築

物
及

び
同

占
用

面
積

一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一
二
一
〇

 
一
〇
〇

 
八
二
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 条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設

 
月

 

ト
ン

ネ
ル

の
上

又
は

高
架

の
道

路
の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

 
Ａ

に
〇

・
〇

一

二
を

乗
じ

て
得

た
額

 

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

を
乗

じ
て

得
た

額
 

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

乗
じ
て
得
た
額

 

上
空
に
設
け
る
も
の

 
Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

 

第
七

条
第

六

号
に

掲
げ

る

施
設

 

そ
の
他
の
も
の

 
Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

 

建
築
物

 
Ａ

に
〇

・
〇

一

二
を

乗
じ

て
得

た
額

 

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

を
乗

じ
て

得
た

額
 

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

乗
じ
て
得
た
額

 
第

七
条

第
七

号
に

掲
げ

る

施
設

 

そ
の
他
の
も
の

 
Ａ

に
〇

・
〇

〇

九
を

乗
じ

て
得

た
額

 

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

を
乗

じ
て

得
た

額
 

Ａ
に
〇
・
〇
一
四

を
乗

じ
て

得
た

額
 

建
築
物

 
Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

 
第

七
条

第
八

号
に

掲
げ

る

施
設

及
び

自

動
車
駐
車
場

 そ
の
他
の
も
の

 
Ａ

に
〇

・
〇

〇

九
を

乗
じ

て
得

た
額

 

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

を
乗

じ
て

得
た

額
 

Ａ
に
〇
・
〇
一
四

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ト
ン

ネ
ル

の
上

又
は

高
架

の
道

路
の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

 
Ａ

に
〇

・
〇

一

二
を

乗
じ

て
得

た
額

 

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

を
乗

じ
て

得
た

額
 

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

乗
じ
て
得
た
額

 

上
空
に
設
け
る
も
の

 
Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

 

第
七

条
第

九

号
に

掲
げ

る

応
急

仮
設

建

築
物

 

そ
の
他
の
も
の

 
Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

 

第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
器
具

 
Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ト
ン

ネ
ル

の
上

又
は

高
速

自
動

車
国

道
若

し
く

は
自

動
車

専
用

道
路

（
高

架
の

も
の

に
限

る
。
）

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

 

Ａ
に

〇
・

〇
一

二
を

乗
じ

て
得

た
額

 

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

を
乗

じ
て

得
た

額
 

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

乗
じ
て
得
た
額

 

上
空
に
設
け
る
も
の

 
Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

 

第
七

条
第

十

一
号

に
掲

げ

る
施
設

 

そ
の
他
の
も
の

 

占
用

面
積

一

平
方

メ
ー

ト

ル
に

つ
き

一

年
 

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額
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 備
考

 
一
 
金
額
の
単
位
は
、
円
と
す
る
。

 
二
 
所
在
地
と
は
、
占
用
物
件
の
所
在
地
を
い
い
、
そ
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
各
年
度
の
初
日
後
に
占
用
物
件

の
所
在
地
の
区
分
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
同
日
に
お
け
る
そ
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 イ
 

甲
地
 
都

の
特
別

区
の

存
す
る
区

域
並
び
に

札
幌
市

、
仙
台
市

、
宇
都
宮

市
、
さ

い
た
ま
市

、
千
葉
市

、
船
橋

市
、
八
王
子

市
、
横
浜

市
、
川

崎
市
、
相

模
原
市
、

新
潟
市

、
静
岡
市

、
 浜

松
市
、

名
古

屋
市
、
京

都
市
、
大

阪
市
、

堺
市
、
東
大
阪
市
、
神
戸
市
、
姫
路
市
、
岡
山
市
、
広
島
市
、
松
山
市
、
北
九
州
市
、
福
岡
市
、
熊
本
市
及
び
鹿
児
島
市

の
区
域
を
い
う
。

 
 
ロ
 
乙
地
 
市
の
区
域
で
甲
地
以
外
の
も
の
を
い
う
。

 
 
ハ
 
丙
地
 
町
及
び
村
の
区
域
を
い
う
。

 
三

  
第
一
種
電
柱
と
は
、
電
柱
（
当
該
電
柱
に
設
置
さ
れ
る
変
圧
器
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

の
う
ち
三
条
以
下
の
電
線

（
当
該
電
柱
を
設
置
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

 に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
持
す
る
も
の
を
、
第
二

種
電
柱
と
は
、
電
柱
の
う
ち
四
条
又
は
五
条
の
電
線
を
支
持
す
る
も
の
を
、
第
三
種
電
柱
と
は
、
電
柱
の
う
ち
六
条
以
上

の
電
線
を
支
持
す

 る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
。

 
四
 
第
一
種
電
話
柱
と
は
、
電
話
柱
（
電
話
そ
の
他
の
通
信
又
は
放
送
の
用
に
供
す
る
電
線
を
支
持
す
る
柱
を
い
い
、
電

柱
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

 以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
三
条
以
下
の
電
線
（
当
該
電
話
柱
を
設
置
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
に

限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

を
支
持
す
る
も
の
を
、
第
二
種
電
話
柱
と
は
、
電
話

 柱
の
う
ち
四
条
又
は
五
条

の
電
線
を
支
持
す
る
も
の
を
、
第
三
種
電
話
柱
と
は
、
電
話
柱
の
う
ち
六
条
以
上
の
電
線
を
支
持
す
る
も
の
を
い
う
も
の

と
す
る
。

 
五
 
共
架
電
線
と
は
、
電
柱
又
は
電
話
柱
を
設
置
す
る
者
以
外
の
者
が
当
該
電
柱
又
は
電
話
柱
に
設
置
す
る
電
線
を
い
う

も
の
と
す
る
。

 
六
 
表
示
面
積
と
は
、
広
告
塔
又
は
看
板
の
表
示
部
分
の
面
積
を
い
う
も
の
と
す
る
。

 
七
 
Ａ
は
、
近
傍
類
似
の
土
地
（
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の
及
び
同
条

第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
近
傍
に
類
似
の
土
地
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
立
地
条
件
、
収
益
性
等
土
地
価
格
形

成
上
の
諸
要
素
が
類
似
し
た
土
地
）
の
時
価
を
表
す
も
の
と
す
る
。

 
八
 
表
示
面
積
、
占
用
面
積
若
し
く
は
占
用
物
件
の
面
積
若
し
く
は
長
さ
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は
一
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
面
積
若
し
く
は
長
さ
に
一
平
方
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
又
は
一
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

 
九

  
占

用
料
の
額

が
年
額

で
定

め
ら
れ
て

い
る
占
用

物
件
に

係
る
占
用

の
期
間
が

一
年
未

満
で
あ
る

と
き
、
又

は
そ
の

期
間
に
一
年

未
満
の
端

数
が
あ

る
と
き
は

月
割
を
も

つ
て
計

算
し
、
な

 お
、

一
月
未

満
の

端
数
が
あ

る
と
き
は

一
月
と

し
て
計
算
し
、
占
用
料
の
額
が
月
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
占
用
物
件
に
係
る
占
用
の
期
間
が
一
月
未
満
で
あ
る
と
き
、
又

は
そ
の
期
間
に
一
月

 未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一
月
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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 2.
2.

2.
 
道
路
構
造
令

 

【
一
部
抜
粋
】

 
 （
自
転
車
道
）

  
第

十
条

  
自
動
車

及
び
自
転
車

の
交
通
量

が
多
い
第

三
種
又

は
第
四
種

の
道
路
に

は
、
自

転
車
道
を

道
路
の
各

側
に
設

け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

  
２

  
自
転
車

の
交
通
量

が
多
い

第
三
種
若

し
く
は
第

四
種
の

道
路
又
は

自
動
車
及

び
歩
行

者
の
交
通

量
が
多
い

第
三
種

若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
（
前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。）

に
は
、

 安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転

車
の
通
行
を

分
離
す
る

必
要
が

あ
る
場
合

に
お
い
て

は
、
自

転
車
道
を

道
路
の
各

側
に
設

け
る
も
の

と
す
る
。

た
だ
し

、

地
形
の
状
況
そ
の
他

 の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

  
３

  
自
転
車

道
の
幅
員

は
、
二

メ
ー
ト
ル

以
上
と
す

る
も
の

と
す
る
。

た
だ
し
、

地
形
の

状
況
そ
の

他
の
特
別

の
理
由

に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

  
４

  
自
転
車

道
に
路
上

施
設
を

設
け
る
場

合
に
お
い

て
は
、

当
該
自
転

車
道
の
幅

員
は
、

第
十
二
条

の
建
築
限

界
を
勘

案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

  
５

  
自
転
車
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
  （
自
転
車
歩
行
者
道
）

  
第

十
条

の
二

  
自
動
車
の

交
通
量

が
多
い
第

三
種
又
は
第
四
種

の
道
路
（

自
転
車
道
を
設
け

る
道
路
を

除
く
。
）

に
は
、

自
転
車
歩
行
者
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む

を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

  
２

  
自
転
車

歩
行
者
道

の
幅
員

は
、
歩
行

者
の
交
通

量
が
多

い
道
路
に

あ
つ
て
は

四
メ
ー

ト
ル
以
上

、
そ
の
他

の
道
路

に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

  
３

  
横
断
歩
道
橋
若
し
く
は
地
下
横
断
歩
道
（
以
下
「
横
断
歩
道
橋
等
」
と
い
う
。）

又
は
路
上
施
設
を
設
け
る
自
転
車

歩
行
者
道
の

幅
員
に
つ

い
て
は

、
前
項
に

規
定
す
る

幅
員
の

値
に
横
断

 歩
道

橋
等
を

設
け

る
場
合
に

あ
つ
て
は

三
メ
ー

ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、

ベ
ン
チ
を
設

け
る

 場
合
に

あ
つ

て
は
一
メ

ー
ト
ル
、

そ
の
他

の
場
合
に

あ
つ
て
は

〇
・
五

メ
ー
ト
ル

を
加
え
て

同
項
の

規
定
を
適
用

す
る
も
の

と
す
る

。
た
だ
し

、
第
三
種

第
五
級

又
は
第
四

種
第
四
級

の
道
路

 に
あ

つ
て
は
、

地
形
の

状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

  
４

  
自
転
車

歩
行
者
道

の
幅
員

は
、
当
該

道
路
の
自

転
車
及

び
歩
行
者

の
交
通
の

状
況
を

考
慮
し
て

定
め
る
も

の
と
す

る
。

  
 （
歩
道
）

  
第
十
一
条

  
第
四
種
（
第
四
級
を
除
く
。
）
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。）
、
歩
行
者
の
交
通
量

が
多
い
第
三

種
（
第
五

級
を
除

く
。
）

の
道
路
（

自
転
車
歩
行

者
道
を
設

け
 る

道
路
を
除
く

。
）
又

は
自
転
車

道
を
設

け

る
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
は
、
そ
の
各
側
に
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由

 に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

  
２

  
第
三
種
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。）

に
は
、
安
全

か
つ
円
滑

な
交
通

を
確
保
す

る
た
め
必

要
が
あ

る
場
合
に

 お
い

て
は
、

歩
道

を
設
け
る

も
の
と
す

る
。
た

だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

  
３

  
歩
道
の

幅
員
は
、

歩
行
者

の
交
通
量

が
多
い
道

路
に
あ

つ
て
は
三

・
五
メ
ー

ト
ル
以

上
、
そ
の

他
の
道
路

に
あ
つ

て
は
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

  
４

  
横
断
歩

道
橋
等
又

は
路
上

施
設
を
設

け
る
歩
道

の
幅
員

に
つ
い
て

は
、
前
項

に
規
定

す
る
幅
員

の
値
に
横

断
歩
道
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 橋
等
を
設
け

る
場
合
に

あ
つ
て

は
三
メ
ー

ト
ル
、
ベ

ン
チ
の

上
屋
を
設

け
 る

場
合
に

あ
つ

て
は
二
メ

ー
ト
ル
、

並
木
を

設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ

つ
て
は
〇
・

五
メ
ー
ト

 ル
を
加

え
て
同
項

の
規
定
を

適
用
す

る
も
の
と

す
る
。
た

だ
し
、

第
三
種
第

五
級
又
は

第
四
種

第
四
級
の
道

路
に
あ
つ

て
は
、

地
形
の
状

況
そ
の
他

の
特
別

の
理
由
に

よ
り
や
む

を
得
な

い
場

 合
に
お
い

て
は
、

こ
の

限
り
で
な
い
。

  
５

  
歩
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

  
 （
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
）

  
第

十
一

条
の

二
  

歩
道
、
自
転
車

歩
行
者
道

、
自
転
車

歩
行
者

専
用
道
路

又
は
歩
行

者
専
用

道
路
に
は

、
横
断
歩

道
、

乗
合
自
動
車

停
車
所
等

に
係
る

歩
行
者
の

滞
留
に
よ

り
歩
行

者
又
は
自

転
車
の
安

全
か

 つ
円
滑
な
通

行
が
妨
げ

ら
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。

  
 （
積
雪
地
域
に
存
す
る
道
路
の
中
央
帯
等
の
幅
員
）

  
第

十
一

条
の

三
  

積
雪
地
域
に
存

す
る
道
路

の
中
央
帯

、
路
肩

、
自
転
車

歩
行
者
道

及
び
歩

道
の
幅
員

は
、
除
雪

を
勘

案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

  
 （
植
樹
帯
）

  
第

十
一

条
の

四
  

第
四
種
第
一
級

及
び
第
二

級
の
道
路

に
は
、

植
樹
帯
を

設
け
る
も

の
と
し

、
そ
の
他

の
道
路
に

は
、

必
要
に
応
じ
、
植
樹
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

  
２

  
植
樹
帯
の
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

  
３

  
次
に
掲

げ
る
道
路

の
区
間

に
設
け
る

植
樹
帯
の

幅
員
は

、
当
該
道

路
の
構
造

及
び
交

通
の
状
況

、
沿
道
の

土
地
利

用
の
状
況
並

び
に
良
好

な
道
路

交
通
環
境

の
整
備
又

は
沿
道

に
お
け
る

良
 好

な
生
活

環
境

の
確
保
の

た
め
講
じ

ら
れ
る

他
の
措
置
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事

情
に
応
じ
、
同
項
の
規

 定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
べ
き
値
を
超
え
る
適
切
な
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。

  
一

  
都
心
部
又
は
景
勝
地
を
通
過
す
る
幹
線
道
路
の
区
間

  
二

  
相
当
数
の
住
居
が
集
合
し
、
又
は
集
合
す
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
地
域
を
通
過
す
る
幹
線
道
路
の
区
間

  
４

  
植
樹
帯

の
植
栽
に

当
た
つ

て
は
、
地

域
の
特
性

等
を
考

慮
し
て
、

樹
種
の
選

定
、
樹

木
の
配
置

等
を
適
切

に
行
う

も
の
と
す
る
。

  
 

IV-65

276



 

60
 

 2.
3.

 
省
令

 

関
連
省
令
な
し

 
 

 

61
 

 2.
4.

 
通
知

 

2.
4.

1.
 
（
改
正
関
連
）
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
等
に
伴
う
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
つ

い
て
（
平
成

23
年

10
月

20
日
、
国
道
利
第

20
号
）

 

【
全
文
掲
載
】

 
  
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

23
年
法
律
第

24
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）

が
平

成
23

年
４
月

27
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
関
係
規
定
に
つ
い
て
は
平
成

23
年

10
月

20
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に

関
す
る
政
令
（
平
成

23
年
政
令
第

32
1
号
。
以
下
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。）

が
平
成

23
年

10
月

19
日
に
公
布
さ
れ
、

同
じ
く
平
成

23
年

10
月

20
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
 
整
備
政
令
に
お
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
（
昭
和

27
年
政
令
第

47
9
号
）
を
改
正
し
、
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
を

追
加
す
る
な
ど
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
整
備
政
令
に
よ
る
道
路
法
施
行
令
の
改
正
の
概
要
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、

そ
の
運
用
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

 
 
な
お
、
本
通
達
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
交
通
局
交
通
規
制
課
と
調
整
済
み
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。
ま
た
、

今
回
追
加
さ
れ
た
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
は
、
改
正
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
特
例
を
用
い
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
特
例
の
運
用
に
つ
い
て
は
別
に
通
知
す
る
。

 
  

記
 

  １
 食

事
施
設
等
の
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
へ
の
追
加
等

 
(1

) 
改
正
の
概
要

 
 
地
域
の
活
性
化
や
に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
地
方
公
共
団
体
や
地
域
住
民
が
取
り
組
む
中
で
、
歩
道
上
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン

カ
フ
ェ
（
食
事
施
設
）
や
キ
オ
ス
ク
（
購
買
施
設
）
の
設
置
、
観
光
振
興
を
目
的
と
し
た
観
光
案
内
所
の
駅
前
広
場
へ
の

設
置
を
求
め
る
要
望
が
高
ま
っ
て
い
る
。

 
 
こ
れ
ら
の
要
望
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
道
路
法
（
昭
和

27
年
法
律
第

18
0
号
）
第

33
条
第
２
項
第
１
号
に
規

定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地
に
限
っ
て
設
置
が
認
め
ら
れ
て
き
た
食
事
施
設
、
購

買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
に
つ
き
、
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
の
区
域
に
お
い

て
も
占
用
許
可
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
整
備
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
法
施
行
令
（
以
下
「
旧

道
路
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

10
号
は
整
備
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
法
施
行
令
（
以
下
、
単
に
「
道
路
法
施
行
令
」

と
い
う
。
）
第
６
号
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
旧
道
路
法
施
行
令
第

10
号
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
。

 
 
ま
た
、
食
事
施
設
等
（
道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
食
事
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
占

用
の
場
所
や
構
造
に
よ
っ
て
は
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
占

用
の
場
所
及
び
構
造
の
基
準
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

 
 
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
食
事
施
設
等
が
大
量
一
括
処
理
が
必
要
な
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
定
率
物
件
と
し
た
。

 
  (2

) 
食
事
施
設
等
の
定
義

 
 
食
事
施
設
等
は
、
道
路
の
通
行
又
は
利
用
に
お
い
て
一
般
的
に
発
生
す
る
需
要
に
対
応
し
た
物
品
の
販
売
又
は
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を

行
う
施
設

で
あ
っ

て
、
あ
る

程
度
の
期

間
継
続

的
に
設
置

さ
れ
る
も

の
を
い

う
。
な
お

、
「
施

設
」
の

概
念

は
建
築
物
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
食
事
施
設
等
は
机
、
椅
子
、
調
理
器
具
等
が
一
体
と
な
っ
て
オ
ー
プ

ン
カ
フ
ェ
（
食
事
施
設
）
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
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 (3
) 
基
本
方
針

 
 
食
事
施
設
等
の
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
法
施
行
令
で
規
定
さ
れ
た
基
準
及
び
別
紙
「
食
事
施
設
等
の
占
用

許
可
基
準
等
に
つ
い
て
」
に
従
い
、
厳
正
に
取
り
扱
わ
れ
た
い
。

 
  ２

 特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
設
け
る
建
築
物
等
の
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
へ
の
追
加
等

 
(1

) 
改
正
の
概
要

 
 
改
正
法
に
よ
り
、
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成

14
年

法
律
第

22
号
。
以
下
「
都
市
再
生
特
措
法
」
と
い
う
。）

第
２
条
第
５
項
の
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
を
い
う
。）

内
に
係
る
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
、
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
道
路
の
区
域
の
う
ち
建
築
物
等
の
敷
地

と
し
て
併
せ

て
利
用
す

べ
き
区

域
（
以
下

「
重
複
利

用
区
域

」
と
い
う

。
）
を

定
め
る

こ
と

が
で
き
る

こ
と
と
さ

れ
た
。

重
複
利
用
区
域
内
の
道
路
（
以
下
「
特
定
都
市
道
路
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

 
20

1
号
）
第

43
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
道
路
と
み
な
さ
れ
、
特
定
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
で
道
路
の
上
空

に
建
築
物
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

 
 
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
施
設
等
を
設
け
る
場
合
、
道
路
占
用
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
高
度
地

区
等

の
区

域
内

の
高

速
自

動
車

国
道

又
は

自
動

車
専

用
道

路
の

上
空

に
設

け
る

施
設

等
に

限
っ

て
い

た
道

路
占

用
許

可

対
象
物
件
の
範
囲
を
拡
大
し
、
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
設
け
る
施
設
等
を
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
に
加
え
る
こ
と
と

し
た
。

 
 

ま
た
、
占

用
料
に
つ

い
て
は

、
大
量
一

括
処
理
が

必
要
な

施
設
で
は

な
い
こ
と

か
ら
定

率
物
件
と

し
た
。
そ

の
額
は

、

建
築

技
術

の
発

達
に

よ
り

道
路

を
ま

た
ぐ

形
態

で
設

け
ら

れ
る

建
築

物
で

あ
っ

て
も

高
層

化
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

こ

と
を
踏
ま
え
、
所
在
地
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
率
を
近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価
に
乗
じ
て
得
ら
れ
た
額
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

 
 
な
お
、
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
設
け
る
施
設
等
の
占
用
の
場
所
、
構
造
等
に
つ
い
て
一
般
工
作
物
等
と
異
な
る
基
準

を
定
め
る
必
要
が
な
い
こ
と
か
ら
、
道
路
法
施
行
令
第

10
条
等
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
新
た
な
許
可
基
準
を
道
路
法

施
行
令
に
定
め
て
い
な
い
。

 
  (2

) 
基
本
方
針

 
 
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
設
け
る
施
設
等
は
、
都
市
再
生
特
措
法
に
規
定
す
る
手
続
を
経
た
場
合
に
の
み
許
可
が
可
能

と
な
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
た

め
、
「

都
市
再
生

特
別
措

置
法

の
一
部
を

改
正
す
る

法
律
の

施
行
に
伴

う
道
路
占

用
許
可

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成

23
年

10
月

20
日
付
け
国
道
利
第

22
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
「
特
定
都
市
道
路
の
上
空

に
設
け
る
施
設
等
の
占
用
許
可
基
準
等
に
つ
い
て
」
に
従
い
、
厳
正
に
取
り
扱
わ
れ
た
い
。

 
  ３

 上
空
に
設
け
る
施
設
等
の
占
用
料
の
変
更

 
 

特
定

都
市

道
路

の
上

空
に

設
け

る
施

設
等

の
占

用
料

の
額

に
つ

い
て

所
在

地
区

分
に

よ
る

差
を

設
け

な
い

こ
と

と
す

る
の
に
あ
わ
せ
、
旧
道
路
法
施
行
令
第
７
条
第
７
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
自
動
車
駐
車
場
、
旧
道
路
法
施
行
令
第
７
条
第

８
号
に
掲
げ
る
応
急
仮
設
建
築
物
並
び
に
旧
道
路
法
施
行
令
第
７
条
第

10
号
及
び
第

11
号
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
、

所
在
地
区
分
に
よ
り
占
用
料
の
額
に
差
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
た
。

 
  ４

 そ
の
他

 
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
の
追
加
等
に
伴
う
条
文
の
整
理
等
を
行
っ
た
。
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 （
別
紙
）

 
食
事
施
設
等
の
占
用
許
可
基
準
等
に
つ
い
て

 
 

１
 趣

旨
 

 
食
事
施
設
等
は
都
市
に
お
け
る
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
道
路
通
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
そ
の

占
用
の
場
所
や
構
造
に
よ
っ
て
は
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
公
共
物
た

る
道

路
の

独
占

的
利

用
に

よ
り

占
用

主
体

が
収

益
を

上
げ

る
こ

と
で

占
用

許
可

の
公

共
性

に
疑

念
を

抱
か

れ
る

お
そ

れ

が
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
食
事
施
設
等
の
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
は
本
紙
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
占
用
許
可
を
行
い
、

道
路
管
理
の
適
正
を
期
す
も
の
と
す
る
。

 
 ２

 方
針

 
 
食
事
施
設
等
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

 
(1

) 
食
事
施
設
等
の
占
用
が
、
地
域
の
活
性
化
や
都
市
に
お
け
る
に
ぎ
わ
い
の
創
出
等
の
観
点
か
ら
地
方
公
共
団
体
及
び

地
域
住
民
・
団
体
等
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
も
の
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
下
鉄
等

の
公
共
交
通
機
関
が
道
路
区
域
内
に
設
け
る
施
設
内
の
内
部
又
は
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
二

次
占
用
等
施
設
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(2

) 
食

事
施

設
等

に
お

い
て

販
売

さ
れ

る
物

品
又

は
提

供
さ

れ
る

サ
ー

ビ
ス

が
道

路
の

通
行

又
は

利
用

に
お

い
て

一
般

的
に
派
生
す
る
需
要
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(3

) 
広
く
一
般
に
対
し
て
物
品
の
販
売
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
者
の
み
を
対
象
と
し
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
 ３

 占
用
の
場
所

 
 
食
事
施
設
等
の
占
用
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
地
面
に
接
す
る
部
分
が
車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
に
あ
る
こ
と
。（

道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
７
第
１
項
第
１
号
）

 
食
事
施
設
等
は
、
あ
る
程
度
の
期
間
継
続
的
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
車
道
に
設
け
る
こ
と
と
す
る
と
道
路
交

通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
地
面
に
接
す
る
部
分
は
車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の

た
め
、
食
事
施
設
等
は
幅
員
に
余
裕
の
あ
る
歩
道
上
、
駅
前
広
場
、
バ
ス
ロ
ー
タ
リ
ー
等
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
ま
た
、
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
交
通
の
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
、
他
の
占
用
物
件
の
多
い
場
所
等
道
路
の
構
造

又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を
避
け
る
も
の
と
す
る
。

 
(2

) 
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道
等
の
幅
員
を
確
保
す
る
こ
と
。（

道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
７
第
１
項

第
２
号
）
道
路
が
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
通
行
に
必
要
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
た
め
、
道
路
の
通
行
部
分
た
る
歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行
者
道
に
食
事
施
設
等
を
設
け
る
場
合
に
は
道
路
構

造
令
に
規
定
す
る
幅
員
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
食
事
施
設
等
の
構
造
上
、

通
行
部
分
に
利
用
者
が
立
ち
止
ま
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
利
用
者
に
よ
っ
て
通
行
で
き

な
く
な
る
部
分
を
も
考
慮
し
、
占
用
許
可
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
。
な
お
、
道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
７
第
１
項
第

２
号
に
規
定
す
る
「
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
」
と
は
、
横
断
歩
道
橋
の
下
の
歩
道
上
（
交
差

点
付
近
を
除

く
。
）

や
植
樹

帯
の

間
等
、
当

該
箇
所
に

食
事
施

設
等
を
設

置
し
た
と

し
て
も

事
実
上
有

効
幅
員
を

減
ず
る

こ
と
と
な
ら
な
い
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。

 
(3

) 
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
。（

道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
７

第
２
項
で
準
用
す
る
同
令
第

10
条
第
１
号
）
食
事
施
設
等
が
ひ
さ
し
、
日
よ
け
等
を
道
路
の
上
空
に
設
け
る
場
合
に
は
、

路
面
か
ら
の
適
切
な
離
隔
距
離
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

 
(4

) 
原
則
と
し
て
交
差
点
等
の
地
上
に
設
け
な
い
こ
と
。
（
道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
７
第
２
項
で
準
用
す
る
同
令
第

10
条
第
１
号
ハ
）
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
除
き
、
道
路
の
交
差
し
、
接
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 続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
の
地
上
に
設
け
な
い
こ
と
と
す
る
。

 
(5

) 
近
傍
に
視
覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
十
分
な
離
隔
を
確

保
す
る
こ
と
。

 
 ４

 構
造
等

 
 
食
事
施
設
等
の
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
道
路
の
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の

を
除
く
。
）
。（

道
路
法
施
行
令
第

12
条
第
１
号
ハ
）
食
事
施
設
等
の
構
造
を
工
夫
し
て
道
路
の
交
通
に
及
ぼ
す
影
響
を
で

き
る
限
り
少
な
く
す
る
た
め
必
要
最
小
限
度
の
規
模
と
す
る
こ
と
。

 
(2

) 
倒
壊
、
落
下
、
剥
離
、
汚
損
、
火
災
、
荷
重
、
漏
水
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ

す
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。（

道
路
法
施
行
令
第

12
条
第
１
号
イ
）
次
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す

る
食
事
施
設
等
の
占
用
は
、
許
可
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
ア
 
易
燃
性
若
し
く
は
爆
発
性
の
物
件
そ
の
他
危
険
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
搬
入
、
貯
蔵
又
は
使
用
す
る
た
め
の
も
の

（
社
会
通
念
上
妥
当
と
判
断
さ
れ
る
物
件
で
あ
っ
て
道
路
管
理
上
支
障
の
な
い
量
を
搬
入
等
す
る
場
合
を
除
く
。）

 
イ
 
悪
臭
、
騒
音
等
を
発
す
る
物
件
を
保
管
又
は
設
置
す
る
も
の

 
ウ
 
信
号
機
、
道
路
標
識
等
の
効
用
を
妨
げ
、
又
は
車
両
の
運
転
に
危
険
若
し
く
は
妨
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の

 
(3

) 
車
両
の
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
食
事
施
設
等
の
設
置
に
よ
り
新
た
に
道
路
上
に
死
角
を
生

じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
や
む
を
得
ず
死
角
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
死
角
か
ら
車
道
へ
の
飛
び
出
し
事
故
を
防
止

す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
安
全
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(4

) 
そ
の
他

 
ア

 食
事

施
設
等

の
壁
面
、

上
屋

等
に
広
告

物
を
掲

示
し
又
は

塗
装
し
な

い
こ
と

（
店
舗
名

の
表
示
そ

の
他
必

要
最
小

限
の
情
報
伝
達
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
施
設
の
一
部
と
し
て
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
）。

 
イ

 食
事
施
設
等
の
意
匠
、
構
造
及
び
色
彩
は
周
辺
の
環
境
と
調
和
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 ５

 占
用
主
体

 
 
食
事
施
設
等
の
占
用
主
体
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
次
占
用
等
施
設
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(1

) 
地
方
公
共
団
体

 
(2

) 
地
方
公
共
団
体
を
含
む
地
域
住
民
・
団
体
等
の
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等

 
(3

) 
食
事
施
設
等
の
占
用
に
つ
き
地
方
公
共
団
体
か
ら
支
援
を
受
け
て
い
る
者
（
地
方
公
共
団
体
の
作
成
し
た
、
支
援
理

由
及

び
支

援
内

容
並

び
に

当
該

食
事

施
設

等
の

占
用

の
許

可
に

関
す

る
意

見
を

記
載

し
た

書
面

を
占

用
許

可
申

請
書

に

付
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。）

 
 ６

 占
用
の
許
可
の
条
件

 
 
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す
こ
と
。

 
(1

) 
食
事
施
設
等
の
従
業
員
は
当
該
施
設
内
で
活
動
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
施
設
外
で
の
客
引
き
、
宣
伝
活
動
等
を
行

わ
な
い
こ
と
。

 
(2

) 
食
事
施
設
等
の
設
置
に
よ
り
多
数
の
来
客
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
道
路
の
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、

駐
車
場
の
確
保
、
行
列
の
整
序
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 
７

 そ
の
他

 
(1

) 
公
序
良
俗
に
反
し
、
社
会
通
念
上
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
売
買
し
、
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
。

 
(2

) 
夜
間
や
強
風
時
に
は
屋
内
に
収
納
さ
れ
る
な
ど
、
い
た
ず
ら
や
強
風
に
よ
り
占
用
許
可
を
受
け
た
区
域
外
に
当
該
施
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 設
を
構
成
す
る
物
件
、
商
品
等
が
散
乱
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
適
切
な
管
理
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(3

) 
食
事
施
設
等
の
設
置
に
よ
り
近
隣
の
住
居
、
店
舗
等
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
施
設

の
居
住
者
、
所
有
者
、
経
営
者
等
か
ら
の
設
置
に
係
る
同
意
書
が
占
用
許
可
申
請
書
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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 2.
4.

2.
 
（
改
正
関
連
）
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
道
路
占
用
許
可
の
取
扱
い
に
つ

い
て
（
平
成

23
年

10
月

20
日
、
国
道
利
第

22
号
）

 

【
全
文
掲
載
】

 
   
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

23
年
法
律
第

24
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）

が
平

成
23

年
４
月

27
日
に
公
布
さ
れ
、
ま
た
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成

23
年
政
令
第

32
1
号
。
以
下
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。
）
が

平
成

23
年

10
月

19
日

に
公
布
さ
れ
、
道
路
関
係
規
定
に
つ
い
て
は
平
成

23
年

10
月

20
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
 
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成

14
年
法
律
第

22
号
。
以
下
「
都
市
再
生
特
措
法
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
、
都
市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
（
道
路
交
通
環
境
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
清
掃
そ
の
他
の
措
置
で
あ
っ
て
当
該
施
設
等
の
設
置
に
伴

い
必
要
と
な
る
も
の
が
併
せ
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）

の
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
法
第

33
条
第
１
項

に
規

定
す

る
無

余
地

性
の

基
準

の
適

用
を

除
外

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
許

可
基

準
の

特
例

が
創

設
さ

れ
る

と

と
も
に
、
特
定
都
市
道
路
（
都
市
再
生
特
措
法
第

36
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
都
市
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
つ
い
て
は
、
特
定
行
政
庁
（
建
築
基
準
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

20
1
号
）
第
２
条
第

35
号
に
規
定
す
る
特
定
行
政
庁

を
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
れ
ば
建
築
物
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

 
 
こ
れ
ら
の
う
ち
、
都
市
再
生
特
措
法
第

62
条
等
に
規
定
す
る
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
の
特
例
（
以
下
「
占
用
特
例
」

と
い
う
。
）
の
運
用

に
つ
い

て
は

別
紙
１
「

都
市
再
生

特
別
措

置
法
に
基

づ
く
道
路

占
用
の

許
可
基
準

の
特
例
の

運
用
に

つ
い
て
」
の
と
お
り
と
し
、
整
備
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成

14
年
政
令
第

19
0
号
。

以
下
「
特
措
法
施
行
令
」
と
い
う
。）

第
14

条
に
列
挙
さ
れ
た
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
以
下
「
都
市
再
生
工
作
物
等
」

と
い
う
。
）
ご
と
の

占
用
特

例
を

活
用
す
る

場
合
の
占

用
許
可

基
準
等
は

別
紙
２
「

占
用
特

例
を
適
用

す
る
場
合

の
占
用

許
可
基
準
等
に
つ
い
て
」
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
設
け
る
建
築
物
等
の
道
路
の
占
用
の
許
可
に
係
る
運
用
及
び
許
可
基
準
に
つ
い
て
は

別
紙
３
「
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
設
け
る
施
設
等
の
占
用
許
可
基
準
等
に
つ
い
て
」
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 
都
市
再
生
特
措
法
に
係
る
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
別
紙
１
か
ら
別
紙
３
の
事
項
に
十
分
留
意
し
、
そ
の
運
用
に

遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
占
用
特
例
に
あ
っ
て
は
都
市
再
生
工
作
物
等
が
占
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず

る
都

市
の

再
生

に
資

す
る

効
果

及
び

道
路

通
行

者
又

は
利

用
者

の
利

便
の

増
進

に
資

す
る

効
果

並
び

に
占

用
主

体
の

行

う
道
路
交
通
環
境
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
都
市
再
生
工
作
物
等
が
道
路
区
域
に
設
置
さ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
厳
格
な
手
続
を
定
め
た
上
で
無
余
地
性
の
基
準
を
除
外
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
占
用
特
例
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
無
余
地
性
の
基
準
、
道
路
構
造
又

は
道
路
交
通
へ
の
支
障
等
を
十
分
に
検
討
し
、
従
前
の
と
お
り
適
切
に
対
応
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
通
達
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
警
察
庁
交
通
局
交
通
規
制
課
と
調
整
済
み
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

 
 
本
取
扱
い
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
の
規
定
に
基
く
道
路
管
理
者
に
対
す

る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
記
載
に
係
る
協
議
又
は
同
法
第

36
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
管
理
者
に
対
す
る

重
複
利
用
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
等
の
建
築
又
は
建
設
の
限
界
で
あ
っ
て
、
空
間
又
は
地
下
に
つ
い
て
上
下
の
範
囲
を

定
め
よ
う
と
す
る
旨
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
平
成

24
年

3
月

31
日
ま
で
の
間
、
本
省
道
路
局
路
政
課
へ
報
告
願

い
た
い
。
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 （
別
紙

1）
 

都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
道
路
占
用
の
許
可
基
準
の
特
例
の
運
用
に
つ
い
て

 
 １

 概
要

 
占
用
特
例
の
運
用
手
続
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
(1

) 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
記
載
に
係
る
協
議
（
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
及
び
第

11
項
）

 
 
市
町
村
は
、
都
市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の
を
占
用
許
可
を
得

て
道

路
区

域
内

に
設

置
す

る
こ

と
に

つ
い

て
都

市
再

生
整

備
計

画
に

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

（
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
）

 
 
市
町
村
が
当
該
記
載
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
占
用
許
可
権
限
を
有
す
る
道
路
管
理
者
及
び
都
道
府
県

公
安
委
員
会
に
協
議
し
て
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
道
路
管
理
者
は
市
町
村
か
ら
の
協
議
に
対
応
す
る

こ
と
と
な
る
。
（
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

11
項
）

 
 (2

) 
特
例
道
路
占
用
区
域
の
指
定
（
都
市
再
生
特
措
法
第

62
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
）

 
 
市
町
村
が
道
路
占
用
に
係
る
記
載
を
含
む
都
市
再
生
整
備
計
画
を
策
定
し
た
場
合
、
道
路
管
理
者
は
当
該
都
市
再
生
整

備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
施
設
等
の
種
類
ご
と
に
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
特
例
道
路
占
用
区
域
の

指
定
に
際
し
、
道
路
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
指
定
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
管
轄
す

る
警
察
署
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
道
路
管
理
者
は
、
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
そ

の
旨
並
び
に
指
定
の
区
域
及
び
施
設
等
の
種
類
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 (3

) 
選
定
委
員
会
の
設
置
及
び
提
案
募
集
要
領
の
策
定

 
 
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
し
た
場
合
、
道
路
管
理
者
は
、
原
則
と
し
て
特
例
道
路
占
用
区
域
に
係
る
占
用
主
体
の
選

定
の
た
め
の

委
員
会
（

以
下
「

選
定
委
員

会
」
と
い

う
。
）
を

設
置
し
、

特
例
道
路

占
用
区

域
に
設
け

る
施
設
等

に
係
る

提
案
の
募
集
要
領
の
策
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 (4

) 
提
案
の
募
集
及
び
選
定
委
員
会
に
よ
る
選
定

 
 
上
記

(3
)に

よ
り
提
案
募
集
を
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
、
道
路
管
理
者
は
提
案
募
集
要
領
を
踏
ま
え
て
募
集
を
行
い
、
選

定
委
員
会
に
お
い
て
占
用
主
体
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 (5

) 
道
路
占
用
許
可
手
続
（
道
路
法
第

32
条
）

 
 
選
定
委
員
会
に
よ
る
選
定
を
経
た
場
合
、
道
路
管
理
者
は
当
該
選
定
結
果
を
踏
ま
え
て
占
用
許
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 (6
) 
占
用
の
終
了
及
び
現
状
回
復
（
道
路
法
第

40
条
）

 
 
占
用
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
又
は
道
路
の
占
用
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
占
用
主
体
は
道
路
を
原
状
に
回
復

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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 ２
 都

市
再
生
整
備
計
画
の
記
載
に
係
る
協
議
（
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
及
び
第

11
項
）

 
 
市
町
村
か
ら
占
用
特
例
に
係
る
記
載
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
し
て
無
余
地
性
の
基

準
を
除
外
し
て
占
用
許
可
を
行
う
こ
と
を
見
据
え
、
道
路
の
構
造
や
交
通
の
状
況
、
将
来
の
道
路
計
画
と
の
整
合
等
、
道

路
占
用
許
可
を
行
い
得
る
か
否
か
を
考
慮
し
て
同
意
の
判
断
を
す
る
こ
と
。

 
 
ま
た
、
道
路
交
通
環
境
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
清
掃
そ
の
他
の
措
置
方
策
が
物
件
ご
と
に
記
載
さ
れ
、
当
該

措
置
が
道
路
交
通
環
境
の
維
持
及
び
向
上
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

 
 
協
議
の
同
意
を
行
う
に
際
し
て
は
、
市
町
村
と
の
間
で
次
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
。

 
(1

) 
占
用
特
例
を
適
用
し
て
許
可
し
た
占
用
に
関
し
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
記
載
、
変
更
等
に
起
因
し
た
紛
争
が
生
じ

た
場
合
に
は
当
該
計
画
を
策
定
し
た
市
町
村
が
主
体
的
に
対
応
す
る
こ
と
。

 
(2

) 
道
路
法
第

72
条
第

3
項
に
基
づ
き
、
監
督
処
分
に
伴
う
損
失
補
償
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。

 
 ３

 特
例
道
路
占
用
区
域
の
指
定
（
都
市
再
生
特
措
法
第

62
条
第

1
項
か
ら
第

3
項
）

 
(1

) 
特
例
道
路
占
用
区
域
の
検
討

 
 

占
用

特
例

を
適

用
し

て
設

置
し

よ
う

と
す

る
物

件
を

道
路

区
域

に
設

置
す

る
際

の
許

可
基

準
に

適
合

す
る

区
域

と
す

る
こ
と
。

 
 (2

) 
市
町
村
か
ら
の
意
見
聴
取

 
 
市
町
村
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
道
路
管
理
者
が
指
定
し
よ
う
と
す
る
区
域
が
都
市
再
生
整
備
計
画
の
趣
旨
に
適
合
し
た

も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
道
路
管
理
者
が
責
任
を
も
っ
て
決
定
す
る
こ
と
。

 
 (3

) 
警
察
署
長
へ
の
協
議

 
 
道
路
区
域
内
に
物
件
を
置
く
場
合
に
は
、
道
路
交
通
法
第

77
条
第
１
項
に
規
定
す
る
道
路
使
用
の
許
可
を
道
路
占
用

許
可
と
は
別
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
地
域
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
と
十
分
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

 
 (4

) 
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
際
の
指
定
の
区
域
及
び
施
設
等
の
種
類
の
公
示

 
 
道
路
管
理
者
は
、
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
①
都
市
再
生
特
措
法
第
第

62
条
第

1
号
に
規
定
す
る

道
路
の
区
域

を
指
定
す

る
旨
、

②
特
例
道

路
占
用
区

域
（
図

面
）
、

③
当
該
特

例
道
路

占
用

区
域
に
設

け
る
こ
と

の
で
き

る
都
市
再
生
工
作
物
等
の
種
類
に
つ
い
て
事
務
所
へ
の
備
付
け
に
加
え
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
公
示
す
る
こ
と
。

 
 ４

 選
定
委
員
会
の
設
置
及
び
提
案
募
集
要
領
の
策
定

 
 
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
道
路
管
理
者
、
関
係
地
方
自
治
体
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、

学
識
経
験
者
等
で
構
成
す
る
委
員
会
を
設
置
し
、
提
案
募
集
要
領
（
占
用
主
体
の
選
定
基
準
及
び
都
市
再
生
整
備
計
画
の

変
更
又
は
廃

止
若
し
く

は
占
用

許
可
の
期

間
が
満
了

し
た
場

合
に
お
け

る
占
用
許

可
の
取

扱
い
の
方

針
を
含
む

。
）

の
案

の
検
討
を
求
め
、
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
道
路
管
理
者
が
提
案
募
集
要
領
を
策
定
す
る
こ
と
。
都
市
再
生
整
備
計
画
を
策

定
す
る
際
に
設
置
さ
れ
る
市
町
村
都
市
再
生
整
備
協
議
会
等
の
既
存
組
織
を
活
用
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
構
成

員
に
配
慮
す
る
こ
と
。

 
 
な
お
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
結
果
、
特
例
道
路
占
用
区
域
へ
の
占
用
希
望
者
が
一
者
し
か
想
定
さ

れ
な
い
場
合
又
は
特
例
道
路
占
用
区
域
で
特
定
の
者
が
占
用
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
選

定
委
員
会
の
設
置
、
提
案
募
集
要
領
の
策
定
及
び
次
の
記
５
の
手
続
を
省
略
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
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 ５
 提

案
の
募
集
及
び
選
定
委
員
会
に
よ
る
審
議

 
 
提
案
募
集
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
所
へ
の
備
付
け
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
周
知
を

行
う
こ
と
。

 
 
提
案
募
集
に
対
し
て
応
募
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
提
案
を
除
外
し
た
上
で
選
定
委
員
会

に
審
議
を
求
め
る
こ
と
。

 
(1

) 
明
ら
か
に
募
集
要
領
の
各
条
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の

 
(2

) 
道
路
占
用
の
許
可
基
準
に
反
す
る
も
の
、
道
路
の
構
造
、
交
通
に
著
し
く
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
な
ど
、

道
路
占
用
の
許
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の

 
(3

) 
道
路
管
理
者
が
提
案
主
体
に
確
認
を
行
っ
た
結
果
、
実
現
意
思
又
は
実
現
可
能
性
に
欠
け
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の

 
 ６

 道
路
占
用
許
可
手
続
（
道
路
法
第

32
条
及
び
都
市
再
生
特
措
法
第

62
条
第

5
項
）

 
 
選
定
委
員
会
の
審
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
占
用
許
可
手
続
を
行
う
こ
と
。
申
請
者
か
ら
占
用
許
可
申
請
書
を
受
け
る
際

に
は
、
必
ず
、
申
請
書
に
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
を
求
め
、
記
載
さ
れ
て
い
る
措

置
内
容
が
提
案
募
集
時
に
提
出
さ
れ
た
措
置
内
容
に
準
じ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
確
認
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
許
可
を
行
わ
な
い
こ
と
。

 
 
な
お
、
占
用
許
可
と
併
せ
て
、
必
要
に
応
じ
、
道
路
使
用
許
可
の
権
限
を
持
つ
警
察
署
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
道
路

区
域
内
に
物
件
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
道
路
法
第

32
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
署
長
に

対
し
協
議
を
行
う
こ
と
。

 
 
ま
た
、
道
路
占
用
の
許
可
を
行
う
場
合
に
は
、
一
般
的
な
許
可
条
件
に
加
え
、
次
の
点
を
十
分
考
慮
し
条
件
を
付
す
る

こ
と
。

 
(1

) 
占
用
主
体
よ
り
申
請
時
に
添
付
さ
れ
た
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
の
措
置
の
履
行
を
担
保
す
る
こ
と
。

 
(2

) 
占
用
許
可
の
更
新
回
数
に
限
定
を
課
す
な
ど
の
措
置
に
よ
り
、
道
路
区
域
へ
の
物
件
の
設
置
が
既
得
権
益
化
し
な
い

よ
う
担
保
す
る
こ
と
。

 
(3

) 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
変
更
又
は
廃
止
若
し
く
は
、
占
用
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
お
け
る
占
用
許
可
の
取

扱
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

 
 ７

 道
路
占
用
の
終
了
及
び
現
状
回
復
（
道
路
法
第

40
条
）

 
 
占
用
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
又
は
道
路
の
占
用
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
占
用
特
例
を
用
い
た
物

件
の
設
置
を
認
め
る
場
合
に
は
、
改
め
て
記
４
か
ら
６
の
手
続
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
占
用

主
体
と
は
異
な
る
者
が
占
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
従
来
の
占
用
主
体
に
対
し
現
状
回
復
方
法
や
物
件
の
引
き
継
ぎ

等
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
。
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 （
別
紙

2）
 

占
用
特
例
を
適
用
す
る
際
の
占
用
許
可
基
準
等
に
つ
い
て

 
  第
一
 
広
告
塔
又
は
看
板
で
良
好
な
景
観
の
形
成
又
は
風
致
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の

 
 １

 方
針

 
 

広
告
塔
又

は
看
板
で

良
好
な

景
観
の
形

成
又
は
風

致
の
維

持
に
寄
与

す
る
も
の

（
以
下

、
「
景

観
形
成
広

告
塔
等

」
と

い
う

。
）

を
占
用
特

例
の
対

象
と

す
る
こ
と

と
し
た
の

は
、
景

観
形
成
広

告
塔
等
が

道
路
区

域
内
に
設

置
さ
れ
る

こ
と
で

道
路
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
場
合
が
あ
り
、
か
つ
、
都
市
に
お
け
る
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
観
光
の

振
興
の
観
点
か
ら
も
設
置
の
要
望
が
強
い
た
め
で
あ
る
。

 
 
こ
の
た
め
、
景
観
形
成
広
告
塔
等
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
「
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可
基
準
に
つ
い
て
」（

昭
和

44
年
８
月

20
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第

52
号
）
別
紙
「
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可
基
準
」

第
４

(2
)及

び
(3

)イ
（
高
架
構
造
（
横
断
歩
道
橋
を
含
む
。）

に
限
る
）
、
第
５
、
第
６

(2
)後

段
及
び

(3
)（

反
射
材
料
式
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
７

(3
)及

び
(4

)の
規
定
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
都
市
再
生
特
措
法
第

62
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
道
路
占
用
区
域
内
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(2

) 
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
設
置
及
び
占
用
許
可
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
占
用
主
体
に
よ
る
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条

第
10

項
の
措
置
が
あ
い
ま
っ
て
、
道
路
交
通
環
境
が
相
当
程
度
向
上
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
。

 
 ２

 占
用
の
場
所

 
 
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
占
用
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道
等
の
幅
員
を
確
保
す
る
こ
と
。（

特
措
法
施
行
令
第

18
条
第

1
号
）

 
景
観
形
成
広
告
塔
等
は
、
植
樹
帯
、
地
下
歩
道
の
壁
面
、
上
空
通
路
の
内
壁
等
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。
車
道
以

外
の
部
分
で
あ
っ
て
も
、
交
通
の
輻
輳
す
る
場
所
、
他
の
占
用
物
件
の
多
い
場
所
等
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を
避
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
道
路
が
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
通
行
に
必
要
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
た
め
、
道
路
の
通
行
部
分
た
る
歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行
者
道
に
景
観
形
成
広
告
塔
等
を
設
け
る
場
合
に
は

路
構
造
令
に
規
定
す
る
幅
員
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

 
 
な
お
、
政
令
に
規
定
す
る
「
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
」
と
は
、
横
断
歩
道
橋
の
下
の
歩
道

（
交
差
点
付

近
を
除
く

。
）

や
植

樹
帯
の
間

等
、
当
該

箇
所
に

設
置
し
た

と
し
て
も

事
実
上

有
効
幅
員

を
減
ず
る

こ
と
と

な
ら
な
い
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。

 
(2

) 
原
則
と
し
て
交
差
点
等
の
地
上
に
設
け
な
い
こ
と
。（

道
路
法
施
行
令
第

10
条
第
１
号
ハ
）
道
路
の
構
造
又
は
交
通

に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
除
き
、
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
の
地
上
に
設

け
な
い
こ
と
と
す
る
。

 
(3

) 
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
。

(道
路
法
施
行
令
第

10
条
第
１

号
）
景
観
形
成
広
告
塔
等
を
道
路
の
上
空
に
設
け
る
場
合
に
は
、
路
面
か
ら
の
適
切
な
離
隔
距
離
を
確

 
保
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

 
(4

) 
道
路
の
上
空
通
路
、
地
下
通
路
等
へ
の
設
置
に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
の
設
置
目
的
を
害
さ
な
い
場
所
で
、
か
つ
、

当
該
施
設
の
占
用
者
が
安
全
と
認
め
た
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
(5

) 
近
傍
に
視
覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
十
分
な
離
隔
を
確

保
す
る
こ
と
。
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 ３
 構

造
 

 
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
道
路
の
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
景

観
形

成
広

告
塔

等
の

構
造

を
工

夫
し

て
道

路
の

交
通

に
及

ぼ
す

影
響

を
で

き
る

限
り

少
な

く
す

る
た

め
必

要
最

小
限

度
の
規
模
と
す
る
こ
と
。

 
 
ま
た
、
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
意
匠
、
構
造
及
び
色
彩
は
、
信
号
機
、
道
路
標
識
等
の
効
用
を
妨
げ
、
又
は
車
両
の
運

転
に
危
険
若
し
く
は
妨
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
音
声
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
(2

) 
車
両
の
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
設
置
に
よ
り
新
た
に
道
路
上
に
死
角
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
や
む
を
得
ず
死
角
が

生
ず
る
場
合
に
は
、
死
角
か
ら
車
道
へ
の
飛
び
出
し
事
故
を
防
止
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
安
全
策
が
講
ぜ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(3

) 
広

告
塔

又
は

看
板

の
表

示
部

分
を

車
両

の
運

転
者

か
ら

見
え

に
く

く
す

る
た

め
の
措

置
が

講
ぜ

ら
れ

た
も

の
で

あ

る
こ
と
。
（
特
措
法
施
行
令
第

18
条
第
２
号
）

 
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
表
示
部
分
は
、
車
道
か
ら
正
対
し
て
正
面
の
車
道
側
及
び
左
側
面
以
外
と
し
、
明
ら
か
に
運
転
者

に
対
し
て
訴
求
し
、
そ
の
視
線
を
誘
導
し
て
脇
見
運
転
を
惹
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
(4

) 
景
観
形
成
広
告
塔
等
を
歩
行
者
等
が
凝
視
す
る
こ
と
で
著
し
く
路
上
に
滞
留
し
、
又
は
車
両
の
運
転
者
が
注
視
す
る

こ
と
で
そ
の
運
転
や
速
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
、
交
通
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

 
(5

) 
広
告
物
の
更
新
作
業
に
際
し
て
、
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 ４

 占
用
主
体

 
 
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
占
用
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
占
用
物
件
の
管
理
及

び
広
告
塔
等
の
設
置
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
よ
る
日
常
的
な
道
路
の
点
検
、
清
掃
等
が
行
い
に
く
く
な
る
場
合
に
は
、
占

用
区
域
内
に
お
け
る
点
検
、
清
掃
等
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
り
認
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
暴
力
団
又

は
そ

の
構

成
員

の
統

制
下

に
あ

る
法

人
等

及
び

暴
力

団
員

そ
の

他
の

反
社

会
的

勢
力

に
属

す
る

者
は

占
用

主
体

と
な

る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 ５

 占
用
の
許
可
の
条
件

 
 
景
観
形
成
広
告
塔
等
の
占
用
の
許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る

条
件
を
付
す
こ
と
と
す
る
。

 
(1

) 
景
観
形
成
広
告
塔
等
又
は
掲
載
さ
れ
た
広
告
物
の
落
下
、
剥
離
、
老
朽
、
汚
損
等
が
な
い
よ
う
に
定
期
的
に
点
検
等

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
落
下
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
速
や
か
に
改
修
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
。
特
に
強
風
時
等
に
お
い

て
は
、
広
告
物
の
落
下
等
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
広
告
物
を
一
時
的
に
撤
去
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

(2
) 

広
告
物
の
表
示
内
容
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
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 第
二
 
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る

も
の

 
 １

 方
針

 
 
食
事
施
設
等
（
道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
食
事
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
占
用
特
例

の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
食
事
施
設
等
が
道
路
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
で
道
路
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利

便
の
増
進
に
資
す
る
場
合
が
あ
り
、
か
つ
、
都
市
に
お
け
る
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
観
光
の
振
興
の
観
点
か
ら
も
設
置
の
要

望
が
強
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
占
用
特
例
の
対
象
と
な
る
食
事
施
設
等
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
と
し

、
こ
れ
ら

に
該
当

す
る
場
合

に
あ
っ
て

は
、
「
都

市
再
生
特

別
措
置
法

の
一
部

を
改
正
す

る
法
律
の

施
行
等

に
伴
う
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
つ
い
て
」（

平
成

23
年

10
月

20
日
付
け
国
道
利
第

20
号
）
別
紙
１
「
食
事
施
設
等

の
占
用
許
可
基
準
等
に
つ
い
て
」
中
２

(1
)、

５
及
び
７

(3
)の

規
定
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
都
市
再
生
特
措
法
第

62
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
道
路
占
用
区
域
内
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(2

) 
食

事
施

設
等

に
お

い
て

提
供

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
が

都
市

再
生

整
備

計
画

に
記

載
さ

れ
た

方
針

に
合

致
し

た
も

の
で

あ
る
こ
と
。

 
(3

) 
食
事
施
設
等
の
設
置
及
び
占
用
許
可
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
占
用
主
体
に
よ
る
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
の
措
置
が
あ
い
ま
っ
て
、
道
路
交
通
環
境
が
相
当
程
度
向
上
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
。

 
 ２

 占
用
の
場
所

 
 
占
用
許
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
る
上
空
通
路
、
地
下
通
路
等
は
、
多
数
人
の
避
難
又
は
道
路
の
交
通
の
緩
和
等
の
相
当

の
公
共
的
利
便
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
通
路
等
に
食
事
施
設
等
を
設
置
す
る
旨
の
都
市
再
生
整
備
計
画

が
策
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
通
路
等
の
設
置
目
的
を
害
さ
な
い
箇
所

で
、
か
つ
、

当
該
通
路

等
の
占

用
者
が
構

造
上
安
全

と
認
め

た
箇
所
で

あ
れ
ば
、

占
用
許

可
を
行
っ

て
差
し
支

え
な
い

。

た
だ
し
、
建
設
基
準
法
、
消
防
法
等
の
規
制
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
当
該
通
路
等
の
占
用
者
に
疎
明
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、

食
事

施
設

等
を

通
路

等
の

内
部

に
占

用
さ

せ
る

こ
と

を
想

定
し

て
通

行
の

用
に

供
す

る
た

め
に

必
要

な
規

模
以

上
の

通

路
等
を
占
用
す
る
こ
と
ま
で
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。

 
 ３

 占
用
主
体

 
 
食
事
施
設
等
の
占
用
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
占
用
物
件
の
管
理
及
び
食
事

施
設
等
の
設
置
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
よ
る
日
常
的
な
道
路
の
点
検
、
清
掃
等
が
行
い
に
く
く
な
る
場
合
に
は
、
占
用
区

域
内
に
お
け
る
点
検
、
清
掃
等
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
り
認
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
そ

の
構

成
員

の
統

制
下

に
あ

る
法

人
等

及
び

暴
力

団
員

そ
の

他
の

反
社

会
的

勢
力

に
属

す
る

者
は

占
用

主
体

と
な

る
こ

と

が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

 
  

 

73
 

 第
三
 
道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
９
第
１
項
に
規
定
す
る
自
転
車
駐
車
器
具
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す

る
も
の

 
 １

 方
針

 
 
自
転
車
駐
車
器
具
（
道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
９
第
１
項
で
規
定
す
る
自
転
車
駐
車
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

で

自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
占
用
特
例
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
自
転
車
駐
車
器
具
で
自

転
車

を
賃

貸
す

る
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
が

道
路

区
域

内
に

設
置

さ
れ

る
こ

と
で

道
路

通
行

者
又

は
利

用
者

の
利

便

の
増
進
に
資
す
る
場
合
が
あ
り
、
か
つ
、
都
市
に
お
け
る
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
観
光
の
振
興
の
観
点
か
ら
も
設
置
の
要
望

が
強
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
自
転
車
駐
車
器
具
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
は
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す

る
も
の
で

あ
る
こ

と
と
し
、

こ
れ
ら
に

該
当
す

る
場
合
に

あ
っ
て
は

、
「

道
路

法
施
行
令

の
一
部
改

正
に
つ

い
て
」（

平
成

18
年

11
月

15
日
付
け
国
道
利
第

31
号
国
土
交
通
省
道
路
局
長
通
知
）
別
紙
「
自
転
車
、
原
動
機
付
自

転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
の
占
用
許
可
基
準
」
１
及
び
２
の
規

定
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
都
市
再
生
特
措
法
第

62
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
道
路
占
用
区
域
内
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(2

) 
自

転
車

駐
車

器
具

で
自

転
車

を
賃

貸
す

る
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
の

設
置

及
び

占
用

許
可

申
請

書
に

記
載

さ
れ

た
占
用
主
体
に
よ
る
都
市
再
生
特
措
法
第

46
条
第

10
項
の
措
置
が
あ
い
ま
っ
て
、
道
路
交
通
環
境
が
相
当
程
度
向
上
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
。

 
(3

) 
自

転
車

駐
車

器
具

で
自

転
車

を
賃

貸
す

る
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

サ
ー

ビ
ス

が
広

く
一

般
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
者
に
の
み
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
 ２

 占
用
の
場
所
、
構
造
、
占
用
許
可
の
条
件

 
 
自
転
車
駐
車
器
具
の
構
造
は
、
自
転
車
駐
車
器
具
の
設
置
に
よ
り
新
た
に
道
路
上
に
死
角
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
。
や
む
を
得
ず
死
角
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
死
角
か
ら
車
道
へ
の
飛
び
出
し
事
故
を
防
止
す
る
た
め
必
要
と
認
め

ら
れ
る
安
全
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 ３

 占
用
主
体

 
 
自
転
車
駐
車
器
具
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
の
占
用
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
生

ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
占
用
物
件
の
管
理
及
び
自
転
車
駐
車
器
具
の
設
置
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
よ
る
日
常
的
な
道
路

の
点
検
、
清
掃
等
が
行
い
に
く
く
な
る
場
合
に
は
、
占
用
区
域
内
に
お
け
る
点
検
、
清
掃
等
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
者
に
限
り
認
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
そ
の
構
成
員
の
統
制
下
に
あ
る
法
人
等
及
び
暴
力
団
員
そ
の
他

の
反
社
会
的
勢
力
に
属
す
る
者
は
占
用
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
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 2.
4.

3.
 （

広
告
物
関
連
）
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和

44

年
8
月

20
日
、
建
設
省
道
政
発
第

52
号
）

 

【
（
別
紙
）
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可
基
準
 
抜
粋
】

 
 

指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可
基
準

 
 第
１
 
趣
旨
及
び
方
針

 
 
路
上
広
告
物
の
占
用
の
場
所
に
よ
っ
て
は
信
号
機
及
び
道
路
標
識
の
効
用
を
妨
げ
る
こ
と
、
道
路
の
有
効
幅
員
を
狭
く

す
る
こ
と
、
車
両
運
転
者
の
無
用
の
心
理
的
緊
張
を
与
え
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
道
路
交
通
の
安
全
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る

こ
と

に
か

ん
が

み
、

良
好

な
道

路
環

境
の

確
保

を
図

る
た

め
指

定
区

間
内

の
国

道
(道

内
の

主
要

な
一

般
国

道
を
含

む
。

)に
お
け
る
路
上
広
告
物
の
占
用
は
本
基
準
に
従
い
厳
正
に
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
 第
２
 
定
義

 
 
本
基
準
に
お
い
て
「
路
上
広
告
物
」
と
は
、
次
に
揚
げ
る
工
作
物
又
は
物
件
を
い
う
。

 
(1

) 
添
加
看
板
等

 
電
柱
、
街
灯
、
標
識
、
ア
ー
ケ
ー
ド
そ
の
他
道
路
区
域
内
の
工
作
物
又
は
物
件
に
添
加
さ
れ
る
看
板

(以
下
「
添
加
看
板
」

と
い
う
。

)、
広
告
用
の
幕
若
し
く
は
旗
ざ
お
、
は
り
札
、
は
り
紙
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
。

 
(2

) 
突
出
看
板
等

 
建
物
、
へ
い
、
そ
の
他
道
路
区
域
外
の
工
作
物
若
し
く
は
物
件
に
添
加
さ
れ
又
は
道
路
区
域
外
の
土
地
に
設
置
さ
れ
道
路

区
域
内
に
突
出
す
る
看
板
、
広
告
用
の
幕
、
若
し
く
は
日
よ
け
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
。

 
(3

) 
立
看
板
等

 
道
路
区
域
内
の
土
地
に
設
置
さ
れ
る
立
看
板
、
広
告
板
、
広
告
用
旗
ざ
お
、
標
識
、
広
告
塔
、
ア
ー
チ
及
び
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
。

 
(4

) 
自
家
用
看
板
等

 
突
出
看
板
等
及
び
立
看
板
等
の
う
ち
沿
道
で
営
業
又
は
営
業
を
行
な
う
者
が
自
己
の
営
業
所

(店
舗
を
含
む
。

)又
は

事
業

所
若
し
は
作
業
所
に
添
加
す
る
自
己
の
店
名
、
屋
号
、
商
標
若
し
く
は
自
ら
販
売
若
し
く
は
制
作
す
る
商
品
の
名
称
又
は

自
己
の
営
業
若
し
く
は
事
業
の
内
容
を
表
示
す
る
も
の
。

 
 第
３
 
適
用
除
外

 
 
次
に
揚
げ
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
本
基
準
を
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
法
令
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
。

 
(2

) 
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
公
共
的
目
的
を
も
っ
て
設
置
す
る
も
の
。

 
(3

) 
公
職
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
等
。

 
(4

) 
冠
婚
葬
祭
の
た
め
一
時
的
に
設
置
す
る
も
の
。

 
 第
４
 
禁
止
場
所
等

 
 
路
上
広
告
物
、
又
は
こ
れ
を
掲
出
す
る
工
作
物
若
し
く
は
物
件

(以
下
「
路
上
広
告
物
等
」
と
い
う
。

)は
、
次
に
揚
げ

る
道
路
若
し
く
は
場
所
又
は
工
作
物
若
し
く
は
物
件
に
設
置
又
は
添
加
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
家
用
看
板
に
つ

い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
(1

) 
自
動
車
専
用
道
路
。
た
だ
し
、
道
路
の
区
域
内
に
設
け
る
休
憩
所
、
給
油
所
及
び
自
動
車
修
理
所
の
の
業
務
の
た
め

に
設
け
る
必
要
最
小
限
の
路
上
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
(2

) 
今
後
改
築
済
と
な
る
道
路
の
区
間

(舗
装
工
事
又
は
局
部
改
良
等
小
規
模
の
も
の
を
除
く
。

) 
(3

) 
次
の
各
号
に
揚
げ
る
物
件
、
工
作
物
、
場
所
。
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 イ
 橋

、
ト
ン
ネ
ル
、
高
架
構
造

(横
断
歩
道
橋
を
含
む
。

)及
び
分
離
帯
。

 
ロ

 街
路
樹
、
信
号
機
、
道
路
標
識
、
防
護
柵
、
駒
止
め
の
類
及
び
里
程
標
の
類
。

 
ハ

 消
火
栓
、
火
災
報
知
機
、
郵
便
ポ
ス
ト
、
電
話
ボ
ッ
ク
ス
、
変
圧
塔
、
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件
。

 
ニ

 道
路
が
交
差
し
、
及
び
連
結
す
る
場
所
、
横
断
歩
道
並
び
に
踏
切
道
。

 
ホ

 車
両
等
が
徐
行
す
る
必
要
の
あ
る
ま
が
り
か
ど

(交
差
点
を
除
く
。

)及
び
勾
配
の
急
な
坂
。

 
ヘ

 橋
(長

さ
20

ｍ
以
下
の
も
の
を
除
く
。

)及
び
ト
ン
ネ
ル
の
前
後
そ
れ
ぞ
れ

10
ｍ
の
区
域
内
、
警
戒
標
識
、
規
制
標
識

(駐
車
禁
止
、
駐
停
車
禁
止
の
標
識
を
除
く
。

)及
び
横
断
歩
道
の
指
示
標
識
の
前
後
そ
れ
ぞ
れ

10
ｍ
の
区
域
内
並
び
に
信
号

機
の
前
後
そ
れ
ぞ
れ

20
ｍ
の
区
域
内
。

 
ト

 車
道
幅
員

5.
5ｍ

以
上
の
道
路
が
交
差
若
し
く
は
連
結
し
て
い
る
交
差
点
又
は
連
結
点
、
横
断
歩
道
及
び
踏
切
道
の
前

後
そ
れ
ぞ
れ

10
ｍ
の
区
域
内
。

 
チ

 そ
の
他
道
路
管
理
上
特
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
場
所
。

 
 第
５
 
設
置
方
法

 
 
路
上
広
告
物
等
の
設
置
は
次
に
揚
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(1

) 
添
加
看
板
等

 
イ

 添
加
看
板
等

(添
加
看
板
の
う
ち
巻
付
看
板
及
び
照
明
式
バ
ス
停
留
所
標
識
に
添
加
す
る
看
板
を
除
く
。

)の
最
下
部
と

路
面
と
の
距
離
は

4.
5ｍ

以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
歩
道
上
に
お
い
て
は

2.
5ｍ

以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ロ

 原
則
と
し
て
道
路
中
央
側
に
つ
き
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
ハ

 電
柱
、
街
灯
等
の
柱
類
に
添
加
す
る
添
加
看
板
等
の
大
き
さ
は
縦

1.
5ｍ

以
内
横

0.
8ｍ

以
内
と
し
、
そ
の
表
示
面
積

は
1.

0
㎡
以
内
と
す
る
。

 
ニ

 添
加
看
板
は

1
柱
に
つ
き

1
個

(巻
付
看
板
及
び
照
明
式
バ
ス
停
留
所
標
識
に
添
加
す
る
看
板
に
つ
い
て
は
、

1
㎡
の

範
囲
内
に
お
い
て

1
個
を

2
面
と
し
て
掲
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

)に
限
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
街
地
を
形
成

し
て
い
る
区
域
内
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、

1
柱
に
つ
き
取
付

1
個
、
巻
付

1
個
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
巻
付
看
板
は

1
面

 と
し
対
面
禁
止
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ホ

 第
4(

3)
へ
及
び
ト
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
巻
付
看
板
を
対
面
禁
止
と
し
て
掲
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ヘ

 電
柱
に
添
加
す
る
看
板
等
の
相
互
間
の
距
離
は
、
道
路

1
側
に
つ
き

20
ｍ
以
上
と
す
る
。
ト

 貼
り
紙
、
ぬ
り
広
告

等
路
上
工
作
物
又
は
物
件
に
直
接
貼
付
又
は
塗
装
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 
(2

) 
突
出
看
板
等

 
イ

 自
家
用
看
板
等
に
限
る
も
の
と
し
、

1
営
業
所
又
は

1
事
業
所
若
し
く
は

1
作
業
所
に
つ
き

2
個
以
内
と
す
る
。
た

だ
し
、
た
ば
こ
、
塩
又
は
切
手
の
販
売
店
、
専
門
店
、
加
盟
店
、
代
理
店
等
を
表
示
す
る

0.
5
㎡
以
下
の
も
の
及
び
広
告

用
日
よ
け
を
除
く
。

 
ロ

 看
板
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
は

4.
5
㎡
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
歩
道
上
に
お
い
て
は

2.
5ｍ

以
上
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
ハ

 路
面
上
に

1ｍ
以
上
つ
き
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
(3

) 
立
看
板
等

(ア
ー
チ
を
除
く
。

) 
イ

 立
看
板
等
の
う
ち
立
看
板
、
旗
ざ
お
は
、
催
物
、
集
会
等
の
た
め
一
時
的
に
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
大
き
さ

(旗
ざ

お
に
つ
い
て
は
旗
の
部
分
の
大
き
さ

)は
縦

2ｍ
、
横

1ｍ
以
内
と
す
る
。

 
ロ

 地
面
に
接
す
る
部
分
の
位
置
は
、
法
敷
、
側
こ
う
上
又
は
路
肩
と
す
る
。
た
だ
し
、
横

0.
5ｍ

以
内
の
立
看
板
、
標
識

又
は
旗
ざ
お
を
幅
員

4m
 以

上
の
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
は
、
歩
道
内
の
車
道
寄
り
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(4

) 
ア
ー
チ

 
イ

 原
則
と
し
て
、
祭
礼
、
催
物
等
の
た
め
に
一
時
的
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。

 
ロ

 車
道
を
横
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
車
道
幅
員

9ｍ
未
満
の
道
路
を
横
断

 
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
交
通
の
円
滑
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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 ハ
 道

路
を
横
断
す
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
は
、

5ｍ
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
歩
道
を
横
断
す
る
部
分
の
最

下
部
と
路
面
と
の
距
離
は
、

3.
5ｍ

以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ニ

 地
面

に
接
す
る

部
分
の

位
置

は
、
法
敷

と
す
る
。

た
だ
し

、
交
通
の

円
滑
を
妨

げ
る
お

そ
れ
が
な

い
場
合
は

、
路
端

寄
り
又
は
歩
道
内
の
車
道
寄
り
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 第
６
 
構
造
色
彩
等

 
(1

) 
路
上
広
告
物
等
は
、
相
当
強
度
の
風
雨
、
地
震
等
に
耐
え
る
堅
固
な
も
の
で
、
倒
壊
、
落
下
、
剥
離
、
老
朽
、
汚
損

等
に
よ
り
美
観
を
損
な
い
、
又
は
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(2

) 
路
上
広
告
物
等
の
構
造
、
色
彩
等
は
、
信
号
機
又
は
道
路
標
識
に
類
似
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
効
用
を
妨
げ
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
路
上
広
告
物
等
の
地
色
は
、
原
則
と
し
て
白
色
又
は
淡
色
に
限
る
も
の
と
す
る
。

 
(3

) 
路
上
広
告
物
等
は
、
電
光
式
、
照
明
式
又
は
反
射
材
料
式
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
家
用
看
板
等
及
び

照
明
式
バ
ス
停
留
所
標
識
に
添
加
す
る
看
板
に
つ
い
て
は
、
電
光
式
又
は
照
明
式
に
限
り
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(4

) 
路
上
広
告
物
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
表
示
内
容
は
、
美
観
風
致
を
十
分
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
７
 
既
設
の
路
上
広
告
物
等
の
取
扱
等

 
(1

) 
占
用
許
可
物
件
で
あ
っ
て
こ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
は
、
占
用
許
可
更
新
の
祭
に
、
こ
の
基
準
に
適
合
す
る
よ

う
強
力
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、
耐
用
年
数
の
経
過
に
よ
り
改
造
又
は
修
繕
す
る
際
に
は
、
除
去
、
移
転
、
改
造
等
の
必

要
な
措
置
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
今
後
計
画
的
に
順
次
整
理
し
、

3
年
後
に
完
了

す
る
も
の
と
す
る
。

 
(2

) 
不
法
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
は
占
用
許
可
申
請
を
行
な
わ
せ
る
も
の
と
し
、
こ
の
基

準
に
適
合
し
な
い
も
の
は
適
合
す
る
よ
う
移
転
、
改
造
等
を
行
な
わ
せ
た
上
で
占
用
許
可
申
請
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
こ
れ
ら
の
占
用
許
可
申
請
の
行
な
わ
れ
な
い
も
の
は
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
除
去
さ
せ
る
。

 
(3

) 
本
基
準
実
施
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
る
柱
類
に
添
加
さ
れ
る
添
加
看
板
に
つ
い
て
は
、
占
用
許
可
を
与
え
な
い
も
の

と
す
る
。

(消
火
栓
標
識
、
バ
ス
停
留
所
標
識
、
防
犯
灯
等
公
共
的
目
的
を
も
つ
物
件
で
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
広

告
つ
き
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

) 
(4

) 
本
基
準
実
施
前
に
既
に
設
置
さ
れ
た
柱
類
で
あ
っ
て
、
看
板
の
添
加
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
添
加
看
板
の
占
用
は
慎
重
に
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
 第
８
 
そ
の
他

 
 
路
上
広
告
物
の
占
用
許
可
を
与
え
る
に
際
し
て
は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
道
路
交
通
法
、
屋
外
広
告
物
法
及
び
屋

外
広
告
物
条
例
の
許
可
基
準
を
あ
わ
せ
て
勘
案
し
、
か
つ
屋
外
広
告
物
関
係
と
緊
密
な
連
絡
を
と
っ
て
、
公
正
な
処
遇
を

行
な
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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 2.
4.

4.
 
（
広
告
物
関
連
・
地
域
活
性
化
）
地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広

告
物
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成

20
年

3
月

25
日
、
国
道
利
第

22
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
 地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 
近
年
、
地
域
に
お
い
て
自
主
的
に
沿
道
の
街
並
み
に
配
慮
し
た
街
灯
、
ベ
ン
チ
等
を
道
路
上
に
設
置
し
、
道
路
利
用
者

の
利
便
性
の
向
上
や
魅
力
あ
る
街
並
み
の
形
成
を
図
ろ
う
と
す
る
取
組
み
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
と

地
域
住
民
等
が
一
体
と
な
っ
て
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
等
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
す

る
事
例
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 
道
路
環
境
向
上
の
た
め
の
自
主
的
な
地
域
活
動
や
施
設
整
備
、
道
路
空
間
に
お
け
る
公
共
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
そ
の

他
の
公
共
的
な
取
組
み
は
、
道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
、
地
域
の
活
性
化
や
賑
わ
い
の
創
出
等
に
寄
与
す
る
も
の
で

あ
り
、
道
路
交
通
の
安
全
等
と
調
整
を
図
り
つ
つ
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

 
 
一
方
、
こ
れ
ら
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
当
す
る
た
め
、
道
路
空
間
に
お
い
て
広
告
物
を
設
置
す

る
こ
と
に
対
す
る
社
会
的
な
要
請
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
道
路
交
通
の
安
全
の
確
保
、
道
路
環
境
や
景

観
へ
の
配
慮

、
ま
ち
づ

く
り
の

方
向
性
と

の
調
和
、

限
ら
れ

た
道
路
空

間
に
お
け

る
実
施

主
体
の
調

整
等
の
観

点
か
ら

、

当
該
地
域
の
関
係
機
関
に
お
け
る
十
分
な
協
議
検
討
も
必
要
と
な
る
。

 
 
そ
こ
で
、
地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
道
路
占
用
に
つ
い
て
、

新
た
に
別
紙
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
の
で
、
下
記
事
項
に
留
意
の
上
、
事
務
処
理
上
遺
憾
の
な
い
よ
う

に
さ
れ
た
い
。

 
 
な
お
、
本
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
交
通
局
と
調
整
済
で
あ
る
の
で
、
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

 
 

記
  

１
 本

通
知
は
、
地

域
に
お

け
る

公
共
的
な

取
組
み
に

要
す
る

費
用
へ
の

充
当
を
目

的
と
す

る
広
告
物

の
道
路
占

用
に
関

し
、
道
路
の
構
造
、
交
通
、
景
観
そ
の
他
地
域
の
状
況
に
応
じ
、
関
係
機
関
の
協
議
等
に
基
づ
き
、
道
路
管
理
者
が
弾
力

的
な
取
扱
い
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
２

 本
通
知
に
基
づ
き
広
告
物
の
占
用
許
可
を
取
扱
う
場
合
に
お
い
て
は
、「

指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広

告
物
等
の
占

用
許
可
基

準
に
つ

い
て
」
（
昭
和
４

４
年
８
月
２

０
日
付
け

建
設
省
道

政
発
第

５
２
号
）

別
紙
第
４

（
２
）
、

第
５
、
第
６

（
２
）
後

段
及
び

（
３
）
（
反
射
材

料
式
に
係
る

部
分
を
除

く
。
）
、
第
７

（
３

）
及
び
（

４
）
の
規

定
に
つ

い
て
は
適
用
し
な
い
。
さ
ら
に
、
交
通
規
制
に
よ
り
車
両
の
通
行
が
行
な
わ
れ
な
い
道
路
上
に
設
置
す
る
場
合
で
あ
っ
て

道
路
の
構
造

及
び
交
通

に
支
障

が
な
い
と

認
め
ら
れ

る
と
き

は
、
同
通

知
別
紙
第

４
（
１

）
及
び
（

３
）
（

踏
切
道

に
係

る
部
分
を
除
く
。
）、

第
６
（
２
）
前
段
の
規
定
に
つ
い
て
も
適
用
し
な
い
。

 
３

 本
通

知
は
、
平

成
２
０

年
４

月
１
日
か

ら
施
行
す

る
。
た

だ
し
、
施

行
の
日
前

の
許
可

に
係
る
占

用
に
つ
い

て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
な
お
、「

バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成

１
９
年
８
月
１
３
日
付
け
国
道
利
第
７
号
）
は
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
付
け
で
廃
止
す
る
。
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 別
紙

 
地

域
に

お
け

る
公

共
的

な
取

組
み

に
要

す
る

費
用

へ
の

充
当

を
目

的
と

す
る

広
告

物
の

道
路

占
用

の
取

扱
い

に

つ
い
て

 
 １

 趣
旨

 
 
道
路
環
境
向
上
の
た
め
の
自
主
的
な
地
域
活
動
や
施
設
整
備
、
道
路
空
間
に
お
け
る
公
共
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
そ
の

他
の
公
共
的
な
取
組
み
は
、
道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
、
地
域
の
活
性
化
や
賑
わ
い
の
創
出
等
に
寄
与
す
る
も
の
で

あ
り
、
道
路
交
通
の
安
全
等
と
調
整
を
図
り
つ
つ
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

 
 
一
方
、
こ
れ
ら
地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
当
す
る
た
め
、
道
路
空
間
に
お
い
て
広

告
物
を
設
置

す
る
こ
と

に
対
す

る
社
会
的

な
要
請
が

高
ま
っ

て
い
る
が

、
そ
の
た

め
に
は

、
道
路
交

通
の
安
全

の
確
保

、

道
路
環
境
や
景
観
へ
の
配
慮
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
の
調
和
、
限
ら
れ
た
道
路
空
間
に
お
け
る
実
施
主
体
の
調
整
等

の
観
点
か
ら
、
当
該
地
域
の
関
係
機
関
に
お
け
る
十
分
な
協
議
検
討
も
必
要
と
な
る
。

 
 
よ
っ
て
、
本
通
知
は
、
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
、
当
該
地
域
の
関
係
機
関
に
お
い
て
統
一
的
な
取
扱
い
を
行
う
と
の
合
意

が
形
成
さ
れ
た
と
き
は
、
地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
占
用
に

関
し
、
当
該
合
意
に
基
づ
く
取
扱
い
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

 
 ２

 取
扱
い
の
基
本

 
(１

) 
本
通
知
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
（
以
下
「
地
域
活
動
等
」
と
い
う
。
）
と
は
、
地
方
公
共
団

体
、
公
共
交
通
事
業
者
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
商
店
街
組
織
、
自
治
会
そ
の
他
地
域
の
活
動
主
体
等
が
行
う
道
路
環

境
の
向
上
そ
の
他
営
利
を
主
目
的
と
し
な
い
活
動
又
は
事
業
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
道
路
利
用
者
の

利
便
性
の
向
上
、
地
域
の
活
性
化
や
賑
わ
い
の
創
出
等
に
寄
与
す
る
も
の
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
道
路
の
清
掃
・
美
化

活
動
、
街
灯
、
ベ
ン
チ
、
上
屋
等
の
整
備
又
は
維
持
管
理
、
地
方
公
共
団
体
と
地
域
住
民
等
が
一
体
と
な
っ
て
道
路
空
間

に
お
い
て
実
施
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
が
想
定
さ
れ
る
が
、
地
域
の
状
況
に
応
じ
、
防
犯
活
動
等
の
直
接
に
は
道
路
に
関
し
な

い
公
共
的
な
活
動
を
含
ん
で
差
し
支
え
な
い
。

 
(２

) 
本
通
知
は
、
地
域
活
動
等
を
実
施
す
る
た
め
の
一
助
と
し
て
広
告
物
の
占
用
が
必
要
な
場
合
の
取
扱
い
を
定
め
る
も

の
で
あ
り
、
地
域
活
動
等
が
高
い
公
共
性
を
有
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
要
す
る
費
用
が
不
足
し
、
そ
の
た
め
の
費
用
を
捻

出
す
る
手
段
が
他
に
な
い
な
ど
の
場
合
に
、
地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
広
告
料
を
充
当
す
る
た
め
道
路
上
に

広
告
物
の
設
置
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
他
の
道
路
利
用
者
の
理
解
が
十
分
に
得
ら
れ
る
よ
う

配
意
す
る
こ
と
。

 
 
な
お
、
地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
の
全
て
を
広
告
料
に
よ
り
ま
か
な
う
こ
と
は
必
ず
し
も
本
通
知
の
趣
旨
と
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
く
、
広
告
物
が
必
要
以
上
に
多
数
設
置
さ
れ
、
道
路
環
境
や
景
観
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分

配
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
(３

) 
本
通
知
に
基
づ
く
地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、

道
路
法
、
道
路
法
施
行
令
等
に
規
定
す
る
占
用
の
許
可
基
準
に
加
え
、
３
（
１
）
の
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
広
告
物
の
取

扱
方
針
が
策
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
沿
っ
て
当
該
地
域
に
お
け
る
占
用
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
バ

ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
物
の
添
加
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
用
場
所
、
構
造
等
の
特
殊
性
に
か
ん
が

み
、
別
に
通
知
す
る
取
扱
い
に
よ
る
こ
と
。

 
(４

) 
（
３
）
本
文
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
か
ら
占
用
を
許
可
し
て
い
る
も
の
又
は
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
伴
い
一
時
的
に
占
用

す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
関
係
機
関
と
の
調
整
を
特
に
要
し
な
い
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
取
扱
方
針

の
策
定
を
行
う
こ
と
な
く
、
本
通
知
の
趣
旨
を
踏
ま
え
弾
力
的
に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。

 
(５

) 
本
通
知
の
対
象
と
な
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
広
告
物
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
歩
道
の
有
効
幅
員
が
縮
小
す
る

な
ど
、
道
路
の
有
す
る
機
能
が
従
前
に
比
べ
著
し
く
低
下
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
道
路
上
に
設
け
ら
れ
て
い
る
他
の
工
作

物
等
に
添
加
す
る
形
態
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
３
（
１
）
の
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
特
に
必
要

と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
以
外
の
形
態
の
広
告
物
を
対
象
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
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 (６
) 
本
通
知
に
基
づ
く
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
交
通
の
安
全
の
確
保
、
良
好
な
道
路
環
境
や
景
観
へ
の
配
慮
、
屋
外

広
告
物
条
例

等
に
よ
る

規
制
と

の
整
合
、

ま
ち
づ
く

り
の
方

向
性
と
の

調
和
等
を

図
る
こ

と
が
必
要

に
な
る
こ

と
か
ら

、

こ
れ
ら
を
十
分
踏
ま
え
た
取
扱
方
針
と
な
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。
特
に
、
観
光
地
、
景
勝
地
等
自
然
景
観
の
優
れ
た
地

域
、
歴
史
的
な
街
並
み
が
形
成
さ
れ
て
い
る
地
域
な
ど
、
道
路
と
沿
道
と
が
一
体
と
な
っ
て
良
好
な
景
観
を
形
成
し
て
い

る
地
域
に
お
い
て
は
、
広
告
物
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
景
観
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
取
扱
方

針
を
策
定
し
て
広
告
物
の
占
用
を
認
め
る
こ
と
の
可
否
を
含
め
、
関
係
機
関
と
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
。

 
 
ま
た
、
限
ら
れ
た
道
路
空
間
に
お
い
て
地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
を
設
置
で
き
る

活
動
主
体
及
び
そ
の
活
動
内
容
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
の
調
和
、
活
動
主
体
の
要
望
等
を
踏

ま
え
総
合
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

 
 ３

 広
告
物
の
取
扱
方
針
の
策
定

 
(１

) 
道
路
交
通
の
安
全
の
確
保
、
良
好
な
道
路
環
境
や
景
観
へ
の
配
慮
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
の
調
和
、
限
ら
れ
た

道
路
空
間
に
お
け
る
実
施
主
体
の
調
整
、
許
可
手
続
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
、
地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当

を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
占
用
が
予
定
さ
れ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
道
路
管
理
者
、
警
察
署
、
地
方
公
共
団
体

の
屋
外
広
告
物
担
当
部
署
、
景
観
担
当
部
署
、
ま
ち
づ
く
り
担
当
部
署
等
に
よ
る
連
絡
協
議
会
を
開
催
し
、
関
係
機
関
の

合
意
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
お
け
る
広
告
物
の
取
扱
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(２

) 
取
扱
方
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
活
動
等
の
内
容
と
整
合
が
と
れ
た
も
の
と
す
る
た
め
、
当
該
区
域
内
の
道

路
上

に
広

告
物

を
設

置
し

広
告

料
を

活
動

費
用

の
一

部
に

充
当

し
て

地
域

活
動

等
を

行
う

こ
と

を
検

討
し

て
い

る
活

動

主
体
の
意
見
や
計
画
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
。

 
(３

) 
取
扱
方
針
に
は
、
連
絡
協
議
会
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
が
当
該
取
扱
方
針
に
沿
っ
て
統
一
的
な
運
用
を
行
う
と
の

合
意
の
も
と
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
連
絡
協
議
会
が
必
要
と
認
め
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(ア

) 
 
取
扱
方
針
の
対
象
と
す
る
区
域
、
路
線
、
道
路
の
部
分
等
に
関
す
る
事
項

 
(イ

) 
 
広
告
料
の
充
当
対
象
と
す
る
地
域
活
動
等
の
内
容
と
活
動
主
体
等
に
関
す
る
事
項

 
(ウ

) 
 
広
告
物
の
形
態
等
に
関
す
る
事
項

 
(エ

) 
 
広
告
物
の
設
置
主
体
（
占
用
主
体
）
等
に
関
す
る
事
項

 
(オ

) 
 
広
告
物
の
設
置
期
間
（
占
用
期
間
）
等
に
関
す
る
事
項

 
(カ

) 
 
広
告
物
の
設
置
場
所
及
び
構
造
等
に
関
す
る
事
項

 
(キ

) 
 
広
告
物
の
表
示
の
内
容
、
大
き
さ
等
に
関
す
る
事
項

 
(ク

) 
 
許
可
の
条
件
、
運
用
上
の
留
意
事
項
（
広
告
料
収
支
の
公
開
方
法
、
取
扱
方
針
の
変
更
の
手
続
等
）
、
そ
の
他
連

絡
協
議
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項

 
(４

) 
取
扱
方
針
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
請
者
等
に
対
し
て
当
該
取
扱
方
針
に
定
め
る
事
項
を
十
分
に
周
知
す
る

と
と
も
に
、
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
者
か
ら
計
画
書
等
を
徴
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
取
扱
方
針
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

 
(５

) 
取
扱
方
針
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
活
動
等
の
内
容
と
の
整
合
や
他
の
活
動
主
体
と
の
公
平
等
の
観
点
か

ら
、
定
期
的
に
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
取
扱
方
針
の
運
用
状
況
等
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
広
告
物
の
設
置
状
況
、
地
域

活
動
等
の
状
況
、
他
の
活
動
主
体
か
ら
の
要
望
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 ４
 
そ
の
他

 
 
本
通
知
に
基
づ
く
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
標
準
取
扱
例
を
別
途
通
知
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
参
考
と
す

る
こ
と
。
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 2.
4.

5.
 
（
広
告
物
関
連
・
地
域
活
性
化
）
地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広

告
物
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成

20
年

3
月

25
日
、
国
道
利
第

24
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
 地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 

地
域

に
お

け
る

公
共

的
な

取
組

み
に

要
す

る
費

用
へ

の
充

当
を

目
的

と
す

る
広

告
物

の
道

路
占

用
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
「

地
域
に
お

け
る
公

共
的

な
取
組
み

に
要
す
る

費
用
へ

の
充
当
を

目
的
と
す

る
広
告

物
の
道
路

占
用
の
取

扱
い
に

つ
い
て
」（

平
成
２
０
年
３
月
２
５
日
付
け
国
道
利
第
２
２
号
。
以
下
「
２
２
号
通
達
」
と
い
う
。）

に
定
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
２
２
号
通
達
の
趣
旨
に
従
い
、
今
般
標
準
的
な
取
扱
例
を
別
紙
の
と
お
り
作
成
し
た
の
で
、
下
記
の

事
項
に
留
意
の
上
、
運
用
上
の
参
考
と
さ
れ
た
い
。

 
 
な
お
、
本
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
交
通
局
と
調
整
済
で
あ
る
の
で
、
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

 
 

記
 

 １
 本

取
扱
例
は
、

２
２
号

通
達

に
基
づ
く

広
告
物
の

占
用
の

許
可
に
当

た
っ
て
の

道
路
管

理
者
と
し

て
の
標
準

取
扱
例

と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
に
許
可
基
準
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
広
告
物
の
表
示
の
内
容
、
大
き
さ

等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
他
の
規
制
と
の
関
連
等
を
十
分
に
踏
ま
え
、
２
２
号
通
達
別
紙
３
（
１
）
の
連
絡
協
議

会
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

 
な
お
、
２
２
号
通
達
別
紙
３
（
１
）
の
広
告
物
の
取
扱
方
針
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
、
本
取
扱
例

と
異
な
る
取
扱
い
を
定
め
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

 
２

 本
取

扱
の
実
施

状
況
を

把
握

す
る
た
め

、
２
２
号

通
達
別

紙
３
（
１

）
の
広
告

物
の
取

扱
方
針
を

策
定
し
た

場
合
に

は
、
当
分
の
間
、
本
省
道
路
局
路
政
課
へ
通
知
願
い
た
い
。

 
３

 本
通
知
は
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 別
紙
 
地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
道
路
占
用
の
取
扱
例

 
 １

 街
灯
等
占
用
物
件
に
添
加
す
る
広
告
物
の
取
扱
例

 
(１

) 
 広

告
料
の
充
当
対
象
と
す
る
地
域
活
動
等
の
内
容
と
活
動
主
体
等

 
 
広
告
料
の
充
当
対
象
と
す
る
地
域
活
動
等
は
、
道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
、
地
域
の
活
性
化
や
賑
わ
い
の
創
出
等

の
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
、
公
共
交
通
事
業
者
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
商
店
街
組
織
、
自
治
会
等
が
道
路
管
理

者
か
ら
占
用

許
可
を
得

て
行
う

次
に
掲
げ

る
工
作
物

、
物
件

又
は
施
設

（
以
下
「

利
便
工

作
物
等
」

と
い
う

。
）
の

整
備

又
は
維
持
管
理
と
す
る
。

 
①

 街
灯
そ
の
他
道
路
法
施
行
令
第
１
６
条
の
２
各
号
で
定
め
ら
れ
て
い
る
工
作
物
又
は
施
設
（
利
便
工
作
物
）

 
②

 自
転

車
駐
車

器
具
、
ア

ー
ケ

ー
ド
そ
の

他
道
路

上
に
設
置

す
る
こ
と

に
よ
り

、
当
該
道

路
の
利
用

者
の
利

便
の
増

進
に
も
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

 
(２

) 
 広

告
物
の
形
態

 
 
対
象
と
す
る
広
告
物
は
、
利
便
工
作
物
等
に
対
し
て
、
協
賛
者
、
寄
贈
者
等
の
名
称
、
商
標
、
商
品
名
等
（
以
下
「
協

賛
者
名
等
」
と
い
う
。）

を
表
示
す
る
看
板
等
を
添
加
す
る
形
態
の
も
の
と
す
る
。

 
(３

) 
 広

告
物
の
占
用
主
体

 
 
原
則
と
し
て
、
広
告
物
を
添
加
す
る
利
便
工
作
物
等
の
占
用
主
体
が
新
規
に
占
用
許
可
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
利
便
工
作
物
等
の
占
用
主
体
が
広
告
物
の
添
加
に
関
し
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
書
面
等
に
よ
り
確
認
で
き
る
場
合

に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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 (４
) 

 占
用
の
期
間

 
 
異
な
る
占
用
主
体
が
交
替
で
広
告
物
を
設
置
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
場
合
等
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
占
用
の
期
間
を

短
期
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
占
用
の
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
広
告
物
を
添
加
す
る
利
便
工
作
物
等
の
占
用

の
期
間
の
終
期
を
限
度
と
す
る
。

 
(５

) 
 広

告
物
の
設
置
場
所
、
構
造
等

 
(ア

) 
 広

告
物
を
設
置
す
る

場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
以
外
の
道
路
の

部
分
で
あ
る
こ
と
。

 
(イ

) 
 広

告
物
を
道
路
上
に

つ
き
出
し
て
設
置
す
る
場
合
に
は
、
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と

の
距
離
が
４
．
５
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
歩
道
上
に
お
い
て
は
２
．
５
ｍ
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(ウ

) 
利
便
工
作
物
等
に
添
加
す
る
広
告
物
の
大
き
さ
は
、
原
則
と
し
て
、
表
示
方
向
か
ら
見
た
場
合
に
お
け
る
当
該
工
作

物
の
幅
及
び
高
さ
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
街
灯
に
添
加
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
道
路
上
に
０
．
８

ｍ
を
超
え
て
つ
き
出
さ
な
い
範
囲
に
お
い
て
広
告
物
を
添
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(エ

) 
 利

便
工
作
物
等
に
広

告
物
を
添
加
す
る
場
合
に
は
、
著
し
く
長
大
な
利
便
工
作
物
等
を
除
き
、
原
則
と
し
て
当
該

工
作
物
１
個
に
つ
き
１
個
（
街
灯
に
あ
っ
て
は
１
対
）
ま
で
と
す
る
。

 
(オ

) 
 広

告
物
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
利
便
工
作
物
等
の
本
来
の
機
能
若
し
く
は
道
路
景
観
が
著
し
く
損
わ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
許
可
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 
特
に
、
道
路
景
観
の
向
上
を
主
た
る
目
的
に
設
置
さ
れ
る
花
壇
そ
の
他
道
路
の
緑
化
の
た
め
の
施
設
等
に
添
加
す
る
広

告
物
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
取
り
扱
う
も
の
と
し
、
許
可
す
る
場
合
に
も
必
要
最
小
限
の
大
き
さ
と
し
、
当
該
施
設
の
協

賛
者
、
寄
贈
者
等
の
名
称
及
び
広
告
料
が
当
該
施
設
の
整
備
又
は
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
に
充
当
さ
れ
る
旨
表
示
す
る

簡
素
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 
（
例
）
花
壇
そ
の
他
道
路
の
緑
化
の
た
め
の
施
設
等
に
添
加
す
る
広
告
物
の
表
示
の
大
き
さ
は
表
示
方
向
か
ら
見
た
場

合
に
お
け
る
当
該
施
設
等
の
外
郭
線
内
を
一
平
面
と
み
な
し
た
も
の
の
大
き
さ
の
２
０
分
の
１
以
下
で
、
か
つ
、
０
．
５

㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 
(カ

) 
 広

告
物
は
、
明
ら
か
に
車
両
の
運
転
者
に
対
し
訴
求
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
(キ

) 
 広

告
物
の
材
質
及
び
形
状
は
、
相
当
強
度
の
風
雨
、
地
震
等
に
耐
え
る
堅
固
な
も
の
で
、
倒
壊
、
落
下
、
は
く
離
、

老
朽
、
汚
損
等
に
よ
り
美
観
を
損
い
、
又
は
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(ク

) 
 広

告
物
の
構
造
又
は

機
能
は
、
歩
行
者
等
が
注
視
す
る
こ
と
で
著
し
く
路
上
に
滞
留
し
、
又
は
車
両
の
運
転
者
が

注
視
す
る
こ
と
で
そ
の
運
転
や
速
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
、
交
通
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

 
(ケ

) 
 広

告
物
の
設
置
方
法

は
、
落
下
等
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
堅
固
に
設
置
す
る
ほ
か
、
広
告
物
が
添
加
さ
れ
る
利

便
工
作
物
等
の
倒
壊
、
損
傷
等
に
よ
り
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
特
に
、
利
便
工
作
物
等
が
老
朽
化
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
広
告
物
を
添
加
す
る
こ
と
に
よ
り
倒
壊
、
損
傷
等
の
お

そ
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
慎
重
に
取
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
(コ

) 
 広

告
物
の
設
置
に
よ

り
新
た
に
道
路
上
に
死
角
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
や
む
を
得
ず

死
角
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
死
角
か
ら
車
道
へ
の
飛
び
出
し
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
安
全
策
が
講

じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(６

) 
 占

用
の
許
可
の
条
件

 
 
広
告
物
の
占
用
の
許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
附

す
こ
と
と
す
る
。

 
(ア

) 
 事

故
時
に
お
け
る
連
絡
通
報
体
制
に
関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
に
届
け
出
る
こ
と
。

 
(イ

) 
 道

路
管
理
者
に
よ
る

監
督
処
分
等
に
よ
り
利
便
工
作
物
等
の
移
設
、
撤
去
等
が
必
要
と
な
る
事
態
が
生
じ
た
と
き

は
、
当
該
利
便
工
作
物
等
に
添
加
さ
れ
て
い
る
広
告
物
に
つ
い
て
も
同
時
に
移
設
、
撤
去
等
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
す
る
こ

と
。
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 (ウ
) 

 利
便
工
作
物
等
の
占

用
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
利
便
工
作
物
等
に
添
加
さ
れ
て
い
る
広
告
物
も
占
用
を
廃

止
す
る
こ
と
。

 
(エ

) 
  
広
告
物
の
落
下
、
は
く
離
、
老
朽
、
汚
損
等
が
な
い
よ
う
に
定
期
的
に
点
検
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
落
下
等

が
生
じ
た
場
合
に
は
速
や
か
に
改
修
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

 
 
特
に
、
強
風
時
等
に
お
い
て
は
、
広
告
物
の
落
下
等
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
広
告
物
を
一
時
的
に
撤
去
す
る

な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 
(オ

) 
広
告
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
。

 
①

 広
告

物
の
色

彩
等
は
、

信
号

機
又
は
道

路
標
識

に
類
似
し

、
又
は
こ

れ
ら
の

効
用
を
妨

げ
る
よ
う

な
も
の

で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
広
告
物
は
音
声
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
②

 広
告
物
は
、
反
射
材
式
で
な
い
こ
と
。

 
③

 広
告
物
の
表
示
内
容
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
④

 広
告
物
は
、
屋
外
広
告
物
条
例
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(７

) 
 運

用
上
の
留
意
事
項

 
(ア

) 
 広

告
物
を
添
加
す
る

こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
利
便
工
作
物
等
を
設
置
す
る
こ
と
は
本
取
扱
い
の
趣
旨
と
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
く
、
広
告
物
の
添
加
と
あ
わ
せ
て
利
便
工
作
物
等
の
占
用
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
利
便
工
作
物
等

の
占
用
の
目
的
、
必
要
性
等
を
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
。

 
(イ

) 
 広

告
物
の
占
用
許
可

の
申
請
に
際
し
て
は
、
当
該
広
告
物
を
添
加
す
る
利
便
工
作
物
等
の
管
理
体
制
、
管
理
の
方

法
等
を
定
め
た
管
理
規
定
等
を
徴
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
利
便
工
作
物
等
の
占
用
許
可
に
際
し
、
既
に
管
理
規
定
等

を
徴
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(ウ

) 
 利

便
工
作
物
等
の
占

用
主
体
と
広
告
物
の
占
用
主
体
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
確
認
す
る
こ
と
。

 
①

 広
告

物
を
添

加
す
る
利

便
工

作
物
等
を

使
用
す

る
権
利
は

、
当
該
利

便
工
作

物
等
の
設

置
時
に
お

け
る
費

用
負
担

関
係
を
問
わ
ず
、
当
該
利
便
工
作
物
等
の
占
用
主
体
が
有
す
る
こ
と
。

 
②

 利
便

工
作
物

等
に
添
加

す
る

広
告
物
か

ら
の
広

告
料
が
、

当
該
利
便

工
作
物

等
の
整
備

又
は
維
持

管
理
に

要
す
る

費
用
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
。

 
③

 利
便

工
作
物

等
及
び
広

告
物

の
設
置
又

は
管
理

に
起
因
し

て
、
道
路

管
理
に

支
障
が
生

じ
、
又
は

第
三
者

に
損
害

を
与
え
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
占
用
主
体
が
、
そ
の
支
障
の
原
因
関
係
に
応
じ
て
責
任
を
負
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
け

る
各

占
用

主
体

と
道

路
管

理
者

と
の

間
及

び
占

用
主

体
の

相
互

間
の

連
絡

通
報

関
係

並
び

に
各

占
用

主
体

に
お

け
る
責
任
の
所
在
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

 
④

 道
路

管
理
者

が
利
便
工

作
物

等
の
占
用

主
体
に

対
し
、
監

督
処
分
等

に
よ
り

利
便
工
作

物
等
の
移

設
、
撤

去
等
を

命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
利
便
工
作
物
等
及
び
こ
れ
に
添
加
す
る
広
告
物
の
占
用
主
体
に
お
い
て
も
、
当
該
広
告
物
の

移
設
、
撤
去
等
を
含
め
て
こ
れ
に
応
じ
る
用
意
が
あ
る
こ
と
。

 
⑤

 利
便

工
作
物

等
の
占
用

を
廃

止
す
る
と

き
は
、

当
該
利
便

工
作
物
等

に
添
加

す
る
広
告

物
も
占
用

を
廃
止

す
る
こ

と
。

 
⑥

 利
便

工
作
物

等
に
添
加

す
る

広
告
物
の

占
用
を

廃
止
す
る

場
合
に
お

け
る
当

該
利
便
工

作
物
等
の

存
置
の

可
否
及

び
権
利
関
係
に
つ
い
て
、
占
用
主
体
双
方
の
協
議
等
に
よ
り
妥
当
な
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
。

 
(エ

) 
広
告
物
の
占
用
に
当
た
っ
て
は
、
広
告
料
が
地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
占
用
主
体
等
が
、
自
ら
積
極
的
に
広
告
料
の
収
支
状
況
を
公
開
す
る
な
ど
透
明
性
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
広
告
料
が
利
便
工
作
物
等
の
整
備
又
は
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
当
さ
れ
る
旨
を
併

せ
て
表
示
す
る
な
ど
他
の
道
路
利
用
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。
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 ２
 地

域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
広
告
物
の
取
扱
例

 
(１

) 
広
告
料
の
充
当
対
象
と
す
る
地
域
活
動
等
の
内
容
と
活
動
主
体
等

 
 
広
告
料
の
充
当
対
象
と
す
る
地
域
活
動
等
は
、
地
域
の
活
性
化
や
賑
わ
い
の
創
出
等
の
観
点
か
ら
以
下
の
い
ず
れ
か
の

者
が
実
施
主
体
と
し
て
行
う
イ
ベ
ン
ト
（
以
下
「
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
」
と
い
う
。）

と
す
る
。

 
①

 地
方
公
共
団
体

 
②

 地
方
公
共
団
体
を
含
む
地
域
住
民
・
団
体
等
の
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等

 
③

 地
方

公
共
団

体
が
支
援

す
る

イ
ベ
ン
ト

（
地
方

公
共
団
体

が
支
援
す

る
理
由

及
び
内
容

並
び
に
当

該
イ
ベ

ン
ト
に

係
る
占
用
の
許
可
に
関
す
る
意
見
を
占
用
許
可
申
請
書
に
付
し
て
い
る
も
の
）
の
実
施
主
体

 
④

 そ
の
他
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
実
施
主
体
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

 
(２

) 
 広

告
物
の
形
態

 
 
対
象
と
す
る
広
告
物
は
以
下
の
い
ず
れ
か
の
形
態
の
も
の
と
す
る
。

 
(ア

) 
 地

域
活
性
化
等
イ
ベ

ン
ト
の
実
施
に
伴
い
、
道
路
管
理
者
か
ら
占
用
許
可
を
得
て
道
路
上
に
設
置
す
る
工
作
物
、

物
件
又
は
施
設
（
（
イ
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
」
と
い
う
。）

に
対
し
て
、
協
賛
者
名
等
を

表
示
す
る
看
板
等
を
添
加
す
る
形
態
、
若
し
く
は
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
に
協
賛
者
名
等
を
表
示
す
る
形
態
の
も
の
。

 
（
例
）
協
賛
者
名
を
表
示
す
る
看
板
を
仮
設
ス
テ
ー
ジ
に
添
加

 
店
名
が
表
示
さ
れ
た
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
・
パ
ラ
ソ
ル
の
設
置

 
(イ

) 
 地

域
活
性
化
等
イ
ベ

ン
ト
に
係
る
開
催
時
期
の
告
知
、
会
場
案
内
、
歓
迎
装
飾
等
を
目
的
に
設
置
す
る
看
板
等
に

協
賛
者
名
等
を
表
示
す
る
形
態
の
も
の
。

 
（
例
）
協
賛
者
名
を
表
示
し
た
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
期
の
告
知
看
板
の
設
置

 
協
賛
者
名
を
表
示
し
た
歓
迎
装
飾
バ
ナ
ー
を
利
便
工
作
物
等
に
添
加

 
(ウ

) 
 地

域
活
性
化
等
イ
ベ

ン
ト
の
実
施
に
伴
い
、
交
通
規
制
に
よ
り
車
両
の
通
行
が
行
わ
れ
な
い
道
路
の
区
間
内
か
つ

時
間
内
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
当
該
イ
ベ
ン
ト
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
協
賛
者
名
等
を
表

示
す
る
看
板
等
を
設
置
す
る
形
態
の
も
の
。

 
（
例
）
公
道
マ
ラ
ソ
ン
の
コ
ー
ス
沿
い
に
協
賛
者
名
を
表
示
す
る
看
板
を
設
置

 
パ
レ
ー
ド
の
コ
ー
ス
沿
い
に
商
品
名
を
表
示
す
る
横
断
幕
を
設
置

 
(３

) 
 広

告
物
の
占
用
主
体

 
 
原
則
と
し
て
、
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
主
体
が
新
規
に
占
用
許
可
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
(４

) 
 占

用
の
期
間

 
 
占
用
の
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
期
間
（
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
の
設
置
及
び
撤
去
に
要

す
る
期
間
を

含
む
。
）
を
限

度
と

す
る
。
た

だ
し
、
当

該
イ
ベ

ン
ト
に
係

る
開
催
時

期
の
告

知
、
歓
迎

装
飾
等
を

目
的
に

設
置
さ
れ
る

（
２
）
（
イ
）

に
該

当
す
る
広

告
物
で
あ

っ
て
、

当
該
イ
ベ

ン
ト
の
開

催
前
に

設
置
す
る

こ
と
に
や

む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(５

) 
 広

告
物
の
設
置
場
所
、
構
造
等

 
(ア

) 
 広

告
物
を
設
置
す
る

場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
以
外
の
道
路
の

部
分
で
あ
る
こ
と
。

 
(イ

) 
 広

告
物
を
道
路
上
に

つ
き
出
し
て
設
置
す
る
場
合
に
は
、
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と

の
距
離
が
４
．
５
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
歩
道
上
に
お
い
て
は
２
．
５
ｍ
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(ウ

) 
 広

告
物
の
形
態
が
（
２
）（

ア
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
に
添
加
す
る
広
告
物
の
大
き

さ
が
、
原
則
と
し
て
表
示
方
向
か
ら
見
た
場
合
に
お
け
る
当
該
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
の
幅
及
び
高
さ
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

 
(エ

) 
 広

告
物
の
形
態
が
（
２
）（

イ
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
看
板
等
を
設
置
す
る
主
た
る
目
的
に
か
ん
が
み
、

協
賛
者
名
等
の
表
示
の
大
き
さ
は
、
原
則
と
し
て
、
表
示
面
積
全
体
の
半
分
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 
な
お
、
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
に
係
る
開
催
時
期
の
告
知
、
会
場
案
内
、
歓
迎
装
飾
等
を
目
的
に
設
置
す
る
看
板
等
の
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 う
ち
、
協
賛

者
名
等
の

表
示
が

な
い
看
板

等
が
含
ま

れ
る
場

合
に
は
、

こ
れ
を
（

２
）
（
イ

）
に
該
当

す
る
も
の

と
同
一

の
基
準
の
も
と
取
扱
う
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。

 
(オ

) 
 広

告
物
の
形
態
が
（
２
）（

ウ
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
交
通
規
制
に
よ
り
車
両
の
通
行
が
行
わ
れ
な
い

こ
と
を
前
提
と
し
て
広
告
物
の
設
置
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
交
通
規
制
が
行
わ
れ
る
時
間
内
に
限
り
設
置
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(カ

) 
 広

告
物
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
の
本
来
の
機
能
若
し
く
は
道
路
景
観
が
著
し
く
損
わ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
許
可
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
(キ

) 
 広

告
物
は
、
明
ら
か
に
車
両
の
運
転
者
に
対
し
訴
求
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
(ク

) 
 広

告
物
の
材
質
及
び
形
状
は
、
相
当
強
度
の
風
雨
、
地
震
等
に
耐
え
る
堅
固
な
も
の
で
、
倒
壊
、
落
下
、
は
く
離
、

老
朽
、
汚
損
等
に
よ
り
美
観
を
損
い
、
又
は
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(ケ

) 
 広

告
物
の
構
造
又
は

機
能
は
、
歩
行
者
等
が
注
視
す
る
こ
と
で
著
し
く
路
上
に
滞
留
し
、
又
は
車
両
の
運
転
者
が

注
視
す
る
こ
と
で
そ
の
運
転
や
速
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
、
交
通
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

 
(コ

) 
 広

告
物
の
設
置
方
法

は
、
落
下
等
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
堅
固
に
設
置
す
る
ほ
か
、
広
告
物
が
添
加
さ
れ
る
工

作
物
等
の
倒
壊
、
損
傷
等
に
よ
り
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
特

に
、
広
告

物
の
形
態

が
（
２

）
（
ウ

）
に
該
当

す
る
も

の
に

つ
い
て
は

、
沿
道
に

多
く
の

歩
行
者
又

は
見
物
者

が
滞
留

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
歩
行
者
等
が
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
広
告
物
の
倒
壊
等
に
よ
る
事
故
を
防
止

す
る
た
め
の
安
全
策
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(サ

) 
 広

告
物
の
設
置
に
よ

り
新
た
に
道
路
上
に
死
角
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
や
む
を
得
ず

死
角
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
死
角
か
ら
車
道
へ
の
飛
び
出
し
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
安
全
策
が
講

じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(６

) 
占
用
の
許
可
の
条
件

 
広
告
物
の
占
用
の
許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
附
す

こ
と
と
す
る
。

 
(ア

) 
 事

故
時
に
お
け
る
連
絡
通
報
体
制
に
関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
に
届
け
出
る
こ
と
。

 
(イ

) 
 道

路
管
理
者
に
よ
る

監
督
処
分
等
に
よ
り
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
の
移
設
、
撤
去
等
が
必
要
と
な
る
事
態
が
生
じ
た
と

き
は
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
に
添
加
さ
れ
て
い
る
広
告
物
に
つ
い
て
も
同
時
に
移
設
、
撤
去
等
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
す

る
こ
と
。

 
(ウ

) 
 イ

ベ
ン
ト
工
作
物
の

占
用
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
に
添
加
さ
れ
て
い
る
広
告
物
も
占
用

を
廃
止
す
る
こ
と
。

 
(エ

) 
 広

告
物
の
落
下
、
は

く
離
、
老
朽
、
汚
損
等
が
な
い
よ
う
に
定
期
的
に
点
検
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
落
下
等

が
生
じ
た
場
合
に
は
速
や
か
に
改
修
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

 
特
に
、
強
風
時
等
に
お
い
て
は
、
広
告
物
の
落
下
等
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
広
告
物
を
一
時
的
に
撤
去
す
る
な

ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 
(オ

) 
 広

告
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
。

 
①

 広
告

物
の
色

彩
等
は
、

信
号

機
又
は
道

路
標
識

に
類
似
し

、
又
は
こ

れ
ら
の

効
用
を
妨

げ
る
よ
う

な
も
の

で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
広
告
物
は
音
声
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
②

 広
告
物
は
、
反
射
材
式
で
な
い
こ
と
。

 
③

 広
告
物
の
表
示
内
容
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
④

 広
告
物
は
、
屋
外
広
告
物
条
例
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(７

) 
 運

用
上
の
留
意
事
項

 
(ア

) 
 広

告
物
を
添
加
す
る

こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
を
設
置
す
る
こ
と
は
本
取
扱
い
の
趣
旨
と
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
広
告
物
の
添
加
と
あ
わ
せ
て
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
の
占
用
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
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 工
作
物
の
占
用
の
目
的
、
必
要
性
等
を
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
。

 
(イ

) 
 広

告
物
の
形
態
が
（
２
）（

ア
）
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
イ
ベ
ン
ト
工
作
物
に
協
賛
者
名
等
を
表
示
す
る
形
態

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
の
占
用
物
件
と
し
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
(ウ

) 
 広

告
物
の
占
用
に
当

た
っ
て
は
、
広
告
料
が
地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
占
用
主
体
等
が
、
自
ら
積
極
的
に
広
告
料
の
収
支
状
況
を
公
開
す
る
な
ど
透
明
性

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
広
告
料
が
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
当
さ
れ
る
旨
を
併
せ

て
表
示
す
る
な
ど
他
の
道
路
利
用
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
配
意
す
る
こ
と
。
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 2.
4.

6.
 
（
広
告
物
関
連
・
バ
ス
停
上
屋
）
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用

の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成

20
年

3
月

25
日
、
国
道
利
第

26
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
 バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 「

地
域

に
お

け
る

公
共

的
な

取
組

み
に

要
す

る
費

用
へ

の
充

当
を

目
的

と
す

る
広

告
物

の
道

路
占

用
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
（
平
成
２
０
年
３
月
２
５
日
付
け
国
道
利
第
２
２
号
。
以
下
「
２
２
号
通
達
」
と
い
う
。）

 
別
紙
の
２
（
３
）
に
基
づ
き
、
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱
い

を
別
紙
１
及
び
２
の
と
お
り
定
め
た
の

で
、

下
記

の
事

項
に

留
意
の

上
、

事
務

処
理

上
遺

憾
の
な

い
よ

う
に

さ
れ

た
い

。
 

な
お
、
本
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
交
通
局
と
調
整
済
で
あ
る
の
で
、
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

 
 

記
 

 １
 本

通
知
に
つ
い

て
は
、

バ
ス

停
留
所
に

設
置
さ
れ

る
上
屋

に
対
す
る

広
告
物
の

添
加
に

係
る
従
前

の
取
扱
い

に
変
更

を
加
え
る
趣
旨
で
は
な
く
、
２
２
号
通
達
の
発
出
に
伴
う
表
現
上
の
整
合
性
の
観
点
か
ら
の
形
式
的
な
修
正
を
加
え
る
も

の
で
あ
る
。

 
２

 本
通

知
は
、
平

成
２
０

年
４

月
１
日
か

ら
施
行
す

る
。
た

だ
し
、
施

行
の
日
前

の
許
可

に
係
る
占

用
に
つ
い

て
は
、

な
お
従
前
の

例
に
よ
る

こ
と
が

で
き
る
。

な
お
、
「
バ
ス

停
留

所
に
設
置

さ
れ
る
上

屋
に
対

す
る
広
告

物
の
添
加

に
係
る

道
路
占
用
の

取
扱
い
に

つ
い
て

」
（
平

成
１
９
年

８
月
１

３
日

付
け
国
道

利
第
９
号

）
は
、

平
成
２
０

年
４
月
１

日
付
け

で
廃
止
す
る
。

 
 別
紙
１
 
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 １

 広
告
料
の
充
当
対
象

 
 
広
告
料
の
充
当
対
象
は
、
バ
ス
利
用
者
た
る
市
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
利
便
性
の
向
上
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等

の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
観
点
か
ら
、
バ
ス
事
業
者
（
地
域
に
お
い
て
バ
ス
事
業
者
に
代
わ
り
上

屋
の
整
備
等

を
行
う
こ

と
と
さ

れ
て
い
る

団
体
が
あ

る
場
合

に
は
、
当

該
団
体
を

含
む
。

以
下
同
じ

。
）
が

道
路
管

理
者

か
ら
占
用
許
可
を
得
て
行
う
次
に
掲
げ
る
工
作
物
又
は
物
件
の
整
備
又
は
維
持
管
理
と
す
る
。

 
①

 バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
（
以
下
単
に
「
上
屋
」
と
い
う
。）

 
②

 ①
に

付
随
し
て

設
け
ら

れ
る

バ
ス
利
用

者
向
け
の

ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
シ

ス
テ
ム
、

ベ
ン
チ

な
ど
バ
ス

利
用
者
の

利
便
に

著
し
く
寄
与
す
る
工
作
物
又
は
物
件
（
以
下
「
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。）

 
 ２

 広
告
物
の
形
態

 
 
対
象
と
す
る
広
告
物
は
、
上
屋
に
添
加
さ
れ
る
広
告
板
（
以
下
「
添
加
広
告
板
」
と
い
う
。）

と
す
る
。

 
 ３

 広
告
物
の
占
用
主
体

 
 
添
加
広
告
板
に
つ
い
て
は
、
添
加
広
告
板
を
用
い
て
広
告
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
広
告
事
業
者
」
と
い
う
。
）

が
、
新
規
の
占
用
許
可
申
請
を
行
う
。
こ
の
場
合
の
広
告
事
業
者
に
は
、
バ
ス
事
業
者
が
自
ら
添
加
広
告
板
を
用
い
て
広

告
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
バ
ス
事
業
者
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
上
屋
に
設
置
さ
れ
る
壁
面
の
う
ち
、
そ
の
全
面

又
は
大
部
分
が
広
告
板
と
し
て
使
用
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
広
告
板
と
し
て
の
効
用
に
か
ん
が
み
、

こ
れ
を
添
加
広
告
板
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
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 ４
 添

加
広
告
板
の
設
置
場
所
、
構
造
等

 
 
原
則
と
し
て
、
添
加
広
告
板
の
設
置
場
所
、
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
６
（
１
）
の
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
、
道
路
の
構
造
、
交
通
、
景
観
そ
の
他
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
、
こ
れ

と
異
な
る
基
準
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(１

) 
添
加
広
告
板
の
設
置

場
所
は
、
上
屋
の
壁
面
（
添
加
広
告
板
が
壁
面
の
効
用
を
兼
ね
る
場
合
は
、
壁
面
に
相
当
す

る
位
置
を
含

む
。
以
下

４
に
お

い
て
同
じ

。
）
の

う
ち
、

車
道

か
ら
上
屋

に
正
対
し

て
正
面

の
車
道
側

及
び
左
側

の
壁
面

以
外
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
駅
前
広
場
等
の
島
式
乗
降
場
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
添
加
広
告
板
を
設
置
す
る
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
い
。

 
(２

) 
添
加
広
告
板
を
設
置
し
た
後
の
歩
道
等
の
有
効
幅
員
を
確
保
で
き
な
い
等
に
よ
り
、（

１
）
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
場
合
に
は
、
開
口
部
と
添
加
広
告
板
と
の
間
の
壁
面
を
透
明
に
す
る
な
ど
し
て
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、（

３
）

に
よ
る
安
全
策
が
十
分
に
講
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
車
道
か
ら
上
屋
に
正
対
し
て
正
面
の
車
道
側
の
壁
面
に
つ
い
て
、
添

加
広
告
板
の
設
置
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(３

) 
添
加
広
告
板
に
よ
り

生
ず
る
死
角
か
ら
の
車
道
へ
の
飛
び
出
し
事
故
や
自
転
車
等
と
バ
ス
乗
降
客
と
の
出
会
い
頭

の
接
触
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
安
全
策
が
十
分
に
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 
特
に
、
添
加
広
告
板
の
最
下
部
と
路
面
と
の
間
に
適
当
な
間
隔
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
。
た
だ
し
、
防
護
柵
の
設
置
そ

の
他
の
手
段
に
よ
り
安
全
策
が
十
分
に
講
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(４

) 
添
加
広
告
板
を
用
い

て
掲
示
さ
れ
る
広
告
物
は
、
明
ら
か
に
運
転
者
に
対
し
訴
求
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
駅
前
広
場
等
の
島
式
乗
降
場
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
添
加
広
告
板
を
設
置
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(５

) 
添
加
広
告
板
の
幅
及
び
高
さ
は
、
上
屋
の
幅
及
び
高
さ
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(６

) 
添
加
広
告
板
の
材
質

及
び
形
状
は
、
相
当
強
度
の
風
雨
、
地
震
等
に
耐
え
る
堅
固
な
も
の
で
、
倒
壊
、
落
下
、
は

く
離
、
老
朽
、
汚
損
等
に
よ
り
美
観
を
損
い
、
又
は
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
(７

) 
上
屋
と
添
加
広
告
板

と
は
一
体
的
な
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
既
設
の
上
屋
に
添
加
広
告
板
を
設
置
す
る
場

合
に
お
い
て
、
一
体
的
な
構
造
と
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
倒
壊
、
落
下
、
は
く
離
等
の
お
そ
れ
が

な
く
、
か
つ
添
加
広
告
板
に
実
質
的
に
上
屋
の
壁
面
と
し
て
の
機
能
が
認
め
ら
れ
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

 
(８

) 
 添

加
広
告
板
の
構
造
又
は
機
能
は
、
歩
行
者
等
が
注
視
す
る
こ
と
で
著
し
く
路
上
に
滞
留
し
又
は
車
両
の
運
転
者

が
注
視
す
る
こ
と
で
そ
の
運
転
や
速
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
、
交
通
の
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
周
囲
の
環
境
と
の
調
和
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
照
明
式
と
す
る

 
こ
と
が
で
き
る
。

 
(９

) 
添
加
広
告
板
の
構
造

は
、
広
告
物
の
更
新
作
業
に
際
し
て
、
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

 
(1

0)
 
添
加
広
告
板
を
用
い
て
掲
示
す
る
広
告
物
の
表
示
面
積
は
、
１
面
に
つ
き
２
㎡
以
内
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
添
加

広
告
板
の
枠
部
分
等
へ
の
広
告
事
業
者
等
の
名
称
、
企
業
ロ
ゴ
等
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
破
損
時
に
お
け
る
通
報
先
等
当

該
添

加
広

告
板

等
の

管
理

上
や

む
を

得
な

い
も

の
並

び
に

広
告

料
収

入
が

上
屋

又
は

ロ
ケ

ー
シ

ョ
ン

シ
ス

テ
ム

等
の

整

備
又
は
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
に
充
当
さ
れ
て
い
る
旨
表
示
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
文
字
等
の
部
分
を
表
示
面
積
に

含
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(1

1)
 
広
告
物
の
掲
示
面
は
、
表
裏
２
面
に
表
示
す
る
場
合
を
含
め
て
、
全
体
で
２
面
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
３

面
以
上
の
掲
示
面
を
設
け
て
も
、
車
両
ま
た
は
歩
行
者
の
通
行
の
状
況
等
に
よ
り
、
当
該
広
告
物
が
、
運
転
者
に
対
し
訴

求
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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 ５
 占

用
の
許
可
の
条
件

 
 
添
加
広
告
板
の
占
用
の
許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件

を
附
す
こ
と
と
す
る
。

 
(１

) 
上
屋
及
び
添
加
広
告
板
の
設
置
、
維
持
管
理
及
び
運
用
等
に
係
る
当
事
者
間
の
契
約
の
う
ち
、
道
路
管
理
に
影
響
を

及
ぼ
す
内
容
若
し
く
は
事
故
時
に
お
け
る
連
絡
通
報
関
係
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者
に
届
け
出
る

こ
と
。

 
(２

) 
 
添
加
広
告
板
を
用
い
て
掲
示
す
る
広
告
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
。

 
（
ア
）
 
広
告
物
の
色
彩
等
は
、
信
号
機
又
は
道
路
標
識
に
類
似
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
効
用
を
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
広
告
物
は
音
声
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
（
イ
）
 
広
告
物
は
、
反
射
材
料
式
で
な
い
こ
と
。

 
（
ウ
）
 
広
告
物
の
表
示
内
容
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 
（
エ
）
 
広
告
物
は
、
屋
外
広
告
物
条
例
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 ６

 上
屋
等
整
備
・
管
理
計
画
の
提
出
に
つ
い
て

 
(１

) 
地
域
に
お
い
て
既
設

の
上
屋
を
含
む
相
当
数
の
上
屋
に
添
加
広
告
板
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
な
ど
、

許
可
手
続
き
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
添
加
広
告
板
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
上
屋
の
設
置

場
所
及
び
添
加
広
告
板
の
設
置
場
所
、
構
造
並
び
に
広
告
料
収
入
の
充
当
先
（
広
告
料
収
入
を
そ
の
整
備
又
は
維
持
管
理

に
必
要
な
費
用
に
充
当
し
よ
う
と
す
る
物
件
の
種
別
、
設
置
場
所
、
構
造
、
設
置
時
期
等
）
等
を
定
め
た
全
体
的
な
計
画

（
以
下
「
上

屋
等
整
備

・
管
理

計
画
」
と

い
う
。
）
を
バ

ス
事

業
者
か
ら

提
出
さ
せ

る
と
と

も
に
、
関

係
す
る
道

路
管
理

者
、
警
察
署
長
、
地
方
公
共
団
体
の
屋
外
広
告
物
担
当
部
署
、
景
観
行
政
団
体
の
景
観
担
当
部
署
等
に
よ
る
連
絡
協
議
会

を
開
催
し
、
バ
ス
事
業
者
か
ら
説
明
を
求
め
る
な
ど
し
て
、
当
該
計
画
に
関
す
る
各
機
関
の
調
整
を
図
る
こ
と
。

 
(２

) 
当
該
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
き
は
、
（
１
）
の
手
続
に
準
じ
て
取
扱
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

連
絡
協
議
会
に
お
い
て
当
該
計
画
の
変
更
時
の
取
扱
い
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(３

) 
上
屋
等
整
備
・
管
理

計
画
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、
バ
ス
事
業
者
及
び
広
告
事
業
者
は
、
当
該
計
画
に
沿
っ

て
占
用
許
可
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 ７

 運
用
上
の
留
意
事
項

 
(１

) 
添
加
広
告
板
を
設
置

す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
上
屋
を
設
置
す
る
こ
と
は
本
取
扱
い
の
趣
旨
と
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
く
、
添
加
広
告
板
の
設
置
と
あ
わ
せ
て
上
屋
の
占
用
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
上
屋
の
占
用
の
目
的
、
必

要
性
等
を
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
。

 
(２

) 
添
加
広
告
板
の
占
用

許
可
の
申
請
に
際
し
て
は
、
添
加
広
告
板
を
設
置
す
る
上
屋
の
管
理
体
制
、
管
理
の
方
法
等

を
定
め
た
管
理
規
定
等
を
徴
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
上
屋
の
占
用
許
可
に
際
し
、
既
に
管
理
規
定
等
を
徴
し
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(３

) 
上
屋
の
占
用
主
体
と

添
加
広
告
板
の
占
用
主
体
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
事
項
に
つ
い
て
確
認

す
る
こ
と
。

 
（
ア
）
 
上
屋
を
使
用
す
る
権
利
は
、
当
該
上
屋
の
設
置
時
に
お
け
る
費
用
負
担
関
係
を
問
わ
ず
、
バ
ス
事
業
者
が
有
す

る
こ
と
。

 
（
イ
）
 
添
加
広
告
板
を
用
い
た
広
告
事
業
に
よ
り
広
告
事
業
者
が
得
る
収
入
が
、
上
屋
又
は
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

等
の
整
備
又
は
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
。

 
（
ウ
）
 
上
屋
及
び
添
加
広
告
板
の
設
置
又
は
管
理
に
起
因
し
て
道
路
管
理
に
支
障
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
占

用
者
で
あ
る

バ
ス
事
業

者
又
は

広
告
事
業

者
が
、
そ

の
支
障

の
原
因
関

係
に
応
じ

て
道
路

管
理
者
に

責
任
を
負

う
こ
と

。

ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
各
事
業
者
と
道
路
管
理
者
と
の
間
及
び
両
事
業
者
の
相
互
間
の
連
絡
通
報
関
係
並
び
に
各
事

業
者
に
お
け
る
責
任
の
所
在
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。
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 （
エ
）
 
道
路
管
理
者
が
上
屋
の
占
用
主
体
た
る
バ
ス
事
業
者
に
対
し
、
監
督
処
分
等
に
よ
り
上
屋
の
移
設
、
撤
去
等
を

命
ず
る
場
合

に
は
、
当

該
上
屋

及
び
こ
れ

に
設
置
さ

れ
る
添

加
広
告
板

の
所
有
権

を
有
す

る
広
告
事

業
者
に
お

い
て
も

、

添
加
広
告
板
の
移
設
、
撤
去
等
を
含
め
て
こ
れ
に
応
じ
る
用
意
が
あ
る
こ
と
。

 
（
オ
）
 
上
屋
の
占
用
を
廃
止
す
る
と

き
は

、
当

該
上

屋
に

設
置
さ

れ
て

い
る

添
加

広
告

板
も
占

用
を

廃
止

す
る

こ
と

。
 

（
カ
）
 
添
加
広
告
板
の
占
用
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
け
る
、
上
屋
の
存
置
の
可
否
及
び
権
利
関
係
に
つ
い
て
、
バ
ス
事

業
者
と
広
告
事
業
者
と
の
協
議
等
に
よ
り
妥
当
な
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
。

 
 ８

 そ
の
他

 
(１

) 
 
添
加
広
告
板
の
具
体
的
な
設
置
形
態
及
び
広
告
物
の
表
示
方
向
等
に
つ

い
て

は
、

別
紙
２

を
参

考
と

す
る

こ
と

。
 

(２
) 
 
本
取
扱
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
６
（
１
）
の
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
、
本
通
知
と
異
な
る
基
準
を
設
け

る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
本
省
道
路
局
路
政
課
へ
通
知
願
い
た
い
。

 
(３

) 
 
添
加
広
告
板
の
占
用
料
は
、
広
告
事
業
者
か
ら
徴
収
す
る
が
、
そ
の
取
扱
い
に
当
た
り
、
一
の
添
加
広
告
板
の
表

裏
２
面
に
広
告
物
を
表
示
し
て
い
る
も
の
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、「

占
用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成
８

年
１
月
２
６
日
建
設
省
道
政
発
第
３
号
、
第
３
号
の
２
、
第
３
号
の
３
）
記
１
（
６
）
を
適
用
す
る
。
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 2.
4.

7.
 
（
食
事
・
購
買
施
設
関
連
）
地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
平
成

17
年

3
月

17
日
、
国
道
利
第

28
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
 

地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 平
成

17
年

3
月

17
日
国
道
利
第

28
号

 
各
地
方
整
備
局
長
、
北
海
道
開
発
局
長
、
沖
縄
総
合
事
務
間
あ
て
国
土
交
通
省
道
路
局
長
通
知

 
平
成

17
年

3
月

17
日
国
道
利
第

29
号

 
各
都
道
府
県
知
事
、
各
政
令
市
長
、
道
路
関
係
四
公
団
の
長
あ
て
国
土
交
通
省
道
路
局
長
通
知

 
  
近
年
、
地
域
の
活
性
化
や
都
市
に
お
け
る
賑
わ
い
の
創
出
等
の
視
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
や
地
域
住
民
・
団
体
等
が

一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
イ
ベ
ン
ト
の
活
用
の
場
と
し
て
、
道
路
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う

道
路
占
用
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
別
添
の
参
考
資
料
の
と
お
り
「
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進

3
か
年
計
画
（
平
成

16
年

3
月

19
日
閣
議
決
定
）
」
や
「
地
域
再
生
推
進
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
平
成

16
年

2
月

27
日
地
域
再
生
本
部
決

定
）
」
に
お
い
て
、
そ
の
弾
力
化
に
向
け
た
措
置
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 
し
か
し
な
が
ら
、
道
路
が
国
民
の
負
担
に
よ
り
建
設
管
理
さ
れ
る
公
共
用
物
で
あ
る
こ
と
や
、
道
路
上
へ
の
物
件
の
設

置
は
、
特
定
人
に
よ
り
排
他
的
な
使
用
と
な
る
要
素
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
的
な
要
素

等
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 
こ
の
た
め
、
道
路
の
活
用
に
対
す
る
要
請
に
応
え
つ
つ
、
適
切
な
道
路
の
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
別
紙
の
と
お
り
許

可
基
準
を
定
め
た
の
で
、
地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
道
路
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
下
記
事
項

に
留
意
の
上
、
そ
の
取
扱
い
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

 
 
な
お
、
本
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
交
通
局
と
調
査
済
で
あ
る
。

 
 
ま
た
、
路
上
イ
ベ
ン
ト
等
の
地
域
活
動
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
に
、
本
通
知
と
同
趣
旨
の
内
容
を
盛
り
込
ん

だ
地
域
活
動
の
円
滑
化
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
別
途
策
定
、
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

つ
い
て
も
追
っ
て
添
付
す
る
の
で
参
考
と
さ
れ
た
い
。

 
 

記
 

 1 
地
域
の
活
性
化

等
に
資
す
る
路
上

イ
ベ
ン
ト
は
、

一
時
的
に
実

施
さ
れ
る
も
の

に
限
ら
ず
、

特
定
の
曜
日
等

に
継
続

的
か
つ
反
復
的
に
行
わ
れ
る
も
の
も
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
道
路
占
用
の
許
可
申

請
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
都
度
申
請
を
行
わ
せ
る
な
ど
申
請
者
に
必
要
以
上
の
申
請
を
求
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。

 
 

な
お
、

許
可

の
判

断
に

当
た

っ
て
は

、
当

該
道

路
の

交
通

状
況

を
勘

案
し

、
関

係
機

関
と

緊
密

な
連

携
を

図
る

こ
と

。
 

2 
別
紙
の
基
準
は

、
地
域
の
活
性
化

や
都
市
に
お
け

る
賑
わ
い
の

創
出
等
の
観
点

か
ら
、
道
路

占
用
の
許
可
に

当
た
り

弾
力
的
な
判

断
を
行
う

こ
と
に

よ
り
、
道

路
管
理
者

と
し
て

支
援
す
る

も
の
と
し

て
の
要

件
を
定
め

た
も
の
で

あ
る
が

、

当
該
基
準
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
別
具
体
の
事
例
に
応
じ
て
、
実
施
主
体
等
に
対
し
適
切
な
助
言
、
情
報

提
供
を
行
い
、
道
路
占
用
の
円
滑
化
に
配
慮
す
る
こ
と
。
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 （
別
紙
）

 
地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
道
路
占
用
許
可
基
準

 
 

1 
趣
旨

 
 

路
上
で
行

お
う
と
す

る
イ
ベ

ン
ト
（
以

下
「
路
上

イ
ベ
ン

ト
」
と
い

う
。
）

に
伴
う

道
路

占
用
の
許

可
に
当
た

り
、
当

該
路
上
イ
ベ
ン
ト
が
以
下
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
の
活
性
化
や
都
市
に
お
け
る
賑
わ
い
の
創
出
等
の

観
点
か
ら
弾
力
的
な
判
断
を
行
う
こ
と

に
よ

り
、

道
路

管
理

者
と
し

て
当

該
路

上
イ

ベ
ン

ト
を
支

援
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 2 
要
件

 
（

1）
 
路
上
イ
ベ
ン
ト
の
目
的

 
 
路
上
イ
ベ
ン
ト
は
、
地
域
の
活
性
化
や
都
市
に
お
け
る
賑
わ
い
の
創
出
等
の
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
域
住

民
・
団
体
等
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
も
の
（
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
で
な
い

場
合
や
地
方
公
共
団
体
が
協
議
会
等
に
参
加
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
地
域
住
民
・
団
体
等
が
一
体
と
な
っ
て
取

り
組
み
、
か
つ
、
地
方
公
共
団
体
が
、
地
域
の
活
性
化
等
の
観
点
か
ら
当
該
路
上
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る
も
の
（
支
援
す

る
理

由
及

び
内

容
並

び
に

当
該

路
上

イ
ベ

ン
ト

に
係

る
占

用
の

許
可

に
関

す
る

意
見

を
占

用
許

可
申

請
書

に
付

し
て

い

る
も
の
）
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

 
（

2）
 
占
用
主
体

 
 
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
占
用
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
者
が
一
括
し
て
占
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
地
方
公
共
団
体

 
ロ
地
方
公
共
団
体
を
含
む
地
域
住
民
・
団
体
等
の
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等

 
ハ
地
方
公
共
団
体
が
支
援
す
る
路
上
イ
ベ
ン
ト
（
地
方
公
共
団
体
が
支
援
す
る
理
由
及
び
内
容
並
び
に
当
該
路
上
イ
ベ
ン

ト
に
係
る
占
用
の
許
可
に
関
す
る
意
見
を
占
用
許
可
申
請
書
に
付
し
て
い
る
も
の
）
の
実
施
主
体

 
（

3）
 
占
用
の
場
所

 
イ
道
路
の
構
造
又
は
道
路
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
歩
道
上
に
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
占
用
物
件
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
十
分
な
歩
行
空
間
（
交
通
量
が

多
い
場
所
に
あ
っ
て
は

3.
5ｍ

以
上
、
そ
の
他
の
場
所
に
あ
っ
て
は
２
ｍ
以
上
）
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
曜
日
若

し
く
は
時
間
を
限
っ
て
実
施
す
る
場
合
又
は
交
通
規
制
を
伴
う
場
合
で
、
歩
行
者
の
円
滑
な
通
行
が
確
保
さ
れ
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
（

4）
 
占
用
物
件
の
構
造

 
 
道
路
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
周
辺
の
景
観
、
美
観
等
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

 
 3 

占
用
許
可
の
条
件

 
 
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
占
用
の
許
可
を
行
う
に
際
し
て
の
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
次
に
掲
げ

る
条
件
を
付
す
こ
と
と
す
る
。

 
イ
迂
回
路
や
駐
車
場
等
の
交
通
案
内
を
行
う
こ
と
。

 
ロ
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
よ
り
多
数
の
来
客
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
十
分
な
駐
車
場
等
を
確
保
す
る
こ
と
。

 
ハ
路
上
イ
ベ
ン
ト
終
了
後
は
、
道
路
の
清
掃
を
行
い
、
原
状
回
復
す
る
こ
と
。

 
ニ
 
そ
の
他
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項
。
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 2.
4.

8.
 
（
自
転
車
駐
車
器
具
関
連
）
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
平
成

18
年

11
月

15
日
、
国
道
利
第

31
号
）

 

【
（
別
紙

）
自
転
車

、
原
動

機
付

自
転
車
又

は
二
輪
自

動
車
を

駐
車
さ
せ

る
た
め
必

要
な
車

輪
止
め
装

置
そ
の
他

の
器
具

の
占
用
許
可
基
準
 
抜
粋
】

 
 １

 趣
旨

 
 

道
路
上
に

お
け
る
自

転
車
、

原
動
機
付

自
転
車
又

は
二
輪

自
動
車
（

以
下
「
自

転
車
等

」
と
い
う

。
）
の

放
置
問

題
の

解
消
に
資
す

る
た
め
、

道
路
法

第
３
２
条

第
１
項
第

７
号
に

基
づ
く
道

路
法
施
行

令
（
以

下
「
令
」

と
い
う

。
）
第

７
条

に
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
に
、
第
８
号
と
し
て
自
転
車
等
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他

の
器
具
（
以

下
「
自
転

車
等
駐

車
器
具
」

と
い
う

。
）
を

追
加

す
る
こ
と

と
し
た
と

こ
ろ
、

そ
の
構
造

や
占
用
の

場
所
に

よ
っ
て
は
、

歩
行
者
又

は
自
転

車
（
以
下

「
歩
行
者

等
」
と

い
う
。
）
の
安
全

で
円
滑

な
通

行
に
支
障

を
与
え
る

こ
と
が

あ
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
、
占
用
許
可
基
準
を
策
定
し
た
の
で
、
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
法
及
び
令
に
規

定
す
る
占
用
の
許
可
基
準
に
加
え
、
こ
の
基
準
に
よ
り
事
務
を
取
り
扱
い
、
道
路
管
理
の
適
正
を
期
す
も
の
と
す
る
。
な

お
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
に
当
た
っ
て
は
、
本
基
準
に
加
え
、
別
途
通
知
さ
れ
る
路
上
自
転
車
・
自
動
二
輪
車
等

駐
車
場
設
置
指
針
（
平
成
１
８
年
１
１
月
１
５
日
付
け
国
道
交
安
第
２
８
号
）
を
参
考
に
す
る
こ
と
。

 
 ２

 方
針

 
（
１
）
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
道
路
上
に
お
け
る
放
置
自
転
車
等
の
問
題
の
早
期
解

決
な
ど
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

 
ア
放
置
自
転
車
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
が
整
序
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
歩
行
者
等
の
安
全

で
円
滑
な
通
行
に
資
す
る
等
相
当
の
公
共
的
利
便
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
自
転
車
等
駐
車
器
具
は
、
逼
迫
す
る
駐
車
場
需
要
に
対
応
す
る
と
い
う
公
益
性
が
大
き
い
こ
と
か
ら
占
用
を
認
め
る
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 （
２
）
占
用
主
体
は
、
地
方
公
共
団
体
、
公
益
法
人
、
公
共
交
通
事
業
者
、
商
店
会
そ
の
他
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
適
切

に
管
理
し
、
こ
れ
に
駐
車
さ
れ
る
自
転
車
等
を
適
切
に
整
序
す
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

 
 （
３
）
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
に
当
た
っ
て
は
、
放
置
自
転
車
等
の
整
理
や
撤
去
、
当
該
地
域
に
お
け
る
街
づ
く
り

等
に
関
す
る
各
種
施
策
等
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
占
用
主
体
、
占
用
の
場
所
、
駐
車
料
金
の
額
や
徴
収
方
法
な

ど
の
運
営
形
態
等
に
つ
い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
と
十
分
に
調
整
し
、
そ
の
意
見
、
要
望
等
を
反
映
し
た
も
の
と
す

る
こ
と
。

 
 ３

 占
用
の
場
所

 
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
（
１
）
自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所

 
ア

車
道
以
外

の
道
路
の

部
分
（

分
離
帯
、

ロ
ー
タ
リ

ー
そ
の

他
こ
れ
ら

に
類
す
る

道
路
の

部
分
を
除

く
。
以
下

同
じ

。
）

に
設
け
る
こ

と
（
令
第

１
１
条

の
７
第
１

項
第
１
号

）
。

交
通

の
ふ
く
そ

う
す
る
場

所
、
他

の
占
用
物

件
の
多
い

場
所
等

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を
避
け
る
な
ど
、
当
該
道
路
及
び
そ
の
周
辺
の
状

況
等
か
ら
み
て
適
当
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
イ
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道
等
の
幅
員
を
確
保
す
る
こ
と
（
令
第
１
１
条
の
７
第
１
項
第
２
号
）。

 
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
た
め
、
自
転
車
駐
車
器
具
を
自
転
車

の
駐
車
の
用
に
供
し
た
と
き
に
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
（
以
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 下
「
歩
道
等
」
と
い
う
。
）
の
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
を
以
下
の
と
お
り
確
保
す
る
こ
と
。

 
た
だ
し
、
横
断
歩
道
橋
の
下
の
歩
道
上
や
植
樹
帯
間
に
設
け
る
場
合
な
ど
、
当
該
駐
車
器
具
を
自
転
車
の
駐
車
の
用
に
供

し
た
と
き
に
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
従
前
を
下
回
ら
な
い
場
合
で
、
道
路

の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
①

 自
転

車
道
に
つ

い
て
は

、
道

路
構
造
令

（
昭
和
４

５
年
政

令
第
３
２

０
号
）
第

１
０
条

第
３
項
本

文
に
規
定

す
る
幅

員
で
あ
る
こ
と
。

 
②

 自
転
車
歩
行
者
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令
第
１
０
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

 
③

 歩
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令
第
１
１
条
第
３
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

 
 ウ
原
則
と
し
て
交
差
点
等
の
地
上
に
設
け
な
い
こ
と
（
令
第
１
１
条
の
７
第
２
項
）。

 
横
断
歩
道
橋
の
下
の
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
な
ど
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場

合
を
除
き
、
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
の
地
上
に
設
け
な
い
こ
と
。

 
 エ
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
（
令
第
１
１
条
の
７
第
２
項
）。

 
 オ
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
般
工
作
物
等
の
占
用
の
場
所
の
基
準
を
準
用
す
る
こ
と
（
令
第

１
１
条
の
７
第
２
項
）。

 
 カ
近
傍
に
視
覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
十
分
な
間
隔
を
確
保

で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

 
 （
２
）
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所

 
ア

車
道
以
外

の
道
路
の

部
分
（

分
離
帯
、

ロ
ー
タ
リ

ー
そ
の

他
こ
れ
ら

に
類
す
る

道
路
の

部
分
を
除

く
。
）

内
の
車

道
に

近
接
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
（
令
第
１
１
条
の
８
第
１
項
第
１
号
）。

 
駐

車
す
る
た

め
に
原
動

機
付
自

転
車
又
は

二
輪
自
動

車
（
以

下
「
原
動

機
付
自
転

車
等
」

と
い
う

。
）
に
乗

車
し
た

ま
ま

歩
道
等
内
を
通
行
し
て
、
歩
行
者
等
と
の
交
通
事
故
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
車
道
に
近
接
す
る
部
分
に
設
け
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
交
通
の
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
、
他
の
占
用
物
件
の
多
い
場
所
等
道
路
の
構
造
又
は
交
通

に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を
避
け
る
な
ど
、
当
該
道
路
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
等
か
ら
み
て
適
当
な

場
所
で
あ
る
こ
と
。
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 2.
5.

 
事
務
連
絡

 

2.
5.

1.
 
都

市
再

生
特

別
措

置
法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う
道

路
占

用
の

許
可

基
準

の
特

例
の

運
用

等
に

あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
事
務
連
絡
、
平
成

24
年

1
月

18
日
）

 

各
地
方
整
備
局
道
路
部
路
政
課
長
殿

 
北
海
道
開
発
局
建
設
部
建
設
行
政
課
課
長
補
佐
殿

 
沖
縄
総
合
事
務
局
開
発
建
設
部
建
設
行
政
課
長
殿

 
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総
務
部
管
理
課
長
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国
土
交
通
省
道
路
局

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室
課
長
補
佐

 
 

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
道
路
占
用
の

 
許
可
基
準
の
特
例
の
運
用
等
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

 
 

都
市
再
生

特
別
措
置

法
に
規

定
す
る
占

用
許
可
特

例
の
取

扱
い
に
つ

い
て
は

、
「
都

市
再

生
特
別
措

置
法
の
一

部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
等
に
伴
う
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
つ
い
て
」（

平
成

23
年

10
月

20
日
付
け
国
道
利
第

20
号
道

路
局
路
政
課
長
通
知
。
以
下
「
改
正
通
知
」
と
い
う
。

)及
び
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
道
路
占
用
許
可
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
平
成

23
年

10
月

20
日
付
け
国
道
利
第

22
号
道
路
局
路
政
課
長
通
知
。

以
下
「
取
扱
通
知
」
と
い
う
。

)に
よ
り
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
下
記
の
事
項
に
つ
い
て
も
留
意
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

 
 
な
お
、
管
内
道
路
管
理
者
に
参
考
送
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

 
記

 
１
．
道
路
占
用
の
許
可
基
準
の
特
例
の
運
用
に
つ
い
て

 
 

取
扱
通
知

別
紙
１
「

４
 選

定
委
員
会
の

設
置
及
び

提
案
募

集
要
領
の

策
定
」
で

定
め
る

「
特
例
道

路
占
用
区

域
で
特

定
の
者
が
占
用
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合
」
に
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
決
定
段
階
に
お
い
て
、

同
等

の
手

続
き

に
よ

り
公

平
性

の
確

保
が

さ
れ

た
上

で
事

業
主

体
が

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
が

含
ま

れ
る

も
の

で
あ

る

こ
と
。

 
 ２
．
継
続
的
に
占
用
さ
れ
て
い
る
露
店
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 
道
路
法
３
２
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
露
店
は
、
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、
土
地
に
定
着
せ
ず
、
簡
単
に

取
り
払
え
る
も
の
に
限
る
と
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
占
用
許
可
の
更
新
が
行
わ
れ
継
続
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
事
例
が

散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
施
設
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
第
７
条
第
６
号
に
規
定
す
る
食
事
施
設
に
該
当
す
る
場

合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
今
後
は
、
占
用
許
可
の
更
新
等
の
機
会
を
と
ら
え
、
同
号
に
規
定
す
る
食
事
施
設
等

と
し
て
許
可
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
、
占
用
料
の
算
定
方
式
に
差
異
が
生
ず
る
こ
と
か
ら
、
占
用
主
体
の
理
解
を
得
ら

れ
る
よ
う
、
事
前
説
明
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

 
 ３
．
都
市
景
観
の
向
上
等
の
た
め
の
物
件
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
 
次
に
掲
げ
る
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
都
市
景
観
の
向
上
等
の
た
め
に
は
道
路
区
域
に
設
置
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
し
て
無
余
地
性
の
原
則
を
充
足
す
る
場
合
が
多
く
、
占
用
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
、
占
用
特
例
の

対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
取
扱
い
を
変
更
す
る
趣
旨
で
は
な
い
の
で
、
従
来
ど
お
り
適
切
に
取
り
扱
わ

れ
た
い
。

 
(1

) 
歩
行
者
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
ベ
ン
チ
ま
た
は
そ
の
上
屋

 
(2

) 
花
壇
そ
の
他
道
路
の
緑
化
の
た
め
の
施
設

 
(3

) 
彫
像
そ
の
他
美
術
工
芸
品
で
あ
っ
て
良
好
な
景
観
の
形
成
に
寄
与
す
る
も
の
等
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 3
. 

道
路

交
通

法
関

連
 

3.
1.

 
法
律

 

3.
1.

1.
 
道
路
交
通
法

 

【
2、

77
条
抜
粋
】

 
  
第
一
章
 
総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
）

 
一
部
抜
粋

 
  
第
二
章
 
歩
行
者
の
通
行
方
法
（
第
十
条
―
第
十
五
条
）

 
  
第
三
章
 
車
両
及
び
路
面
電
車
の
交
通
方
法

 
 
 
第
一
節
 
通
則
（
第
十
六
条
―
第
二
十
一
条
）

 
 
 
第
二
節
 
速
度
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
）

 
 
 
第
三
節
 
横
断
等
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
五
条
の
二
）

 
 
 
第
四
節
 
追
越
し
等
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
二
条
）

 
 
 
第
五
節
 
踏
切
の
通
過
（
第
三
十
三
条
）

 
 
 
第
六
節
 
交
差
点
に
お
け
る
通
行
方
法
等
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
七
条
）

 
 
 
第
六
節
の
二
 
横
断
歩
行
者
等
の
保
護
の
た
め
の
通
行
方
法
（
第
三
十
八
条
・
第
三
十
八
条
の
二
）

 
 
 
第
七
節
 
緊
急
自
動
車
等
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
一
条
の
二
）

 
 
 
第
八
節
 
徐
行
及
び
一
時
停
止
（
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
）

 
 
 
第
九
節
 
停
車
及
び
駐
車
（
第
四
十
四
条
―
第
五
十
条
）

 
 
 
第
九
節
の
二
 
違
法
停
車
及
び
違
法
駐
車
に
対
す
る
措
置
（
第
五
十
条
の
二
―
第
五
十
一
条
の
十
五
）

 
 
 
第
十
節
 
灯
火
及
び
合
図
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
四
条
）

 
 
 
第
十
一
節
 
乗
車
、
積
載
及
び
牽
引
（
第
五
十
五
条
―
第
六
十
一
条
）

 
 
 
第
十
二
節
 
整
備
不
良
車
両
の
運
転
の
禁
止
等
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
三
条
の
二
）

 
 
 
第
十
三
節
 
自
転
車
の
交
通
方
法
の
特
例
（
第
六
十
三
条
の
三
―
第
六
十
三
条
の
十
）

 
  
第
四
章
 
運
転
者
及
び
使
用
者
の
義
務

 
 
 
第
一
節
 
運
転
者
の
義
務
（
第
六
十
四
条
―
第
七
十
一
条
の
六
）

 
 
 
第
二
節
 
交
通
事
故
の
場
合
の
措
置
等
（
第
七
十
二
条
―
第
七
十
三
条
）

 
 
 
第
三
節
 
使
用
者
の
義
務
（
第
七
十
四
条
―
第
七
十
五
条
の
二
の
二
）

 
 
第
四
章
の
二
 
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
け
る
自
動
車
の
交
通
方
法
等
の
特
例

 
 
 
第
一
節
 
通
則
（
第
七
十
五
条
の
二
の
三
・
第
七
十
五
条
の
三
）

 
 
 
第
二
節
 
自
動
車
の
交
通
方
法
（
第
七
十
五
条
の
四
―
第
七
十
五
条
の
九
）

 
 
 
第
三
節
 
運
転
者
の
義
務
（
第
七
十
五
条
の
十
・
第
七
十
五
条
の
十
一
）

 
  
第
五
章
 
道
路
の
使
用
等

 
 
 
第
一
節
 
道
路
に
お
け
る
禁
止
行
為
等
（
第
七
十
六
条
―
第
八
十
条
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
第
二
節
 
危
険
防
止
等
の
措
置
（
第
八
十
一
条
―
第
八
十
三
条
）

 
  
第
六
章
 
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許

 
 
 
第
一
節
 
通
則
（
第
八
十
四
条
―
第
八
十
七
条
）

 
 
 
第
二
節
 
免
許
の
申
請
等
（
第
八
十
八
条
―
第
九
十
一
条
）

 
 
 
第
三
節
 
免
許
証
等
（
第
九
十
二
条
―
第
九
十
五
条
）
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第
四
節
 
運
転
免
許
試
験
（
第
九
十
六
条
―
第
九
十
七
条
の
三
）

 
 
 
第
四
節
の
二
 
自
動
車
教
習
所
（
第
九
十
八
条
―
第
百
条
）

 
 
 
第
四
節
の
三
 
再
試
験
（
第
百
条
の
二
・
第
百
条
の
三
）

 
 
 
第
五
節
 
免
許
証
の
更
新
等
（
第
百
一
条
―
第
百
二
条
の
二
）

 
 
 
第
六
節
 
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
（
第
百
三
条
―
第
百
七
条
）

 
 

 
第

七
節

 
国

際
運

転
免

許
証

及
び

外
国

運
転

免
許

証
並

び
に

国
外

運
転

免
許

証
（

第
百

七
条

の
二

―
第

百
七

条
の

十
）

 
 
 
第
八
節
 
免
許
関
係
事
務
の
委
託
（
第
百
八
条
）

 
 
第
六
章
の
二
 
講
習
（
第
百
八
条
の
二
―
第
百
八
条
の
十
二
）

 
 
第
六
章
の
三
 
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
（
第
百
八
条
の
十
三
―
第
百
八
条
の
二
十
五
）

 
 
第
六
章
の
四
 
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め
の
民
間
の
組
織
活
動
等
の
促
進
（
第
百
八
条
の
二
十
六
―
第
百
八

条
の
三
十
二
の
二
）

 
  
第
七
章
 
雑
則
（
第
百
八
条
の
三
十
三
―
第
百
十
四
条
の
七
）

 
  
第
八
章
 
罰
則
（
第
百
十
五
条
―
第
百
二
十
四
条
）

 
  
第
九
章
 
反
則
行
為
に
関
す
る
処
理
手
続
の
特
例

 
 
 
第
一
節
 
通
則
（
第
百
二
十
五
条
）

 
 
 
第
二
節
 
告
知
及
び
通
告
（
第
百
二
十
六
条
・
第
百
二
十
七
条
）

 
 
 
第
三
節
 
反
則
金
の
納
付
及
び
仮
納
付
（
第
百
二
十
八
条
―
第
百
二
十
九
条
の
二
）

 
 
 
第
四
節
 
反
則
者
に
係
る
刑
事
事
件
等
（
第
百
三
十
条
・
第
百
三
十
条
の
二
）

 
 
 
第
五
節
 
雑
則
（
第
百
三
十
一
条
・
第
百
三
十
二
条
）

 
  
附
則
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 （
定
義
）

 
第

二
条

  
こ
の
法

律
に
お

い
て

、
次
の
各

号
に
掲
げ

る
用
語

の
意
義
は

、
そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号
に
定

め
る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
一

  
道
路
 
道
路
法

 （
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
道
路
、
道
路
運
送
法

 （
昭

和
二
十
六
年

法
律
第
百

八
十
三

号
）
第
二

条
第
八
項

 に
規
定

す
る
自
動

車
道
及
び

一
般
交

通
の
用
に

供
す
る
そ

の
他
の

場
所
を
い
う
。

 
二

  
歩

道
 
歩
行

者
の
通

行
の

用
に
供
す

る
た
め
縁

石
線
又

は
さ
く
そ

の
他
こ
れ

に
類
す

る
工
作
物

に
よ
つ
て

区
画
さ

れ
た
道
路
の
部
分
を
い
う
。

 
三

  
車

道
 
車
両

の
通
行

の
用

に
供
す
る

た
め
縁
石

線
若
し

く
は
さ
く

そ
の
他
こ

れ
に
類

す
る
工
作

物
又
は
道

路
標
示

に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た
道
路
の
部
分
を
い
う
。

 
三
の
二

  
本
線
車
道
 
高
速
自
動
車
国
道
（
高
速
自
動
車
国
道
法

 （
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一

項
 に

規
定
す
る
道

路
を
い
う
。

以
下
同
じ

。
）
又

は
自
動
車
専

用
道
路
（

道
路
法
第

四
十
八

条
の
四

 に
規
定

す
る
自

動

車
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
本
線
車
線
に
よ
り
構
成
す
る
車
道
を
い
う
。

 
三

の
三

  
自
転
車

道
 
自

転
車

の
通
行
の

用
に
供
す

る
た
め

縁
石
線
又

は
さ
く
そ

の
他
こ

れ
に
類
す

る
工
作
物

に
よ
つ

て
区
画
さ
れ
た
車
道
の
部
分
を
い
う
。

 
三

の
四

  
路
側
帯

 
歩
行

者
の

通
行
の
用

に
供
し
、

又
は
車

道
の
効
用

を
保
つ
た

め
、
歩

道
の
設
け

ら
れ
て
い

な
い
道

路
又
は
道
路
の
歩
道
の
設
け
ら
れ
て
い
な
い
側
の
路
端
寄
り
に
設
け
ら
れ
た
帯
状
の
道
路
の
部
分
で
、
道
路
標
示
に
よ
つ

て
区
画
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

 
四

  
横
断
歩
道
 
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示
（
以
下
「
道
路
標
識
等
」
と
い
う
。）

に
よ
り
歩
行
者
の
横
断
の
用
に
供
す

る
た
め
の
場
所
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

 
四

の
二

  
自
転
車

横
断
帯

 
道

路
標
識
等

に
よ
り
自

転
車
の

横
断
の
用

に
供
す
る

た
め
の

場
所
で
あ

る
こ
と
が

示
さ
れ

て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

 
五

  
交

差
点
 
十

字
路
、

丁
字

路
そ
の
他

二
以
上
の

道
路
が

交
わ
る
場

合
に
お
け

る
当
該

二
以
上
の

道
路
（
歩

道
と
車

道
の
区
別
の
あ
る
道
路
に
お
い
て
は
、
車
道
）
の
交
わ
る
部
分
を
い
う
。

 
六

  
安

全
地
帯
 

路
面
電

車
に

乗
降
す
る

者
若
し
く

は
横
断

し
て
い
る

歩
行
者
の

安
全
を

図
る
た
め

道
路
に
設

け
ら
れ

た
島

状
の

施
設

又
は

道
路

標
識

及
び
道

路
標

示
に

よ
り

安
全

地
帯

で
あ

る
こ

と
が
示

さ
れ

て
い

る
道

路
の

部
分

を
い

う
。
 

七
  

車
両
通
行
帯

 
車
両

が
道

路
の
定
め

ら
れ
た
部

分
を
通

行
す
べ
き

こ
と
が
道

路
標
示

に
よ
り
示

さ
れ
て
い

る
場
合

に
お
け
る
当
該
道
路
標
示
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

 
八

  
車
両
 
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
車
両
及
び
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
い
う
。

 
九

  
自

動
車
 
原

動
機
を

用
い

、
か
つ
、

レ
ー
ル
又

は
架
線

に
よ
ら
な

い
で
運
転

す
る
車

で
あ
つ
て

、
原
動
機

付
自
転

車
、
自
転
車
及
び
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
並
び
に
歩
行
補
助
車
そ
の
他
の
小
型
の
車
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
歩

行
補
助
車
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。

 
十

  
原

動
機
付
自

転
車
 

内
閣

府
令
で
定

め
る
大
き

さ
以
下

の
総
排
気

量
又
は
定

格
出
力

を
有
す
る

原
動
機
を

用
い
、

か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
で
あ
つ
て
、
自
転
車
、
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
及
び
歩
行
補
助

車
等
以
外
の
も
の
を
い
う
。

 
十

一
  

軽
車
両
 

自
転
車

、
荷

車
そ
の
他

人
若
し
く

は
動
物

の
力
に
よ

り
、
又
は

他
の
車

両
に
牽
引

さ
れ
、
か

つ
、
レ

ー
ル
に
よ
ら

な
い
で
運

転
す
る

車
（
そ
り

及
び
牛
馬

を
含
む

。
）
で

あ
つ
て
、

身
体
障

害
者

用
の
車
い

す
、
歩
行

補
助
車

等
及
び
小
児
用
の
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。

 
十

一
の
二

  
自
転

車
 
ペ

ダ
ル

又
は
ハ
ン

ド
・
ク
ラ

ン
ク
を

用
い
、
か

つ
、
人
の

力
に
よ

り
運
転
す

る
二
輪
以

上
の
車

（
レ
ー
ル
に

よ
り
運
転

す
る
車

を
除
く

。
）
で
あ

つ
て
、

身
体

障
害
者
用

の
車
い
す

、
歩
行

補
助
車
等

及
び
小
児

用
の
車

以
外
の
も
の
（
人
の
力
を
補
う
た
め
原
動
機
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を

含
む
。）

を
い
う
。

 
十

一
の
三

  
身
体

障
害
者

用
の

車
い
す
 

身
体
の
障

害
に
よ

り
歩
行
が

困
難
な
者

の
移
動

の
用
に
供

す
る
た
め

の
車
い
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0 

 す
（
原
動
機
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）

を
い
う
。

 
十
二

  
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
 
架
線
か
ら
供
給
さ
れ
る
電
力
に
よ
り
、
か
つ
、
レ
ー
ル
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
を
い
う
。

 
十
三

  
路
面
電
車
 
レ
ー
ル
に
よ
り
運
転
す
る
車
を
い
う
。

 
十

四
  

信
号
機
 

電
気
に

よ
り

操
作
さ
れ

、
か
つ
、

道
路
の

交
通
に
関

し
、
灯
火

に
よ
り

交
通
整
理

等
の
た
め

の
信
号

を
表
示
す
る
装
置
を
い
う
。

 
十
五

  
道
路
標
識
 
道
路
の
交
通
に
関
し
、
規
制
又
は
指
示
を
表
示
す
る
標
示
板
を
い
う
。

 
十

六
  

道
路
標
示

 
道
路

の
交

通
に
関
し

、
規
制
又

は
指
示

を
表
示
す

る
標
示
で

、
路
面

に
描
か
れ

た
道
路
鋲

、
ペ
イ

ン
ト
、
石
等
に
よ
る
線
、
記
号
又
は
文
字
を
い
う
。

 
十
七

  
運
転
 
道
路
に
お
い
て
、
車
両
又
は
路
面
電
車
（
以
下
「
車
両
等
」
と
い
う
。）

を
そ
の
本
来
の
用
い
方
に
従
つ

て
用
い
る
こ
と
を
い
う
。

 
十

八
  

駐
車
 
車

両
等
が

客
待

ち
、
荷
待

ち
、
貨
物

の
積
卸

し
、
故
障

そ
の
他
の

理
由
に

よ
り
継
続

的
に
停
止

す
る
こ

と
（
貨
物
の
積
卸
し
の
た
め
の
停
止
で
五
分
を
超
え
な
い
時
間
内
の
も
の
及
び
人
の
乗
降
の
た
め
の
停
止
を
除
く
。）
、
又

は
車
両
等
が

停
止
し
、

か
つ
、

当
該
車
両

等
の
運
転

を
す
る

者
（
以
下

「
運
転
者

」
と
い

う
。
）

が
そ
の
車

両
等
を

離
れ

て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。

 
十
九

  
停
車
 
車
両
等
が
停
止
す
る
こ
と
で
駐
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。

 
二
十

  
徐
行
 
車
両
等
が
直
ち
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
速
度
で
進
行
す
る
こ
と
を
い
う
。

 
二

十
一

  
追
越
し

 
車
両

が
他

の
車
両
等

に
追
い
付

い
た
場

合
に
お
い

て
、
そ
の

進
路
を

変
え
て
そ

の
追
い
付

い
た
車

両
等
の
側
方
を
通
過
し
、
か
つ
、
当
該
車
両
等
の
前
方
に
出
る
こ
と
を
い
う
。

 
二

十
二

  
進
行
妨

害
 
車

両
等

が
、
進
行

を
継
続
し

、
又
は

始
め
た
場

合
に
お
い

て
は
危

険
を
防
止

す
る
た
め

他
の
車

両
等
が
そ
の
速
度
又
は
方
向
を
急
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
進
行
を
継

続
し
、
又
は
始
め
る
こ
と
を
い
う
。

 
二

十
三

  
交
通
公

害
 
道

路
の

交
通
に
起

因
し
て
生

ず
る
大

気
の
汚
染

、
騒
音
及

び
振
動

の
う
ち
内

閣
府
令
・

環
境
省

令
で
定
め
る
も
の
に
よ
つ
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。

 
２

  
道

路
法
第
四

十
五
条
第
一

項
 の

規
定
に
よ

り
設
置
さ
れ

た
区
画
線

は
、
こ
の

法
律
の

規
定
の
適

用
に
つ
い

て
は

、

内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
標
示
と
み
な
す
。

 
３

  
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
、
歩
行
者
と
す
る
。

 
一

  
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
、
歩
行
補
助
車
等
又
は
小
児
用
の
車
を
通
行
さ
せ
て
い
る
者

 
二

  
次

条
の
大
型

自
動
二

輪
車

若
し
く
は

普
通
自
動

二
輪
車

、
二
輪
の

原
動
機
付

自
転
車

又
は
二
輪

若
し
く
は

三
輪
の

自
転
車
（
こ

れ
ら
の
車

両
で
側

車
付
き
の

も
の
及
び

他
の
車

両
を
牽
引

し
て
い
る

も
の
を

除
く
。
）
を
押
し

て
歩
い

て
い

る
者
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1 

 （
道
路
の
使
用
の
許
可
）

 
第

七
十
七
条

  
次

の
各
号

の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る

者
は
、

そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号

に
掲
げ

る
行
為
に

つ
い
て
当

該
行
為

に
係
る
場
所

を
管
轄
す

る
警
察

署
長
（
以

下
こ
の
節

に
お
い

て
「
所
轄

警
察
署
長

」
と
い

う
。
）

の
許
可
（

当
該
行

為
に

係
る
場
所
が
同
一
の
公
安
委
員
会
の
管
理
に
属
す
る
二
以
上
の
警
察
署
長
の
管
轄
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の

所
轄
警
察
署
長
の
許
可
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一

  
道
路
に
お
い
て
工
事
若
し
く
は
作
業
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
工
事
若
し
く
は
作
業
の
請
負
人

 
二

  
道
路
に
石
碑
、
銅
像
、
広
告
板
、
ア
ー
チ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
を
設
け
よ
う
と
す
る
者

 
三

  
場
所
を
移
動
し
な
い
で
、
道
路
に
露
店
、
屋
台
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
店
を
出
そ
う
と
す
る
者

 
四

  
前

各
号
に
掲

げ
る
も

の
の

ほ
か
、
道

路
に
お
い

て
祭
礼

行
事
を
し

、
又
は
ロ

ケ
ー
シ

ヨ
ン
を
す

る
等
一
般

交
通
に

著
し

い
影

響
を

及
ぼ

す
よ

う
な

通
行

の
形

態
若

し
く

は
方

法
に

よ
り

道
路

を
使

用
す

る
行

為
又

は
道

路
に

人
が

集
ま

り

一
般
交
通
に

著
し
い
影

響
を
及

ぼ
す
よ
う

な
行
為
で

、
公
安

委
員
会
が

、
そ
の
土

地
の
道

路
又
は
交

通
の
状
況

に
よ
り

、

道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
必
要
と
認
め
て
定
め
た
も
の
を
し
よ
う
と
す

る
者

 
２

  
前

項
の
許
可

の
申
請

が
あ

つ
た
場
合

に
お
い
て

、
当
該

申
請
に
係

る
行
為
が

次
の
各

号
の
い
ず

れ
か
に
該

当
す
る

と
き
は
、
所
轄
警
察
署
長
は
、
許
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一

  
当
該
申
請
に
係
る
行
為
が
現
に
交
通
の
妨
害
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
二

  
当

該
申
請
に

係
る
行

為
が

許
可
に
付

さ
れ
た
条

件
に
従

つ
て
行
な

わ
れ
る
こ

と
に
よ

り
交
通
の

妨
害
と
な

る
お
そ

れ
が
な
く
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
三

  
当

該
申
請
に

係
る
行

為
が

現
に
交
通

の
妨
害
と

な
る
お

そ
れ
は
あ

る
が
公
益

上
又
は

社
会
の
慣

習
上
や
む

を
得
な

い
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
３

  
第

一
項
の
規

定
に
よ

る
許

可
を
す
る

場
合
に
お

い
て
、

必
要
が
あ

る
と
認
め

る
と
き

は
、
所
轄

警
察
署
長

は
、
当

該
許
可
に
係
る
行
為
が
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
許
可
に
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他

交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
４

  
所

轄
警
察
署

長
は
、

道
路

に
お
け
る

危
険
を
防

止
し
、

そ
の
他
交

通
の
安
全

と
円
滑

を
図
る
た

め
特
別
の

必
要
が

生
じ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
し
、
又
は
新
た
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
５

  
所
轄
警
察
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
、

又
は
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
特
別
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
許
可
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
６

  
所

轄
警
察
署

長
は
、

第
三

項
又
は
第

四
項
の
規

定
に
よ

る
条
件
に

違
反
し
た

者
に
つ

い
て
前
項

の
規
定
に

よ
る
処

分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
に
係
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
弁
明
を
な
す
べ
き
日
時
、
場
所
及
び
当
該

処
分
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
通
知
し
て
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
７

  
第

一
項
の
規

定
に
よ

る
許

可
を
受
け

た
者
は
、

当
該
許

可
の
期
間

が
満
了
し

た
と
き

、
又
は
第

五
項
の
規

定
に
よ

り
当
該
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
当
該
工
作
物
の
除
去
そ
の
他
道
路
を
原
状
に
回
復
す
る
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
 
 
（
罰
則
 
第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
の
四
、
第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
つ

い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
三
号
、
第
百
二
十
三
条
、
第
七
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
三
号
、
第
百

二
十
三
条
）
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10
2 

 3.
2.

 
政
令

 

関
連
政
令
な
し

 
 3.

3.
 

省
令

 

関
連
省
令
な
し

 
 

 

10
3 

 3.
4.

 
通
達

 

3.
4.

1.
 
（
改
正
関
連
）
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法

律
の

一
部

の
施

行
に

伴
う

関
係

政
令

の
整

備
等

に
関

す
る

政
令

の
施

行
に

伴
う

交
通

警
察

の
対

応
に

つ
い

て
（
平
成

23
年

10
月

20
日
、
警
察
庁
丙
規
発
第

24
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
 都

市
再

生
特

別
措

置
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

及
び

都
市

再
生

特
別

措
置

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

一
部

の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
交
通
警
察
の
対
応
に
つ
い
て
（
通
達
）

 
 
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

23
年
法
律
第

24
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）

は
、

平
成

23
年
４
月

27
日
に
公
布
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
平
成

23
年

10
月

20
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。ま

た
、

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成

23
年
政
令
第

32
1
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成

23
年

10
月

19
日
に
公
布
さ
れ
、
平
成

23
年

10
月

20
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
次
の
改
正
は
、
官
民
の
連
携
を
通
じ
て
、
都
市
の
国
際
競
争
力
及
び
魅
力
を
高

め
、
都
市
の
再
生
を
図
る
た
め
、
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
制
度
の
創
設
、
都
市
の
再
生
に
貢
献
す
る
工
作
物
に
係

る
道
路
占
用
許
可
基
準
の
特
例
制
度
の
創
設
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。
改
正
法
及
び
改
正
令
の
内
容
の

う
ち
交
通
警
察
に
関
す
る
部
分
及
び
そ
れ
に
伴
う
交
通
警
察
の
対
応
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
そ
の
対
応
に
遺
憾

の
な
い
よ
う

に
さ
れ
た

い
。
な

お
、
こ
の

通
達
に
お

い
て

、
「

法
」
と
は

改
正
法
に

よ
る
改

正
後
の
都

市
再
生
特

別
措
置

法
（
平
成

14
年
法
律
第

22
号
）
を
、
「
特
措
法
施
行
令
」
と
は
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行

令
（
平
成

14
年
政
令
第

19
0
号
）
を
、
「
道
路
法
施
行
令
」
と
は
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
法
施
行
令
（
昭
和

27
年
政
令
第

47
9
号
）
を
い
う
も
の
と
す
る
。

 
 
な
お
、
本
通
達
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
と
協
議
済
み
で
あ
る
。

 
 

記
  

１
 特

定
都

市
再
生

緊
急
整
備
地

域
内
の
都

市
再
生
特

別
地
区

内
に
お
け

る
道
路
の

上
空
を

利
用
し
た

建
築
物
の

建
築
等

に
つ
い
て
（
法
第

36
条
の
２
か
ら
第

36
条
の
５
ま
で
及
び
道
路
法
施
行
令
第
７
条
関
係

) 
 (1

)  
改
正
の
内
容

 
ア
 

 法
の
改
正
の
内
容

 
 

都
市
再
生

特
別
地
区

に
関
す

る
都
市
計

画
に
、
特

定
都
市

再
生
緊
急

整
備
地
域

（
都
市

再
生
緊
急

整
備
地
域

の
う
ち

、

都
市

開
発

事
業

等
の

円
滑

か
つ

迅
速

な
施

行
を

通
じ

て
緊

急
か

つ
重

点
的

に
市

街
地

の
整

備
を

推
進

す
る

こ
と

が
都

市

の
国
際
競
争

力
の
強
化

を
図
る

上
で
特
に

有
効
な
地

域
と
し

て
政
令
で

定
め
る
地

域
を
い

う
。
）

内
に
お
い

て
道
路

の
上

空
又
は
路
面
下
に
お
い
て
建
築
物
等
の
建
築
又
は
建
設
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
道
路

の
区
域
の
う

ち
、
建
築

物
等
の

敷
地
と
し

て
併
せ
て

利
用
す

べ
き
区
域

（
以
下
「

重
複
利

用
区
域
」

と
い
う

。
）
を

定
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
重
複
利
用
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
等
の
建
築
又
は
建
設

の
限
界
で
あ

っ
て
空
間

又
は
地

下
に
つ
い

て
上
下
の

範
囲
を

定
め
る
も

の
（
以
下

「
建
築

限
界
」
と

い
う
。
）
を
も

定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

 
イ
 
道
路
法
施
行
令
の
改
正
の
内
容

 
 
道
路
占
用
許
可
の
対
象
と
な
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
と
し
て
、
重
複
利
用
区
域
内
の
道
路
の
上
空
に
設
け
る
事
務

所
、
店
舗
、
倉
庫
、
住
宅
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
及
び
自
動
車
駐
車
場
が
追
加
さ
れ
た
。

 
 (2

) 
対
応
方
針

 
 
建
築
限
界
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
計
画
決
定
権
者
は
、
当
該
建
築
限
界
に
係
る
重
複
利
用
区
域
を
管
轄
す
る
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10
4 

 都
道
府
県
公

安
委
員
会

と
調
整

す
る
こ
と

と
な
る
が

（
「

都
市

再
生
特
別

措
置
法
の

一
部
を

改
正
す
る

法
律
の
施

行
に
つ

い
て
（
技
術
的
助
言
）
」（

平
成

23
年

10
月

20
日
付
け
国
都
ま
ち
第

48
号
、
国
都
計
第

66
号
、
国
道
政
第

57
号
、

国
住
街
第

14
7
号
）（

別
添
１
）
）
、
そ
の
場
合
に
は
、
道
路
の
上
空
利
用
に
よ
る
視
認
性
の
低
下
に
よ
っ
て
生
ず
る
道
路

交
通
の
安
全
と
円
滑
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
、
当
該
重
複
利
用
区
域
に
お
け
る
渋
滞
や
交
通
事
故
の
発
生
状
況
、
走
行
す

る
自
動
車
等
の
種
類
の
混
成
率
そ
の
他
の
交
通
実
態
、
信
号
機
及
び
道
路
標
識
等
の
性
能
等
を
勘
案
し
、
必
要
な
意
見
を

申
し
入
れ
る
こ
と
。

 
 
特
に
、
当
該
区
域
に
お
け
る
交
通
を
制
限
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
か
、
信
号
機
及
び
道
路
標
識
等
の
視
認
性
を
低
下
さ

せ
る
こ
と
と
な
ら
な
い
か
と
い
っ
た
観
点
に
つ
い
て
も
、
十
分
検
討
す
る
こ
と
。

 
  ２
 
道
路
占
用
許
可
基
準
の
特
例
（
法
第

46
条
及
び
法
第

62
条
関
係
）

 
 (1

) 
改
正
の
内
容

 
ア
 
法
の
改
正
の
内
容

 
(ア

) 
 
都
市
再
生
整
備
計
画
へ
の
記
載
事
項
の
追
加

(法
第

46
条
関
係

) 
 
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
道
路
法
（
昭
和

27
年
法
律
第

18
0
号
）
第

32
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
４
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
、
工
作
物
又
は
物
件

(以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。

)の
う
ち
、
都

市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
設
置

（
道

路
交

通
環

境
の

維
持

及
び

向
上

を
図

る
た

め
の

清
掃

そ
の

他
の

措
置

で
あ

っ
て

当
該

施
設

等
の

設
置

に
伴

い
必

要

と
な
る
も
の
が
併
せ
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）

で
あ
っ
て
、
同
法
第

32
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
許
可
に
係
る
も

の
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
市
町
村
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
当
該
設
置

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
道
路
管
理
者
及
び
都
道
府
県
公

安
委
員
会
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

 
(イ

) 
 
道
路
占
用
許
可
基
準
の
特
例

(法
第

62
条
関
係

) 
 
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
の
道
路
管
理
者
は
、
道
路
法
第

33
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
再
生
整

備
計
画
の
計
画
期
間
内
に
限
り
、
施
設
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
で
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第

32
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
無

余
地
性
の
基
準
の
適
用
の
除
外
）
。

 
ａ
 

 道
路
管
理
者
が
施
設
等
の
種
類
ご
と
に
指
定
し
た
道
路
の
区
域
（
以
下
「
特
例
道
路
占
用
区
域
」
と
い
う
。）

内

に
設
け
ら
れ
る
施
設
等
（
当
該
指
定
に
係
る
種
類
の
も
の
に
限
る
。）

の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ｂ
 
道
路
法
第

33
条
第
１
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ｃ

 
そ

の
他

安
全

か
つ

円
滑

な
交

通
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る
基

準
に

適
合

す
る

も

の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
道
路
管
理
者
は
、
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
及
び
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
特
例
道
路
占

用
区
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

 
イ
 
特
措
法
施
行
令
の
改
正
の
内
容

 
 
ア

(ア
)の

政
令
で
定
め
る
施
設
等
と
し
て
、

 
(ア

) 
広
告
塔
又
は
看
板
で
良
好
な
景
観
の
形
成
又
は
風
致
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の

 
(イ

) 
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
の

（
以
下
「
食
事
施
設
等
」
と
い
う
。）

 
(ウ

) 
道
路
法
施
行
令
第

11
条
の
９
第
１
項
に
規
定
す
る
自
転
車
駐
車
器
具
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る

も
の
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
ア

(イ
)ｃ

の
基
準
と
し
て
、
広
告
塔
等
に
つ
い
て
は
、

 
・
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
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 交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
広
告
塔
等
の
工
作
物
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
第

10
条
第
３
項
本
文
、
第

10
条
の
２
第
２
項
又
は
第

11
条
第

３
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と

 
・
広
告
塔
又
は
看
板
の
表
示
部
分
を
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和

35
年
法
律
第

10
5
号
）
第
２
条
第
１
項
第
８
号
に
規

定
す
る
車
両
を
い
う
。）

の
運
転
者
か
ら
見
え
に
く
く
す
る
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と

 
と
さ
れ
た
。

 
 (2

) 
対
応
方
針

 
 
法
、
特
措
法
施
行
令
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
又
は
警
察
署
長
へ
の
協
議
等
に
つ
い
て
の
留
意
事

項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
協
議
を
受
け
た
場
合
等
に
は
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
さ
れ
た
い
。

 
ア

 
 市

町
村
が

都
市
再

生
整
備

計
画
へ
占

用
許
可
の

特
例
に

関
す
る
記

載
を
行
う

際
の
都

道
府
県
公

安
委
員
会

へ
の
協

議
（
法
第

46
条
関
係
）
市
町
村
か
ら
都
市
再
生
整
備
計
画
へ
の
占
用
許
可
の
特
例
に
関
す
る
記
載
を
行
う
際
の
協
議
を

受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
施
設
等
の
設
置
が
交
通
に
与
え
る
影
響
等
を
勘
案
し
、
交
通
管
理
者
と
し
て
必
要
な
意
見
を
申

し
入
れ
た
上
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
支
障
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
同
意
を
す
る
こ
と
。

 
イ
 

 道
路
管
理
者
が
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
際
の
警
察
署
長
へ
の
協
議
等
（
法
第

62
条
関
係
）
道
路
管
理
者

か
ら
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
す
る
際
の
協
議
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
区
域
内
に
お
け
る
交
通
流
等
の
交
通
実
態

を
勘
案
し
、

当
該
区
域

内
に
お

け
る
施
設

等
の
設
置

が
交
通

の
安
全
と

円
滑
に
及

ぼ
す
影

響
等
に
つ

い
て
検
討

し
た
上

、

必
要
な
意
見

を
申
し
入

れ
る
こ

と
。
ま
た

、
「
都

市
再
生

特
別

措
置
法
の

一
部
を
改

正
す
る

法
律
の
施

行
に
伴
う

道
路
占

用
許
可
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成

23
年

10
月

20
日
付
け
国
道
利
第

22
号
）
（
別
添
２
）
に
よ
り
、
道
路
管
理
者

は
、
特
例
道
路
占
用
区
域
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
特
例
道
路
占
用
区
域
に
係
る
占
用
主
体
の
選
定
の
た
め
の

委
員
会
（
以

下
「
選
定

委
員
会

」
と
い
う

。
）
を

設
置
す

る
こ

と
と
さ
れ

て
お
り
、

選
定
委

員
会
は
道

路
管
理
者

、
都
道

府
県
公
安
委
員
会
等
で
構
成
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
選
定
委
員
会
に
お
い
て
は
、
提
案
募
集
要
領
の
案

の
検
討
及
び
提
案
募
集
に
対
す
る
応
募
に
つ
い
て
の
審
議
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
占
用
主
体
の
選
定
等
の
段
階
に

お
い
て
交
通
に
及
ぼ
す
影
響
等
を
審
議
し
得
る
こ
と
は
、
交
通
管
理
上
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
当
該
占
用
主

体
の
道
路
占
用
が
道
路
交
通
法
第

77
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ
た
道
路
の
使
用
の
許
可
（
以
下
「
道
路
使
用
許
可
」
と
い

う
。
）
の

適
用
を
受

け
る
も

の
で

あ
る
場
合

に
は
、
道

路
使
用

許
可
の
申

請
前
に
応

募
に
つ

い
て
の
審

議
に
参
加

す
る
こ

と
は
道
路
使
用
許
可
手
続
の
効
率
化
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
選
定
委
員
会
に
お
い
て
積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
。 

ウ
 

 道
路
管
理

者
が
特

例
道
路

占
用
区
域

に
お
い
て

占
用
許

可
基
準
の

特
例
を
適

用
し
て

占
用
許
可

を
与
え
る

場
合
で

あ
っ
て
も
、
当
該
占
用
許
可
に
係
る
占
用
が
道
路
使
用
許
可
を
規
定
し
た
道
路
交
通
法
第

77
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
道
路
法
第

32
条
第
５
項
に
規
定
さ
れ
た
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
へ
の
協

議
は
従
来
ど
お
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。
な
お
、
改
正
法
の

施
行
に
伴
い
、
今
後
、
広
告
塔
、
食
事
施
設
、
自
転
車
駐
車
器
具
で
自
転
車
を
貸
与
す
る
事
業
者
の
用
に
供
す
る
も
の
等

に
係
る
占
用
許
可
に
つ
い
て
、
一
定
要
件
の
下
、
無
余
地
性
の
基
準
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
の
設
置

場
所
、
構

造
等
に

つ
い
て
は

「
占
用
特

例
を
適

用
す
る
際

の
占
用
許

可
基
準

等
に
つ
い

て
」
（

別
添
２

の
別

紙
２
）
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
内
容
を
十
分
把
握
し
た
上
で
道
路
管
理
者
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
。

 
  ３

 食
事
施
設
等
の
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
へ
の
追
加
等
（
道
路
法
施
行
令
第
７
条
及
び
第

11
条
の
７
関
係
）

 
 (1

) 
改
正
の
内
容

 
 
従
前
は
、
道
路
法
第

33
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地

に
限
っ
て
設
置
が
認
め
ら
れ
て
き
た
食
事
施
設
等
に
つ
き
、
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
の
区

域
に
お
い
て
も
占
用
許
可
の
対
象
と
さ
れ
た
。
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ま
た
、
食
事
施
設
等
の
占
用
の
場
所
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ

た
。

 
ア
 
食
事
施
設
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
に
あ
る
こ
と

 
イ
 
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又

は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
食
事
施
設
等
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
（
昭
和

45
年
政
令
第

32
0
号
）
第

10
条
第
３
項
本
文
、
第

10
条
の
２
第
２
項
又
は
第

11
条
第
３
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と

 
 (2

) 
対
応
方
針

 
ア
 
改
正
に
よ
り
道
路
占
用
許
可
対
象
物
件
へ
追
加
さ
れ
た
食
事
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
占
用
許
可
基
準
の
特
例
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
許
可
申
請
は
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
道
路
管
理
者
は
「
都
市
再
生

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
等
に
伴
う
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
つ
い
て
」

（
平
成

23
年

10
月

20
日
付
け
国
道
利
第

20
号
）（

別
添
３
）
の
別
紙
「
食
事
施
設
等
の
占
用
許
可
基
準
等
に
つ
い
て
」

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
内
容
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
、
道
路
管
理
者
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
。

 
イ
 
道
路
使
用
許
可
に
関
す
る
従
来
の
許
可
の
判
断
基
準
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
度
の
改
正
が
想
定
し
て

い
る
食
事
施
設
等
の
占
用
は
従
来
と
比
較
し
て
長
期
間
の
占
用
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当

該
食
事
施
設
等
に
係
る
道
路
使
用
許
可
を
与
え
る
際
に
は
、
当
該
食
事
施
設
等
の
設
置
が
直
接
的
に
交
通
の
妨
害
と
な
る

お
そ
れ
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
継
続
的
な
営
業
に
伴
い
、
利
用
者
等
に
よ
る
慢
性
的
な
混
雑
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
場
合
等
に
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
確
保
す
る
た
め
の
自
主
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
の
必
要
な
条
件

を
確
実
に
付
す
こ
と
。
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. 

河
川

法
関

連
 

4.
1.

 
法
律

 

4.
1.

1.
 
河
川
法

 

【
6、

9～
11

条
抜
粋
】

 
  
第
一
章
 
総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

 
一
部
抜
粋

 
  
第
二
章
 
河
川
の
管
理

 
 
 
第
一
節
 
通
則
（
第
九
条
―
第
十
五
条
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
第
二
節
 
河
川
工
事
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十
二
条
の
二
）

 
 
 
第
三
節
 
河
川
の
使
用
及
び
河
川
に
関
す
る
規
制

 
 
 
 
第
一
款
 
通
則
（
第
二
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

 
 
 
 
第
二
款
 
水
利
調
整
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
三
条
）

 
 
 
 
第
三
款
 
ダ
ム
に
関
す
る
特
則
（
第
四
十
四
条
―
第
五
十
一
条
）

 
 
 
 
第
四
款
 
緊
急
時
の
措
置
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
三
条
の
二
）

 
 
 
第
四
節
 
河
川
保
全
区
域
（
第
五
十
四
条
・
第
五
十
五
条
）

 
 
 
第
五
節
 
河
川
予
定
地
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
）

 
 
第
二
章
の
二
 
河
川
立
体
区
域
（
第
五
十
八
条
の
二
―
第
五
十
八
条
の
七
）

 
  
第
三
章
 
河
川
に
関
す
る
費
用
（
第
五
十
九
条
―
第
七
十
四
条
）

 
  
第
四
章
 
監
督
（
第
七
十
五
条
―
第
七
十
九
条
の
二
）

 
  
第
五
章
 
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
調
査
審
議
等
及
び
都
道
府
県
河
川
審
議
会
（
第
八
十
条
―
第
八
十
六
条
）

 
  
第
六
章
 
雑
則
（
第
八
十
七
条
―
第
百
一
条
）

 
  
第
七
章
 
罰
則
（
第
百
二
条
―
第
百
九
条
）

 
  
附
則
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 （
河
川
区
域
）

 
第
六
条

  
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
河
川
区
域
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。

 
一

  
河

川
の
流
水

が
継
続

し
て

存
す
る
土

地
及
び
地

形
、
草

木
の
生
茂

の
状
況
そ

の
他
そ

の
状
況
が

河
川
の
流

水
が
継

続
し
て
存
す
る
土
地
に
類
す
る
状
況
を
呈
し
て
い
る
土
地
（
河
岸
の
土
地
を
含
み
、
洪
水
そ
の
他
異
常
な
天
然
現
象
に
よ

り
一
時
的
に
当
該
状
況
を
呈
し
て
い
る
土
地
を
除
く
。）

の
区
域

 
二

  
河
川
管
理
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域

 
三

  
堤

外
の
土
地

（
政
令

で
定

め
る
こ
れ

に
類
す
る

土
地
及

び
政
令
で

定
め
る
遊

水
地
を

含
む
。
第

三
項
に
お

い
て
同

じ
。
）
の

区
域
の
う

ち
、
第

一
号

に
掲
げ
る

区
域
と
一

体
と
し

て
管
理
を

行
う
必
要

が
あ
る

も
の
と
し

て
河
川
管

理
者
が

指
定
し
た
区
域

 
２

  
河

川
管
理
者

は
、
そ

の
管

理
す
る
河

川
管
理
施

設
で
あ

る
堤
防
の

う
ち
、
そ

の
敷
地

で
あ
る
土

地
の
区
域

内
の
大

部
分

の
土

地
が

通
常

の
利

用
に

供
さ

れ
て

も
計

画
高

水
流

量
を

超
え

る
流

量
の

洪
水

の
作

用
に

対
し

て
耐

え
る

こ
と

が

で
き
る
規
格

構
造
を
有

す
る
堤

防
（
以
下

「
高
規
格

堤
防
」

と
い
う

。
）
に
つ

い
て
は

、
そ

の
敷
地
で

あ
る
土
地

の
区
域

の
う

ち
通

常
の

利
用

に
供

す
る

こ
と
が

で
き

る
土

地
の

区
域

を
高

規
格

堤
防

特
別

区
域
と

し
て

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。
 

３
  

河
川
管
理
者
は
、
第
一
項
第
二
号
の
区
域
の
う
ち
、
そ
の
管
理
す
る
樹
林
帯
（
堤
外
の
土
地
に
あ
る
も
の
を
除
く
。）

の
敷
地
で
あ

る
土
地
の

区
域
（

以
下
単
に

「
樹
林
帯

区
域
」

と
い
う

。
）
に
つ

い
て
は

、
そ

の
区
域
を

指
定
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 
４

  
河

川
管
理
者

は
、
第

一
項

第
三
号
の

区
域
、
高

規
格
堤

防
特
別
区

域
又
は
樹

林
帯
区

域
を
指
定

す
る
と
き

は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。

 
５

  
河
川
管
理
者
は
、
港
湾
法

 （
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
に
規
定
す
る
港
湾
区
域
又
は
漁
港
漁
場
整
備

法
 （

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
漁
港
の
区
域
に
つ
き
第
一
項
第
三
号

 の
区
域
の
指
定
又
は
そ

の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
又
は
漁
港
管
理
者
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
６

  
河

川
管
理
者

は
、
森
林
法

 （
昭

和
二
十
六

年
法
律
第
二

百
四
十
九

号
）
第
二

十
五
条

 若
し

く
は
第
二

十
五
条

の

二
 の

規
定
に
基
づ

き
保
安
林
と

し
て
指
定

さ
れ
た
森

林
、
同

法
第
三
十

条
 若

し
く
は
第
三

十
条
の
二

 の
規

定
に
基

づ

き
保
安
林
予

定
森
林
と

し
て
告

示
さ
れ
た

森
林
、
同

法
第
四

十
一
条

 の
規
定

に
基
づ

き
保

安
施
設
地

区
と
し
て

指
定
さ

れ
た

土
地

又
は

同
法

第
四

十
四

条
 に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

三
十

条
 の

規
定

に
基

づ
き

保
安

施
設

地
区

に
予

定
さ

れ
た
地
区
と
し
て
告
示
さ
れ
た
土
地
に
つ
き
樹
林
帯
区
域
の
指
定
又
は
そ
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産

大
臣
（
都
道
府
県
知
事
が
同
法
第
二
十
五
条
の
二

 の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
保
安
林
又
は
同
法
第
三
十
条
の
二

 の
規

定
に
基
づ
き
告
示
し
た
保
安
林
予
定
森
林
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
）
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
章
 
河
川
の
管
理

 
  
 
 
 
第
一
節
 
通
則

 
 （
一
級
河
川
の
管
理
）

 
第
九
条

  
一
級
河
川
の
管
理
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
行
な
う
。

 
２

  
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
区
間
（
以
下
「
指
定
区
間
」
と
い
う
。）

内
の
一
級
河
川
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
権

限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
一
級
河
川
の
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
を
統
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３

  
国

土
交
通
大

臣
は
、

指
定

区
間
を
指

定
し
よ
う

と
す
る

と
き
は
、

あ
ら
か
じ

め
、
関

係
都
道
府

県
知
事
の

意
見
を

き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 
４

  
国

土
交
通
大

臣
は
、

指
定

区
間
を
指

定
す
る
と

き
は
、

国
土
交
通

省
令
で
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の

旨
を
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 
５

  
地
方
自
治
法

 （
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

 の
指
定
都
市
（
以
下
「
指

定
都
市
」
と

い
う
。
）
の
区

域
内

に
存
す
る

指
定
区
間

内
の
一

級
河
川
の

う
ち
国
土

交
通
大

臣
が
指
定

す
る
区
間

に
つ
い

て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
管
理
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
一
級
河
川
の
部
分
の
存
す
る
指
定
都
市
の
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
６

  
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
区
間
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
項
中
「

関
係
都
道

府
県
知

事
」
と
あ

る
の
は

、
「
関

係
都

道
府
県
知

事
及
び
当

該
区
間

の
存
す
る

指
定
都
市

の
長
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
７

  
第
五
項
の
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

 
 （
二
級
河
川
の
管
理
）

 
第
十
条

  
二
級
河
川
の
管
理
は
、
当
該
河
川
の
存
す
る
都
道
府
県
を
統
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
な
う
。

 
２

  
二

級
河
川
の

う
ち
指

定
都

市
の
区
域

内
に
存
す

る
部
分

で
あ
つ
て

、
当
該
部

分
の
存

す
る
都
道

府
県
を
統

括
す
る

都
道
府
県
知
事
が
当
該
指
定
都
市
の
長
が
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る
区
間
の
管
理
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
都
市
の
長
が
行
う
。

 
３

  
前

条
第
三
項

及
び
第

四
項

の
規
定
は

、
前
項
の

規
定
に

基
づ
く
都

道
府
県
知

事
に
よ

る
区
間
の

指
定
に
つ

い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、「

当

該
区
間
の
存
す
る
指
定
都
市
の
長
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 
４

  
第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

 
 （
境
界
に
係
る
二
級
河
川
の
管
理
の
特
例
）

 
第

十
一
条

  
二
級

河
川
の

二
以

上
の
都
府

県
の
境
界

に
係
る

部
分
に
つ

い
て
は
、

関
係
都

府
県
知
事

は
、
協
議

し
て
別

に
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２

  
前

項
の
規
定

に
よ
る

協
議

が
成
立
し

た
場
合
に

お
い
て

は
、
関
係

都
府
県
知

事
は
、

国
土
交
通

省
令
で
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
成
立
し
た
協
議
の
内
容
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
３

  
第

一
項
の
規

定
に
よ

る
協

議
に
基
づ

き
、
一
の

都
府
県

知
事
が
他

の
都
府
県

の
区
域

内
に
存
す

る
部
分
に

つ
い
て

管
理
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
都
府
県
知
事
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
他
の
都
府
県
知
事
に

代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。
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11
0 

 4.
2.

 
政
令

 

4.
2.

1.
 
河
川
法
施
行
令

 

【
1
条
抜
粋
】

 
 第
一
条

  
河
川
法

 （
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
六
条
第
一
項
第
三
号

 の
政
令
で
定
め
る
堤
外
の
土
地
に
類
す
る
土
地

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
土
地
と
す
る
。

 
一

  
地

形
上
堤
防

が
設
置

さ
れ

て
い
る
の

と
同
一
の

状
況
を

呈
し
て
い

る
土
地
の

う
ち
、

堤
防
に
隣

接
す
る
土

地
又
は

当
該
土
地
若
し
く
は
堤
防
の
対
岸
に
存
す
る
土
地

 
二

  
前
号
の
土
地
と
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号

 の
土
地
と
の
間
に
存
す
る
土
地

 
三

  
ダ

ム
に
よ
つ

て
貯
留

さ
れ

る
流
水
の

最
高
の
水

位
に
お

け
る
水
面

が
土
地
に

接
す
る

線
に
よ
つ

て
囲
ま
れ

る
地
域

内
の
土
地

 
２

  
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号

 の
政
令
で
定
め
る
遊
水
地
は
、
河
川
整
備
計
画
に
お
い
て
、
計
画
高
水
流
量
を
低
減
す

る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
遊
水
地
と
す
る
。

 
 

 

11
1 

 4.
3.

 
省
令

 

関
連
省
令
な
し
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11
2 

 4.
4.

 
通
知

 

4.
4.

1.
 
河
川
敷
地
の
占
用
許
可
に
つ
い
て
（
平
成

11
年

8
月

5
日
、
建
設
省
河
政
発
第

67
号
）

 

（
最
終
改
正

 平
成

23
年

3
月

8
日
国
河
政
第

13
5
号
）

 
【
全
文
抜
粋
】

 
 （
平
成
１
１
年
制
定
時
の
通
達
文
）

 
 
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
を
別
紙
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
下
記
の
事
項
に
留
意
の
上
、
河
川
敷
地
の
占
用
許
可
の
適

正
な
執
行
を
図
ら
れ
た
く
、
命
に
よ
り
通
達
す
る
。

 
 
な
お
、
平
成
６
年
１
０
月
１
７
日
付
け
建
設
省
河
政
発
第
６
１
号
「
河
川
敷
地
の
占
用
許
可
に
つ
い
て
」
は
、
廃
止
す

る
。

 
 

記
 

 一
 
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
改
正
の
背
景

 
 

河
川
敷
地

は
、
河
川

の
流
路

を
形
成
し

、
洪
水
の

際
に
は

安
全
に
こ

れ
を
流
下

さ
せ
、

洪
水
に
よ

る
被
害
を

除
却
し

、

又
は
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
公
共
用
物
と
し
て
、
河
川
環
境
に
配
慮
し
つ
つ
、
他
の
利
用
に
支
障
の

な
い
範
囲
で
一
般
公
衆
の
多
様
な
利
用
に
供
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
平
成
９
年
度
に
は
、
河
川
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第

１
６
７
号
）
の
改
正
が
な
さ
れ
、
河
川
の
管
理
は
、
治
水
、
利
水
及
び
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
総

合
的
に
行
う
べ
き
こ
と
等
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
た
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
改
正
が
必
要
と
な

っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 ニ
 
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
改
正
の
視
点

 
 
今
回
の
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
改
正
は
、
次
の
よ
う
な
視
点
か
ら
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
（

１
）

 平
成
８
年

６
月
の

河
川

審
議
会
答

申
「
２
１

世
紀
の

社
会
を
展

望
し
た
今

後
の
河

川
整
備
の

基
本
的
方

向
に
つ

い
て
」
に
お

い
て
、
「
川
の

３
６

５
日
」
を

意
識
し
つ

つ
河
川

行
政
を
展

開
す
る
こ

と
が
重

要
で
あ
る

旨
指
摘
さ

れ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
自
然
豊
か
で
、
貴
重
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
河
川
敷
地
に
つ
い
て
は
、
河
川
環
境
に
配
慮
し
つ
つ
、

個
々
の
河
川
の
実
態
に
即
し
て
、
適
正
か
つ
多
様
な
利
用
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
河
川
へ
の
親
し

み
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

 
（

２
）

 河
川
敷
地

は
、
基

本
的

に
は
そ
の

周
辺
の
住

民
に
よ

り
利
用
さ

れ
る
も
の

で
あ
る

こ
と
等
に

か
ん
が
み

、
そ
の

占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
景
観
や
自
然
環
境
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
街
づ
く
り
へ
の
活
用
を
図
る
こ
と
、
及
び
地
域

の
意
見
を
十
分
に
反
映
す
る
こ
と
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
１
年
３
月
の
第
２
次
地
方
分
権

推
進
計
画
に
お
い
て
も
、
地
域
に
密
着
し
て
い
る
河
川
敷
地
の
利
用
等
の
分
野
に
関
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
地
元
市
町
村

等
の
主
体
性

が
尊
重
さ

れ
る
よ

う
、
市
町

村
等
が
参

画
で
き

る
範
囲
を

拡
大
す
る

た
め
の

措
置
を
講

ず
る
こ
と

と
さ
れ

、

具
体
的
に
は
、
地
先
の
河
川
敷
地
の
利
用
に
つ
い
て
地
元
市
町
村
が
主
体
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
包
括
占

用
許
可
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
。

 
（

３
）

 従
来
の
準

則
に
お

い
て

は
必
ず
し

も
許
可
方

針
が
明

確
で
な
か

っ
た
道
路

と
し
て

の
河
川
敷

地
の
利
用

に
つ
い

て
、
そ
の
設
置
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
具
体
的
に
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 
（

４
）

 河
川
敷
地

の
適
正

か
つ

多
様
な
活

用
を
図
っ

て
い
く

た
め
に
は

、
そ
の
占

用
許
可

の
準
則
を

で
き
る
限

り
具
体

的
で
、
か
つ
、
国
民
に
分
か
り
易
い
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
占
用
の
許
可
の
運
用
が
厳
格
に
過
ぎ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
。

 
 
三
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
運
用
上
の
留
意
点
改
正
後
の
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
特
に

以
下
の
点
に
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
（

１
）

 占
用
の
許

可
の
目

的
と

な
る
施
設

の
範
囲
を

従
来
よ

り
拡
大
し

た
と
こ
ろ

で
あ
り

、
治
水
上

、
利
水
上

又
は
河
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 川
環
境
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
狭
あ
い
な
国
土
条
件
の
下
で
、
河
川
敷
地
の
公
共
用
物
と
し
て
の
活

用
の
在
り
方
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
、
適
正
な
利
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
制
度
の
運
用
に
当
た
る
こ
と
。

 
（

２
）

 平
成
９
年

度
の
河

川
法

の
改
正
に

お
い
て
、

河
川
整

備
計
画
の

策
定
に
当

た
っ
て

地
域
の
意

見
を
聴
く

こ
と
と

さ
れ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
河
川
敷
地
の
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
も
同
様
の
手
続
を
設
け
て
い
る
こ
と
。
具
体
の
占
用

の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
占
用
施
設
の
公
共
性
等
を
勘
案
の
上
、
河
川
管
理
者
が
判
断
す

べ
き
こ
と
。

 
（

３
）

 河
川
環
境

の
保
全

に
対

す
る
国
民

の
要
請
は

高
ま
っ

て
お
り
、

河
川
環
境

に
係
る

計
画
に
お

い
て
保
全

す
べ
き

こ
と
と
さ
れ
る
河
川
敷
地
に
つ
い
て
は
厳
に
そ
の
保
全
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

 
（

４
）

 河
川
環
境

を
保
全

す
る

た
め
、
便

所
、
ベ
ン

チ
等
も

含
め
、
工

作
物
の
デ

ザ
イ
ン

、
色
彩
等

を
河
川
全

体
の
景

観
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 
（

５
）

 道
路
の
敷

地
と
し

て
河

川
敷
地
を

活
用
す
る

に
当
た

っ
て
は
、

河
川
管
理

上
の
支

障
が
生
じ

な
い
よ
う

、
堤
防

等
の
河
川
管
理
施
設
の
工
事
に
係
る
費
用
の
負
担
方
式
、
洪
水
時
の
交
通
規
制
等
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
道

路
・
交
通
担
当
部
局
と
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 
（

６
）

 包
括
占
用

許
可
に

つ
い

て
は
、
地

先
の
河
川

敷
地
の

利
用
に
つ

い
て
地
元

市
町
村

が
主
体
的

に
判
断
で

き
る
よ

う
に
す
る
と
い
う
本
制
度
の
創
設
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
市
町
村
の
創
意
工
夫
が
十
分
に
活
か
さ
れ
る
よ
う
運
用
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
。

 
（

７
）

 河
川
敷
地

の
利
用

方
法

は
、
公
共

性
の
高
い

も
の
を

優
先
す
る

必
要
が
あ

る
ほ
か

、
地
域
社

会
の
状
況

変
化
に

対
応
し
た
適
正
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
占
用
の
許
可
の
更
新
に
当
た
っ
て
は
、
改
正
後
の
準
則

に
従
っ
て
適
正
な
運
用
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 
（

８
）

 河
川
の
利

用
は
、

洪
水

、
津
波
等

の
危
険
を

内
包
す

る
も
の
で

あ
る
た
め

、
こ
の

よ
う
な
緊

急
時
に
お

け
る
情

報
伝
達
体
制
を
整
備
し
、
占
用
施
設
の
利
用
者
の
避
難
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
、
許
可
条
件
の
付
加
及
び
そ
の
履
行

の
確
保
を
的
確
に
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 
（
平
成
１
７
年
一
部
改
正
時
の
通
達
文
）

 
 
標
記
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
１
年
８
月
５
日
建
設
省
河
政
発
第
６
７
号
を
も
っ
て
通
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の

度
、
平
成
１
６
年
１
１
月
２
９
日
付
け
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
答
申
を
受
け
、
別
紙
の
と
お
り
、
河
川
敷
地
占
用
許
可

準
則
の
一
部
を
改
正
し
た
の
で
、
命
に
よ
り
通
達
す
る
。

 
 
な
お
、
こ
の
答
申
に
お
い
て
は
、
河
川
空
間
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
動
き
が
全
国
各
地

で
生
じ
て
い
る
こ
と
等
を
背
景
に
、
河
川
敷
地
の
多
様
な
利
用
に
つ
い
て
引
き
続
き
要
望
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
占
用

施
設
に
つ
い
て
類
型
の
追
加
・
修
正
等
を
行
う
こ
と
、
包
括
占
用
者
の
許
可
対
象
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
な
ど
包
括
占
用
制

度
を
改
善
す
る
こ
と
、
地
元
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
こ
と
に
つ
い
て
河
川
行
政
実
態
に
即
し
た
手
続
き
の
一
部
見
直
し
を

行
う
こ
と
な
ど
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
一
部
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
（
平
成
２
２
年
一
部
改
正
時
の
通
達
文
）

 
 
標
記
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
１
年
８
月
５
日
建
設
省
河
政
発
第
６
７
号
を
も
っ
て
通
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の

度
、
平
成
２
２
年
５
月
１
７
日
に
策
定
さ
れ
た
国
土
交
通
省
成
長
戦
略
を
踏
ま
え
、
別
紙
の
と
お
り
、
河
川
敷
地
占
用
許

可
準
則
の
一
部
を
改
正
し
た
の
で
通
知
す
る
。
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 （
別
紙
）

 
 第
一
章
総
則

 
 （
目
的
）

 
第
一
 
こ
の
準
則
は
、
河
川
が
公
共
用
物
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
治
水
、
利
水
及
び
環
境
に
係
る
本
来
の
機
能
が
総

合
的
か
つ
十
分
に
維
持
さ
れ
、
良
好
な
環
境
の
保
全
と
適
正
な
利
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
河
川
敷
地
の
占
用
の
許
可
に
係

る
基
準
等
を
定
め
、
地
域
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
適
正
な
河
川
管
理
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 （
定
義
）

 
第
二
 
こ
の
準
則
に
お
い
て
「
河
川
敷
地
」
と
は
、
河
川
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
）

第
６
条
第
１

項
の
河
川

区
。
域

内
の
土
地

（
河
川
管

理
者
以

外
の
者
が

そ
の
権
原

に
基
づ

き
管
理
す

る
土
地
を

除
く

。
）

を
い
う
。

 
２

 こ
の
準
則
に
お
い
て
「
占
用
の
許
可
」
と
は
、
法
第
２
４
条
の
許
可
を
い
う
。

 
３

 こ
の
準
則
に
お
い
て
「
占
用
施
設
」
と
は
、
占
用
の
許
可
の
目
的
で
あ
る
施
設
を
い
う
。

 
４

 こ
の

準
則
に
お

い
て
「

河
川

管
理
者
」

と
は
、
法

第
９
条

第
１
項
、

第
２
項
及

び
第
５

項
、
第
１

０
条
第
１

項
及
び

第
２
項
並
び
に
第
１
１
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
２
４
条
の
許
可
を
行
う
者
を
い
う
。

 
 （
占
用
許
可
の
手
続
）

 
第
三
 
占
用
の
許
可
に
関
す
る
手
続
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
５
年
法
律
第
８
８
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
正

に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
適
用
除
外
）

 
第
四
 
こ
の
準
則
は
、
法
第
２
３
条
の
水
利
使
用
の
た
め
に
す
る
河
川
敷
地
の
占
用
に
は
、
適
用
し
な
い
。

 
 第
二
章
通
則

 
 （
占
用
許
可
の
基
本
方
針
）

 
第
五
 
河
川
敷
地
の
占
用
は
、
第
六
に
規
定
す
る
占
用
主
体
が
そ
の
事
業
又
は
活
動
に
必
要
な
第
七
第
１
項
に
規
定
す
る

占
用
施
設
に
つ
い
て
許
可
申
請
し
た
場
合
で
、
第
八
か
ら
第
十
一
ま
で
の
基
準
に
該
当
し
、
か
つ
、
河
川
敷
地
の
適
正
な

利
用
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
２

 前
項

の
規
定
に

よ
り
占

用
の

許
可
を
行

お
う
と
す

る
場
合

に
は
、
原

則
と
し
て

、
期
限

を
定
め
て

当
該
占
用

に
係
る

河
川
敷
地
が
存
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

 
３

 前
項

の
場
合
に

お
い
て

、
占

用
に
よ
る

影
響
が
広

域
に
及

ぶ
こ
と
等

に
よ
り
必

要
が
あ

る
と
認
め

る
場
合
に

は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
聴
取
に
併
せ
、
期
限
を
定
め
て
他
の
関
係
市
町
村
又
は
関
係
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す

る
。

 
４

 河
川

敷
地
の
占

用
は
、

そ
の

地
域
に
お

け
る
土
地

利
用
の

実
態
を
勘

案
し
て
公

共
性
の

高
い
も
の

を
優
先
す

る
も
の

と
す
る
。
ま
た
、
公
共
性
の
高
い
事
業
の
た
め
の
占
用
の
計
画
が
確
定
し
、
当
該
占
用
の
計
画
に
つ
い
て
河
川
管
理
者
が

知
り
得
た
場
合
又
は
河
川
管
理
者
に
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
者
に
対
す
る
占
用
の
許
可
は
、
当
該
占
用

の
計
画
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
占
用
主
体
）

 
第
六
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
第
１
項
第
七
号
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 に
規
定
す
る
占
用
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
住
民
、
事
業
者
等
及
び
同
項
第
八
号
に

規
定

す
る

占
用

施
設

を
設

置
す

る
こ

と
が

必
要

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

非
営

利
の

愛
好

者
団

体
等

も
そ

れ
ぞ

れ

当
該
占
用
施
設
に
つ
い
て
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
一

  
国
又
は
地
方
公
共
団
体
（
道
路
管
理
者
、
都
市
公
園
管
理
者
、
下
水
道
管
理
者
、
港
湾
管
理
者
、
漁
港
管
理
者
、
水

防
管
理
者
、
地
方
公
営
企
業
等
で
あ
る
場
合
を
含
む
。）

 
二

  
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
公
社
等
の
特
別
な

法
律
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人

 
三

  
鉄
道
事
業
者
、
水
上
公
共
交
通
を
担
う
旅
客
航
路
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
者
、
水
道
事
業
者
、
電
気
事
業
者
、
電
気
通

信
事
業
者
そ
の
他
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
許
認
可
等
を
受
け
て
公
益
性
の
あ
る
事
業
又
は
活
動
を
行
う
者

 
四

  
水
防
団
体
、
公
益
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

 
五

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
４
条
第
７
項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業
を
行
う
者
又
は
当

該
事
業
と
一

体
と
な
っ

て
行
う

関
連
事
業

に
係
る
施

設
（
以

下
「
市
街

地
開
発
事

業
関
連

施
設
」
と

い
う
。
）
の
整

備
を

行
う
者

 
六

  
河
川
管
理
者
、
地
方
公
共
団
体
等
で
構
成
す
る
河
川
水
面
の
利
用
調
整
に
関
す
る
協
議
会
等
に
お
い
て
、
河
川
水
面

の
利
用
の
向
上
及
び
適
正
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
た
船
舶
係
留
施
設
等
の
整
備
を
行
う
者
（
な
お
、
第
七
第
１
項
第
六

号
ロ
の
船
舶
上
下
架
施
設
（
斜
路
を
含
む
。）

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

地
元
市
町
村
の
同
意
を
得
た
場
合
と
す
る
。）

 
 （
占
用
施
設
）

 
第
七
 
占
用
施
設
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

 
一

  
次

の
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
そ

の
他

の
河

川
敷

地
そ

の
も

の
を

地
域

住
民

の
福

利
厚

生
の

た
め

に
利

用
す

る
施
設

 
イ

  
公
園
、
緑
地
又
は
広
場

 
ロ

  
運
動
場
等
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設

 
ハ

  
キ
ャ
ン
プ
場
等
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

 
ニ

  
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路

 
ニ

  
次

の
イ

か
ら

ホ
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
そ

の
他

の
公

共
性

又
は

公
益

性
の

あ
る

事
業

又
は

活
動

の
た

め
に

河
川

敷
地

を
利
用
す
る
施
設

 
イ

  
道
路
又
は
鉄
道
の
橋
梁
（
鉄
道
の
駅
が
設
置
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）

又
は
ト
ン
ネ
ル

 
ロ

  
堤
防
の
天
端
又
は
裏
小
段
に
設
置
す
る
道
路

 
ハ

  
水
道
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
、
電
線
、
鉄
塔
、
電
話
線
、
電
柱
、
情
報
通
信
又
は
放
送
用
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
ニ

  
地
下
に
設
置
す
る
下
水
処
理
場
又
は
変
電
所

 
ホ

  
公
共
基
準
点
、
地
名
標
識
、
水
位
観
測
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
三
 
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
施
設
そ
の
他
の
地
域
防
災
活
動
に
必
要
な
施
設

 
イ

  
防
災
用
等
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
離
発
着
場
又
は
待
機
施
設

 
ロ
水
防
倉
庫
、
防
災
倉
庫
そ
の
他
水
防
・
防
災
活
動
の
た
め
に
必
要
な
施
設

 
四

 
次

の
イ

か
ら

ホ
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
そ

の
他

の
河

川
空

間
を

活
用

し
た

ま
ち

づ
く

り
又

は
地

域
づ

く
り

に
資

す
る

施
設

 
イ
 
遊
歩
道
、
階
段
、
便
所
、
休
憩
所
、
ベ
ン
チ
、
水
飲
み
場
、
花
壇
等
の
親
水
施
設

 
ロ
 
河
川
上
空
の
通
路
、
テ
ラ
ス
等
の
施
設
で
病
院
、
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
、
市
街
地
開
発
事
業
関
連
施
設
等
と
の

連
結
又
は
周
辺
環
境
整
備
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
も
の

 
ハ
 
地
下
に
設
置
す
る
道
路
、
公
共
駐
車
場
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ニ
 
売
店
（
周
辺
に
商
業
施
設
が
無
く
、
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

 
ホ
 
防
犯
灯

 
五

 
次

の
イ

か
ら

ハ
に

掲
げ

る
施

設
そ

の
他

の
河

川
に

関
す

る
教

育
及

び
学

習
又

は
環

境
意

識
の

啓
発

の
た

め
に

必
要

な
施
設

 
イ
河
川
教
育
・
学
習
施
設

 
ロ
自
然
観
察
施
設

 
ハ
河
川
維
持
用
具
等
倉
庫

 
六
 
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
そ
の
他
の
河
川
水
面
の
利
用
の
向
上
及
び
適
正
化
に
資
す
る
施
設

 
イ
 
公
共
的
な
水
上
交
通
の
た
め
の
船
着
場

 
ロ
 
船
舶
係
留
施
設
又
は
船
舶
上
下
架
施
設
（
斜
路
を
含
む
。）

 
ハ
 
荷
揚
場
（
通
路
を
含
む
。）

 
ニ
 
港
湾
施
設
、
漁
港
施
設
等
の
港
湾
又
は
漁
港
の
関
連
施
設

 
七

 
次

の
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
そ

の
他

の
住

民
の

生
活

又
は

事
業

の
た

め
に

設
置

が
必

要
や

む
を

得
な

い
と

認
め
ら
れ
る
施
設

 
イ
 
通
路
又
は
階
段

 
ロ
 
い
け
す

 
ハ
 
採
草
放
牧
地

 
ニ
 
事
業
場
等
か
ら
の
排
水
の
た
め
の
施
設

 
八
 
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
施
設
そ
の
他
の
周
辺
環
境
に
影
響
を
与
え
る
施
設
で
、
市
街
地
か
ら
遠
隔
に
あ
り
、
か
つ
、

公
園
等
の
他
の
利
用
が
阻
害
さ
れ
な
い
河
川
敷
地
に
立
地
す
る
場
合
に
、
必
要
最
小
限
の
規
模
で
設
置
が
認
め
ら
れ
る
施

設
 イ
 
グ
ラ
イ
ダ
ー
練
習
場

 
ロ
 
ラ
ジ
コ
ン
飛
行
機
滑
空
場

 
２
 
前
項
に
規
定
す
る
占
用
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
周
辺
の
騒
音
の
抑
制
及
び
道
路
交
通
の
安
全
の
確
保
上
必
要

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
施
設
と
一
体
を
な
す
利
用
者
の
た
め
の
駐
車
場
の
占
用
を
許
可
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
本
体
施
設
の
利
用
時
間
外
及
び
洪
水
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
の
使
用
の
禁
止
、

使
用
禁
止
時
間
帯
に
お
け
る
車
両
の
撤
去
、
洪
水
時
の
駐
車
車
両
の
避
難
に
係
る
夜
間
及
び
休
日
を
含
む
情
報
伝
達
体
制

の
整
備
等
の
許
可
条
件
を
付
す
も
の
と
す
る
。

 
３
 

 第
１
項
に

規
定
す
る
占
用
施
設

に
つ
い
て
は
、

必
要
に
応
じ

て
、
施
設
利
用

者
の
た
め
の

売
店
を
、
ま
た

、
第

1
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
占
用
施
設
に
つ
い
て
は
、
料
金
所
、
待
合
所
、
案
内
板
等
を
、
当
該
施
設
と
一
体
を
な
す
工
作

物
と
し
て
そ
の
設
置
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 （
治
水
上
又
は
利
水
上
の
基
準
）

 
第
八
 
工
作
物
の
設
置
、
樹
木
の
栽
植
等
を
伴
う
河
川
敷
地
の
占
用
は
、
治
水
上
又
は
利
水
上
の
支
障
を
生
じ
な
い
も
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
占
用
の
許
可
は
、
法
第
２
６
条
第
１
項
又
は
第
２
７
条
第
１
項
の
許
可
と
併
せ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

 
２
 
前
項
の
治
水
上
の
支
障
に
係
る
技
術
的
判
断
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
河
川
の
形
状
等
の
特
性

を
十
分
に
踏
ま
え
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
高
規
格
堤
防
特
別
区
域
、
同
条

第
３
項
に
規
定
す
る
樹
林
帯
区
域
及
び
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
４
０
年
政
令
第
１
４
号
）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
遊

水
地
に
お
け
る
占
用
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 
一
 
河
川
の
洪
水
を
流
下
さ
せ
る
能
力
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
二
 
水
位
の
上
昇
に
よ
る
影
響
が
河
川
管
理
上
問
題
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
三
 
堤
防
付
近
の
流
水
の
流
速
が
従
前
と
比
べ
て
著
し
く
速
く
な
る
状
況
を
発
生
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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 四
 
工
作
物
は
、
原
則
と
し
て
、
河
川
の
水
衝
部
、
計
画
堤
防
内
、
河
川
管
理
施
設
若
し
く
は
他
の
許
可
工
作
物
付
近
又

は
地
質
的
に
ぜ
い
弱
な
場
所
に
設
置
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

 
五
 
工
作
物
は
、
原
則
と
し
て
河
川
の
縦
断
方
向
に
設
け
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
洪
水
時
の
流
出
な
ど
に
よ
り
河
川

を
損
傷
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
３

  
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
樹
木
の
栽
植
に
関
す
る
治
水
上
の
支
障
に
係
る
技
術
的
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、

別
途
定
め
る

河
川
区
域

内
に
お

け
る
樹
木

の
植
樹
等

に
係
る

基
準
（
以

下
「
植
樹

基
準
」

と
い
う

。
）
に
よ

る
も
の

と
す

る
。

 
 （
他
の
者
の
利
用
と
の
調
整
等
に
つ
い
て
の
基
準
）

 
第
九
 
河
川
敷
地
の
占
用
は
、
他
の
者
の
河
川
の
利
用
を
著
し
く
妨
げ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２

  
河
川
敷
地
の
占
用
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
他
の
者
の
水
面
等
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
河
岸
へ
の
通
路
又
は
河
川

管
理
用
の
通
路
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
河
川
敷
地
の
利
用
を
よ
り
一
層
促
進
す
る
た
め
、
必
要

に
応
じ
て
、
公
園
等
の
占
用
施
設
相
互
の
連
携
を
図
る
た
め
の
連
絡
歩
道
や
便
所
、
ベ
ン
チ
等
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 
 （
河
川
整
備
計
画
等
と
の
調
整
に
つ
い
て
の
基
準
）

 
第
十
 
河
川
敷
地
の
占
用
は
、
河
川
整
備
計
画
そ
の
他
の
河
川
の
整
備
、
保
全
又
は
利
用
に
係
る
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
計
画
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２

 前
項

に
規
定
す

る
計
画

に
お

い
て
保
全

す
べ
き
こ

と
と
さ

れ
て
い
る

河
川
敷
地

に
つ
い

て
は
、
当

該
保
全
の

趣
旨
に

反
す
る
占
用
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 （
土
地
利
用
状
況
、
景
観
及
び
環
境
と
の
調
整
に
つ
い
て
の
基
準
）

 
第
十
一
 
河
川
敷
地
の
占
用
は
、
河
川
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
利
用
の
状
況
、
景
観
そ
の
他
自
然
的
及
び
社
会
的
環
境
を

損
な
わ
ず
、
か
つ
、
そ
れ
ら
と
調
和
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２

  
河
川
敷
地
の
占
用
は
、
景
観
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
１
１
０
号
）
に
基
づ
く
景
観
行
政
団
体
が
景
観
計
画
に
法
第

２
４
条
の
許
可
の
基
準
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
計
画
に
定
め
る
基
準
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
占
用
の
許
可
の
期
間
）

 
第
十
二
 
占
用
の
許
可
の
期
間
は
、
第
七
第
１
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
占
用
施
設
に
係
る
占
用
に
あ
っ

て
は
十
年
以
内
、
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
占
用
施
設
に
係
る
占
用
に
あ
っ
て
は
五
年
以
内
で
当
該
河
川
の
状
況
、
当
該

占
用
の
目
的
及
び
態
様
等
を
考
慮
し
て
適
切
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２

 前
項
の
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
は
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

 
 （
占
用
の
許
可
の
内
容
、
条
件
、
監
督
処
分
等
）

 
第
十
三
 
占
用
の
許
可
は
、
当
該
占
用
の
期
間
内
に
当
該
占
用
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
適
切
な

内
容
の
も
の
と
す
る
。

 
２

  
占
用
の
許
可
に
は
、
水
質
保
全
、
占
用
に
伴
う
騒
音
の
抑
制
等
環
境
の
保
全
上
必
要
な
条
件
、
情
報
伝
達
体
制
の
整

備
、
工
作
物
の
撤
去
等
緊
急
時
の
適
切
な
対
応
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
、
占
用
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必

要
な
維
持
管
理
に
関
す
る
条
件
そ
の
他
の
河
川
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
条
件
を
付
す
も
の
と
す
る
。

 
３

  
占
用
の
許
可
の
後
、
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
報
告
を
徴
収
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
適
宜
、
占
用
の
状
況

及
び
許
可
条
件
の
履
行
状
況
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
４

  
占

用
の

許
可

を
受

け
た

者
が

法
又

は
許

可
条

件
（

法
第

２
６

条
第

１
項

及
び

第
２

７
条

第
１

項
の

許
可

条
件

を
含

む
。
）
に

違
反
し
て

い
る
場

合
そ

の
他
必
要

が
あ
る
と

認
め
ら

れ
る
場
合

に
お
い
て

は
、
法

第
７
７
条

第
１
項
に

規
定
す
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 る
是
正
措
置
の
指
示
、
法
第
７
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
監
督
処
分
等
の
措
置
を
、
状
況
に
応
じ
て
適
正
に
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

 
 （
継
続
的
な
占
用
の
許
可
）

 
第
十
四
 
占
用
の
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
後
に
継
続
し
て
占
用
す
る
た
め
の
許
可
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
適
正

な
河
川
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
準
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
改
め
て
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２

 前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
従
前
の
ま
ま
継
続
し
て
占
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

こ
の
準
則
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
従
前
よ
り
も
短
い
占
用
の
期
間
の
設

定
、
不
許
可
処
分
等
の
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
一
時
占
用
の
許
可
）

 
第
十
五
 
工
事
、
季
節
的
な
行
事
又
は
仮
設
物
等
の
た
め
の
河
川
敷
地
の
一
時
的
な
占
用
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
こ
の
準

則
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
時
的
な
占
用
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
同
一
の
内
容
の
占
用
に
つ
い

て
繰
り
返
し
許
可
す
る
こ
と
に
よ
り
継
続
し
て
占
用
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
こ
の
準
則
第
六
及
び
第
七
の
規
定
の
趣
旨

に
反
す
る
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 第
三
章
包
括
占
用
の
特
例

 
 （
包
括
占
用
の
許
可
）

 
第

十
六
 
地

方
公
共
団

体
、
公

益
法
人
そ

の
他
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者
（

以
下
「
地

方
公
共

団
体
等
」

と
い
う

。
）
に

対
し

て
、
治
水
上
、
環
境
の
保
全
上
等
の
河
川
管
理
上
の
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
河
川
敷
地
に
つ
い
て
、
第
七
第
１

項
に
規
定
す
る
占
用
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
、
河
川
敷
地
の
具
体
的
利
用
方
法
を
占
用
の
許
可
後
に

当
該
地
方
公

共
団
体
等

が
決
定

で
き
る
占

用
（
以
下

「
包
括

占
用
」
と

い
う
。
）
の
許

可
を

す
る
こ
と

が
で
き
る

も
の
と

す
る
。

 
２

  
包
括
占
用
の
許
可
は
、
地
方
公
共
団
体
等
の
区
域
に
存
す
る
河
川
敷
地
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
地
方
公
共
団
体

等
が
河
川
管
理
者
と
協
議
し
、
決
定
し
た
区
域
（
以
下
「
包
括
占
用
区
域
」
と
い
う
。）

を
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３

  
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
第
１
項
に
規
定
す
る
計
画
に
お
い
て
保
全
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
河
川
敷
地
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
包
括
占
用
区
域
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 （
第
十
第
１
項
に
規
定
す
る
計
画
等
と
の
調
整
）

 
第
十
七
 
包
括
占
用
区
域
の
具
体
的
利
用
方
法
は
、
第
十
第
１
項
に
規
定
す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
計
画
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
都
市
計
画
法
第
１
８
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
に
関
す
る

基
本
的
な
方
針
（
基
本
的
な
方
針
を
定
め
て
い
な
い
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
ら
れ
た
当
該
市
町

村
の
建
設
に
関
す
る
基
本
構
想
等
）
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
包
括
占
用
区
域
の
施
設
設
置
者
に
よ
る
利
用
）

 
第
十
八
 
包
括
占
用
の
許
可
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
は
、
第
六
に
規
定
す
る
者
に
、
包
括
占
用
区
域
の
全
部
又
は
一

部
を

第
七

第
１

項
に

規
定

す
る

占
用

施
設

に
該

当
す

る
施

設
の

設
置

を
目

的
と

し
て

使
用

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

と
す
る
。

 
２

  
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
等
が
包
括
占
用
区
域
を
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
た
者
（
以

 
下
「
施
設
設
置
者
」
と
い
う
。）

に
包
括
占
用
区
域
を
使
用
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
地
方
公
共
団

 
体
等
は
、
包
括
占
用
区
域
の
使
用
に
係
る
契
約
（
以
下
「
使
用
契
約
」
と
い
う
。）

を
当
該
施
設
設

 
置
者
と
締
結
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
河
川
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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 ３
  
地
方
公
共
団
体
等
は
、
使
用
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
包
括
占
用
区
域
の
使
用
の
具
体
的
内
容
（
設
置
す
る
占
用

施
設
の
概
要

を
含
む

。
）
、

契
約

期
間
、
施

設
の
撤
去

に
関
す

る
事
項
そ

の
他
の
必

要
事
項

を
契
約
の

内
容
と
す

る
ほ
か

、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す
も
の
と
す
る
。

 
一

  
施
設
設
置
者
に
よ
る
使
用
は
契
約
の
内
容
に
従
っ
て
適
切
に
行
う
こ
と
。

 
二

  
施
設
設
置
者
は
地
方
公
共
団
体
等
の
指
導
監
督
に
服
す
る
こ
と
。

 
三

  
第
二
十
第
１
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
設
置
等
の
許
可
の
状
況
に
よ
っ
て
契
約
を
変
更
し
、
又
は
無
効
と
す
る
こ
と
。 

四
  
施
設
設
置
者
に
よ
る
使
用
が
関
係
法
令
若
し
く
は
契
約
内
容
に
違
反
し
、
若
し
く
は
著
し
く
不
適
切
で
あ
る
場
合
又

は
河
川
工
事
そ
の
他
の
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
等
の
意
志
表
示
に
よ
り
契
約
を

解
除
で
き
る
こ
と
。

 
 （
包
括
占
用
の
許
可
の
申
請
及
び
条
件
等
）

 
第
十
九
 
包
括
占
用
の
許
可
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
第
七
第
１
項
に
規
定
す
る
占
用
施
設
に
該
当
す
る
施
設
の
設
置
に
よ

る
包
括
占
用
区
域
の
利
用
を
目
的
と
す
る
と
と
も
に
、
第
十
七
に
規
定
す
る
都
市

 
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
等
を
申
請
書
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２

  
包
括
占
用
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
第
十
三
第
２
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
か
ら
第
十
一
ま
で
の
規
定

を
十
分
に
踏
ま
え
て
具
体
的
利
用
方
法
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
施
設
設
置
者
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
は
使

用
契
約
を
締
結
し
、
当
該
施
設
設
置
者

を
適

切
に

指
導

監
督

す
る
こ

と
そ

の
他

の
必

要
な

条
件
を

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 包

括
占
用
の
許

可
を
し

た
場

合
に
は
、

当
該
包
括

占
用
区

域
及
び
許

可
の
内
容

を
適
切

な
公
示
方

法
に
よ
り

周
知
す

る
も
の
と
す
る
。

 
 （
包
括
占
用
区
域
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
等
の
許
可
）

 
第

二
十

 
包

括
占

用
区

域
に

お
い

て
工

作
物

の
設

置
又

は
土

地
の

掘
削

等
若

し
く

は
樹

木
の

栽
植

等
を

行
お

う
と

す
る

場
合
に
は
、
包
括
占
用
の
許
可
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
又
は
施
設
設
置
者
は
、
法
第
２
６
条
第
１
項
又
は
第
２
７
条

第
１
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
を
河
川
管
理
者
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
施
設
設
置
者
が
当
該
許
可
申
請
を

行
う
場
合
は
、
地
方
公
共
団
体
等
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２

  
前
項
の
許
可
申
請
は
、
第
十
九
第
１
項
の
許
可
申
請
と
同
時
に
行
う
こ
と
も
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
３

  
第
１
項
の
許
可
申
請
に
際
し
、
治
水
上
支
障
が
小
さ
い
と
見
込
ま
れ
る
ベ
ン
チ
等
の
工
作
物
の
設
置
又
は
樹
木
の
栽

植
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
置
等
の
範
囲
及
び
上
限
の
数
を
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
に
記
載
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す

る
。

 
４

  
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
に
対
し
て
許
可
を
行
う
場
合
に
は
、
工
作
物
の
設
置
又
は
樹
木
の
栽
植
の
範
囲
及
び

上
限
の
数
に
つ
い
て
条
件
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
５

  
前
二
項
に
規
定
す
る
樹
木
の
栽
植

に
つ

い
て

は
、

植
樹

基
準
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
許

可
す

る
も

の
と

す
る

。
 

６
  
包
括
占
用
の
目
的
に
適
合
す
る
駐
車
場
、
売
店
に
つ
い
て
は
、
包
括
占
用
区
域
の
中
で
適
正
な
箇
所
に
設
置
で
き
る

も
の
と
す
る
。

 
 （
包
括
占
用
許
可
に
係
る
監
督
処
分
等
）

 
第
二
十
一
 
施
設
設
置
者
の
包
括
占
用
区
域
の
使
用
が
法
又
は
許
可
条
件
（
法
第
２
４
条
、
第
２
６
条
第
１
項
及
び
第
２

７
条
第
１
項

の
許
可
条

件
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）
に
違

反
し

て
い
る
場

合
そ
の
他

必
要
が

あ
る
と
認

め
ら
れ
る

場
合
に

お
い
て
は
、
河
川
管
理
者
又
は
河
川
監
理
員
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
法
第
７
５
条
又
は
第
７
７
条
等
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 
一

  
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
は
、
施
設
設
置
者
に
対
す
る
指
導
監
督
に
関
す
る
指
示
、
包
括
占
用
の
許
可
の
取
消
し

等
の
監
督
処
分
等
を
、
状
況
に
応
じ
て
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
。

 
二

  
施
設
設
置
者
に
対
し
て
は
、
行
為
の
中
止
、
工
作
物
の
除
去
等
の
指
示
、
監
督
処
分
等
を
、
状
況
に
応
じ
て
適
正
に

IV-95
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 実
施
す
る
こ
と
。

 
 第
四
章

  
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
に
係
る
占
用
の
特
例

 
 （
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
の
指
定
等
）

 
第
二
十
二
 
河
川
管
理
者
は
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
が
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
敷

地
の
区
域
（
以
下
「
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
」
と
い
う
。）

を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２

  
河
川
管
理
者
は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
当
該
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区

域
に
お
け
る
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
に
関
す
る
占
用
の
方
針
（
以
下
「
都
市
・
地
域
再
生
等

占
用
方
針
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
施
設
の
占
用
主
体
（
以
下
「
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
」
と
い
う
。）

を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 
３

  
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
か
ら
、
当
該
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
に
お

い
て
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
及
び
そ
の
許
可
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
一

  
広
場

 
二

  
イ
ベ
ン
ト
施
設

 
三

  
遊
歩
道

 
四

  
船
着
場

 
五

  
船
舶
係
留
施
設
又
は
船
舶
上
下
架
施
設
（
斜
路
を
含
む
。）

 
六

  
前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
と
一
体
を
な
す
飲
食
店
、
売
店
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
、
広
告
板
、
広
告
柱
、
照
明
・
音
響
施

設
、
キ
ャ
ン
プ
場
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
場
、
切
符
売
場
、
案
内
所
、
船
舶
修
理
場
等

 
七

  
日
よ
け

 
八

  
船
上
食
事
施
設

 
九

  
突
出
看
板

 
十

  
川
床

 
十
一

  
そ
の
他
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
（
こ
れ
と
一
体
を
な
す
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
を
含

む
。
）

 
 ４

  
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
当
該
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
に
お
い

て
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
一

  
第
六
に
掲
げ
る
占
用
主
体

 
二

  
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
で
あ
っ
て
、
河
川
管
理
者
、
地
方
公
共
団
体
等
で
構
成
す
る
河
川
敷
地
の
利
用
調
整
に

関
す
る
協
議
会
等
に
お
い
て
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の

 
三

  
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等

 
５

  
河
川
管
理
者
は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
の
指
定
（
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方
針
の
策
定
及
び
都
市
・
地

域
再
生
等
占

用
主
体
の

指
定
を

含
む
。
第

７
項
に
お

い
て
同

じ
。
）

を
し
よ
う

と
す
る

と
き

は
、
あ
ら

か
じ
め
、

河
川
管

理
者
、
地
方
公
共
団
体
等
で
構
成
す
る
河
川
敷
地
の
利
用
調
整
に
関
す
る
協
議
会
等
の
活
用
な
ど
に
よ
り
地
域
の
合
意
を

図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
６

  
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
は
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
が
当
該
河
川
敷
地
を
占
用

す
る
こ
と
に
よ
り
治
水
上
又
は
利
水
上
の
支
障
等
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
７

  
河
川
管
理
者
は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
の
占
用
の
許
可
）

 
第
二
十
三
 
河
川
管
理
者
は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
に
お
い
て
は
、
第
五
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
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 市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
が
占
用
の
許
可
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
占
用
が
、
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方

針
及
び
第
八
か
ら
第
十
一
ま
で
の
基
準
に
該
当
し
、
か
つ
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
並
び
に
河
川
敷
地
の
適
正
な
利
用

に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
占
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 （
占
用
の
許
可
の
期
間
）

 
第
二
十
四
 
占
用
の
許
可
の
期
間
は
、
第
二
十
二
第
４
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
と
な
る

占
用
に
あ
っ
て
は
十
年
以
内
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
と
な
る
占
用
に

あ
っ
て
は
三
年
以
内
で
当
該
占
用
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
適
切
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 （
占
用
者
以
外
の
施
設
利
用
）

 
第
二
十
五
 
第
二
十
二
第
４
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
と
な
る
占
用
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

占
用
施
設
を

営
業
活
動

を
行
う

事
業
者
等

（
以
下
「

施
設
使

用
者
」
と

い
う
。
）
に
使

用
（

第
二
十
二

第
３
項
各

号
に
掲

げ
る
施
設
の

設
置
を
目

的
と
す

る
使
用
を

含
む
。
以

下
こ
の

章
に
お
い

て
同
じ

。
）
を

さ
せ

る
こ
と
が

で
き
る
も

の
と
す

る
。

 
２

  
河
川
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
二
第
４
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
施
設
使
用
者
に
占
用
施

設
の
使
用
を
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
占
用
を
許
可
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す
も
の
と
す
る
。

 
一

  
施
設
使
用
者
に
占
用
施
設
の
使
用
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
使
用
契
約
を
締
結
し
、
当
該
施
設
使
用
者
を
適
切
に
指
導

監
督
す
る
こ
と
。

 
二

  
施
設
使
用
者
に
占
用
施
設
の
使
用
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
施
設
利
用
料
を
得
る
場
合
に
は
、
そ
の
収
入
を
当
該
占
用

許
可
を
受
け
て
い
る
河
川
敷
地
に
お
け
る
施
設
の
維
持
管
理
及
び
良
好
な
水
辺
空
間
の
保
全
、
創
出
を
図
る
た
め
の
費
用

に
充
て
る
こ
と
。

 
三

  
施
設
利
用
料
の
徴
収
及
び
活
用
状
況
を
、
河
川
管
理
者
に
、
年
一
回
以
上
で
河
川
管
理
者
が
定
め
る
回
数
報
告
す
る

こ
と
。

 
３

  
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
二
十
三
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
第
二
十
二
第
４
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
公

的
占
用
者
」

と
い
う

。
）
が

施
設

使
用
者
に

占
用
施
設

の
使
用

を
さ
せ
る

場
合
に
は

、
当
該

公
的
占
用

者
は
、
使

用
契
約

を
当
該
施
設
使
用
者
と
締
結
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
河
川
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
４

  
公
的
占
用
者
は
、
使
用
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
占
用
施
設
の
使
用
の
具
体
的
内
容
（
使
用
す
る
占
用
施
設
の
概

要
を
含
む
。
）、

契
約
期
間
、
施
設
利
用
料
、
施
設
の
撤
去
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
契
約
の
内
容
と
す
る
ほ

か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す
も
の
と
す
る
。

 
一

  
施
設
使
用
者
に
よ
る
使
用
は
、
契
約
の
内
容
に
従
っ
て
適
切
に
行
う
こ
と
。

 
二

  
施
設
使
用
者
は
、
公
的
占
用
者
の
指
導
監
督
に
服
す
る
こ
と
。

 
三

  
施
設
使
用
者
が
取
得
す
る
工
作
物
の
設
置
等
の
許
可
の
状
況
に
よ
っ
て
、
契
約
を
変
更
し
、
又
は
無
効
と
す
る
こ
と
。 

四
  
施
設
使
用
者
に
よ
る
使
用
が
関
係
法
令
若
し
く
は
契
約
内
容
に
違
反
し
、
若
し
く
は
著
し
く
不
適
切
で
あ
る
場
合
又

は
河
川
工
事
そ
の
他
の
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
公
的
占
用
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
契
約
を
解
除

で
き
る
こ
と
。

 
５

  
施

設
使

用
者

に
よ

る
占

用
施

設
の

使
用

が
法

又
は

許
可

条
件

に
違

反
し

て
い

る
場

合
そ

の
他

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
河
川
管
理
者
又
は
河
川
監
理
員
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
法
第
７
５
条
又
は
第
７
７

条
等
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
す
る
も
の
と
す
る
。
一
公
的
占
用
者
に
対
し
て
は
、
施
設
使
用
者
に
対
す
る
指
導
監
督
に

関
す
る
指
示
、
占
用
の
許
可
の
取
消
し
等
の
監
督
処
分
等
を
状
況
に
応
じ
て
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
。

 
二

  
施
設
使
用
者
に
対
し
て
は
、
行
為
の
中
止
、
工
作
物
の
除
去
等
の
指
示
、
監
督
処
分
等
を
、
状
況
に
応
じ
て
適
正
に

実
施
す
る
こ
と
。
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 （
通
則
の
適
用
）

 
第
二
十
六
 
第
五
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、
第
十
二
第
２
項
、
第
十
三
及
び
第
十
四
の
規
定
は
、
第
二
十
三
の
規
定
に

よ
る
占
用
の
許
可
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 
 附
則

 
 （
経
過
措
置
）

 
１

  
こ
の
準
則
の
制
定
の
際
占
用
の
許
可
を
受
け
て
現
に
存
し
、
又
は
現
に
工
事
中
の
占
用
施
設
の
全
部
又
は
一
部
が
こ

の
準
則
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
占
用
施
設
に
対
し
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
準
則
は
適
用
し
な
い
。

 
２

 前
項

に
該
当
す

る
占
用

施
設

に
つ
い
て

、
当
該
占

用
の
許

可
の
期
間

が
満
了
し

た
後
に

も
引
き
続

き
許
可
を

与
え
よ

う
と
す
る
と
き
に
は
、
許
可
申
請
者
に
対
し
て
こ
の
準
則
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
指
導
す
る
も
の

と
す
る
。

 
 （
社
会
実
験
）

 
３

  
こ
の
準
則
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
経
済
状
況
等
の
変
化
に
柔
軟
か
つ
迅
速
に
対
応
し
て
、
か
つ
地
域
の
特
性
に
即
し

て
こ
の
準
則
を
運
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
別
途
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
社
会
実
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

 
４

  
こ
の
実
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
こ
の
準
則
に
反
映
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 附
則
（
平
成
２
３
年
３
月
８
日
国
河
政
第
１
３
５
号
）

 
１

  
こ
の
通
達
は
、
平
成
２
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
２

  
「

都
市

及
び

地
域

の
再

生
等

の
た

め
に

利
用

す
る

施
設

に
係

る
河

川
敷

地
占

用
許

可
準

則
の

特
例

措
置

に
つ

い
て

（
平
成
１
６
年
３
月
２
３
日
」
付
け
国
河
政
第
９
８
号
国
土
交
通
事
務
次
官
通
達
。
以
下
「
特
例
措
置
通
達
」
と
い
う
。）

は
、
廃
止
す
る
。

 
３

  
特
例
措
置
通
達
の
廃
止
の
際
、
現
に
特
例
措
置
通
達
に
基
づ
き
河
川
局
長
が
指
定
し
て
い
る
区
域
に
お
け
る
占
用
に

つ
い
て
は
、
廃
止
前
の
特
例
措
置
通
達
は
、
平
成
２
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
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 4.
4.

2.
 
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
平
成

17
年

3
月

28
日
、
国
河
政
第

14
0
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
  

標
記
に
つ

い
て
は
、

平
成
１

７
年
３

 月
２
８

日
付
け

国
河

政
第
１
３

９
号
を
も

っ
て
、

国
土
交
通

事
務
次
官

か
ら
通

達
さ
れ
た
が
、
下
記
の
事
項
に
留
意
の
う
え
、
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
た
い
。

 
 
お
っ
て
、
貴
管
下
市
町
村
長
に
対
し
て
も
、
こ
の
旨
周
知
方
取
り
計
ら
わ
れ
た
い
。

 
  

記
 

  第
一
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
（
以
下
「
準
則
」
と
い
う
。）

改
正
の
背
景
及
び
改
正
の
視
点

 
一
準
則
改
正
の
背
景
に
つ
い
て

 
 
河
川
空
間
を
活
用
し
て
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
動
き
が
全
国
各
地
で
生
じ
て
い
る
こ
と
等
を
背
景
に
、

そ
の
後
も
河
川
敷
地
の
多
様
な
利
用
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
要
望
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
河
川
敷
地
利
用
の
選
択
の
幅
を
広

げ
る
こ
と
に
よ
り
地
域
社
会
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
動
き
を
支
援
す
る
こ
と
、
河
川
を
含
め
た
美
し
く
風
格
の
あ
る
国
土
の

形
成
等
の
た
め
に
景
観
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
河
川
に
お
け
る
治
水
、
利
水
機
能
の
確
保
、
河
川
環
境
及
び

河
川
景
観
に
配
慮
し
つ
つ
、
河
川
敷
地
の
多
様
な
利
用
の
よ
り
一
層
の
推
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
準
則
を
見
直
し
た
も
の
で

あ
る
。

 
 
な
お
、
河
川
敷
地
は
、
河
川
の
流
路
を
形
成
し
、
洪
水
の
際
に
は
安
全
に
こ
れ
を
流
下
さ
せ
、
洪
水
に
よ
る
被
害
を
除

却
し
、
又
は
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
公
共
用
物
と
し
て
、
河
川
環
境
に
配
慮
し
つ
つ
、
他
の
利
用
に

支
障
の
な
い
範
囲
で
一
般
公
衆
の
多
様
な
利
用
に
供
す
べ
き
も
の
と
の
基
本
的
考
え
方
に
変
更
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

 
  二
準
則
改
正
の
視
点
に
つ
い
て

 
１

 自
然
豊
か
で
、
貴
重
な
オ
―
プ
ン
ス
ペ
―

 ス
で
あ
る
河
川
敷
地
に
つ
い
て
は
、
河
川
環
境
及
び
河
川
景
観
に
配
慮
し

つ
つ
、
個
々
の
河
川
の
実
態
に
即
し
て
、
適
正
か
つ
多
様
な
利
用
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
河
川
へ

の
親
し
み
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
観
点
か
ら
、
占
用
施
設
を
そ
の
性
格
に
応
じ
て
、
６
分

類
か
ら
８
分
類
へ
見
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 ２

 地
域

に
密
着
し

て
い
る

河
川

敷
地
の
利

用
等
に
関

し
て
は

、
で
き
る

だ
け
地
元

市
町
村

等
の
主
体

性
が
尊
重

さ
れ
る

よ
う
、
市
町
村
等
が
参
画
で
き
る
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
包
括
占
用
許
可
が
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る

が
、
本
制

度
の
こ

れ
ま
で
の

利
用
実
態

を
踏
ま

え
、
今
後

よ
り
一
層

活
用
さ

れ
る
こ
と

を
期
待
し

、
ま
た

、

包
括
占
用
者
の
創
意
工
夫
が
十
分
に
活
か
さ
れ
る
よ
う
、
包
括
占
用
許
可
対
象
者
の
拡
大
な
ど
包
括
占
用
制
度
を
改
善
す

る
も
の
で
あ
る
。

 
 ３

 河
川

敷
地
が
存

す
る
市
町
村

（
特
別
区

を
含
む

。
「
地
元
市

町
村
」
と

い
う
。
）
へ
の
意
見

聴
取
を
河

川
管
理
者

の
判

断
で
一
部
不
要
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
社
会
経
済
状
況
等
の
変
化
に
柔
軟
か
つ
迅
速
に
対
応
で
き
る

よ
う
、
必
要
に
応
じ
、
準
則
の
特
例
と
し
て
社
会
実
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
  

IV-97

308



 

12
4 

 第
二
準
則
に
つ
い
て

 
一
準
則
第
五
に
つ
い
て

 
 

こ
の

改
正

は
河

川
行

政
実

務
の

実
態

に
即

し
て

地
元

市
町

村
へ

の
意

見
聴

取
に

係
る

手
続

き
を

見
直

し
た

も
の

で
あ

る
が
、
次
の
占
用
施
設
に
関
す
る
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
河
川
管
理
者
の
判
断
で
、
地
元
市
町
村
へ
の
意
見
聴
取
を

不
要
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
１
．
準
則
第
七
第
１
項
第
二
号
に
定
め
る
公
共
性
又
は
公
益
性
の
あ
る
事
業

又
は
活
動
の
た
め
に
河
川
敷
地
を
利
用
す
る
施
設
の
う
ち
継
続
す
る
も
の

 
 ２
．
同
項
第
七
号
に
定
め
る
住
民
の
生
活
又
は
事
業
の
た
め
に
設
置
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
施
設
の
う
ち
イ
の

通
路
又
は
階
段
な
お
、
地
元
市
町
村
へ
の
意
見
聴
取
は
、
河
川
敷
地
が
基
本
的
に
は
そ
の
周
辺
の
住
民
に
よ
り
利
用
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
河
川
管
理
者
が
判
断
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
河
川
管
理
者
と
し
て
は
占
用
許
可
に
係
る
地
域
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
応

え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
占
用
施
設
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
河
川
現
況
台
帳
の
調
製
に

一
層
努
め
ら
れ
た
い
。

 
  二
準
則
第
六
に
つ
い
て

 
 
河
川
管
理
者
、
地
方
公
共
団
体
等
で
構
成
す
る
河
川
水
面
の
利
用
調
整
に
関
す
る
協
議
会
等
の
設
置
が
進
ん
で
い
な
い

現
状
に
か
ん
が
み
、
計
画
的
な
不
法
係
留
船
対
策
促
進
の
観
点
か
ら
、
船
舶
上
下
架
施
設
（
斜
路
を
含
む
。）

に
つ
い
て
、

当
分
の
間
、
同
協
議
会
等
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
地
元
市
町
村
の
同
意
を
得
た
者
が
そ
の
整
備
を
行
う
者
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

 
 

な
お
、
整

備
し
よ
う

と
す
る

船
舶
上
下

架
施
設
（

斜
路
を

含
む
。
）
に
つ
い

て
は
、

計
画

的
な
不
法

係
留
船
対

策
上
必

要
な
も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
整
備
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
洪
水
時
の
対
応
等
適
切
な
管
理
を
行
う
体
制
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 
ま
た
、
船
舶
係
留
施
設
、
暫
定
係
留
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
専
ら
水
面
を
占
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
洪
水
時
の

対
応
は
も
と
よ
り
当
該
施
設
の
維
持
管
理
、
許
可
終
了
時
の
撤
去
に
つ
い
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
旨
占
用
許
可
条
件
に
明

示
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

 
  三
準
則
第
七
に
つ
い
て

 
 
占
用
施
設
を
そ
の
性
格
に
応
じ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
８
つ
に
分
類
し
、
各
号
の
具
体
的
な
施
設
名
の
例
示

の
追
加
又
は
削
除
を
行
っ
た
が
、
同
様
の
性
格
を
有
す
る
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
も
占
用
許
可
の
目
的
と
な
り
う
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。

 
 １

 第
１

項
第
二
号

ハ
の
「

情
報

通
信
又
は

放
送
用
ケ

ー
ブ
ル

そ
の
他
こ

れ
ら
に
類

す
る
施

設
」
に
は

ク
ロ
ー
ジ

ャ
ー
、

ハ
ン
ド
ホ
ー

ル
等
（
い

ず
れ
も

光
フ
ァ
イ

バ
ー
接
続

機
器

）
、

Ｐ
Ｈ
Ｓ
無

線
通
信
局

、
電
波

障
害
用
ケ

ー
ブ
ル
の

施
設
が

含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
号
ホ
の
「
公
共
基
準
点
、
地
名
標
識
、
水
位
観
測
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
」
に

つ
い
て
は
、
河
川
に
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
施
設
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 ２

 同
項
第
三
号
は
、
地
域
に
お
け
る
防
災
活
動
の
高
ま
り
を
踏
ま
え
、「

地
域
防
災
活
動
に
必
要
な
施
設
」
と
し
て
、「

イ

防
災
用
等
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
離
発
着
場
又
は
待
機
施
設
、
ロ
水
防
倉
庫
、
防
災
倉
庫
そ
の
他
水
防
・
防
災
活
動
の
た
め
に
必

要
な
施
設
」
が
例
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
地
域
防
災
計
画
等
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
に
限
る
こ
と
と

す
る
。

 
 
な
お
、
防
災
用
等
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
離
発
着
場
又
は
待
機
施
設
に
つ
い
て
は
、
地
震
災
害
時
等
の
利
用
を
考
慮
し
た
構
造
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 等
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 ３

 同
項

第
四
号
で

は
、
「

河
川

空
間
を
活

用
し
た
ま

ち
づ
く

り
又
は
地

域
づ
く
り

に
資
す

る
施
設
」

と
し
て

、
「
便
所
、

休
憩
所
、
ベ
ン
チ
、
水
飲
み
場
、
花
壇
等
及
び
売
店
（
周
辺
に
商
業
施
設
が
無
く
、
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）
」

が
例
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
売
店
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
行
う
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
計
画
等
に

沿
っ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

 
 ４

 同
項

第
五
号
の

「
河
川

に
関

す
る
教
育

及
び
学
習

又
は
環

境
意
識
の

啓
発
の
た

め
に
必

要
な
施
設

」
に
つ
い

て
は
、

河
川
環
境
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
環
境
情
報
提
供
施
設
等
の
施
設
に
つ
い
て
要
望
が
あ
る
こ
と
に
応

え
る
も
の
で
あ
る
。

 
 ５

 同
項

第
七
号
ロ

の
「
い

け
す

」
に
つ
い

て
は
、
漁

業
の
た

め
に
設
置

が
や
む
を

得
な
い

も
の
と
し

て
実
務
上

は
一
時

占
用
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
複
数
年
に
わ
た
り
設
置
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら

本
号
に
例
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 ６

 同
項
第
八
号
に
お
い
て
、
モ
ト
ク
ロ
ス
場
に
つ
い
て
は
、
大
会
の
開
催
等
そ
の
利
用
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

一
時
占
用
許
可
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
設
置
を
目
的
と
し
た
占
用
案
件
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
か
ら

占
用
施
設
と
し
て
の
例
示
か
ら
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
な
お
、
モ
ト
ク
ロ
ス
と
し
て
の
河
川
敷
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
市
街
地
か
ら
遠
隔
地
に
あ
り
、
か
つ
、
公
園
等
の
他
の

利
用

が
阻

害
さ

れ
な

い
河

川
敷

地
に

お
い

て
行

う
大

会
の

実
施

や
休

日
を

利
用

し
た

練
習

に
利

用
す

る
場

合
な

ど
に

つ

い
て
一
時
的
な
占
用
と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
、
許
可
に
お
い
て
、
河
川
環
境
及
び
他
の
河
川
利
用
に
支
障
を
与
え
な
い
よ

う
、
現
況
の
敷
地
を
改
変
せ
ず
に
行
う
も
の
と
す
る
な
ど
適
正
に
処
理
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 
 ７

 舟
運

振
興
の
た

め
、
同
項
第

六
号
ハ
に

お
い
て
「

荷
揚
場

（
通
路
を

含
む
。
）
」
を

例
示

す
る
と
共

に
第
３
項

に
お
い

て
、
料
金
所
、
待
合
所
、
案
内
板
等
に
つ
い
て
、
公
共
的
な
水
上
交
通
の
た
め
の
船
着
場
と
一
体
を
な
す
工
作
物
と
し
て

そ
の
設
置
を
認
め
る
も
の
と
し
た
。

 
  四
準
則
第
十
一
に
つ
い
て

 
 
景
観
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
１
１
０
号
）
に
基
づ
き
、
景
観
行
政
団
体
が
景
観
計
画
に
お
い
て
景
観
重
要
公
共
施
設

に
関
す
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
必
要
な
基
準
と
し
て
、
河
川
法
第
２
４
条
の
許
可
の
基
準
を
定
め
た
場
合
は
、
当
該
計

画
に
定
め
る
基
準
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
旨
、
第
２
項
に
規
定
し
て
い
る
。

 
 
ま
た
、
河
川
環
境
に
対
す
る
国
民
の
要
請
に
応
え
る
た
め
、
河
川
整
備
計
画
、
河
川
環
境
管
理
基
本
計
画
等
の
河
川
敷

地
の
利
用
に
係
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
の
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
定
め
ら
れ
た
当
該
計
画
に
沿
っ
て
河
川
環

境
の
保
全
に
一
層
努
め
ら
れ
た
い
。

 
  五
準
則
第
十
四
に
つ
い
て

 
 
占
用
の
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
後
に
継
続
し
て
占
用
す
る
た
め
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
審

査
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
準
則
第
十
二
第
２

 項
に
お
い
て
占
用
の
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、

当
該
許
可
は
効
力
を
失
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
占
用
の
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
こ
と
に
よ
り
当
然
に
許

可
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
新
た
に
占
用
の
申
請
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
所
要
の
審
査
を
行
う
な
ど
適
正
に
処
理
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 

IV-98

309



 

12
6 

  六
準
則
第
十
五
に
つ
い
て

 
 
準
則
第
六
の
占
用
主
体
又
は
第
七
の
占
用
施
設
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
期
間
を
限
る
こ
と
に
よ
り
一
時
的
な

占
用
の
許
可
と
し
て
取
扱
い
、
同
許
可
を
繰
り
返
し
許
可
す
る
こ
と
に
よ
り
継
続
し
て
占
用
す
る
扱
い
と
し
て
い
る
事
例

が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
本
準
則
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
許
可
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記

し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
な
お
、
許
可
に
あ
た
っ
て
は
、
治
水
上
・
利
水
上
の
支
障
及
び
環
境
保
全
上
並
び
に
他
の
者
の
利
用
と
の
調
整
に
つ
い

て
十
分
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
条
件
を
付
す
な
ど
そ
の
適
正
な
運
用
に
努
め
ら
れ
た
い
。

 
 
ま
た
、
地
域
等
の
活
性
化
等
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
利
用
等
河
川
敷
地
を
利
用
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
一
時
的
な
占
用

の
許
可
の
ほ
か
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
様
々
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
河
川
敷
地
を
利
用
す
る

に
当
た
っ
て
、
そ
の
工
夫
に
よ
り
、
自
由
使
用
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
占
用
許
可
手
続
が
不
要
と
な
る
事
案
や

手
続
の
簡
素
化
が
図
ら
れ
る
事
案
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
別
途
送
付
す
る
地
域
等
の
活
性
化
等
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト

利
用
等
の
実

例
を
紹
介

し
た
河

川
敷
地
利

用
事
例
集

を
参
考

に
し
て
、

自
由
使
用

で
あ
る

の
で
手
続

は
不
要
で

あ
る
例

、

手
続

を
簡

素
化

し
た

例
な

ど
地

域
や

イ
ベ

ン
ト

等
に

応
じ

た
取

り
扱

い
に

つ
い

て
事

前
に

定
め

て
お

く
な

ど
適

正
な

処

理
に
努
め
ら
れ
た
い
。

 
  七
準
則
第
三
章
包
括
占
用
の
特
例
に
つ
い
て

 
 
包
括
占
用
の
特
例
の
適
用
を
促
進
す
る
た
め
、
包
括
占
用
許
可
の
対
象
を
市
町
村
か
ら
地
方
公
共
団
体
及
び
公
益
法
人

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
当
面
は
第
三
セ
ク
タ
ー
が
考
え
ら
れ
る
）
に
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

第
十
八
第

１
項
に
お

け
る
包

括
占
用
区

域
の
全
部

又
は
一

部
の
使
用

に
関
し

、
「
治

水
上

支
障
が
小

さ
い
と
見

込
ま
れ

る
ベ
ン
チ
等
の
工
作
物
の
設
置
又
は
樹
木
の
裁
植
」
を
目
的
と
す
る
場
合
に
限
り
、
河
川
美
化
な
ど
を
目
的
に
活
動
す
る

河
川
に
関
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
し
そ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

第
二
十
第

６
 項

に
お
い

て
、

こ
れ
ま
で

占
用
施
設

と
一
体

を
な
す
工

作
物
と
し

て
認
め

て
き
た
利

用
者
の
た

め
の
駐

車
場
、
売
店
に
つ
い
て
は
、
包
括
占
用
区
域
の
中
で
適
正
な
箇
所
に
設
置
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
、
包
括
占
用
区
域
の
う
ち
治
水
上
、
利
水
上
及
び
河
川
環
境
の
保
全
上
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
自
由
に
配
置
で
き
る

も
の
で
あ
る
。

 
 
包
括
占
用
区
域
内
に
お
け
る
地
域
活
性
化
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
に
つ
い
て
、
工
作
物
の
設
置
又
は
土
地
の
形
状
変

更
を
伴
わ
ず
に
利
用
す
る
と
き
は
、
包
括
占
用
許
可
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
が
そ
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
で
足
り
る

も
の
で
あ
る
。

 
 
地
域
活
性
化
の
た
め
に
河
川
敷
地
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
利
用
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
等
が
主
体
的
に
判

断
で
き
る
包
括
占
用
制
度
の
活
用
を
促
進
す
る
よ
う
、
包
括
占
用
の
利
用
に
係
る
手
引
き
を
別
途
作
成
し
送
付
す
る
の
で

包
括
占
用
の
活
用
に
努
め
ら
れ
た
い
。

 
  八
附
則
に
つ
い
て

 
 
社
会
経
済
状
況
等
の
変
化
に
柔
軟
か
つ
迅
速
に
対
応
し
て
、
か
つ
、
地
域
の
特
性
に
即
し
て
こ
の
準
則
を
運
用
す
る
こ

と
を
可
能
に

す
る
た
め

、
平
成

１
６
年
３

 月
２

３
日
付

け
国

土
交
通
事

務
次
官
通

達
「
都

市
及
び
地

域
の
再
生

等
の
た

め
に
利
用
す
る
施
設
に
係
る
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
」
に
該
当
し
な
い
占
用
主
体
、
占
用
施
設

等
に
係
る
社
会
実
験
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
職
よ
り
そ
の
旨
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
な
お
、
同
特
例
措
置
に
適
合
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
当
職
が
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
実
験
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
所
要
の
手
続
き
を
行
わ
れ
た
い
。
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  第
三
準
則
の
運
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

 
 
河
川
は
地
域
住
民
等
に
よ
り
様
々
な
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
地
域
活
性
化
等
の
た
め
に
ま
す
ま
す
河

川
の
利
用
の
促
進
が
求
め
ら
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
河
川
管
理
者
と
し
て
、
河
川
の
利
用
に
つ
い
て
河
川

全
体
を
見
渡
し
た
そ
の
利
用
の
あ
り
方
な
ど
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
河
川
敷
地
の
利
用
に
つ
い
て
、
河
川
管
理

者
が
決
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
意
見
を
十
分
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
民
の
河
川
へ
の

 
親
し
み
を
醸
成
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

 
 
ま
た
、
河
川
管
理
者
と
し
て
、
地
域
と
連
携
・
協
力
し
、
個
々
の
河
川
の
治
水
上
の
特
性
及
び
自
然
的
社
会
的
な
個
性

や
役
割
を
踏
ま
え
た
統
一
的
な
河
川
観
の
形
成
に
努
め
ら
れ
た
い
。

 
 
な
お
、
河
川
区
域
内
の
不
法
占
用
は
、
治
水
、
利
水
、
河
川
環
境
の
保
全
は
も
と
よ
り
他
の
河
川
利
用
の
阻
害
要
因
と

な
る
な
ど
様
々
な
面
で
河
川
管
理
上
の
支
障
を
引
き
起
こ
し
て
お
り
、
関
係
行
政
機
関
等
と
協
力
し
、
当
該
違
法
状
態
の

解
決
に
全
力
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
り
、
監
督
処
分
等
の
措
置
を
強
化
す
る
な
ど
適
正
な
管
理
に
努
め
ら
れ
た
い
。
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 4.
4.

3.
 
河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
平
成

23
年

3
月

8
日
、
国
河
政
第

13
7
号
）

 

【
全
文
抜
粋
】

 
  
標
記
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
３
年
３
月
８
日
付
け
国
河
政
第
１
３
５
号
を
も
っ
て
、
国
土
交
通
事
務
次
官
か
ら
通
知
さ

れ
た
が
、
下
記
の
事
項
に
留
意
の
う
え
、
遺
漏
の
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
た
い
。
お
っ
て
、
貴
管
下
市
町
村
に
対
し
て
も
、

こ
の
旨
周
知
方
取
り
計
ら
わ
れ
た
い
。

 
 

記
 

 第
一
 
河
川

敷
地
占
用

許
可
準

則
（
以
下

「
準
則
」

と
い
う

。
）
改

正
の
背
景

及
び
改

正
の

視
点
一
準

則
改
正
の

背
景
に

つ
い
て

 
 
河
川
敷
地
占
用
に
お
け
る
占
用
主
体
は
、
公
共
性
、
公
益
性
を
有
す
る
者
等
に
限
定
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
に
資
す
る
目
的
で
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
が
河
川
敷
地
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
河
川
敷
地
を
賑
わ
い
の
あ
る
水
辺
空
間
等
と
し
て
積
極
的
に
活
用
し
た
い
と
い
う
要
望
等
を

踏
ま
え
、
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
に
よ
る
河
川
敷
地
の
利
用
を
可
能
と
す
る
特
例
措
置
を
社
会
実
験
と
し
て
実
施
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 
今
般
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
実
験
の
結
果
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
成
長
戦
略
に
掲
げ
る
行
政
財
産
の
商
業
利
用
の
促
進

の
観
点
か
ら
、
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
に
よ
る
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
に
資
す
る
河
川
敷
地
の
利
用
を
実
施
可
能

と
す
る
た
め
、
準
則
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 二
準
則
改
正
の
視
点
に
つ
い
て

 
 
河
川
局
長
に
よ
る
区
域
指
定
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
に
よ
る
河
川
敷
地
の
利
用
を
可
能
と

す
る
た
め
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
に
係
る
占
用
の
特
例
に
関
す
る
章
を
追
加
し
た
も
の
で

あ
る
。

 
 第
二
 
準
則
に
つ
い
て

 
 一

  
準
則
第
二
に
つ
い
て

 
 

準
則
で
い

う
「
河
川

管
理
者

」
と
は
、

河
川
法
（

昭
和
３

９
年
法
律

第
１
６
７

号
。
以

下
「
法
」

と
い
う

。
）
第

９
条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
５
項
、
第
１
０
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
１
１
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
２
４
条

に
規
定
す
る
河
川
敷
地
の
占
用
の
許
可
を
行
う
者
で
あ
り
、
法
に
規
定
す
る
河
川
管
理
者
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に

留
意
さ
れ
た
い
。

 
 二

  
準
則
第
二
十
二
に
つ
い
て

 
（

１
）

 第
１
項
に

規
定
す

る
都

市
・
地
域

再
生
等
利

用
区
域

の
指
定
は

、
地
元
都

道
府
県

又
は
市
町

村
（
特
別

区
を
含

む
。
）
か
ら
の
要
望
等
を
契
機
と
し
て
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
ま
た
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
の
利
用
に
は
、
地
域
活
性
化
に
資
す
る
川
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

の
利
用
な
ど
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 （

２
）

 第
２
項
に

規
定
す

る
都

市
・
地
域

再
生
等
占

用
方
針

に
は
、
①

第
３
項
各

号
に
掲

げ
る
施
設

の
う
ち
か

ら
選
定

し
た
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
に
お
い
て
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
名
、
②
占
用
の
許
可
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
係
る
許
可
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方
針
に
お
い
て
第
３
項
第
十
一
号
に
該
当
す
る
施
設
を
定
め
る
場
合
に
は
、
地
域
行
事
な
ど
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 地
域
に
お
け
る
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
に
係
る
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
踏
ま
え
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

施
設
名
に
準
じ
て
具
体
的
な
施
設
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方
針
に
お
い
て
定
め
る
許
可
方
針
は
、
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
共
通

の
、
又
は
施
設
ご
と
の
、
各
々
の
施
設
の
特
性
等
を
踏
ま
え
た
占
用
の
許
可
を
可
能
と
す
る
要
件
、
付
す
べ
き
許
可
条
件

等
の
考
え
方
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 （

３
）

 第
３
項
第

一
号
か

ら
第

十
号
ま
で

に
掲
げ
る

施
設
は

、
都
市
・

地
域
再
生

等
利
用

区
域
に
お

い
て
占
用

の
許
可

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
例
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
項
第
十
一
号
に
お
い
て
そ
の
他
の
都
市
及
び
地
域
の
再
生

等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
も
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
に
お
い
て
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に

含
む
も
の
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

第
３
項
第

四
号
及
び

第
五
号

に
掲
げ
る

船
着
場
、

船
舶
係

留
施
設
又

は
船
舶
上

下
架
施

設
（
斜
路

を
含
む

。
）
に

つ
い

て
は
、
当
該
占
用
施
設
の
管
理
能
力
等
を
十
分
に
有
す
る
者
が
占
用
主
体
と
な
り
、
工
作
物
設
置
許
可
基
準
（
平
成
６
年

９
月
２
２
日
付
け
建
設
省
河
治
第
７
２
号
建
設
省
治
水
課
長
通
達
）
第
四
十
二
及
び
第
四
十
三
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す

る
も
の
に
つ
い
て
占
用
の
許
可
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
第
３
項
第
六
号
中
の
「
等
」
に
は
、
自
動
販
売
機
な
ど
の
施
設
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
第
３
項
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
日
よ
け
、
突
出
看
板
及
び
川
床
に
つ
い
て
は
、
堤
内
側
の
ビ
ル
、
家

屋
等
か
ら
河
川
に
突
出
し
た
建
築
物
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
建
築
物
と
一
体
的
に
適
正

に
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
の
う
え
、
占
用
を
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
第
３
項
第
八
号
に
掲
げ
る
船
上
食
事
施
設
に
つ
い
て
は
、
船
舶
の
所
有
者
が
占
用
主
体
と
な
り
、
原
則
と
し
て
船
舶
係

留
施
設
に
係
留
し
て
営
業
活
動
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
出
水
時
等
に
は
当
該
河
川
敷
地
外
に
移
動
さ
れ
る
、
又
は
出
水
時

の
流
水
の
作
用
、
塵
芥
の
影
響
及
び
風
等
の
作
用
に
よ
り
船
舶
が
転
覆
す
る
こ
と
な
く
、
水
位
変
動
に
対
し
て
確
実
に
追

従
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
な
ど
河
川
管
理
上
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
占
用
を
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 （
４
）
第
４
項
は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
に
お
い
て
占
用
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
類
型
を
河
川

管
理
者
が
選
択
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
第
４
項
第
一
号
に
掲
げ
る
「
第
六
に
掲
げ
る
占
用
主
体
」
を
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
に
定
め
る
場
合
に
は
、
当

該
公
的
占
用
主
体
が
占
用
施
設
を
施
設
使
用
者
に
使
用
（
施
設
の
設
置
を
目
的
と
す
る
使
用
を
含
む
。
以
下
（
４
）
に
お

い
て
同
じ

。
）
を
さ

せ
る
場

合
に

も
、
当
該

公
的
占
用

主
体
が

使
用
を
さ

せ
る
事
業

者
の
選

定
及
び
施

設
の
管
理

に
つ
い

て
責
任
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
、
公
平
性
等
を
確
保
し
た
河
川
敷
地
の
利
用
の
調
整
及
び
占
用
施
設
の
適
正
な
管
理
が

図
ら
れ
る
こ

と
が
期
待

さ
れ
る

。
第
４
項

第
二
号
に

掲
げ
る

「
営
業
活

動
を
行
う

事
業
者

等
で
あ
っ

て
、
河
川

管
理
者

、

地
方

公
共

団
体

等
で

構
成

す
る

河
川

敷
地

の
利

用
調

整
に

関
す

る
協

議
会

等
に

お
い

て
適

切
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

も

の
」
を
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
に
定
め
る
場
合
に
は
、
河
川
管
理
者
、
地
方
公
共
団
体
等
で
構
成
す
る
河
川
敷
地

の
利
用
調
整
に
関
す
る
協
議
会
等
に
お
い
て
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
が
占
用
主
体
と
な
る
こ
と
か
ら
、
公
平
性
等

の
確
保
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
協
議
会
に
よ
る
こ
と
以
外
に
も
、
地
元
市
町
村
の
同
意

な
ど
地
域
の
合
意
が
確
認
で
き
る
幅
広
い
手
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
第
４
項
第
三
号
に
掲
げ
る
「
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
」
は
、
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
公
的
主
体
や
協
議
会
等
の
調

整
や
関
与
に
よ
る
こ
と
な
く
、
河
川
管
理
者
の
み
の
判
断
で
占
用
許
可
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
同
号
に
掲
げ

る
者
を
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
に
定
め
る
場
合
に
は
、
河
川
管
理
者
自
ら
が
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
調
整
を
行
う

と
と
も
に
、
将
来
に
わ
た
る
占
用
施
設
の
適
正
な
管
理
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 

第
４
項
第

二
号
及
び

第
三
号

に
掲
げ
る

「
営
業
活

動
を
行

う
事
業
者

等
」
の
「

等
」
と

は
、
特
定

非
営
利
活

動
法
人

、

権
利
能
力
な
き
社
団
な
ど
で
あ
る
。

 
 （
５
）
第
５
項
は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
の
指
定
（
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方
針
の
策
定
及
び
都
市
・
地
域
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 再
生
等
占
用

主
体
の
指

定
を
含

む
。
以
下

（
５
）
に

お
い
て

同
じ
。
）
を
し
よ

う
と
す

る
と

き
は
、
河

川
管
理
者

、
地
方

公
共

団
体

等
で

構
成

す
る

河
川

敷
地

の
利

用
調

整
に

関
す

る
協

議
会

の
活

用
な

ど
に

よ
り

地
域

の
合

意
が

図
ら

れ
て

い

る
必
要
が
あ
り
、
公
平
性
、
公
益
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
河
川
管
理
者
の
判
断
の
み
に
よ
る
こ
と
な
く
指
定
を
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
地
域
の
合
意
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
河
川
管
理
者
、
地
方
公
共
団
体
等
で
構
成
す

る
河
川
敷
地
の
利
用
調
整
に
関
す
る
協
議
会
に
よ
る
こ
と
以
外
に
も
、
地
元
市
町
村
が
あ
ら
か
じ
め
河
川
管
理
者
と
協
議

の
上
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
２
２
号
）
第
４
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
に
河

川
敷
地
の
利
用
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
、
地
元
市
町
村
の
同
意
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
地
域
の
合
意
が
確
認
で
き
る
幅

広
い
手
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

 
 （

６
）

 第
６
項
は

、
河
川

敷
地

の
占
用
に

あ
っ
て
は

、
準
則

第
八
か
ら

第
十
一
ま

で
に
掲

げ
る
基
準

に
該
当
す

る
と
き

に
許
可
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
、
具
体
的
な
占
用
内
容
の
如
何
に

か
か
わ
ら
ず
、
治
水
上
又
は
利
水
上
の
支
障
等
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
区
域
は
あ
ら
か
じ
め
除
外
す
る
よ
う
規
定
し
た
も

の
で
あ
る
。

 
 
第
６
項
に
規
定
す
る
「
治
水
上
又
は
利
水
上
の
支
障
等
が
生
じ
な
い
」
と
は
、
準
則
第
八
か
ら
第
十
一
ま
で
に
掲
げ
る

基
準
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 
 （

７
）

 第
７
項
に

規
定
す

る
「

公
表
」
は

、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

掲
載
な
ど

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

の
利
用
そ

の
他
適
切

な
方
法

に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
 三

  
準
則
第
二
十
三
に
つ
い
て

 
 
準
則
第
二
十
三
は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
に
お
い
て
、
準
則
第
五
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
・

地
域
再
生
等
占
用
主
体
が
、
占
用
の
許
可
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方
針
及
び
第
八
か
ら

第
十
一
ま
で
の
基
準
に
該
当
し
、
か
つ
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
並
び
に
河
川
敷
地
の
適
正
な
利
用
に
資
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
に
は
、
占
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
占
用
の
許
可
を
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
方
針
に
定
め
る
許
可
方
針
等
を
踏
ま
え
、
準
則
第
十
三
第
２
項
に
基
づ
き
許
可
条
件
を
付

す
も
の
と
す
る
。

 
 四

  
準
則
第
二
十
四
に
つ
い
て

 
 
準
則
第
二
十
二
第
４
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
都
市
・
地
域
再
生
等
占
用
主
体
と
な
る
占
用
に
あ
っ
て
は
、
準
則
第
十

二
第
１
項
と
同
様
に
十
年
以
内
を
、
準
則
第
二
十
二
第
４
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
都
市
・
地
域
再
生
等
占

用
主
体
と
な
る
占
用
に
あ
っ
て
は
、
都
市
及
び
地
域
の
再
生
等
の
た
め
に
利
用
す
る
施
設
に
係
る
占
用
の
特
例
と
し
て
営

業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
に
占
用
を
許
可
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
三
年
以
内
を
占
用
の
許
可
の
期
間
と
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
な
お
、
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
に
よ
る
事
業
の
安
定
性
等
を
勘
案
し
、
適
切
な
許
可
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

 
 五

  
準
則
第
二
十
五
に
つ
い
て

 
（

１
）

 第
１
項
は

、
準
則

第
二

十
二
第
４

項
第
一
号

に
掲
げ

る
都
市
・

地
域
再
生

等
占
用

主
体
が
、

そ
の
占
用

施
設
を

自
ら
使
用
す
る
ほ
か
営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

営
業
活
動
を
行
う
事
業
者
等
に
よ
る
使
用
に
は
、
当
該
事
業
者
等
が
施
設
を
設
置
し
て
使
用
す
る
場
合
と
当
該
事
業
者
等

が
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
な
く
占
用
許
可
を
受
け
た
者
が
設
置
し
た
施
設
を
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 （

２
）

 第
２
項
は

、
占
用

施
設

を
施
設
使

用
者
に
使

用
さ
せ

る
こ
と
を

含
む
占
用

を
許
可

す
る
際
に

、
準
則
第

十
三
第
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 ２
項
に
基
づ
き
付
す
べ
き
許
可
条
件
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
２
項
第
二
号
は
、
施
設
利
用
料
を
当
該
占
用
許

可
を
受
け
て
い
る
河
川
敷
地
に
お
け
る
施
設
の
維
持
管
理
及
び
良
好
な
水
辺
空
間
の
保
全
、
創
出
を
図
る
た
め
の
費
用
に

充
て
る
こ
と
を
許
可
条
件
と
し
て
付
す
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
施
設
の
維
持
管
理
の
た
め
に
充
て
る
費

用
に
は
、
イ
ベ
ン
ト
費
、
広
告
費
、
料
金
徴
収
費
、
事
務
費
、
占
用
施
設
又
は
そ
の
周
辺
の
河
川
管
理
施
設
の
維
持
管
理

費
等
必
要
な
費
用
を
す
べ
て
含
む
も
の
で
あ
る
。

 
 （

３
）

 第
３
項
は

、
第
１

項
に

基
づ
き
占

用
施
設
を

使
用
さ

せ
る
場
合

に
は
、
占

用
の
許

可
を
受
け

た
者
は
占

用
施
設

を
使
用
す
る
者
と
使
用
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
使
用
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
河
川

管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
使
用
契
約
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
し
た
場

合
も
同
様
で
あ
る
。

 
 （

４
）

 第
４
項
は

、
使
用

契
約

に
記
載
す

べ
き
基
本

的
事
項

を
規
定
し

て
い
る
も

の
で
あ

り
、
占
用

施
設
の
適

正
な
活

用
及
び
維
持
管
理
の
観
点
、
使
用
契
約
締
結
者
間
の
後
日
の
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
観
点
等
か
ら
必
要
な
事
項
を
で
き

る
限
り
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 
 （

５
）

 第
５
項
は

、
施
設

使
用

者
に
よ
る

占
用
施
設

の
使
用

が
法
又
は

許
可
条
件

に
違
反

し
て
い
る

場
合
等
に

お
い
て

は
、
施
設
使
用
者
に
対
し
て
も
監
督
処
分
等
を
状
況
に
応
じ
て
適
正
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

 
 六

  
準
則
第
二
十
六
に
つ
い
て

 
 
準
則
第
二
十
六
は
、
許
可
に
関
す
る
基
準
等
が
第
二
十
三
の
占
用
に
適
用
に
さ
れ
る
こ
と
を
改
め
て
明
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

 
 七

  
附
則
に
つ
い
て

 
 

第
６
項
は

、
「
都

市
及
び

地
域

の
再
生
等

の
た
め
に

利
用
す

る
施
設
に

係
る
河
川

敷
地
占

用
許
可
準

則
の
特
例

措
置
に

つ
い
て
」（

平
成
１
６
年
３
月
２
３
日
付
け
国
土
交
通
事
務
次
官
通
達
）
記
第
七
に
お
い
て
、
特
例
措
置
の
実
施
期
間
は
、

平
成
２
３
年
度
末
ま
で
と
し
、
占
用
施
設
に
係
る
占
用
の
許
可
の
期
間
は
、
実
施
期
間
の
範
囲
内
で
定
め
る
こ
と
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
２
３
年
３
月
３
１
日
時
点
に
お
い
て
同
通
達
に
基
づ
き
河
川
局
長
が
指
定
し
て
い
る
区
域
に
お
け

る
占
用
に
つ
い
て
は
、
特
例
措
置
が
平
成
２
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
、
経
過
措
置
と
し
て
規
定
し

た
も
の
で
あ
る
。
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 5
. 

税
制

特
例

関
連

 
5.

1.
 

法
律

 

5.
1.

1.
 
租
税
特
別
措
置
法

 

【
31

条
の

2、
34

条
の

2、
62

条
の

3、
65

条
の

4、
68

条
の

68
、

68
条
の

75
抜
粋
】

 
 
第
一
章
 
総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
二
）

 
 
第
二
章
 
所
得
税
法
の
特
例

 
 
 
第
一
節
 
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得
（
第
三
条
―
第
九
条
の
七
）

 
 
 
第
二
節
 
不
動
産
所
得
及
び
事
業
所
得

 
 
 
 
第
一
款
 
特
別
税
額
控
除
及
び
減
価
償
却
の
特
例
（
第
十
条
―
第
十
九
条
）

 
 
 
 
第
二
款
 
準
備
金
（
第
二
十
条
―
第
二
十
一
条
）

 
 
 
 
第
三
款
 
鉱
業
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
）

 
 
 
 
第
四
款
 
農
業
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
二
十
四
条
の
二
―
第
二
十
五
条
）

 
 
 
 
第
五
款
 
そ
の
他
の
特
例
（
第
二
十
五
条
の
二
―
第
二
十
八
条
の
四
）

 
 
 
第
三
節
 
給
与
所
得
及
び
退
職
所
得
（
第
二
十
九
条
―
第
二
十
九
条
の
六
）

 
 
 
第
四
節
 
山
林
所
得
及
び
譲
渡
所
得
等

 
 
 
 
第
一
款
 
山
林
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
三
十
条
・
第
三
十
条
の
二
）

 
 
 
 
第
二
款
 
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
一
条
の
四
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
 
第
三
款
 
短
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
三
十
二
条
）

 
 
 
 
第
四
款
 
収
用
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
等
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
三
条
の
五
）

 
 

 
 

第
五

款
 

特
定

事
業

の
用

地
買

収
等

の
場

合
の

譲
渡

所
得

の
特

別
控

除
（

第
三

十
四

条
―

第
三

十
四

条
の

三
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
 
第
六
款
 
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
（
第
三
十
五
条
）

 
 
 
 
第
六
款
の
二
 
特
定
の
土
地
等
の
長
期
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
（
第
三
十
五
条
の
二
）

 
 
 
 
第
七
款
 
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
の
特
例
（
第
三
十
六
条
）

 
 
 
 
第
七
款
の
二
 
居
住
用
財
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
三
十
六
条
の
二
―
第
三

十
六
条
の
五
）

 
 
 
 
第
八
款
 
特
定
の
事
業
用
資
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
三
十
七
条
―
第
三
十
七
条

の
九
の
五
）

 
 
 
 
第
九
款
 
有
価
証
券
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
の
課
税
の
特
例
等
（
第
三
十
七
条
の
十
―
第
三
十
八
条
）

 
 
 
 
第
十
款
 
そ
の
他
の
特
例
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
条
の
三
）

 
 
 
第
四
節
の
二
 
居
住
者
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
等
の
課
税
の
特
例

 
 
 
 
第
一
款
 
居
住
者
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
四
十
条
の
四
―
第
四
十
条
の
六
）

 
 
 
 
第
二
款
 
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
居
住
者
に
係
る
特
定
外
国
法
人
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
四
十
条
の

七
―
第
四
十
条
の
九
）

 
 
 
第
五
節
 
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
特
別
税
額
控
除
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
一
条
の
三
の
二
）

 
 
 
第
六
節
 
そ
の
他
の
特
例
（
第
四
十
一
条
の
四
―
第
四
十
二
条
の
三
）

 
 
第
三
章
 
法
人
税
法
の
特
例

 
 
 
第
一
節
 
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
率
の
特
例
（
第
四
十
二
条
の
三
の
二
）

 
 
 
第
一
節
の
二
 
特
別
税
額
控
除
及
び
減
価
償
却
の
特
例
（
第
四
十
二
条
の
四
―
第
五
十
四
条
）

 
 
 
第
二
節
 
準
備
金
等
（
第
五
十
五
条
―
第
五
十
七
条
の
十
）

 
 
 
第
三
節
 
鉱
業
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
五
十
八
条
・
第
五
十
九
条
）

 
 
 
第
三
節
の
二
 
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
（
第
五
十
九
条
の

二
）
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第
三
節
の
三
 
沖
縄
の
認
定
法
人
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
条
）

 
 
 
第
三
節
の
四
 
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
指
定
特
定
事
業
法
人
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
条
の
二
）

 
 
 
第
三
節
の
五
 
認
定
研
究
開
発
事
業
法
人
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
条
の
三
）

 
 
 
第
四
節
 
協
同
組
合
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
一
条
）

 
 
 
第
四
節
の
二
 
認
定
農
業
生
産
法
人
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
一
条
の
二
・
第
六
十
一
条
の
三
）

 
 
 
第
四
節
の
三
 
交
際
費
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
一
条
の
四
）

 
 
 
第
五
節
 
使
途
秘
匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
二
条
・
第
六
十
二
条
の
二
）

 
 
 
第
五
節
の
二
 
土
地
の
譲
渡
等
が
あ
る
場
合
の
特
別
税
率
（
第
六
十
二
条
の
三
・
第
六
十
三
条
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
第
六
節
 
資
産
の
譲
渡
の
場
合
の
課
税
の
特
例

 
 
 
 
第
一
款
 
収
用
等
の
場
合
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
四
条
―
第
六
十
五
条
の
二
）

 
 

 
 

第
二

款
 

特
定

事
業

の
用

地
買

収
等

の
場

合
の

所
得

の
特

別
控

除
（

第
六

十
五

条
の

三
―

第
六

十
五

条
の

五
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
 
第
二
款
の
二
 
特
定
の
長
期
所
有
土
地
等
の
所
得
の
特
別
控
除
（
第
六
十
五
条
の
五
の
二
）

 
 
 
 
第
三
款
 
資
産
の
譲
渡
に
係
る
特
別
控
除
額
の
特
例
（
第
六
十
五
条
の
六
）

 
 
 
 
第
四
款
 
特
定
の
資
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
五
条
の
七
―
第
六
十
六
条
の
二
）

 
 
 
第
七
節
 
景
気
調
整
の
た
め
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
六
条
の
三
）

 
 
 
第
七
節
の
二
 
国
外
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
課
税
の
特
例
等
（
第
六
十
六
条
の
四
・
第
六
十
六
条
の
四
の
二
）

 
 
 
第
七
節
の
三
 
国
外
支
配
株
主
等
に
係
る
負
債
の
利
子
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
六
条
の
五
）

 
 
 
第
七
節
の
四
 
内
国
法
人
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
等
の
課
税
の
特
例

 
 
 
 
第
一
款
 
内
国
法
人
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
六
条
の
六
―
第
六
十
六
条
の

九
）

 
 
 
 
第
二
款
 
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
内
国
法
人
に
係
る
特
定
外
国
法
人
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
六

条
の
九
の
二
―
第
六
十
六
条
の
九
の
五
）

 
 
 
第
八
節
 
そ
の
他
の
特
例
（
第
六
十
六
条
の
十
―
第
六
十
八
条
の
七
）

 
 
 
第
九
節
 
中
小
企
業
者
等
で
あ
る
連
結
法
人
の
法
人
税
率
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
八
）

 
 
 
第
十
節
 
連
結
法
人
の
特
別
税
額
控
除
及
び
減
価
償
却
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
九
―
第
六
十
八
条
の
四
十
二
）

 
 
 
第
十
一
節
 
連
結
法
人
の
準
備
金
等
（
第
六
十
八
条
の
四
十
三
―
第
六
十
八
条
の
五
十
九
）

 
 
 
第
十
二
節
 
削
除

 
 
 
第
十
三
節
 
連
結
法
人
の
鉱
業
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
六
十
一
・
第
六
十
八
条
の
六
十
二
）

 
 
 
第
十
三
節
の
二
 
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
連
結
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十

八
条
の
六
十
二
の
二
）

 
 
 
第
十
四
節
 
連
結
法
人
で
あ
る
沖
縄
の
認
定
法
人
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
六
十
三
）

 
 
 
第
十
四
節
の
二
 
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
連
結
法
人
で
あ
る
指
定
特
定
事
業
法
人
の
課
税
の
特
例
（
第

六
十
八
条
の
六
十
三
の
二
）

 
 
 
第
十
四
節
の
三
 
連
結
法
人
で
あ
る
認
定
研
究
開
発
事
業
法
人
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
六
十
三
の
三
）

 
 
 
第
十
五
節
 
連
結
法
人
で
あ
る
認
定
農
業
生
産
法
人
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
六
十
四
・
第
六
十
八
条
の

六
十
五
）

 
 
 
第
十
六
節
 
連
結
法
人
の
交
際
費
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
六
十
六
）

 
 
 
第
十
七
節
 
連
結
法
人
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
六
十
七
）

 
 
 
第
十
八
節
 
連
結
法
人
の
土
地
の
譲
渡
等
が
あ
る
場
合
の
特
別
税
率
（
第
六
十
八
条
の
六
十
八
・
第
六
十
八
条
の
六

十
九
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
第
十
九
節
 
連
結
法
人
の
資
産
の
譲
渡
の
場
合
の
課
税
の
特
例

 
 
 
 
第
一
款
 
収
用
等
の
場
合
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
七
十
―
第
六
十
八
条
の
七
十
三
）
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第
二
款
 
特
定
事
業
の
用
地
買
収
等
の
場
合
の
連
結
所
得
の
特
別
控
除
（
第
六
十
八
条
の
七
十
四
―
第
六
十
八
条

の
七
十
六
）

 
一
部
抜
粋

 
 
 
 
第
二
款
の
二
 
特
定
の
長
期
所
有
土
地
等
の
連
結
所
得
の
特
別
控
除
（
第
六
十
八
条
の
七
十
六
の
二
）

 
 
 
 
第
三
款
 
資
産
の
譲
渡
に
係
る
特
別
控
除
額
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
七
十
七
）

 
 
 
 
第
四
款
 
特
定
の
資
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
七
十
八
―
第
六
十
八
条
の
八
十
五

の
三
）

 
 
 
第
二
十
節
 
削
除

 
 
 
第
二
十
一
節
 
連
結
法
人
の
景
気
調
整
の
た
め
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
八
十
七
）

 
 
 
第
二
十
二
節
 
連
結
法
人
の
国
外
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
課
税
の
特
例
等
（
第
六
十
八
条
の
八
十
八
・
第
六
十
八

条
の
八
十
八
の
二
）

 
 
 
第
二
十
三
節
 
連
結
法
人
の
国
外
支
配
株
主
等
に
係
る
負
債
の
利
子
等
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
八
十
九
）

 
 
 
第
二
十
四
節
 
連
結
法
人
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
等
の
課
税
の
特
例

 
 
 
 
第
一
款
 
連
結
法
人
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
九
十
―
第
六
十
八
条

の
九
十
三
）

 
 
 
 
第
二
款
 
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
に
係
る
特
定
外
国
法
人
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
（
第
六
十
八

条
の
九
十
三
の
二
―
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
五
）

 
 
 
第
二
十
五
節
 
連
結
法
人
の
そ
の
他
の
特
例
（
第
六
十
八
条
の
九
十
四
―
第
六
十
八
条
の
百
十
一
）

 
 
第
四
章
 
相
続
税
法
の
特
例
（
第
六
十
九
条
―
第
七
十
条
の
十
三
）

 
 
第
四
章
の
二
 
地
価
税
法
の
特
例
（
第
七
十
一
条
―
第
七
十
一
条
の
十
七
）

 
 
第
五
章
 
登
録
免
許
税
法
の
特
例
（
第
七
十
二
条
―
第
八
十
四
条
の
六
）

 
 
第
六
章
 
消
費
税
法
等
の
特
例

 
 
 
第
一
節
 
消
費
税
法
の
特
例
（
第
八
十
五
条
―
第
八
十
六
条
の
五
）

 
 
 
第
二
節
 
酒
税
法
の
特
例
（
第
八
十
七
条
―
第
八
十
七
条
の
八
）

 
 
 
第
二
節
の
二
 
た
ば
こ
税
法
の
特
例
（
第
八
十
八
条
―
第
八
十
八
条
の
四
）

 
 
 
第
三
節
 
揮
発
油
税
法
及
び
地
方
揮
発
油
税
法
の
特
例
（
第
八
十
八
条
の
五
―
第
九
十
条
の
三
）

 
 
 
第
三
節
の
二
 
石
油
石
炭
税
法
の
特
例
（
第
九
十
条
の
四
―
第
九
十
条
の
七
）

 
 
 
第
三
節
の
三
 
航
空
機
燃
料
税
法
の
特
例
（
第
九
十
条
の
八
―
第
九
十
条
の
九
）

 
 
 
第
三
節
の
四
 
自
動
車
重
量
税
法
の
特
例
（
第
九
十
条
の
十
―
第
九
十
条
の
十
三
）

 
 
 
第
四
節
 
印
紙
税
法
の
特
例
（
第
九
十
一
条
―
第
九
十
二
条
）

 
 
第
七
章
 
利
子
税
等
の
割
合
の
特
例
（
第
九
十
三
条
―
第
九
十
六
条
）

 
 
第
八
章
 
雑
則
（
第
九
十
七
条
―
第
九
十
八
条
）

 
 
附
則
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 （
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

 
第

三
十

一
条

の
二

  
個
人
が
、
昭

和
六
十
二

年
十
月
一
日
か
ら

平
成
二
十

五
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で

の
間
に
、
そ
の

有
す
る
土
地

等
で
そ
の

年
一
月

一
日
に
お

い
て
前
条

第
二
項

に
規
定
す

る
所
有
期

間
が
五

 年
を

超
え
る
も

の
の
譲

渡
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
（
次
条
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

 の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
前
段
の

規
定
に
よ
り

当
該
譲
渡

に
係
る

課
税
長
期

譲
渡
所
得

金
額
に

対
し
課
す

る
所
得
税

の
額
は

、
同
項
前

段
の
規

 定
に

か
か

わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

  
一

  
課
税
長

期
譲
渡
所

得
金
額

が
二
千
万

円
以
下
で

あ
る
場

合
当
該
課

税
長
期
譲

渡
所
得

金
額
の
百

分
の
十
に

相
当
す

る
金
額

  
二

  
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え
る
場
合
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

 
イ
 
二
百
万
円

 
ロ
 
当
該
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
か
ら
二
千
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
金
額

 
２

  
前
項
に

規
定
す
る

優
良
住

宅
地
等
の

た
め
の
譲

渡
と
は

、
次
に
掲

げ
る
土
地

等
の
譲

渡
に
該
当

す
る
こ
と

に
つ
き

財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

  
一

  
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
政
令
で
定
め
る
も
の

  
二

  
独
立
行

政
法
人
都

市
再
生

機
構
、
土

地
開
発
公

社
そ
の

他
こ
れ
ら

に
準
ず
る

法
人
で

宅
地
若
し

く
は
住
宅

の
供
給

又
は
土
地
の

先
行
取
得

の
業
務

を
行
う
こ

と
を
目
的

と
す
る

も
の
と
し

て
 政

令
で
定

め
る

も
の
に
対

す
る
土
地

等
の
譲

渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
直
接
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
土
地
開
発
公
社

に
対
す
る
政
令
で
定
め

 る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
三

  
土
地
等

の
譲
渡
で

第
三
十

三
条
の
四

第
一
項
に

規
定
す

る
収
用
交

換
等
に
よ

る
も
の

（
前
二
号

に
掲
げ
る

譲
渡
又

は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
四

  
都
市
再
開
発
法

 に
よ
る
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
者
に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る

土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
前
三
号
に
掲
げ
る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

  
五

  
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

 （
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
よ
る
防
災

街
区
整
備
事
業
の
施
行
者
に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
六

  
密

集
市

街
地

に
お

け
る

防
災

街
区

の
整

備
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
三

条
第

一
項

第
一

号
 に

規
定

す
る

防
災

再

開
発
促
進
地

区
の
区
域

内
に
お

け
る
同
法

第
八
条

 に
規

定
す

る
認
定
建

替
計
画
（

当
該
認

定
建
替
計

画
に
定
め

ら
れ
た

新
築

す
る

建
築

物
の

敷
地

面
積

の
合

計
が

五
百

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

の
政

令
で

定
め

る
要

件
を

満

た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
建
築
物
の
建
替
え
を
行
う
事
業
の
同
法
第
七
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
に
対
す

る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ

る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
七

  
都
市
再

生
特
別
措

置
法
第

二
十
五
条

に
規
定
す

る
認
定

計
画
に
係

る
同
条
に

規
定
す

る
都
市
再

生
事
業
（

当
該
認

定
計
画
に
定
め
ら
れ
た
建
築
物
（
そ
の
建
築
面
積
が
財
務
省
令
で
定
め
る

 面
積
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

の
建
築
が

さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
事
業
の
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
要
件
を
満
た
す

 も
の
に
限
る
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
当
該
認
定
計
画
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当

該
認
定
事

業
者
と

当
該
区
域

内
の
土
地

等
の
取

得
に
関
す

る
協
定
を

締
結
し

 た
独

立
行
政
法

人
都
市

再
生

機
構
を
含
む

。
）
に

対
す
る

土
地

等
の
譲
渡

で
、
当
該

譲
渡
に

係
る
土
地

等
が
当
該

都
市
再

生
事
業
の

用
に
供
さ

れ
る
も

の
（
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る

 譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
八

  
都
市
再

生
特
別
措

置
法
第

六
十
七
条

に
規
定
す

る
認
定

整
備
事
業

計
画
に
係

る
同
条

に
規
定
す

る
都
市
再

生
整
備

事
業
（
当
該

認
定
整
備

事
業
計

画
に
定
め

ら
れ
た
建

築
物
（

そ
の
建
築

面
 積

が
財
務

省
令

で
定
め
る

面
積
以
上

で
あ
る

も
の
に
限
る

。
）
の

建
築
が

さ
れ

る
こ
と
、

そ
の
事
業

の
施
行

さ
れ
る
土

地
の
区
域

の
面
積

が
〇
・
五

ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
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 で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の

 政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
同
法
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
認
定
整
備
事

業
者
（
当
該

認
定
整
備

事
業
計

画
に
定
め

る
と
こ
ろ

に
よ
り

当
該
認
定

整
備
事
業

者
と
当

該
 区

域
内
の
土

地
等
の

取
得

に
関
す
る
協

定
を
締
結

し
た
独

立
行
政
法

人
都
市
再

生
機
構

を
含
む

。
）
に
対

す
る
土

地
等

の
譲
渡
で

、
当
該
譲

渡
に
係

る
土
地
等
が

当
該
都
市

再
生
整

備
事
業
の

 用
に

供
さ
れ

る
も

の
（
第
二

号
か
ら
前

号
ま
で

に
掲
げ
る

譲
渡
に
該

当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

  
九

  
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
替

え
の
円

滑
化
等
に

関
す
る
法

律
 （

平
成
十
四
年

法
律
第
七

十
八
号

）
第
十
五

条
第
一
項

 若
し

く
は
第
六

十
四
条
第

一
項

 若
し
く
は
第

三
項

 の
請
求
若
し

く
は
同
法

第
五
十
六

条
第
一

項
 の

申
出
に
基

づ
く
マ

ン

シ
ョ
ン
建
替

事
業
（
同

法
第
二

条
第
一
項

第
四
号

 に
規

定
す

る
マ
ン
シ

ョ
ン
建
替

事
業
を

い
う
。
以

下
こ
の
号

に
お
い

て
同
じ
。
）
の
施
行

者
（
同
法
第

二
条
第
一

項
第
五
号

 に
規
定

す
る
施
行

者
を
い
う

。
以
下

こ
の
号
に

お
い
て
同

じ
。
）

に
対
す
る
土

地
等
の
譲

渡
又
は

同
法
第
二

条
第
一
項

第
六
号

 に
規

定
す
る
施

行
マ
ン

シ
ョ

ン
が
政
令

で
定
め
る

建
築
物

に
該
当
し
、

か
つ
、
同

項
第
七

号
 に

規
定
す
る

施
行
再

建
マ

ン
シ
ョ
ン

の
延
べ
面

積
が
当

該
施
行
マ

ン
シ
ョ
ン

の
延
べ

面
積
以
上
で

あ
る
マ
ン

シ
ョ
ン

建
替
事
業

の
施
行
者

に
対
す

る
土
地
等

（
同
法
第

十
一
条

第
一
項

 に
規
定

す
る
隣

接
施

行
敷
地
に
係

る
も
の
に

限
る

。
）

の
譲
渡
で

、
こ
れ
ら

の
譲
渡

に
係
る
土

地
等
が
こ

れ
ら
の

マ
ン
シ
ョ

ン
建
替
事

業
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
（
前
三
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
十

  
建
築
面

積
が
政
令

で
定
め

る
面
積
以

上
で
あ
る

建
築
物

の
建
築
を

す
る
事
業

（
当
該

事
業
の
施

行
さ
れ
る

土
地
の

区
域
の
面
積

が
五
百
平

方
メ
ー

ト
ル
以
上

で
あ
る
こ

と
そ
の

他
の
政
令

で
定
め
る

要
件
を

満
た
す
も

の
に
限
る

。
）

を
行

う
者
に
対
す

る
都
市
計

画
法
第

四
条
第
二

項
 に

規
定
す

る
都

市
計
画
区

域
の
う
ち

政
令
で

定
め
る
地

域
内
に
あ

る
土
地

等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
又
は
第
十
二
号

か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
十

一
  

地
上
階
数
四

以
上
の
中

高
層
の
耐

火
建
築
物

の
建
築

を
す
る
政

令
で
定
め

る
事
業

を
行
う
者

に
対
す
る

第
三
十

七
条
第
一
項

の
表
の
第

一
号
に

規
定
す
る

既
成
市
街

地
等
又

は
こ
れ
に

類
す

 る
地
区

と
し

て
政
令
で

定
め
る
地

区
内
に

あ
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
又
は

次
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で

 に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
十
二

  
一
団
の
宅
地
の
造
成
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

を
行
う
個
人
（
都
市
計
画
法
第
四
十
四
条

 
又

は
第
四
十

五
条

 に
規
定

す
る

開
発
許
可

に
基
づ
く

地
位
の

承
継
（
以

下
こ
の
号

に
お
い

て
「
開
発

許
可
に
基

づ
く
地

位
の
承
継
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
は
当
該
開
発
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
に

 係
る
被
承
継
人
で
あ
る
個
人
又

は
当
該
開
発
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
を
し
た
個
人
と
し
、
当
該
造
成
を
行
う
個
人
の
死
亡
に
よ
り
当
該
造
成
に
関
す

る
事
業
を
承

継
し
た
当

該
個
人

の
相

 続
人
若
し

く
は
包

括
受

遺
者
が
当

該
造
成
を

行
う
場

合
に
は
当

該
死
亡
し

た
個
人

又
は
当
該
相
続
人
若
し
く
は
包
括
受
遺
者
と
す
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
法
人
（
開
発
許
可
に

 基
づ
く
地
位

の
承

継
が

あ
つ

た
場

合
に

は
当

該
開

発
許

可
に

基
づ

く
地

位
の

承
継

に
係

る
被

承
継

人
で

あ
る

法
人

又
は

当
該

開
発

許

可
に
基
づ
く

地
位
の
承

継
を
し

た
法
人
と

し
、
当
該

造
成

 を
行
う
法
人

の
合
併
に

よ
る
消

滅
に
よ
り

当
該
造
成

に
関
す

る
事
業
を
引

き
継
い
だ

当
該
合

併
に
係
る

法
人
税
法

第
二
条

第
十
二
号

 に
規

定
す
る

合
併

法
人
が
当

該
造
成
を

行
う
場

合
に
は
当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
又
は
当
該
合
併
法
人
と
し
、
当
該
造
成
を
行
う
法
人
の
分
割
に
よ
り
当
該
造
成

に
関
す
る
事

業
を
引
き

継
い
だ

当
該
分
割

に
係
る
同

条
第
十

二
号
の
三

 に
規

定
す
る

分
割

承
継
法
人

が
当
該
造

成
を
行

う
場
合
に
は

当
該
分
割

を
し
た

法
人
又
は

当
該
分
割

承
継
法

人
と
す
る

。
第
五
項

に
お
い

て
同
じ

。
）
に
対

す
る
土

地
等

の
譲
渡
で
、

当
該
譲

 渡
に

係
る

土
地
等
が

当
該
一
団

の
宅
地

の
用
に
供

さ
れ
る
も

の
（
第

一
号
、
第

二
号
若
し

く
は
第

六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も

 の
を
除
く
。）

 
イ

 
当
該

一
団
の
宅

地
の
面
積

が
千
平
方

メ
ー
ト
ル

（
都
市

計
画
法
第

七
条
第
一

項
 の

市
街
化
調
整

区
域
と
定

め
ら
れ

た
区
域
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
区
域
内
の
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
に
あ
つ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
面
積
）
以
上
の
も

の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
、
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項

 の
許
可
（
同
法
第
四
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
都

市
計
画
区
域

内
に
お
い

て
行
わ

れ
る
同
条

第
十
二
項

 に
規
定

す
る
開
発

行
為
に
係

る
も
の

に
限
る
。

以
下
こ
の

項
に
お

い
て
「
開
発

許
可
」
と

い
う
。
）

又
は
土
地

区
画
整
理

法
 （

昭
和
二
十
九

年
法
律
第

百
十
九

号
）
第
四

条
第
一
項

 、
第

IV-104

315
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 十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
開
発
許

可
又
は
認
可
の
内
容
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
開
発
許
可
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
の
造
成
と
併
せ
て

公
共
施
設
の
整
備
が
適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十
三

  
開
発
許
可
を
受
け
て
住
宅
建
設
の
用
に
供
さ
れ
る
一
団
の
宅
地
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
造
成
を
行
う
個
人
（
都
市
計
画
法
第
四
十
四
条

 又
は
第
四
十
五
条

 に
規
定
す
る
開
発
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
承
継
に
係
る
被
承
継
人
で
あ
る
個
人
又
は
当
該
地
位
を
承
継
し
た
個
人
。
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又

は
法
人
（

同
法
第
四
十

四
条

 又
は
第
四

十
五
条

 に
規
定
す
る

開
発
許
可

に
基
づ

く
地
位
の

承
継
が
あ

つ
た
場

合
に
は
、
当

該
承
継
に

係
る
被

承
継
人
で

あ
る
法
人

又
は
当

該
地
位
を

承
継
し
た

法
人
。

第
五
項
に

お
い
て
同

じ
。
）
に

対
す

る
 土

地
等
の

譲
渡
で

、
当

該
譲
渡
に

係
る
土
地

等
が
当

該
一
団
の

宅
地
の
用

に
供
さ

れ
る
も
の

（
第
六
号

か
ら
第

八
号
ま
で
又
は
前
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

 
イ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
開
発
許
可
を
要
す
る
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
区
域

内
の
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
に
あ
つ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
面
積
）
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
当
該
開
発
許
可
の
内
容
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十

四
  

そ
の

宅
地

の
造

成
に

つ
き

開
発

許
可

を
要

し
な

い
場

合
に

お
い

て
住

宅
建

設
の

用
に

供
さ

れ
る

一
団

の
宅

地

（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
造
成
を
行
う
個
人
（
当
該

 造
成
を
行
う
個
人
の
死
亡
に
よ
り
当
該
造

成
に
関
す
る
事
業
を
承
継
し
た
当
該
個
人
の
相
続
人
又
は
包
括
受
遺
者
が
当
該
造
成
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
死
亡
し
た

個
人
又
は
当
該
相
続
人
若

 し
く
は
包
括
受
遺
者
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
法
人
（
当
該
造
成
を
行
う
法
人
の
合

併
に
よ
る
消

滅
に
よ
り

当
該
造

成
に
関
す

る
事
業
を

引
き
継

い
だ
当
該

合
併
に
係

る
法
人

税
法
第
二

条
第
十
二

号
 に

規

定
す
る
合
併
法
人
が
当
該
造
成
を
行
う
場
合
に
は
当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
又
は
当
該
合
併
法
人
と
し
、
当
該
造

成
を
行
う
法

人
の
分
割

に
よ
り

当
該
造
成

に
関
す
る

事
業
を

引
き
継
い

だ
当
該
分

割
に
係

る
同
条
第

十
二
号
の

三
 に

規

定
す
る
分
割
承
継
法
人
が
当
該
造
成
を
行
う
場
合
に
は
当
該
分
割
を
し
た
法
人
又
は
当
該
分
割
承
継
法
人
と
す
る
。
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲

 渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
一
団
の
宅
地
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
（
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る

も
の
を
除

 く
。
）

 
イ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
政
令
で
定
め
る
区
域
内
の
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
に
あ
つ
て
は
、

政
令
で
定
め
る
面
積
）
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
都
市
計
画
法
第
四
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
造
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
、
住
宅
建
設
の
用
に
供
さ
れ
る
優
良
な
宅
地
の
供
給
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
認
定
の
内
容
に
適
合
し

て
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十
五

  
一
団
の
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
（
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
建
設

を
行
う
個
人

（
当
該
建

設
を
行

う
個
人
の

死
亡
に
よ

り
当
該

建
設
に
関

す
 る

事
業
を

承
継

し
た
当
該

個
人
の
相

続
人
又

は
包
括
受
遺
者
が
当
該
建
設
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
死
亡
し
た
個
人
又
は
当
該
相
続
人
若
し
く
は
包
括
受
遺
者
。
次
号

及
び
第
五
項
に
お
い
て

 同
じ
。
）
又
は
法
人
（
当
該
建
設
を
行
う
法
人
の
合
併
に
よ
る
消
滅
に
よ
り
当
該
建
設
に
関
す
る

事
業
を
引
き

継
い
だ
当

該
合
併

に
係
る
法

人
税
法
第

二
条
第

十
二
号

 に
規
定

す
る
合

併
法

人
が
当
該

建
設
を
行

う
場
合

に
は
当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
又
は
当
該
合
併
法
人
と
し
、
当
該
建
設
を
行
う
法
人
の
分
割
に
よ
り
当
該
建
設
に

関
す
る
事
業

を
引
き
継

い
だ
当

該
分
割
に

係
る
同
条

第
十
二

号
の
三

 に
規
定

す
る
分

割
承

継
法
人
が

当
該
建
設

を
行
う

場
合
に
は
当

該
分
割
を

し
た
法

人
又
は
当

該
分
割
承

継
法
人

と
す
る
。

次
号
及
び

第
五
項

に
お
い
て

同
じ
。
）
に
対

す
る

土
地
等
の
譲

渡
 で

、
当
該

譲
渡

に
係
る
土

地
等
が
当

該
一
団

の
住
宅
又

は
中
高
層

の
耐
火

共
同
住
宅

の
用
に
供

さ
れ
る

も
の
（
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
又
は
前
三
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除

 く
。
）

 
イ
 
一
団
の
住
宅
に
あ
つ
て
は
そ
の
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
戸
数
が
二
十
五
戸
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ

 
中

高
層

の
耐

火
共

同
住

宅
に

あ
つ

て
は

住
居

の
用

途
に

供
す

る
独

立
部

分
（

建
物

の
区

分
所

有
等

に
関

す
る

法
律
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 （
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
建
物
の
部
分
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。）

が
十
五

以
上

の
も

の
で

あ
る

こ
と

又
は

当
該

中
高

層
の

耐
火

共
同

住
宅

の
床

面
積

が
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
で

あ
る

こ

と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
前
号
ロ
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
建
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ニ

 
当

該
一

団
の

住
宅

又
は

中
高

層
の

耐
火

共
同

住
宅

の
建

設
が

優
良

な
住

宅
の

供
給

に
寄

与
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

に
 つ

い
て
政
令
で

定
め
る

と
こ

ろ
に
よ
り

都
道
府
県

知
事
（

当
該
中
高

層
の
耐
火

共
同
住

宅
で
そ
の

用
に
供
さ

れ
る
土

地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
）

 の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十
六

  
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
（
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
建
設
を
行
う

個
人
又
は
法
人
に
対
す
る
土
地
等
（
土
地
区
画
整
理
法

 に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
同
法
第
二
条
第
四
項

 に
規
定
す

る
施
行
地
区

内
の
土
地

等
で
同

法
第
九
十

八
条
第
一

項
 の

規
定
に
よ
る

仮
換
地
の

指
定
（

仮
に
使
用

又
は
収
益

を
す
る

こ
と
が
で
き

る
権
利
の

目
的
と

な
る
べ
き

土
地
又
は

そ
の
部

分
の
指
定

を
含
む
。

以
下
こ

の
号
に
お

い
て
同
じ

。
）

が
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
譲
渡
の
う
ち
、
そ
の
譲
渡
が
当
該
指
定
の
効
力
発
生
の
日
（
同
法
第
九
十
九
条
第
二
項

 の
規
定

に
よ
り
使
用
又
は
収
益
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
）
か
ら
三
年
を
経
過
す

る
日
の
属
す

る
年
の
十

二
月
三

十
一
日
ま

で
の
間
に

行
わ
れ

 る
も

の
で
、
当

該
譲
渡

を
し

た
土
地
等

に
つ
き
仮

換
地
の

指
定
が
さ
れ
た
土
地
等
が
当
該
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で

又
は
第
十

 二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

 
イ
 
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
床
面
積
及
び
そ
の
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
等
の
面
積
が
政
令
で

定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
に
あ
つ

て
は

、
前

号
ロ

に
規

定
す
る

政
令

で
定

め
る

要
件

を
満
た

す
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

ハ
 
住
宅

又
は
中
高

層
の
耐
火

共
同
住
宅

が
建
築
基

準
法

 （
昭
和
二
十

五
年
法
律

第
二
百

一
号
）
そ

の
他
住
宅

の
建
築

に
関
す
る
法
令
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

 
３

  
第
一
項

の
規
定
は

、
個
人

が
、
昭
和

六
十
二
年

十
月
一

日
か
ら
平

成
二
十
五

年
十
二

月
三
十
一

日
ま
で
の

間
に
、

そ
の
有
す
る

土
地
等
で

そ
の
年

一
月
一
日

に
お
い
て

前
条
第

二
項
に
規

定
 す

る
所
有

期
間

が
五
年
を

超
え
る
も

の
の
譲

渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
そ
の
譲
渡
の
日
か
ら
同
日
以
後

二
年
を
経
過

す
る
日
の

 属
す
る

年
の
十
二

月
三
十
一

日
ま
で

の
期
間
（

住
宅
建
設

の
用
に

供
さ
れ
る

宅
地
の
造

成
に
要

す
る
期
間
が

通
常
二
年

を
超
え

る
こ
と
そ

の
他
の
政

令
で
定

め
る
や
む

を
得
な
い

事
情
が

あ
る

 場
合
に
は

、
そ
の

譲
渡

の
日
か
ら
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
）
内
に
前
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当

す
る
こ
と
と

な
る
こ
と

が
確
実

で
あ
る
と

認
 め

ら
れ
る

こ
と

に
つ
き
財

務
省
令
で

定
め
る

と
こ
ろ
に

よ
り
証
明

が
さ
れ

た
も
の
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
該
当
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

 一
項

中
「
優
良
住

宅
地
等
の

た
め
の

譲
渡
」
と

あ
る
の
は

、
「

第
三

項
に
規
定

す
る
確
定

優
良
住

宅
地
等
予

定
地
の
た

め
の
譲

渡
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

  
４

  
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
場
合
に
お
い
て
、
個
人
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、

第
三
十
三
条

か
ら
第
三

十
三
条

の
四
ま
で

、
第
三
十

四
条
か

ら
第
三

 十
五
条

の
二
ま

で
、

第
三
十
六

条
の
二
、

第
三
十

六
条
の
五
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
七
ま
で
又
は
第
三
十
七
条
の
九
の
二
か
ら
第
三
十
七

条
の
九
の
五

ま
で

 の
規
定

の
適

用
を
受
け

る
と
き
は

、
当
該

土
地
等
の

譲
渡
は
、

第
一
項

又
は
前
項

に
規
定
す

る
優
良

住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な

 い
も
の
と
み
な
す
。

  
５

  
第
三
項

の
規
定
の

適
用
を

受
け
た
者

か
ら
同
項

の
規
定

の
適
用
を

受
け
た
譲

渡
に
係

る
土
地
等

の
買
取
り

を
し
た

第
二
項
第
十

二
号
か
ら

第
十
四

号
ま
で
の

造
成
又
は

同
項
第

十
五
号
若

し
 く

は
第
十

六
号

の
建
設
を

行
う
個
人

又
は
法

人
は
、
当
該
譲
渡
の
全
部
又
は
一
部
が
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

土
地
等
の
譲

渡
に
該
当

 す
る
こ

と
と
な
つ

た
場
合
に

は
、
当

該
第
三
項

の
規
定
の

適
用
を

受
け
た
者

に
対
し
、

遅
滞
な

く
、
そ
の
該

当
す
る
こ

と
と
な

つ
た
当
該

譲
渡
に
つ

い
て
そ

の
該
当
す

る
こ
と
と

な
つ
た

こ
と

 を
証
す
る

財
務
省

令
で

定
め
る
書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  
６

  
第
三
項

の
規
定
の

適
用
を

受
け
た
者

は
、
同
項

の
規
定

の
適
用
を

受
け
た
譲

渡
に
係

る
前
項
に

規
定
す
る

書
類
の

IV-105

316
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 交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
対
し
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
類
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  
７

  
第
三
項

の
規
定
の

適
用
を

受
け
た
者

は
、
同
項

の
規
定

の
適
用
を

受
け
た
譲

渡
の
全

部
又
は
一

部
が
同
項

に
規
定

す
る
期
間
内

に
第
二
項

第
十
二

号
か
ら
第

十
六
号
ま

で
に
掲

げ
る
土
地

等
 の

譲
渡
に

該
当

し
な
い
こ

と
と
な
つ

た
場
合

に
は
、
当
該
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
四
月
以
内
に
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
譲
渡
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
分

の
所
得
税
に

つ
い
て
の

 修
正
申

告
書
を
提

出
し
、
か

つ
、
当

該
期
限
内

に
当
該
申

告
書
の

提
出
に
よ

り
納
付
す

べ
き
税

額
を
納
付
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ
の

場
合
に
お

い
て
、

そ
の
該
当

し
な
い
こ

と
と
な

つ
た

 譲
渡
は
、

同
項
の

規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

  
８

  
前
項
の

場
合
に
お

い
て
、

修
正
申
告

書
の
提
出

が
な
い

と
き
は
、

納
税
地
の

所
轄
税

務
署
長
は

、
当
該
申

告
書
に

記
載
す
べ
き

で
あ
つ
た

所
得
金

額
、
所
得

税
の
額
そ

の
他
の

事
項
に
つ

き
国
税
通

則
法
第

二
十
四
条

 又
は

第
二
十

六
条

 
の
規
定
に
よ
る
更
正
を
行
う
。

  
９

  
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
修
正
申
告
書
及
び
前
項
の
更
正
に
対
す
る
国
税
通
則
法

 の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

  
一

  
当
該
修

正
申
告
書

で
第
七

項
に
規
定

す
る
提
出

期
限
内

に
提
出
さ

れ
た
も
の

に
つ
い

て
は
、
国

税
通
則
法

第
二
十

条
 の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
同
法
第
十
七
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
期
限
内
申
告
書
と
み
な
す
。

  
二

  
当
該
修

正
申
告
書

で
第
七

項
に
規
定

す
る
提
出

期
限
後

に
提
出
さ

れ
た
も
の

及
び
当

該
更
正
に

つ
い
て
は

、
国
税

通
則
法
第
二
章

 か
ら
第
七
章

 ま
で
の
規
定
中
「
法
定
申
告
期
限
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
定
納
期
限
」
と
あ
る
の
は
「
租

税
特
別
措
置

法
第
三
十

一
条
の

二
第
七
項

に
規
定
す

る
修
正

申
告
書
の

提
出
期
限

」
と
、

同
法
第
六

 十
一

条
第
一

項
第

一
号
並
び
に
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
期
限
内
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項

第
十
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
」
と
す
る
。

  
三

  
国
税
通
則

法
第
六
十

一
条
第

一
項
第
二

号
 及

び
第
六
十
六

条
 の

規
定
は
、

前
号
に
規
定

す
る
修
正

申
告
書
及

び

更
正
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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 （
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

  
第

三
十

四
条

の
二

  
個
人
の
有
す

る
土
地
等

が
特
定
住
宅
地
造

成
事
業
等

の
た
め
に
買
い
取

ら
れ
る
場

合
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
つ

た
場
合
に

は
、
そ

の
者
が
そ

の
年
中
に

そ
の
該

当
す
る
こ

と
と
な
つ

た
土
地

 等
（

第
三
十
五

条
の
規

定
の

適
用
を
受
け

る
部
分
を

除
く

。
）

の
全
部
又

は
一
部
に

つ
き
第

三
十
六
条

の
二
、
第

三
十
六

条
の
五
、

第
三
十
七

条
、
第

三
十
七
条
の

四
、
第
三

十
七
条

の
七
、

 第
三
十

七
条
の

九
の

二
又
は
第

三
十
七
条

の
九
の

五
の
規
定

の
適
用
を

受
け
る

場
合
を
除
き

、
こ
れ
ら

の
全
部

の
土
地
等

の
譲
渡
に

対
す
る

第
三
十
一

条
又
は
第

三
十
二

条
の
規
定

の
適
用
に

 つ
い

て

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

  
一

  
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
、「

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
千
五
百
万
円

（
長
期
譲
渡

所
得
の
金

額
の
う

ち
第
三
十

四
条
の
二

第
一
項

の
規
定
に

 該
当

す
る
土

地
等

の
譲
渡
に

係
る
部
分

の
金
額

が
千
五
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
は
当
該
土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
部
分
の
金
額
と
し
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ

た
第
三

 十
二

条
第

一
項
の
規

定
の
適
用

を
受
け

る
場
合
に

は
千
五
百

万
円
か

ら
同
項
の

規
定
に
よ

り
控
除

さ
れ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
当
該
土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
部
分
の
金
額
と
の
い
ず
れ
か

 低
い
金
額
と
す
る
。）

を
控

除
し
た
金
額
（
」
と
す
る
。

  
二

  
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
、「

短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
千
五
百
万
円

（
短
期
譲
渡

所
得
の
金

額
の
う

ち
第
三
十

四
条
の
二

第
一
項

の
規
定
に

 該
当

す
る
土

地
等

の
譲
渡
に

係
る
部
分

の
金
額

が
千

五
百

万
円

に
満

た
な

い
場

合
に
は

、
当

該
土

地
等

の
譲

渡
に

係
る

部
分

の
金

額
）

を
控

除
し

た
金

額
（

」
と

す
る

。
  

２
  

前
項
に
規
定
す
る
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
う
。

  
一

  
地
方
公
共

団
体
（
そ

の
設
立

に
係
る
団

体
で
政
令

で
定
め

る
も
の
を

含
む
。
第

十
号
に

お
い
て
同

じ
。
）
、
独
立
行

政
法
人
中
小

企
業
基
盤

整
備
機

構
、
独
立

行
政
法
人

都
市
再

生
機
構
、

 成
田

国
際
空

港
株

式
会
社
、

地
方
住
宅

供
給
公

社
又
は
日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
が
行
う
住
宅
の
建
設
又
は
宅
地
の
造
成
を
目
的
と
す
る
事
業
（
政
令
で
定
め
る
事
業
を
除

く
。
）
の

用
に
供
す

 る
た

め
に

こ
れ
ら
の

者
に
買
い

取
ら
れ

る
場
合
（

第
三
十
三

条
第
一

項
第
二
号

若
し
く
は

第
四
号

、

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

 場
合
を
除
く
。）

  
二

  
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
収
用
法

 等
に
基
づ
く
収
用
（
同
項
第
二
号
の
買
取
り
及
び
同
条
第

三
項
第
一
号

の
使
用
を

含
む

。
）

を
行
う
者

若
し
く
は

そ
の
者

に
代
わ
る

べ
き
者
と

し
て
政

令
で
定
め

る
者
に
よ

つ
て
当

該
収
用
の
対

償
に
充
て

る
た
め

買
い
取
ら

れ
る
場
合

、
住
宅

地
区
改
良

法
第
二
条

第
六
項

 に
規

定
す
る
改

良
住
宅

を
同

条
第
三
項

 に
規
定
す
る
改
良
地
区
の
区
域
外
に
建
設
す
る
た
め
買
い
取
ら
れ
る
場
合
又
は
公
営
住
宅
法

 （
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百

九
十
三
号

）
第
二

条
第
四
号

 に
規

定
す
る

公
営

住
宅
の
買

取
り
に
よ

り
地
方

公
共
団
体

に
買
い
取

ら
れ
る

場
合
（
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は

政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
三

  
一
団
の

宅
地
の
造

成
に
関

す
る
事
業

（
次
の
イ

及
び
ニ

又
は
ロ
及

び
ニ
に
掲

げ
る
要

件
を
満
た

す
も
の
で

政
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
一
団
の
住
宅
建
設
に
関
す
る
事
業
（
次
の

 ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
政

令
で
定
め
る

も
の
に
限

る
。
）
の

用
に
供
す

る
た
め
に

、
平
成

六
年
一
月

一
日
か
ら

平
成
二

十
三
年
十

二
月
三
十

一
日
ま

で
の
間
に
、

買
い
取

 ら
れ

る
場

合
（
当
該

事
業
に
よ

り
造
成

さ
れ
、
又

は
建
設
さ

れ
る
宅

地
又
は
住

宅
の
分
譲

を
受
け

る
こ
と
を
約

し
て
買
い

取
ら
れ

る
場
合
を

除
く
も
の

と
し
、

当
該
一
団

の
宅
地
の

造
成
が

土
地
区
画

整
理
法

 に
よ

る
土

地
区
画
整
理
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。）

 
イ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項

 の
許
可
（
同
法
第
四
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
都
市

計
画
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
同
条
第
十
二
項

 に
規
定
す
る
開
発
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
受
け
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
造
成
に
係
る
一
団
の
土
地
の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
当
該
造

 成
さ
れ
る
宅
地
の
う
ち
に
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
土
地
等
が
買
い
取
ら
れ
る
者
に
対
し
て
分
譲
さ
れ
る
も
の
（
以

下
こ
の
号
に

お
い
て
「

優
先
分

譲
宅
地
」

と
い
う

。
）
が
あ
る

場
 合

（
政
令
で

定
め
る
場
合

に
限
る

。
）
に
は

、
そ
の

一

団
の
土
地
の
面
積
の
う
ち
に
優
先
分
譲
宅
地
の
合
計
面
積
の
占
め
る
割
合
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

一
団

の
土

地
 の

面
積

か
ら

優
先

分
譲

宅
地

の
合

計
面

積
を

控
除

し
た

面
積

が
五

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
の

も
の

で
あ

る
こ

と
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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 ロ
 
当
該

一
団
の
宅

地
の
造
成

が
土
地
区

画
整
理
法

 に
よ
る

土
地
区
画

整
理
事
業

と
し
て

行
わ
れ
る

も
の
で
あ

り
、
か

つ
、
そ
の
造

成
に
係
る

一
団
の

土
地
（
当

該
土
地
区

画
整
理

事
業
の
同

法
第
二
条

第
四
項

 に
規

定
す
る
施

行
地
区

内
に

お
い
て
当
該

土
地
等
の

買
取
り

を
す
る
個

人
又
は
法

人
の
有

す
る
当
該

施
行
地
区

内
に
あ

る
一
団
の

土
地
に
限

る
。
）
の

面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ

 
当
該

一
団
の
住

宅
建
設
が

都
市
計
画

法
第
四
条

第
二
項

 に
規

定
す
る
都

市
計
画
区
域

内
に
お
い

て
行
わ
れ

る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
戸
数
が
五
十
戸
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
当
該
建
設
さ
れ
る

住
宅
の
う

 ち
に
当

該
事
業

の
用

に
供
す
る

た
め
に
土

地
等
が

買
い
取
ら

れ
る
者
に

対
し
分

譲
さ
れ
る

も
の
（
以

下
こ
の

号
に
お
い
て
「
優
先
分
譲
住
宅
」
と
い
う
。）

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
建
設
さ

 れ
る
住
宅
の
戸
数
の
う
ち
に
優
先
分
譲

住
宅
の
合
計
戸
数
の
占
め
る
割
合
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
戸
数
か
ら
優
先
分

譲
住
宅
の
合
計
戸
数
を
控
除

 し
た
戸
数
が
五
十
戸
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。）

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す

も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ニ
 
当
該
造
成
さ
れ
る
宅
地
（
優
先
分
譲
宅
地
が
あ
る
場
合
に
は
、
優
先
分
譲
宅
地
以
外
の
も
の
）
又
は
当
該
建
設
さ
れ

る
住
宅
（
優
先
分
譲
住
宅
が
あ
る
場
合
に
は
、
優
先
分
譲
住
宅
以
外
の
も
の
）
の
分
譲
が
公
募
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
四

  
公
有
地
の

拡
大
の
推

進
に
関

す
る
法
律

 （
昭

和
四
十
七
年

法
律
第
六

十
六
号
）

第
六
条

第
一
項

 の
協
議

に
基
づ

き
地
方
公
共
団
体
、
土
地
開
発
公
社
又
は
政
令
で
定
め
る
法
人
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
又

は
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
五

  
特

定
空

港
周

辺
航

空
機

騒
音

対
策

特
別

措
置

法
第

四
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

航
空

機
騒

音
障

害
防

止
特

別
地

区

内
に
あ
る
土
地
が
同
法
第
九
条
第
二
項

 の
規
定
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
六

  
地
方
公
共
団
体
又
は
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

 （
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
三
条

の
二
第
一
項

 に
規

定
す
る
沿
道

整
備
推
進

機
構
（
政

令
で
定

め
る
も
の

に
限
る

。
）
が
同
法

第
二
条
第

二
号

 に
掲
げ

る

沿
道
整
備
道
路
の
沿
道
の
整
備
の
た
め
に
行
う
公
共
施
設
若
し
く
は
公
用
施
設
の
整
備
、
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
物
及
び

建
築
敷
地
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項

第
四

号
 に

掲
げ
る

沿
道
地

区
計

画
の
区
域

内
に
あ
る

土
地
等

が
、
こ
れ

ら
の
者
に

買
い
取

ら
れ
る
場

合
（
第
三

十
三
条

第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又

は
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
七

  
地

方
公

共
団

体
又

は
密

集
市

街
地

に
お

け
る

防
災

街
区

の
整

備
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
三

百
条

第
一

項
 に

規

定
す
る
防
災
街
区
整
備
推
進
機
構
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

が
同
法
第
二
条
第
二
号

 に
掲
げ
る
防
災
街
区
と
し

て
の
整
備
の
た
め
に
行
う
公
共
施
設
若
し
く
は
公
用
施
設
の
整
備
、
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
に

関
す
る
事
業

で
政
令
で

定
め
る

も
の
の
用

に
供
す
る

た
め
に

、
都
市
計

画
法
第
八

条
第
一

項
第
五
号

の
二

 に
掲
げ

る
特

定
防
災
街
区

整
備
地
区

又
は
同

法
第
十
二

条
の
四
第

一
項
第

二
号

 に
掲
げ
る

防
災
街

区
整

備
地
区
計

画
の
区
域

内
に
あ

る
土
地
等
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
三
十
三
条
の

二
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
八

  
地

方
公

共
団

体
又

は
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

法
律

第
五

十
一

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
中

心
市

街
地

整

備
推
進
機
構
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

が
同
法
第
十
六
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
認
定
中
心
市
街
地
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
認
定
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。）

の
整
備
の
た
め
に
同
法
第
十
二
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
認
定
基
本
計
画

の
内
容
に
即
し
て
行
う
公
共
施
設
若
し
く
は
公
用
施
設
の
整
備
、
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
に
関

す
る
事
業
で

政
令
で
定

め
る
も

の
の
用

 に
供
す

る
た
め

に
、

認
定
中
心

市
街
地
の

区
域
内

に
あ
る
土

地
等
が
、

こ
れ
ら

の
者
に
買
い

取
ら
れ
る

場
合
（

第
三
十
三

条
第
一
項

第
二
号

若
し
く
は

第
四
号
、

第
三
十

三
条
の
二

第
一
項
第

 一
号

若

し
く
は
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）

  
九

  
地
方
公
共

団
体
又
は

景
観
法

 （
平

成
十
六
年

法
律
第
百
十

号
）
第
九

十
二
条
第

一
項

 に
規
定

す
る
景
観

整
備
機
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 構
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

が
同
法
第
八
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
景
観
計
画
に

定
め
ら
れ
た

同
条
第
二

項
第
四

号
 ロ

に
規
定
す

る
景
観

重
要

公
共
施
設

の
整
備
に

関
す
る

事
業
（
当

該
事
業
が

当
該
景

観
整
備
機
構
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の

 に
限
る
。）

の

用
に
供
す
る
た
め
に
、
当
該
景
観
計
画
の
区
域
内
に
あ
る
土
地
等
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
三
十
三

条
第
一
項
第

二
号
、
第

三
十
三

条
の
二
第

一
項
第
一

 号
若
し

く
は
前
条

第
二
項
第

一
号
に

掲
げ
る
場

合
又
は
第

二
号
、

第
四
号
若
し
く
は
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
十

  
地
方
公

共
団
体
又

は
都
市

再
生
特
別

措
置
法
第

七
十
三

条
第
一
項

に
規
定
す

る
都
市

再
生
整
備

推
進
法
人

（
政
令

で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

が
同
法
第
四

 十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
整
備
計

画
に
記
載
さ
れ
た
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
当
該
事
業
が
当
該
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
場
合
に

 は
、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
当
該
都
市

再
生
整
備
計

画
の
区
域

内
に
あ

る
土
地
等

が
、
こ
れ

ら
の
者

に
買
い
取

ら
れ
る
場

合
 （

第
三
十
三
条

第
一
項
第

二
号
若

し
く
は
第
四
号
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
第
一
号
、
第
二

号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
か

 ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
十
一

  
地
方
公
共
団
体
又
は
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律

 （
平
成
二
十
年
法
律
第
四

十
号
）
第
三

十
四
条
第

一
項

 に
規
定
す
る

歴
史
的
風

致
維
持

向
上
支
援

法
人
（
政

令
で
定

め
る
も
の

に
限
る
。

以
下
こ

の
号
に
お
い

て
同
じ

。
）
が
同
法

第
十
二
条

第
一
項

 に
規
定
す

る
認
定
重

点
区
域
に

お
け
る

同
法
第
八

条
 に

規
定
す

る

認
定
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
共
施
設
又
は
公
用
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
当
該
事
業
が
当
該

歴
史
的
風
致

維
持
向
上

支
援
法

人
に
よ
り

行
わ
れ
る

も
 の

で
あ
る
場
合

に
は
、
地

方
公
共

団
体
の
管

理
の
下
に

行
わ
れ

る
も
の
に
限

る
。
）

の
用
に

供
す

る
た
め
に

、
当
該
認

定
重
点

区
域
内
に

あ
る
土
地

等
が
、

こ
れ
ら
の

者
に
買
い

取
ら
れ

る
場

 合
（
第
三
十

三
条
第

一
項

第
二
号
若

し
く
は
第

四
号
、

第
三
十
三

条
の
二
第

一
項
第

一
号
若
し

く
は
前
条

第
二
項

第
一
号
に
掲

げ
る
場
合

又
は
第

一
号
、
第

二
号
、
第

四
号
若

し
く
は
第

六
号

 か
ら
前

号
ま

で
に
掲
げ

る
場
合
に

該
当
す

る
場
合
を
除
く
。）

  
十

二
  

国
又
は
都
道

府
県
が
作

成
し
た
総

合
的
な
地

域
開
発

に
関
す
る

計
画
で
政

令
で
定

め
る
も
の

に
基
づ
き

、
主
と

し
て
工
場
、

住
宅
又
は

流
通
業

務
施
設
の

用
に
供
す

る
目
的

で
行
わ
れ

る
一

 団
の
土

地
の

造
成
に
関

す
る
事
業

で
、
次

に
掲

げ
る

要
件

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

都
道

府
県

知
事

が
指

定
し

た
も

の
の

用
に

供
す

る
た

め
に

地
方

公
共

団
体

又

は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団

 体
の
出
資
に
係
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

 
イ
 
当
該
計
画
に
係
る
区
域
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
業
の
施
行
区
域
の
面
積
が
政

令
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
事
業
の
施
行
区
域
内
の
道
路
、
公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
空
地
の
面
積
が
当
該
施
行
区
域
内

に
造
成
さ
れ
る
土
地
の
用
途
区
分
に
応
じ
て
適
正
に
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十

三
  

次
に
掲
げ
る

事
業
（
都

市
計
画
そ

の
他
の
土

地
利
用

に
関
す
る

国
又
は
地

方
公
共

団
体
の
計

画
に
適
合

し
て
行

わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ

と
そ
の

他
の
政
令

で
定
め
る

要
件
に

該
当
す
る

こ
と

 に
つ
き

財
務

省
令
で
定

め
る
と
こ

ろ
に
よ

り
証
明
が
さ

れ
た
も
の

に
限
る

。
）
の

用
に
供
す

る
た
め

に
、

地
方
公
共

団
体
の
出

資
に
係

る
法
人
そ

の
他
の
政

令
で
定

め
る
法
人
に
買
い
取
ら
れ

 る
場
合

 
イ

 
商
店

街
の
活
性

化
の
た
め

の
地
域
住

民
の
需
要

に
応
じ

た
事
業
活

動
の
促
進

に
関
す

る
法
律

 （
平
成

二
十
一
年
法

律
第
八
十
号
）
第
五
条
第
三
項

 に
規
定
す
る
認
定
商
店
街
活
性
化
事
業
計
画
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
第
二
項

 に
規
定
す

る
商
店
街
活

性
化
事
業

又
は
同

法
第
七
条

第
三
項

 に
規

定
す

る
認
定
商

店
街
活
性

化
支
援

事
業
計
画

に
基
づ
く

同
法
第

二
条
第
三
項

 に
規
定
す
る
商
店
街
活
性
化
支
援
事
業

 
ロ

 
中
心

市
街
地
の

活
性
化
に

関
す
る
法

律
第
四
十

一
条
第

二
項

 に
規
定
す

る
認
定
特
定

民
間
中
心

市
街
地
活

性
化
事

業
計
画
に
基

づ
く
同
法

第
七
条

第
七
項

 に
規
定

す
る
中
小
小

売
商
業
高

度
化
事
業

（
同
項

第
一
号

 か
ら
第

四
号

 ま
で

又
は
第
七
号

 に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

 
ハ
 
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法

 （
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
条
第
四
項

 の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
計

画
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
第
五
項

 に
規
定
す
る
食
品
商
業
集
積
施
設
整
備
事
業
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14
4 

 十
四

  
農

業
協
同
組

合
法

 （
昭

和
二
十
二

年
法
律
第

百
三
十

二
号
）
第

十
一
条
の

二
十
九

 に
規

定
す
る
宅

地
等
供
給

事
業
の
う
ち
同
法
第
十
条
第
五
項
第
三
号

 に
掲
げ
る
も
の
又
は
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法

 （
平
成
十

四
年
法
律
第

百
四
十
七

号
）
第

十
五
条
第

一
項
第
三

号
 ロ

に
規
定
す
る

他
の
事
業

者
と
の

事
業
の
共

同
化
若
し

く
は
中

小
企
業
の
集
積
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
で
、
都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地

利
用

 に
関
す
る
国

又
は
地

方
公

共
団
体
の

計
画
に
適

合
し
た

計
画
に
従

つ
て
行
わ

れ
る
も

の
で
あ
る

こ
と
そ
の

他
の
政

令
で
定
め
る

要
件
に
該

当
す
る

も
の
と
し

て
都
道
府

県
知
事

が
指
定
し

た
も

 の
の
用

に
供

す
る
た
め

に
買
い
取

ら
れ
る

場
合

  
十

四
の

二
  

総
合
特
別
区
域
法

 （
平
成

二
十
三
年
法

律
第
八
十

一
号
）
第

二
条
第
二
項
第
五

号
 イ

又
は
第
三
項

第
五

号
 イ

に
規
定
す
る

共
同
し

て
又

は
一
の
団

地
若
し
く

は
主
と

し
て
一
の

建
物
に
集

合
し
て

行
う
事
業

の
用
に
供

す
る
土

地
の
造
成
に

関
す
る
事

業
で
、

都
市
計
画

そ
の
他
の

土
地
利

用
に
関
す

る
 国

又
は
地

方
公

共
団
体
の

計
画
に
適

合
し
た

計
画

に
従

つ
て

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

の
政

令
で

定
め

る
要

件
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
市

町
村

長
又

は

特
別
区
の
区
長
が
指
定
し

 た
も
の
の
用
に
供
す
る
た
め
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

五
  

地
方
公
共
団

体
の
出
資

に
係
る
法

人
そ
の
他

の
政
令

で
定
め
る

法
人
（
以

下
こ
の

号
に
お
い

て
「
特
定

法
人
」

と
い
う
。
）
が
行
う
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

 （
平
成
四
年
法
律
第
六
十
二

号
）

第
二

条
第

二
項

 に
規

定
す

る
特

定
施

設
（

同
項

第
一

号
 に

規
定

す
る

建
設

廃
棄

物
処

理
施

設
を

含
む

も
の

を
除

く
。
）
の
整
備
の
事
業
（
当
該
事
業
が
同
法
第
四
条
第
一
項

 の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
整
備
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

の
政

令
で

定
め

る
要

件
に

該
当

す
る

こ
と

に
つ

き
財

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り

証
明
が
さ

 れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
地
方
公
共
団
体
又
は
当
該
特
定
法
人
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

（
第
三
十
三

条
第
一
項

第
二
号

若
し
く
は

第
三
十
三

条
の
二

第
一
項
第

一
号
に

 掲
げ

る
場

合
又
は
第

一
号
に
掲

げ
る
場

合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
十

六
  

広
域
臨
海
環

境
整
備
セ
ン

タ
ー
法

 （
昭
和

五
十
六
年
法

律
第
七
十

六
号
）
第

二
十
条

第
三
項

 の
規
定

に
よ
る

認
可

を
受

け
た

同
項

 の
基

本
計

画
に

基
づ

い
て

行
わ

れ
る

同
法

第
二

条
第

一
項

第
四

号
 に

掲
げ

る
廃

棄
物

の
搬

入
施

設
の
整
備
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

七
  

生
産
緑
地
法

 （
昭
和
四

十
九
年
法

律
第
六
十

八
号
）

第
六
条
第

一
項

 に
規
定
す
る

生
産
緑
地

地
区
内
に

あ
る

土
地
が
、
同

法
第
十
一

条
第
一

項
 、

第
十
二
条

第
二
項

又
は

第
十
五
条

第
二
項
の

規
定
に

基
づ
き
、

地
方
公
共

団
体
、

土
地
開
発
公
社
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

八
  

国
土
利
用
計

画
法

 （
昭

和
四
十
九

年
法
律
第

九
十
二

号
）
第
十

二
条
第
一

項
 の

規
定
に
よ
り

規
制
区
域

と
し

て
指
定
さ
れ
た
区
域
内
の
土
地
等
が
同
法
第
十
九
条
第
二
項

 の
規
定
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

九
  

国
、
地
方
公

共
団
体
そ

の
他
政
令

で
定
め
る

法
人
が

作
成
し
た

地
域
の
開

発
、
保

全
又
は
整

備
に
関
す

る
事
業

に
係
る
計
画

で
、
国
土

利
用
計

画
法
第
九

条
第
三
項

 に
規
定

す
る
土
地

利
用
の
調

整
等
に

関
す
る
事

項
と
し
て

同
条
第

一
項

 の
土
地
利
用

基
本
計

画
に

定
め
ら
れ

た
も
の
の

う
ち
政

令
で
定
め

る
も
の
に

基
づ
き

、
当
該
事

業
の
用
に

供
す
る

た
め
に
土
地

等
が
国
又

は
地
方

公
共
団
体

（
そ
の
設

立
に
係

る
団
体
で

政
令
で
定

め
る
も

の
を
含
む

。
）
に

買
い
取

ら
れ

る
場
合

  
二

十
  

都
市
再
開
発

法
第
七
条
の

六
第
三
項

 、
大

都
市
地
域
住

宅
等
供
給

促
進
法
第

八
条
第

三
項

 （
大
都
市

地
域
住

宅
等
供
給
促
進
法
第
二
十
七
条

 に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

若
し
く
は
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業

業
務
施
設
の

再
配
置
の

促
進
に

関
す
る
法

律
 （

以
下
こ

の
号

に
お
い
て

「
地
方
拠

点
都
市

地
域
整
備

等
促
進
法

」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
第
三
項

 の
規
定
に
よ
り
土
地
等
が
買
い
取
ら
れ
る
場
合
又
は
土
地
等
に
つ
き
中
心
市
街
地
の
活
性
化

に
関
す
る
法

律
 （

以
下
こ
の
号

に
お
い
て

「
中
心
市

街
地
活

性
化
法
」

と
い
う

。
）
第
十
六

条
第
一
項

 に
規

定
す
る

土

地
区
画
整
理

事
業
、
高

齢
者
、

障
害
者
等

の
移
動
等

の
円
滑

化
の
促
進

に
関
す
る

法
律

 （
以
下
こ
の

号
に
お
い

て
「
高

齢
者
移
動
等
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
大
都
市
地
域
住
宅
等
供
給

促
進

法
 に

よ
る

特
定

土
地

区
画

整
理

事
業

若
し

く
は

地
方

拠
点

都
市

地
域

整
備

等
促

進
法

 に
よ

る
拠

点
整

備
土

地
区

画
整
理
事
業
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
に
係
る
換
地
処
分
に
よ
り
当
該
土
地
等
の
う
ち
中
心
市
街
地

活
性
化
法
第
十
六
条
第
一
項

 、
高
齢
者
移
動
等
円
滑
化
法
第
三
十
九
条
第
一
項

 、
大
都
市
地
域
住
宅
等
供
給
促
進
法
第
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 二
十

一
条

第
一

項
 若

し
く

は
地

方
拠

点
都

市
地

域
整

備
等

促
進

法
第

二
十

八
条

第
一

項
 の

保
留

地
に

対
応

す
る

部
分

の
譲
渡
（
中

心
市
街
地

活
性
化

法
第
十
六

条
第
一
項

 の
保
留

地
に
対
応

す
る
部
分

の
譲
渡

に
あ
つ
て

は
当
該
保

留
地
の

上
に
設
置
さ

れ
る
同
項

 に
規
定

す
る
都
市

福
利
施
設

又
は
公

営
住
宅
等

の
設
置
を

す
る
者

が
政
令
で

定
め
る
者

で
あ
る

場
合
に
、
中

心
市
街
地

活
性
化

法
第
十
六

条
第
一
項

 の
保
留

地
に
対
応

す
る
部
分

の
譲
渡

に
あ
つ
て

は
当
該
保

留
地
の

上
に
設
置
さ

れ
る
同
項

 に
規
定

す
る
都
市

福
利
施
設

又
は
公

営
住
宅
等

の
設
置
を

す
る
者

が
政
令
で

定
め
る
者

で
あ
る

場
合
に
、
高

齢
者
移
動

等
円
滑

化
法
第
三

十
九
条
第

一
項

 の
保
留
地
に

対
応
す
る

部
分
の

譲
渡
に
あ

つ
て
は
当

該
保
留

地
の
上
に
設

置
さ
れ
る

同
項

 に
規
定
す
る

生
活
関
連

施
設
又

は
一
般
交

通
用
施
設

の
設
置

を
す
る
者

が
政
令
で

定
め
る

者
で

あ
る

場
合

に
限

る
も

の
と

し
、

当
該

生
活

関
連

施
設

又
は

一
般

交
通

用
施

設
の

設
置

を
す

る
者

が
す

る
も

の
を

除

く
。
）
が
あ
つ
た
と
き
。

  
二
十
一

  
土
地
区
画
整
理
法

 に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
（
同
法
第
三
条
第
一
項

 の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
が

施
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
土
地
等
の
上
に
存
す
る
建
物
又
は
構
築
物
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
建
物
等
」
と
い
う
。
）

が
建
築
基
準

法
第
三
条

第
二
項

 に
規

定
す
る
建

築
物
そ

の
他

の
政
令
で

定
め
る
建

物
等
に

該
当
し
て

い
る
こ
と

に
よ
り

換
地
（
当
該

土
地
の
上

に
存
す

る
権
利
の

目
的
と
な

る
べ
き

土
地
を
含

む
。
以
下

こ
の
号

に
お
い
て

同
じ
。
）
を
定

め
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
財

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
証

明
が

さ
れ

た
当

該
土

地
等

に
つ

い
て

土
地

区

画
整

理
法

第
九

十
条

 の
規

定
に

よ
り

換
地

が
定

め
ら

れ
な

か
つ

た
こ

と
に

伴
い

同
法

第
九

十
四

条
 の

規
定

に
よ

る
清

算
金
を
取
得
す
る
と
き
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
。

  
二

十
二

  
土

地
等

に
つ

き
マ

ン
シ

ョ
ン

の
建

替
え

の
円

滑
化

等
に

関
す

る
法

律
第

二
条

第
一

項
第

四
号

 に
規

定
す

る

マ
ン
シ
ョ
ン

建
替
事
業

が
施
行

さ
れ
た
場

合
に
お
い

て
、
当

該
土
地
等

に
係
る
同

法
 の

権
利
変
換
に

よ
り
同
法

第
七
十

五
条

 の
規
定
に
よ

る
補
償
金
（

当
該
個
人

（
同
条
第

一
号

 に
掲
げ
る
者

に
限
る

。
）
が
や
む

を
得
な
い

事
情
に
よ

り
同

法
第
五
十
六

条
第
一
項

 の
申
出

を
し
た
と

認
め
ら
れ

る
場
合

と
し
て
政

令
で
定
め

る
場
合

に
お
け
る

当
該
申
出

に
基
づ

き
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

を
取
得
す
る
と
き
又
は
当
該
土
地
等
が
同
法
第
十
五
条
第
一
項

 若
し
く
は
第
六
十
四
条

第
一
項

 若
し
く
は
第
三
項

 の
請
求
（
当
該
個
人
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で

定
め
る
場
合
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

に
よ
り
買
い
取
ら
れ
た
と
き
。

  
二
十
三

  
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律

 （
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
三
十

七
条
第
一
項

 の
規

定
に
よ

り
管

理
地
区
と

し
て
指
定

さ
れ
た

区
域
内
の

土
地
が
国

若
し
く

は
地
方
公

共
団
体
に

買
い
取

ら
れ
る
場
合
又
は
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項

 の
規
定
に
よ

り
環
境

大
臣

が
特
別
保

護
地
区
と

し
て
指

定
し
た
区

域
内
の
土

地
の
う

ち
文
化
財

保
護
法
第

百
九
条

第
一
項

 の
規
定
に
よ
り
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
さ
れ
た
鳥
獣
（
こ
れ
に
準
ず
る
鳥
を
含
む
。）

の
生
息
地
で
国
若
し
く

は
地
方
公
共

団
体
に
お

い
て
そ

の
保
存
を

す
べ
き
も

の
と
し

て
政
令
で

定
め

 る
も
の

が
国

若
し
く
は

地
方
公
共

団
体
に

買
い

取
ら

れ
る

場
合

（
第

三
十

三
条

第
一

項
第

二
号

又
は

前
条

第
二

項
第

四
号

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
場

合
を

除

く
。
）

  
二

十
四

  
自

然
公

園
法

第
七

十
二

条
 に

規
定

す
る

都
道

府
県

立
自

然
公

園
の

区
域

内
の

う
ち

同
法

第
七

十
三

条
第

一

項
 に

規
定
す
る
条

例
の
定

め
る

と
こ
ろ
に

よ
り
特
別

地
域
と

し
て
指
定

さ
れ
た
地

域
で
、

当
該
地
域

内
に
お
け

る
行
為

に
つ

き
同

法
第

二
十

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
特

別
地

域
内

に
お

け
る

行
為

に
関

す
る

同
法

第
二

章
第

四
節

 の
規

定
に

よ
る

規
制

と
同

等
の

規
制

が
行

わ
れ

て
い

る
地

域
と

し
て

環
境

大
臣

が
認

定
し

た
地

域
内

の
土

地
又

は
自

然
環

境
保

全

法
第

四
十

五
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

都
道

府
県

自
然

環
境

保
全

地
域

の
う

ち
同

法
第

四
十

六
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
別
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
で
、
当
該
地
区
内
に
お
け
る
行
為
に
つ
き
同
法
第
二

十
五

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
特

別
地

区
内

に
お

け
る

行
為

に
関

す
る

同
法

第
四

章
第

二
節

 の
規

定
に

よ
る

規
制

と
同

等
の

規
制

が
行

わ
れ

て
い

る
地

区
と

し
て

環
境

大
臣

が
認

定
し

た
地

区
内

の
土

地
が

地
方

公
共

団
体

に
買

い
取

ら
れ

る

場
合

  
二

十
五

  
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
法

第
四

条
第

一
項

第
一

号
 に

規
定

す
る

農
用

地
で

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関

す
る
法
律
第

八
条
第
二

項
第
一

号
 に

規
定
す
る

農
用
地

区
域

と
し
て
定

め
ら
れ
て

い
る
区

域
内
に
あ

る
も
の
が

、
農
業

経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項

 の
協
議
に
基
づ
き
、
同
項

 に
規
定
す
る
農
地
保
有
合
理
化
法
人
又
は
農

IV-108

319



 

14
6 

 地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
（
当
該
農
地
保
有
合
理
化
法
人
又
は
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
が
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般

財
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
３

  
個
人
の

有
す
る
土

地
等
に

つ
き
、
一

の
事
業
で

前
項
第

一
号
か
ら

第
三
号
ま

で
、
第

六
号
か
ら

第
十
六
号

ま
で
、

第
十
九
号
又

は
第
二
十

二
号
の

買
取
り
に

係
る
も
の

の
用
に

供
す
る
た

め
 に

、
こ
れ

ら
の

規
定
の
買

取
り
が
二

以
上
行

わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
買
取
り
が
二
以
上
の
年
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
買
取
り
の
う
ち
、

最
初
に
こ
れ

ら
の
規

 定
の

買
取

り
が
行
わ

れ
た
年
に

お
い
て

行
わ
れ
た

も
の
以
外

の
買
取

り
に
つ
い

て
は
、
第

一
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

  
４

  
前
条
第

四
項
及
び

第
五
項

の
規
定
は

、
第
一
項

の
規
定

を
適
用
す

る
場
合
に

つ
い
て

、
同
条
第

六
項
の
規

定
は
、

第
二
項
各
号
の
買
取
り
を
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
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 （
土
地
の
譲
渡
等
が
あ
る
場
合
の
特
別
税
率
）

  
第

六
十

二
条

の
三

  
法
人
が
土
地

の
譲
渡
等

を
し
た
場
合
に
は

、
当
該
法

人
に
対
し
て
課
す

る
各
事
業

年
度
の
所
得
に

対
す
る
法
人

税
の
額
は

、
法
人

税
法
第
六

十
六
条
第

一
項

 か
ら
第
三
項

 ま
で

並
び
に
第
百

四
十
三
条

第
一
項

 及
び

第

二
項

 並
び
に
第
四
十
二
条
の
四
第
十
一
項

 （
第
四
十
二
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む

。
）
、

第
四
十
二

条
の

五
第
五
項

、
第
四
十

二
条
の

五
の
二
第

五
項
、
第

四
十
二

条
の
六
第

五
項
、
第

 四
十
二

条
の
七
第
七
項
、
第
四
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
四
十
二
条
の
十
第
五
項
、
第
四
十
二
条
の
十
一
第
五
項
、
第
六
十
二
条

第
一
項
、
第

八
項
、
次

条
第
一

項
、
第
六

十
七
条
の

二
第
一

 項
及

び
第
六
十

八
条
第

一
項

そ
の
他
法

人
税
に
関

す
る
法

令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
法
人
税
の
額
に
、
当
該
土
地
の
譲
渡
等
（
次
条
第
一
項
の

規
定
の
適

 用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。）

に
係
る
譲
渡
利
益
金
額
の
合
計
額
に
百
分
の
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

  
２

  
こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

  
一

  
土
地
の
譲
渡
等
 
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

 
イ

 
土
地

（
国
内
に

あ
る
も
の

に
限
る
。

以
下
こ
の

号
に
お

い
て
同
じ

。
）
又

は
土
地
の
上

に
存
す
る

権
利
（
以

下
こ
の

節
に
お
い
て

「
土
地
等

」
と
い

う
。
）

の
譲
渡
（

適
格
現

物
出

資
又
は
適

格
現
物
分

配
に
よ

る
土
地
等

の
移
転
を

除
く
も

の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
含
む
。）

 
（
１
）
 
合
併
（
適
格
合
併
を
除
く
。
）
又
は
分
割
（
適
格
分
割
を
除
く
。
）
に
よ
る
土
地
等
の
移
転

 
（
２
）
 
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設
定
そ
の
他
契
約
に
よ
り
他
人
（
連
結
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
他

の
連
結
法
人
を
含
む
。）

に
土
地
を
長
期
間
使
用
さ
せ
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の

 
（
３
）
 
土
地
等
の
売
買
又
は
交
換
の
代
理
又
は
媒
介
に
関
し
報
酬
を
受
け
る
行
為
そ
の
他
の
行
為
で
土
地
等
の
譲
渡
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

 
ロ
 
そ
の
有
す
る
資
産
が
主
と
し
て
土
地
等
で
あ
る
法
人
の
発
行
す
る
株
式
又
は
出
資
（
当
該
株
式
又
は
出
資
の
う
ち
次

 
に

掲
げ
る
出

資
、
投
資

口
又
は

受
益
権
に

該
当
す
る

も
の
を

除
く
。
）
の
譲
渡

（
適
格

現
物

出
資
又
は

適
格
現
物

分
配
に

よ
る
移
転
を
除
く
も
の
と
し
、
合
併
（
適
格
合
併
を
除
く
。）

又
は

 分
割
（
適
格
分
割
を
除
く
。
）
に
よ
る
移
転
を
含
む
。
）

で
、
土
地
等
の
譲
渡
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

 
（

１
）

 
資
産
の
流
動

化
に
関

す
る
法
律

第
二
条
第

三
項

 に
規
定
す
る

特
定
目
的

会
社
で

あ
つ
て
第

六
十
七
条

の
十
四

第
一
項
第
一
号

 ロ
（
１
）
若
し
く
は
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
又
は
同
号

 ロ
（
３
）
若
し
く
は
（
４
）
に
掲
げ
る
も
の
（
同

項
第
二
号

 ニ
に
規

定
す
る
同
族

会
社
に
該

当
す
る
も

の
を
除

く
。
）

に
該
当
す

る
も
の
の
同

法
第
二
条

第
五
項

 に
規

定

す
る
優
先
出
資
及
び
同
条
第
六
項

 に
規
定
す
る
特
定
出
資

 
（

２
）

 
投
資
信
託
及

び
投
資

法
人
に
関

す
る
法
律

第
二
条

第
十
二
項

 に
規

定
す
る
投
資

法
人
で
あ

つ
て
、
第

六
十
七

条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
（
同
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
同
族
会
社
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も
の
の
同
法
第
二
条
第
十
四
項

 に
規
定
す
る
投
資
口

 
（

３
）

 
法
人
課
税
信

託
の
う

ち
法
人
税

法
第
二
条

第
二
十

九
号
の
二

 ホ
に

掲
げ
る
特
定

目
的
信
託

で
あ
つ
て

、
第
六

十
八
条
の
三
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
同
族
会
社
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
益
権

 
（

４
）

 
法
人
課
税
信

託
の
う

ち
法
人
税

法
第
二
条

第
二
十

九
号
の
二

 ニ
に

掲
げ
る
投
資

信
託
で
あ

つ
て
、
第

六
十
八

条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
同
族
会
社
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
受
益
権

 
二

  
譲
渡
利

益
金
額
 

当
該
土

地
の
譲
渡

等
に
よ
る

収
益
の

額
と
し
て

政
令
で
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ

り
計
算
し

た
金
額

か
ら

当
該

収
益

に
係

る
原

価
の

額
及

び
当

該
土

地
の

譲
渡

等
の

た
め

に
直

接
又

は
間

接
に

要
し

た
経

費
の

額
と

し
て

政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。

  
３

  
第
一
項

の
規
定
は

、
土
地

等
の
譲
渡

（
適
格
現

物
出
資

又
は
適
格

現
物
分
配

に
よ
る

土
地
等
の

移
転
を
除

く
も
の

と
し
、
前
項
第
一
号
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
行
為
を
含
む
。
以

 下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

う
ち

、
棚
卸

資
産
（
そ
の
取
得
を
し
た
日
か
ら
譲
渡
を
し
た
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
法
人
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
と
し
て

IV-109

320
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 政
令
で
定
め
る
も
の

 を
除
く
。
）
の
譲
渡
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

  
４

  
第
一
項

の
規
定
は

、
法
人

が
、
平
成

四
年
一
月

一
日
か

ら
平
成
二

十
五
年
十

二
月
三

十
一
日
ま

で
の
間
に

、
そ
の

有
す
る
土
地
等
（
棚
卸
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
第
八
項
ま

 で
及
び
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
譲
渡
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
が
次
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
証

 明
が
さ
れ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

  
一

  
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
政
令
で
定
め
る
も
の

  
二

  
独
立
行

政
法
人
都

市
再
生

機
構
、
土

地
開
発
公

社
そ
の

他
こ
れ
ら

に
準
ず
る

法
人
で

宅
地
若
し

く
は
住
宅

の
供
給

又
は
土
地
の

先
行
取
得

の
業
務

を
行
う
こ

と
を
目
的

と
す
る

も
の
と
し

て
 政

令
で
定

め
る

も
の
に
対

す
る
土
地

等
の
譲

渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
直
接
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
土
地
開
発
公
社

に
対
す
る
政
令
で
定
め

 る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
三

  
土
地
等

の
譲
渡
で

第
六
十

五
条
の
二

第
一
項
に

規
定
す

る
収
用
換

地
等
に
よ

る
も
の

（
前
二
号

に
掲
げ
る

譲
渡
又

は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
四

  
都
市
再
開
発
法

 に
よ
る
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
者
に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る

土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
前
三
号
に
掲
げ
る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

  
五

  
密

集
市

街
地

に
お

け
る

防
災

街
区

の
整

備
の

促
進

に
関

す
る

法
律

 に
よ

る
防

災
街

区
整

備
事

業
の

施
行

者
に

対

す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
六

  
密

集
市

街
地

に
お

け
る

防
災

街
区

の
整

備
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
三

条
第

一
項

第
一

号
 に

規
定

す
る

防
災

再

開
発
促
進
地

区
の
区
域

内
に
お

け
る
同
法

第
八
条

 に
規

定
す

る
認
定
建

替
計
画
（

当
該
認

定
建
替
計

画
に
定
め

ら
れ
た

新
築

す
る

建
築

物
の

敷
地

面
積

の
合

計
が

五
百

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

の
政

令
で

定
め

る
要

件
を

満

た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
建
築
物
の
建
替
え
を
行
う
事
業
の
同
法
第
七
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
に
対
す

る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ

る
譲
渡
又
は
政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
七

  
都
市
再

生
特
別
措

置
法
第

二
十
五
条

に
規
定
す

る
認
定

計
画
に
係

る
同
条
に

規
定
す

る
都
市
再

生
事
業
（

当
該
認

定
計
画
に
定
め
ら
れ
た
建
築
物
（
そ
の
建
築
面
積
が
財
務
省
令
で
定
め
る

 面
積
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

の
建
築
が

さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
事
業
の
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
要
件
を
満
た
す

 も
の
に
限
る
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
当
該
認
定
計
画
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当

該
認
定
事

業
者
と

当
該
区
域

内
の
土
地

等
の
取

得
に
関
す

る
協
定
を

締
結
し

 た
独

立
行
政
法

人
都
市

再
生

機
構
を
含
む

。
）
に

対
す
る

土
地

等
の
譲
渡

で
、
当
該

譲
渡
に

係
る
土
地

等
が
当
該

都
市
再

生
事
業
の

用
に
供
さ

れ
る
も

の
（
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る

 譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
八

  
都
市
再

生
特
別
措

置
法
第

六
十
七
条

に
規
定
す

る
認
定

整
備
事
業

計
画
に
係

る
同
条

に
規
定
す

る
都
市
再

生
整
備

事
業
（
当
該

認
定
整
備

事
業
計

画
に
定
め

ら
れ
た
建

築
物
（

そ
の
建
築

面
 積

が
財
務

省
令

で
定
め
る

面
積
以
上

で
あ
る

も
の
に
限
る

。
）
の

建
築
が

さ
れ

る
こ
と
、

そ
の
事
業

の
施
行

さ
れ
る
土

地
の
区
域

の
面
積

が
〇
・
五

ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の

 政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
同
法
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
認
定
整
備
事

業
者
（
当
該

認
定
整
備

事
業
計

画
に
定
め

る
と
こ
ろ

に
よ
り

当
該
認
定

整
備
事
業

者
と
当

該
 区

域
内
の
土

地
等
の

取
得

に
関
す
る
協

定
を
締
結

し
た
独

立
行
政
法

人
都
市
再

生
機
構

を
含
む

。
）
に
対

す
る
土

地
等

の
譲
渡
で

、
当
該
譲

渡
に
係

る
土
地
等
が

当
該
都
市

再
生
整

備
事
業
の

 用
に

供
さ
れ

る
も

の
（
第
二

号
か
ら
前

号
ま
で

に
掲
げ
る

譲
渡
に
該

当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

  
九

  
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
替

え
の
円

滑
化
等
に

関
す
る
法

律
第
十

五
条
第
一

項
 若

し
く
は
第
六

十
四
条
第

一
項

 若
し
く

は
第
三
項

 の
請
求
若
し
く
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項

 の
申
出
に
基
づ
く
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
（
同
法
第
二
条
第
一

項
第
四
号

 に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
施
行
者
（
同
法
第
二
条
第

一
項
第
五
号

 に
規
定
す
る
施
行
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
又
は
同
法
第
二
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 条
第
一
項
第
六
号

 に
規
定
す
る
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
が
政
令
で
定
め
る
建
築
物
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
項
第
七
号

 に
規
定

す
る

施
行

再
建

マ
ン

シ
ョ

ン
の

延
べ

面
積

が
当

該
施

行
マ

ン
シ

ョ
ン

の
延

べ
面

積
以

上
で

あ
る

マ
ン

シ
ョ

ン
建

替
事

業

の
施
行
者
に
対
す
る
土
地
等
（
同
法
第
十
一
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
隣
接
施
行
敷
地
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

の
譲
渡
で
、

こ
れ
ら
の
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
こ
れ
ら
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
前
三
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

  
十

  
建
築
面

積
が
政
令

で
定
め

る
面
積
以

上
で
あ
る

建
築
物

の
建
築
を

す
る
事
業

（
当
該

事
業
の
施

行
さ
れ
る

土
地
の

区
域
の
面
積

が
五
百
平

方
メ
ー

ト
ル
以
上

で
あ
る
こ

と
そ
の

他
の
政
令

で
定
め
る

要
件
を

満
た
す
も

の
に
限
る

。
）

を
行

う
者
に
対
す

る
都
市
計

画
法
第

四
条
第
二

項
 に

規
定
す

る
都

市
計
画
区

域
の
う
ち

政
令
で

定
め
る
地

域
内
に
あ

る
土
地

等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
又
は
第
十
二
号

か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
十

一
  

地
上
階
数
四

以
上
の
中

高
層
の
耐

火
建
築
物

の
建
築

を
す
る
政

令
で
定
め

る
事
業

を
行
う
者

に
対
す
る

第
六
十

五
条
の
七
第

一
項
の
表

の
第
一

号
に
規
定

す
る
既
成

市
街
地

等
又
は
こ

れ
に

 類
す
る

地
区

と
し
て
政

令
で
定
め

る
地
区

内
に
あ
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
前
号
ま
で

又
は
次
号
か
ら
第
十
六
号

 ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

  
十
二

  
一
団
の
宅
地
の
造
成
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

を
行
う
個
人
（
都
市
計
画
法
第
四
十
四
条

 
又

は
第
四
十

五
条

 に
規
定

す
る

開
発
許
可

に
基
づ
く

地
位
の

承
継
（
以

下
こ
の
号

に
お
い

て
「
開
発

許
可
に
基

づ
く
地

位
の
承
継
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
は
当
該
開
発
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
に

 係
る
被
承
継
人
で
あ
る
個
人
又

は
当
該
開
発
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
を
し
た
個
人
と
し
、
当
該
造
成
を
行
う
個
人
の
死
亡
に
よ
り
当
該
造
成
に
関
す

る
事
業
を
承

継
し
た
当

該
個
人

の
相

 続
人
若
し

く
は
包

括
受

遺
者
が
当

該
造
成
を

行
う
場

合
に
は
当

該
死
亡
し

た
個
人

又
は
当
該
相
続
人
若
し
く
は
包
括
受
遺
者
と
す
る
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
法
人
（
開
発
許
可
に

 基
づ
く
地
位

の
承

継
が

あ
つ

た
場

合
に

は
当

該
開

発
許

可
に

基
づ

く
地

位
の

承
継

に
係

る
被

承
継

人
で

あ
る

法
人

又
は

当
該

開
発

許

可
に
基
づ
く

地
位
の
承

継
を
し

た
法
人
と

し
、
当
該

造
成

 を
行
う
法
人

の
合
併
に

よ
る
消

滅
に
よ
り

当
該
造
成

に
関
す

る
事

業
を

引
き

継
い

だ
当

該
合

併
に

係
る

合
併

法
人

が
当

該
造

成
を

行
う

場
合

に
は

当
該

合
併

に
よ

り
消

滅
し

た
法

人

又
は
当
該

 合
併
法

人
と
し

、
当

該
造
成
を

行
う
法
人

の
分
割

に
よ
り
当

該
造
成
に

関
す
る

事
業
を
引

き
継
い
だ

当
該
分

割
に
係
る
分

割
承
継
法

人
が
当

該
造
成
を

行
う
場
合

に
は
当

該
分
割
を

し
た
法
人

 又
は
当

該
分
割
承

継
法
人
と

す
る
。

第
七
項
に
お

い
て
同
じ

。
）

に
対

す
る
土
地

等
の
譲
渡

で
、
当

該
譲
渡
に

係
る
土
地

等
が
当

該
一
団
の

宅
地
の
用

に
供
さ

れ
る
も
の
（

第
一
号
、

第
二
号

 若
し

く
は
第
六

号
か
ら

第
八

号
ま
で
に

掲
げ
る
譲

渡
又
は

政
令
で
定

め
る
土
地

等
の
譲

渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

 
イ

 
当
該

一
団
の
宅

地
の
面
積

が
千
平
方

メ
ー
ト
ル

（
都
市

計
画
法
第

七
条
第
一

項
 の

市
街
化
調
整

区
域
と
定

め
ら
れ

た
区
域
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
区
域
内
の
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
に
あ
つ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
面
積
）
以
上
の
も

の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
、
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項

 の
許
可
（
同
法
第
四
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
都

市
計
画
区
域

内
に
お
い

て
行
わ

れ
る
同
条

第
十
二
項

 に
規
定

す
る
開
発

行
為
に
係

る
も
の

に
限
る
。

以
下
こ
の

項
に
お

い
て
「
開
発
許
可
」
と
い
う
。）

又
は
土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項

 、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く

は
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
開
発
許
可
又
は
認
可
の
内
容
に
適
合
し
て
行
わ
れ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
開
発
許
可
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
の
造
成
と
併
せ
て

公
共
施
設
の
整
備
が
適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十
三

  
開
発
許
可
を
受
け
て
住
宅
建
設
の
用
に
供
さ
れ
る
一
団
の
宅
地
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
造
成
を
行
う
個
人
（
都
市
計
画
法
第
四
十
四
条

 又
は
第
四
十
五
条

 に
規
定
す
る
開
発
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
承
継
に
係
る
被
承
継
人
で
あ
る
個
人
又
は
当
該
地
位
の
承
継
を
し
た
個
人
。
第
七
項
に
お
い
て

同
じ

。
）

又
は
法
人

（
同
法
第
四

十
四
条

 又
は
第

四
十
五
条

 に
規
定

す
る
開
発

許
可
に
基
づ

く
地
位
の

承
継
が
あ

つ
た

場
合
に
は
、
当
該
承
継
に
係
る
被
承
継
人
で
あ
る
法
人
又
は
当
該
地
位
の
承
継
を
し
た
法
人
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

IV-110
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 に
対

す
 る

土
地
等

の
譲
渡

で
、

当
該
譲
渡

に
係
る
土

地
等
が

当
該
一
団

の
宅
地
の

用
に
供

さ
れ
る
も

の
（
第
六

号
か
ら

第
八
号
ま
で
又
は
前
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

 
イ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
開
発
許
可
を
要
す
る
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
区
域

内
の
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
に
あ
つ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
面
積
）
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
当
該
開
発
許
可
の
内
容
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十

四
  

そ
の

宅
地

の
造

成
に

つ
き

開
発

許
可

を
要

し
な

い
場

合
に

お
い

て
住

宅
建

設
の

用
に

供
さ

れ
る

一
団

の
宅

地

（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
造
成
を
行
う
個
人
（
当
該

 造
成
を
行
う
個
人
の
死
亡
に
よ
り
当
該
造

成
に
関
す
る
事
業
を
承
継
し
た
当
該
個
人
の
相
続
人
又
は
包
括
受
遺
者
が
当
該
造
成
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
死
亡
し
た

個
人
又
は
当
該
相
続
人
若

 し
く
は
包
括
受
遺
者
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
法
人
（
当
該
造
成
を
行
う
法
人
の
合

併
に
よ
る
消

滅
に
よ
り

当
該
造

成
に
関
す

る
事
業
を

引
き
継

い
だ
当
該

合
併
に
係

る
合
併

法
人

 が
当
該
造

成
を
行

う
場

合
に
は
当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
又
は
当
該
合
併
法
人
と
し
、
当
該
造
成
を
行
う
法
人
の
分
割
に
よ
り
当
該
造
成

に
関
す
る
事

業
を
引
き

継
い
だ

当
該
分
割

に
 係

る
分
割

承
継

法
人
が
当

該
造
成
を

行
う
場

合
に
は
当

該
分
割
を

し
た
法

人
又
は
当
該
分
割
承
継
法
人
と
す
る
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係

 る
土

地
等
が
当
該
一
団
の
宅
地
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
譲
渡
又
は

政
令
で
定
め
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

 
イ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
政
令
で
定
め
る
区
域
内
の
当
該
一
団
の
宅
地
の
面
積
に
あ
つ
て
は
、

政
令
で
定
め
る
面
積
）
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
都
市
計
画
法
第
四
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
造
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
、
住
宅
建
設
の
用
に
供
さ
れ
る
優
良
な
宅
地
の
供
給
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
認
定
の
内
容
に
適
合
し

て
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十
五

  
一
団
の
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
（
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
建
設

を
行
う
個
人

（
当
該
建

設
を
行

う
個
人
の

死
亡
に
よ

り
当
該

建
設
に
関

す
 る

事
業
を

承
継

し
た
当
該

個
人
の
相

続
人
又

は
包
括
受
遺
者
が
当
該
建
設
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
死
亡
し
た
個
人
又
は
当
該
相
続
人
若
し
く
は
包
括
受
遺
者
。
次
号

及
び
第
七
項
に
お
い
て

 同
じ
。
）
又
は
法
人
（
当
該
建
設
を
行
う
法
人
の
合
併
に
よ
る
消
滅
に
よ
り
当
該
建
設
に
関
す
る

事
業
を
引
き

継
い
だ
当

該
合
併

に
係
る
合

併
法
人
が

当
該
建

設
を
行
う

場
合
に
は

当
該
合

併
 に

よ
り
消
滅

し
た
法

人
又

は
当
該
合
併
法
人
と
し
、
当
該
建
設
を
行
う
法
人
の
分
割
に
よ
り
当
該
建
設
に
関
す
る
事
業
を
引
き
継
い
だ
当
該
分
割
に

係
る
分
割
承

継
法
人
が

当
該
建

設
を
行
う

 場
合

に
は
当

該
分

割
を
し
た

法
人
又
は

当
該
分

割
承
継
法

人
と
す
る

。
次
号

及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
対
す
る
土
地
等
の
譲
渡
で
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
が
当
該
一
団
の
住
宅

 又
は
中

高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
又
は
前
三
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。）

 
イ
 
一
団
の
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
戸
数
が
二
十
五
戸
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
住
居
の
用
途
に
供
す
る
独
立
部
分
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
建
物
の
部
分
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。）

が
十
五
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
中

高
層

の
耐

火
共

同
住

宅
の

床
面

積
が

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

政
令

で
定

め
る

要
件

を
満

た

す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
前
号
ロ
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
建
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ニ

 
当

該
一

団
の

住
宅

又
は

中
高

層
の

耐
火

共
同

住
宅

の
建

設
が

優
良

な
住

宅
の

供
給

に
寄

与
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

に
 つ

い
て
政
令
で

定
め
る

と
こ

ろ
に
よ
り

都
道
府
県

知
事
（

当
該
中
高

層
の
耐
火

共
同
住

宅
で
そ
の

用
に
供
さ

れ
る
土

地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
）

 の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十
六

  
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
（
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）

の
建
設
を
行
う

個
人
又
は
法
人
に
対
す
る
土
地
等
（
土
地
区
画
整
理
法

 に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
同
法
第
二
条
第
四
項

 に
規
定
す

る
施
行
地
区

内
の
土
地

等
で
同

法
第
九
十

八
条
第
一

項
 の

規
定
に
よ
る

仮
換
地
の

指
定
（

仮
に
使
用

又
は
収
益

を
す
る
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 こ
と
が
で
き

る
権
利
の

目
的
と

な
る
べ
き

土
地
又
は

そ
の
部

分
の
指
定

を
含
む
。

以
下
こ

の
号
に
お

い
て
同
じ

。
）

が
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
譲
渡
の
う
ち
、
そ
の
譲
渡
が
当
該
指
定
の
効
力
発
生
の
日
（
同
法
第
九
十
九
条
第
二
項

 の
規
定

に
よ
り
使
用
又
は
収
益
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
）
か
ら
三
年
を
経
過
す

る
日
の
属
す

る
年
の
十

二
月
三

十
一
日
ま

で
の
間
に

行
わ
れ

 る
も

の
で
、
当

該
譲
渡

を
し

た
土
地
等

に
つ
き
仮

換
地
の

指
定
が
さ
れ
た
土
地
等
が
当
該
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で

又
は
第
十

 二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

 
イ
 
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
床
面
積
及
び
そ
の
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
等
の
面
積
が
政
令
で

定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
に
あ
つ

て
は

、
前

号
ロ

に
規

定
す
る

政
令

で
定

め
る

要
件

を
満
た

す
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

ハ
 
住
宅

又
は
中
高

層
の
耐
火

共
同
住
宅

が
建
築
基

準
法

 そ
の
他
住
宅

の
建
築
に

関
す
る

法
令
に
適

合
す
る
も

の
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

 
５

  
前
項
の

規
定
は
、

法
人
が

、
平
成
四

年
一
月
一

日
か
ら

平
成
二
十

五
年
十
二

月
三
十

一
日
ま
で

の
間
に
、

そ
の
有

す
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
が
確

 定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
そ

の
譲
渡
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
住
宅
建
設
の
用
に
供

さ
れ
る
宅
地

の
造
成

 に
要

す
る

期
間
が
通

常
二
年
を

超
え
る

こ
と
そ
の

他
の
政
令

で
定
め

る
や
む
を

得
な
い
事

情
が
あ

る
場
合
に
は

、
そ
の
譲

渡
の
日

か
ら
政
令

で
定
め
る

日
ま
で

の
期
間
。

第
七
項
及

び
第
八

項
 に

お
い
て
「

予
定
期

間
」

と
い
う
。
）
内
に
前

項
第
十

二
号

か
ら
第
十

六
号
ま
で

に
掲
げ

る
土
地
等

の
譲
渡
に

該
当
す

る
こ
と
が

確
実
で
あ

る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め

 る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。）

に
該
当
す
る
と
き
に
つ
い

て
準
用
す
る

。
こ
の
場

合
に
お

い
て
、
前

項
中
「
次

に
掲
げ

る
土
地
等

の
譲
渡
に

該
当
す

る
こ
と
に

つ
き
財
務

 省
令

で

定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り

証
明
が

さ
れ
た
」

と
あ
る
の

は
、
「
次

項
に
規
定

す
る
確
定

優
良
住

宅
地
等
予

定
地
の
た

め
の
譲

渡
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

  
６

  
第
四
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
場
合
に
お
い

て
、
第
六
十

五
条
の
四

第
一
項

第
三
号
に

掲
げ
る
場

合
に
該

当
す
る
こ

 と
と

な
つ
た

法
人

の
有
す
る

土
地
等
に

つ
き
当

該
法
人
が
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
土
地
等
の
譲

渡
に
該
当
し
な
い
も

 の
と
み
な
す
。

  
７

  
第
五
項

の
規
定
（

連
結
事

業
年
度
に

お
け
る
土

地
等
の

譲
渡
に
あ

つ
て
は
、

第
六
十

八
条
の
六

十
八
第
五

項
の
規

定
）
の
適
用

を
受
け
た

譲
渡
に

係
る
土
地

等
の
買
取

り
を
し

た
第
四
項

第
 十

二
号
か

ら
第

十
四
号
ま

で
の
造
成

又
は
同

項
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
六
号
の
建
設
を
行
う
個
人
又
は
法
人
は
、
当
該
譲
渡
の
全
部
又
は
一
部
が
予
定
期
間
内
に
同

項
第
十
二
号

か
ら
第
十

 六
号
ま

で
に
掲
げ

る
土
地
等

の
譲
渡

に
該
当
す

る
こ
と
と

な
つ
た

場
合
に
は

、
当
該
適

用
に
係

る
土
地
等
の

譲
渡
を
し

た
法
人

に
対
し
、

遅
滞
な
く

、
そ
の

該
当
す
る

こ
と
と
な

つ
た
当

該
土

 地
等
の
譲

渡
に
つ

い
て

そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  
８

  
第
五
項

の
規
定
（

連
結
事

業
年
度
に

お
け
る
土

地
等
の

譲
渡
に
あ

つ
て
は
、

第
六
十

八
条
の
六

十
八
第
五

項
の
規

定
）
の
適
用

を
受
け
た

土
地
等

の
譲
渡
（

当
該
法
人

が
合
併

法
人
で
あ

る
 場

合
に
は

、
当

該
合
併
に

係
る
被
合

併
法
人

が
第
五
項
の
規
定
（
当
該
被
合
併
法
人
の
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
土
地
等
の
譲
渡
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
）

の
適
用
を
受
け
た
土

 地
等
の
譲
渡
を
含
む
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
予
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
第
四
項
第
十
二
号
か
ら

第
十
六
号
ま

で
に
掲
げ

る
土
地

等
の
譲
渡

に
該
当
し

な
い
場

合
に
は
、

当
該
法
人

に
対
し

 て
課

す
る
同
日

を
含
む

事
業

年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
額
は
、
法
人
税
法
第
六
十
六
条
第
一
項

 か
ら
第
三
項

 ま
で
並
び
に
第
百
四
十
三
条
第

一
項

 及
び
第
二
項

 並
び

に
第

四
十
二
条

の
四
第
十

一
項

 （
第
四
十
二

条
の
四
の

二
第
七

項
の
規
定

に
よ
り
読

み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、

第
四
十
二
条
の
五
第
五
項
、
第
四
十
二
条
の
五
の
二
第
五
項
、
第
四
十
二
条
の
六
第
五
項
、

第
 四

十
二
条
の
七

第
七
項

、
第

四
十
二
条

の
九
第
四

項
、
第

四
十
二
条

の
十
第
五

項
、
第

四
十
二
条

の
十
一
第

五
項
、

第
六
十
二
条

第
一
項
、

第
一
項

、
次
条
第

一
項
、
第

六
十
七

条
の
二
第

一
 項

及
び
第

六
十

八
条
第
一

項
そ
の
他

法
人
税

に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
法
人
税
の
額
に
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
に
係

る
譲
渡
利
益

金
額
の
合

 計
額
に

百
分
の
五

の
割
合
を

乗
じ
て

計
算
し
た

金
額
と
し

て
政
令

で
定
め
る

金
額
を
加

算
し
た

IV-111
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 金
額
と
す
る
。

  
９

  
法
人
が

土
地
等
の

譲
渡
（

第
三
項
及

び
第
四
項

の
規
定

に
該
当
す

る
土
地
等

の
譲
渡

（
第
六
十

八
条
の
六

十
八
第

三
項
及
び
第

四
項
の
規

定
に
該

当
す
る
土

地
等
の
譲

渡
を
含

む
。
）

を
除

 く
。
）

を
し
た
場

合
（
第
六

十
四
条
の

二
第
四

項
又

は
第

六
十

八
条

の
七

十
一

第
五

項
の

規
定

に
よ

り
こ

れ
ら

の
規

定
に

規
定

す
る

合
併

法
人

等
が

当
該

土
地

等
の

譲

渡
を
し
た
そ
の
適
格
合

 併
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
適
格
合
併
等
を
い
う
。）

に
係
る
被
合
併
法
人
、
分
割
法
人

又
は
現
物
出

資
法
人
か

ら
こ
れ

ら
の
規
定

に
規
定
す

る
特
別

勘
定
の
金

額
の
引
継

ぎ
を
受

け
 た

場
合
そ
の

他
の
政

令
で

定
め
る
場
合

を
含
む

。
）
に

お
け

る
第
一
項

の
規
定
の

適
用
に

つ
い
て
は

、
当
該
土

地
等
の

譲
渡
に
つ

き
法
人
税

法
第
五

十
条

 の
規

定
又

は
第

六
十

四
条

 か
ら

第
六

十
五

条
の

五
の

二
 ま

で
若

し
く

は
第

六
十

五
条

の
七

 か
ら

第
六

十
六

条

の
二

 ま
で
の
規
定

に
よ
り

損
金

の
額
に
算

入
さ
れ
た

金
額
（

第
六
十
五

条
の
六
の

規
定
に

よ
り
損
金

の
額
に
算

入
さ
れ

な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ

 の
項
に
お
い
て
「
損
金
算
入
額
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
と
き

は
、
当
該

損
金
算

入
額
に
相

当
す
る
金

額
を
当

該
事
業
年

度
の
譲
渡

利
益
金

額
か
ら
控

除
す
る
も

の
と
し

、

当
該
土
地
等

の
譲
渡

 に
つ

き
第

六
十
四
条

の
二
第
九

項
か
ら

第
十
二
項

ま
で
（
こ

れ
ら
の

規
定
を
第

六
十
五
条

第
三
項

に
お
い
て
準

用
す
る
場

合
を
含

む
。
）
、
第
六

十
五
条
の

七
第

四
項
（
第

六
十
五
条

の
八
第

 十
四

項
に
お
い

て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）、

第
六
十
五
条
の
七
第
十
二
項
（
第
六
十
五
条
の
八
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
、
第

六
十
五
条
の

八
第
九
項

か
ら
第

十
 三

項
ま
で
、

第
六
十

五
条

の
十
二
第

十
項
か
ら

第
十
三

項
ま
で
又

は
第
六
十

五
条
の

十
四
第
十
項

か
ら
第
十

三
項
ま

で
の
規
定

に
よ
り
益

金
の
額

に
算
入
さ

れ
た
金
額

が
あ
る

と
き
は
、

当
該

 金
額
に

相
当

す
る
金
額
を
当
該
事
業
年
度
の
譲
渡
利
益
金
額
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

  
１
０

  
第
五
項
の
規
定
は
、
法
人
税
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
法
人
税
申
告
書
（
同
法
第
二
条
第
三
十
六

号
 に

規
定
す
る
修
正
申
告
書
を
除
く
。）

に
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
が
第
五
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲

渡
に
該
当

す
る
も

の
で
あ
る

こ
と
を
証

す
る
財

務
省
令
で

 定
め

る
書
類

及
び

当
該
土
地

等
の
譲
渡

に
係
る

譲
渡

利
益

金
額

と
し

て
政

令
で

定
め

る
金

額
そ

の
他

の
財

務
省

令
で

定
め

る
事

項
を

記
載

し
た

書
類

の
添

付
が

あ
る

場

合
に
限
り
、
適
用
す

 る
。

  
１
１

  
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

  
一

  
法
人
税
法

第
六
十
七

条
 の

規
定
の

適
用
に
つ

い
て
は
、
同

条
第
一
項

 中
「

前
条
第
一
項

又
は
第
二

項
」
と
あ

る

の
は
「
租
税

特
別
措
置

法
第
六

十
二
条
の

三
第
一
項

又
は
第

八
項
（
土

地
の
譲
渡

等
が
あ

る
場
合
の

特
別
税
率

）
」

と
、

同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
八
項
」

と
す
る
。

  
二

  
第
四
十
二

条
の
四
（

第
四
十

二
条
の
四

の
二
の
規

定
に
よ

り
読
み
替

え
て
適
用

す
る
場

合
を
含
む

。
）
、
第
四
十
二

条
の
五
か
ら

第
四
十
二

条
の
七

ま
で
及
び

第
四
十
二

条
の
九

か
ら
第
四

 十
二

条
の
十

三
ま

で
の
規
定

の
適
用
に

つ
い
て

は
、
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
二
条
の
五
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
六
第
二

項
、
第
四
十

二
条
の

 七
第

二
項

、
第
四
十

二
条
の
九

第
一
項

及
び
第
四

十
二
条
の

十
第
二

項
中
「
並

び
に
第
四

十
二
条

の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
並
び
に
第
六
十
二
条
の
三
」
と
、
第
四
十

 二
条
の
十
一
第
二
項
中
「
並

び
に
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
条
並
び
に
第
六
十
二
条
の
三
」
と
、
第
四
十
二
条
の
十
二
第
一
項
中
「
並
び
に
前
条
第

二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
と
あ
る

 の
は
「
、
前
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
二
条
の
三
」
と
、

第
四
十
二
条
の
十
三
第
一
項
中
「
並
び
に
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
条
並
び
に
第
六
十
二
条
の
三
」
と
す

 る
。

  
１
２

  
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
人
税
の
申
告
又
は
還
付
に
関
す
る
法
人
税
法

 そ
の
他
法
人
税
に
関
す
る
法

令
の
規
定
の

適
用
に
関

す
る
事

項
そ
の
他

第
一
項

 又
は
第
五

項
 若

し
く
は
第

八
項

 の
規

定
の
適
用

に
関
し
必

要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

  
１

３
  

第
一
項
の
規

定
は
、
法

人
が
平
成

十
年
一
月

一
日
か

ら
平
成
二

十
五
年
十

二
月
三

十
一
日
ま

で
の
間
に

し
た
土

地
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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 （
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得
の
特
別
控
除
）

  
第

六
十

五
条

の
四

  
法
人
の
有
す

る
土
地
等
が

次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に

該
当
す
る
こ
と

と
な
つ
た
場

合
に
お
い
て

、

当
該
法
人
が

当
該
各
号

に
該
当

す
る
こ
と

と
な
つ
た

土
地
等

の
譲
渡
に

よ
り
取
得

し
た

 対
価
の
額
又

は
資
産
（

以
下
こ

の
項
に
お
い

て
「
交
換

取
得
資

産
」
と
い

う
。
）

の
価
額

（
当

該
譲
渡
に

よ
り
取
得

し
た
交

換
取
得
資

産
の
価
額

が
そ
の

譲
渡
し
た
土

地
等
の
価

額
を
超

え
る

 場
合
に
お

い
て
、

そ
の

差
額
に
相

当
す
る
金

額
を
当

該
譲
渡
に

際
し
て
支

出
し
た

と
き
は
、
当

該
差
額
に

相
当
す

る
金
額
を

控
除
し
た

金
額
）

が
、
当
該

譲
渡
し
た

土
地
等

の
譲
渡
直

前
の
帳

 簿
価

額
と

当
該

譲
渡

し
た

土
地

等
の

譲
渡

に
要

し
た

経
費

で
当

該
対

価
又

は
交

換
取

得
資

産
に

係
る

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る

と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
し

た
金
額

と
の
合
計

額
を
超
え

、
か

 つ
、
当
該
法

人
が
当
該

事
業
年

度
の
う
ち

同
一
の
年

に
属
す

る
期

間
中

に
そ

の
該

当
す

る
こ

と
と

な
つ

た
土

地
等

の
い

ず
れ

に
つ

い
て

も
第

六
十

五
条

の
七

か
ら

第
六

十
五

条
の

九

ま
で
又
は

 第
六
十

五
条
の

十
一

か
ら
第
六

十
六
条
の

二
ま
で

の
規
定
の

適
用
を
受

け
な
い

と
き
は
、

そ
の
超
え

る
部
分

の
金
額
と
千

五
百
万
円

（
当
該

譲
渡
の
日

の
属
す
る

年
に
お

け
る
譲
渡

に
よ
り
取

 得
し
た

対
価
の
額

又
は
交
換

取
得
資

産
の
価
額
に
つ
き
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
損
金
の
額
に
算
入
し
た
、
又
は
損
金
の
額
に
算
入
す
る
金
額
（
第
六
十
八
条

の
七
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

 り
損
金
の
額
に
算
入
し
た
金
額
を
含
む
。）

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金

額
）
と
の
い

ず
れ
か
低

い
金
額

を
当
該
譲

渡
の
日
を

含
む
事

業
年
度
の

所
得
の
金

額
の
計

算
上
、
損

 金
の

額
に
算

入
す

る
。

  
一

  
地
方
公
共

団
体
（
そ

の
設
立

に
係
る
団

体
で
政
令

で
定
め

る
も
の
を

含
む
。
第

十
号
に

お
い
て
同

じ
。
）
、
独
立
行

政
法
人
中
小

企
業
基
盤

整
備
機

構
、
独
立

行
政
法
人

都
市
再

生
機
構
、

 成
田

国
際
空

港
株

式
会
社
、

地
方
住
宅

供
給
公

社
又
は
日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
が
行
う
住
宅
の
建
設
又
は
宅
地
の
造
成
を
目
的
と
す
る
事
業
（
政
令
で
定
め
る
事
業
を
除

く
。
）
の

用
に
供
す

 る
た

め
に

こ
れ
ら
の

者
に
買
い

取
ら
れ

る
場
合
（

第
六
十
四

条
第
一

項
第
二
号

若
し
く
は

第
四
号

、

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

 を
除
く
。）

  
二

  
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
収
用
法

 等
に
基
づ
く
収
用
（
同
項
第
二
号
の
買
取
り
及
び
同
条
第

二
項
第
一
号

の
使
用
を

含
む

。
）

を
行
う
者

若
し
く
は

そ
の
者

に
代
わ
る

べ
き
者
と

し
て
政

令
で
定
め

る
者
に
よ

つ
て
当

該
収
用
の
対

償
に
充
て

る
た
め

買
い
取
ら

れ
る
場
合

、
住
宅

地
区
改
良

法
第
二
条

第
六
項

 に
規

定
す
る
改

良
住
宅

を
同

条
第
三
項

 に
規
定

す
る
改

良
地

区
の
区
域

外
に
建
設

す
る
た

め
買
い
取

ら
れ
る
場

合
又
は

公
営
住
宅

法
第
二
条

第
四
号

 
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
の
買
取
り
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く

は
第

四
号

若
し

く
は

第
六

十
五

条
第

一
項

第
一

号
に

掲
げ

る
場

合
又

は
政

令
で

定
め

る
場

合
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
。
）

  
三

  
一
団
の

宅
地
の
造

成
に
関

す
る
事
業

（
次
の
イ

及
び
ニ

又
は
ロ
及

び
ニ
に
掲

げ
る
要

件
を
満
た

す
も
の
で

政
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
一
団
の
住
宅
建
設
に
関
す
る
事
業
（
次
の

 ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
政

令
で
定
め
る

も
の
に
限

る
。
）
の

用
に
供
す

る
た
め
に

、
平
成

六
年
一
月

一
日
か
ら

平
成
二

十
三
年
十

二
月
三
十

一
日
ま

で
の
間
に
、

買
い
取

 ら
れ

る
場

合
（
当
該

事
業
に
よ

り
造
成

さ
れ
、
又

は
建
設
さ

れ
る
宅

地
又
は
住

宅
の
分
譲

を
受
け

る
こ
と
を
約

し
て
買
い

取
ら
れ

る
場
合
を

除
く
も
の

と
し
、

当
該
一
団

の
宅
地
の

造
成
が

土
地
区
画

整
理
法

 に
よ

る
土

地
区
画
整
理
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。）

 
イ
 
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
が
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項

 の
許
可
（
同
法
第
四
条
第
二
項

 に
規
定
す
る
都
市

計
画
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
同
条
第
十
二
項

 に
規
定
す
る
開
発
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
受
け
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
造
成
に
係
る
一
団
の
土
地
の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
当
該
造

 成
さ
れ
る
宅
地
の
う
ち
に
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
土
地
等
が
買
い
取
ら
れ
る
者
に
対
し
て
分
譲
さ
れ
る
も
の
（
以

下
こ
の
号
に

お
い
て
「

優
先
分

譲
宅
地
」

と
い
う

。
）
が
あ
る

場
 合

（
政
令
で

定
め
る
場
合

に
限
る

。
）
に
は

、
そ
の

一

団
の
土
地
の
面
積
の
う
ち
に
優
先
分
譲
宅
地
の
合
計
面
積
の
占
め
る
割
合
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

一
団

の
土

地
 の

面
積

か
ら

優
先

分
譲

宅
地

の
合

計
面

積
を

控
除

し
た

面
積

が
五

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
の

も
の

で
あ

る
こ

と
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ

 
当
該

一
団
の
宅

地
の
造
成

が
土
地
区

画
整
理
法

 に
よ
る

土
地
区
画

整
理
事
業

と
し
て

行
わ
れ
る

も
の
で
あ

り
、
か

つ
、
そ
の
造

成
に
係
る

一
団
の

土
地
（
当

該
土
地
区

画
整
理

事
業
の
同

法
第
二
条

第
四
項

 に
規

定
す
る
施

行
地
区

内
に

IV-112

323
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 お
い
て
当
該

土
地
等
の

買
取
り

を
す
る
個

人
又
は
法

人
の
有

す
る
当
該

施
行
地
区

内
に
あ

る
一
団
の

土
地
に
限

る
。
）
の

面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ

 
当
該

一
団
の
住

宅
建
設
が

都
市
計
画

法
第
四
条

第
二
項

 に
規

定
す
る
都

市
計
画
区
域

内
に
お
い

て
行
わ
れ

る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
戸
数
が
五
十
戸
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
当
該
建
設
さ
れ
る

住
宅
の
う

 ち
に
当

該
事
業

の
用

に
供
す
る

た
め
に
土

地
等
が

買
い
取
ら

れ
る
者
に

対
し
分

譲
さ
れ
る

も
の
（
以

下
こ
の

号
に
お
い
て
「
優
先
分
譲
住
宅
」
と
い
う
。）

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
建
設
さ

 れ
る
住
宅
の
戸
数
の
う
ち
に
優
先
分
譲

住
宅
の
合
計
戸
数
の
占
め
る
割
合
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
戸
数
か
ら
優
先
分

譲
住
宅
の
合
計
戸
数
を
控
除

 し
た
戸
数
が
五
十
戸
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。）

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す

も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ニ
 
当
該
造
成
さ
れ
る
宅
地
（
優
先
分
譲
宅
地
が
あ
る
場
合
に
は
、
優
先
分
譲
宅
地
以
外
の
も
の
）
又
は
当
該
建
設
さ
れ

る
住
宅
（
優
先
分
譲
住
宅
が
あ
る
場
合
に
は
、
優
先
分
譲
住
宅
以
外
の
も
の
）
の
分
譲
が
公
募
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
四

  
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

 の
協
議
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
、
土
地
開
発
公
社
又
は

政
令
で
定
め
る
法
人
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
五

  
特

定
空

港
周

辺
航

空
機

騒
音

対
策

特
別

措
置

法
第

四
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

航
空

機
騒

音
障

害
防

止
特

別
地

区

内
に
あ
る
土
地
が
同
法
第
九
条
第
二
項

 の
規
定
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
六

  
地

方
公

共
団

体
又

は
幹

線
道

路
の

沿
道

の
整

備
に

関
す

る
法

律
第

十
三

条
の

二
第

一
項

 に
規

定
す

る
沿

道
整

備

推
進
機
構
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

が
同
法
第
二
条
第
二
号

 に
掲
げ
る
沿
道
整
備
道
路
の
沿
道
の
整
備
の
た
め

に
行
う
公
共
施
設
若
し
く
は
公
用
施
設
の
整
備
、
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
政

令
で
定
め
る

も
の
の
用

に
供
す

る
た
め
に

、
都
市
計

画
法
第

十
二
条
の

四
第
一
項

第
四
号

 に
掲

げ
る
沿
道

地
区
計

画
の

区
域
内
に
あ
る
土
地
等
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第

六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
七

  
地

方
公

共
団

体
又

は
密

集
市

街
地

に
お

け
る

防
災

街
区

の
整

備
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
三

百
条

第
一

項
 に

規

定
す
る
防
災
街
区
整
備
推
進
機
構
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

が
同
法
第
二
条
第
二
号

 に
掲
げ
る
防
災
街
区
と
し

て
の
整
備
の
た
め
に
行
う
公
共
施
設
若
し
く
は
公
用
施
設
の
整
備
、
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
に

関
す
る
事
業

で
政
令
で

定
め
る

も
の
の
用

に
供
す
る

た
め
に

、
都
市
計

画
法
第
八

条
第
一

項
第
五
号

の
二

 に
掲
げ

る
特

定
防
災
街
区

整
備
地
区

又
は
同

法
第
十
二

条
の
四
第

一
項
第

二
号

 に
掲
げ
る

防
災
街

区
整

備
地
区
計

画
の
区
域

内
に
あ

る
土
地
等
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
六
十
五
条
第

一
項
第
一
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

  
八

  
地

方
公

共
団

体
又

は
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

法
律

第
五

十
一

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
中

心
市

街
地

整

備
推
進
機
構
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

が
同
法
第
十
六
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
認
定
中
心
市
街
地
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
認
定
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。）

の
整
備
の
た
め
に
同
法
第
十
二
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
認
定
基
本
計
画

の
内
容
に
即
し
て
行
う
公
共
施
設
若
し
く
は
公
用
施
設
の
整
備
、
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
に
関

す
る
事
業
で

政
令
で
定

め
る
も

の
の
用

 に
供
す

る
た
め

に
、

認
定
中
心

市
街
地
の

区
域
内

に
あ
る
土

地
等
が
、

こ
れ
ら

の
者
に
買
い

取
ら
れ
る

場
合
（

第
六
十
四

条
第
一
項

第
二
号

若
し
く
は

第
四
号
、

第
六
十

五
条
第
一

項
第
一
号

 若
し

く

は
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）

  
九

  
地
方
公
共

団
体
又
は

景
観
法

第
九
十
二

条
第
一
項

 に
規
定

す
る
景
観

整
備
機
構

（
政
令

で
定
め
る

も
の
に
限

る
。

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
同

法
第

八
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

景
観

計
画

に
定

め
ら

れ
た

同
条

第
二

項
第

四
号

 
ロ
に
規
定
す
る
景
観
重
要
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
当
該
事
業
が
当
該
景
観
整
備
機
構
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
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 で
あ
る
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の

 に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
当
該
景
観
計

画
の
区
域
内
に
あ
る
土
地
等
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五
条
第

一
項
第
一
号

若
 し

く
は
前

条
第

一
項
第
一

号
に
掲
げ

る
場
合

又
は
第
二

号
、
第
四

号
若
し

く
は
前
三

号
に
掲
げ

る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
十

  
地
方
公

共
団
体
又

は
都
市

再
生
特
別

措
置
法
第

七
十
三

条
第
一
項

に
規
定
す

る
都
市

再
生
整
備

推
進
法
人

（
政
令

で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

が
同
法
第
四

 十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
整
備
計

画
に
記
載
さ
れ
た
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
当
該
事
業
が
当
該
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
場
合
に

 は
、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
当
該
都
市

再
生
整
備
計

画
の
区
域

内
に
あ

る
土
地
等

が
、
こ
れ

ら
の
者

に
買
い
取

ら
れ
る
場

合
 （

第
六
十
四
条

第
一
項
第

二
号
若

し
く
は
第
四

号
、
第
六

十
五
条

第
一
項
第

一
号
若
し

く
は
前

条
第
一
項

第
一
号
に

掲
げ
る

場
合
又
は

第
一
号
、

第
二
号

、

第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
か
ら
前

 号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
十

一
  

地
方

公
共

団
体

又
は

地
域

に
お

け
る

歴
史

的
風

致
の

維
持

及
び

向
上

に
関

す
る

法
律

第
三

十
四

条
第

一
項

 に
規

定
す
る
歴

史
的
風
致

維
持
向

上
支
援
法

人
（
政
令

で
定
め

る
も
の
に

限
る
。
以

下
こ
の

号
に
お
い

て
同
じ

。
）
が

同
法

第
十

二
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

認
定

重
点

区
域

に
お

け
る

同
法

第
八

条
 に

規
定

す
る

認
定

歴
史

的
風

致
維

持
向

上
計

画
に
記
載
さ
れ
た
公
共
施
設
又
は
公
用
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
当
該
事
業
が
当
該
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
支
援
法

人
に
よ
り
行
わ
れ
る
も

 の
で
あ
る
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

の
用
に
供
す

る
た
め
に
、

当
該
認
定

重
点
区

域
内
に
あ

る
土
地
等

が
、
こ

れ
ら
の
者

に
買
い
取

ら
れ
る

場
 合

（
第
六
十

四
条
第

一
項

第
二
号
若
し

く
は
第
四

号
、
第

六
十
五
条

第
一
項
第

一
号
若

し
く
は
前

条
第
一
項

第
一
号

に
掲
げ
る

場
合
又
は

第
一
号

、

第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
か
ら

 前
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
十

二
  

国
又
は
都
道

府
県
が
作

成
し
た
総

合
的
な
地

域
開
発

に
関
す
る

計
画
で
政

令
で
定

め
る
も
の

に
基
づ
き

、
主
と

し
て
工
場
、

住
宅
又
は

流
通
業

務
施
設
の

用
に
供
す

る
目
的

で
行
わ
れ

る
一

 団
の
土

地
の

造
成
に
関

す
る
事
業

で
、
次

に
掲

げ
る

要
件

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

都
道

府
県

知
事

が
指

定
し

た
も

の
の

用
に

供
す

る
た

め
に

地
方

公
共

団
体

又

は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団

 体
の
出
資
に
係
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

 
イ
 
当
該
計
画
に
係
る
区
域
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
業
の
施
行
区
域
の
面
積
が
政

令
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
当
該
事
業
の
施
行
区
域
内
の
道
路
、
公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
空
地
の
面
積
が
当
該
施
行
区
域
内

に
造
成
さ
れ
る
土
地
の
用
途
区
分
に
応
じ
て
適
正
に
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
十

三
  

次
に
掲
げ
る

事
業
（
都

市
計
画
そ

の
他
の
土

地
利
用

に
関
す
る

国
又
は
地

方
公
共

団
体
の
計

画
に
適
合

し
て
行

わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ

と
そ
の

他
の
政
令

で
定
め
る

要
件
に

該
当
す
る

こ
と

 に
つ
き

財
務

省
令
で
定

め
る
と
こ

ろ
に
よ

り
証
明
が
さ

れ
た
も
の

に
限
る

。
）
の

用
に
供
す

る
た
め

に
、

地
方
公
共

団
体
の
出

資
に
係

る
法
人
そ

の
他
の
政

令
で
定

め
る
法
人
に
買
い
取
ら
れ

 る
場
合

 
イ

 
商
店

街
の
活
性

化
の
た
め

の
地
域
住

民
の
需
要

に
応
じ

た
事
業
活

動
の
促
進

に
関
す

る
法
律
第

五
条
第
三

項
 に

規

定
す
る
認
定

商
店
街
活

性
化
事

業
計
画
に

基
づ
く
同

法
第
二

条
第
二
項

 に
規

定
す
る

商
店

街
活
性
化

事
業
又
は

同
法
第

七
条

第
三

項
 に

規
定

す
る

認
定

商
店

街
活

性
化

支
援

事
業

計
画

に
基

づ
く

同
法

第
二

条
第

三
項

 に
規

定
す

る
商

店
街

活
性
化
支
援
事
業

 
ロ

 
中
心

市
街
地
の

活
性
化
に

関
す
る
法

律
第
四
十

一
条
第

二
項

 に
規
定
す

る
認
定
特
定

民
間
中
心

市
街
地
活

性
化
事

業
計
画
に
基

づ
く
同
法

第
七
条

第
七
項

 に
規
定

す
る
中
小
小

売
商
業
高

度
化
事
業

（
同
項

第
一
号

 か
ら
第

四
号

 ま
で

又
は
第
七
号

 に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

 
ハ

 
食
品

流
通
構
造

改
善
促
進

法
第
四
条

第
四
項

 の
規
定
に

よ
る
認
定

を
受
け
た

計
画
に

基
づ
く
同

法
第
二
条

第
五
項

 
に
規
定
す
る
食
品
商
業
集
積
施
設
整
備
事
業

 
十

四
  

農
業

協
同

組
合

法
第

十
一

条
の

二
十

九
 に

規
定

す
る

宅
地

等
供

給
事

業
の

う
ち

同
法

第
十

条
第

五
項

第
三

号
 

に
掲
げ
る
も

の
又
は
独

立
行
政

法
人
中
小

企
業
基
盤

整
備
機

構
法
第
十

五
条
第
一

項
第
三

号
 ロ

に
規
定
す

る
他
の

事
業

者
と

の
事

業
の

共
同

化
若

し
く

は
中

小
企

業
の

集
積

の
活

性
化

に
寄

与
す

る
事

業
の

用
に

供
す

る
土

地
の

造
成

に
関

す
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 る
事
業
で
、

都
市
計
画

そ
の
他

の
土
地
利

用
 に

関
す
る

国
又

は
地
方
公

共
団
体
の

計
画
に

適
合
し
た

計
画
に
従

つ
て
行

わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ

と
そ
の

他
の
政
令

で
定
め
る

要
件
に

該
当
す
る

も
の
と
し

て
都
道

府
県
知
事

が
指
定
し

た
も

 の
の
用
に
供
す
る
た
め
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

四
の

二
  

総
合
特
別
区
域
法
第

二
条
第
二

項
第
五
号

 イ
又
は

第
三
項
第

五
号

 イ
に
規
定
す

る
共
同
し

て
又
は
一

の

団
地
若
し
く
は
主
と
し
て
一
の
建
物
に
集
合
し
て
行
う
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
で
、
都
市
計
画

そ
の
他
の
土

地
利
用
に

関
す
る

 国
又

は
地
方
公

共
団
体

の
計

画
に
適
合

し
た
計
画

に
従
つ

て
行
わ
れ

る
も
の
で

あ
る
こ

と
そ
の
他
の

政
令
で
定

め
る
要

件
に
該
当

す
る
も
の

と
し
て

市
町
村
長

又
は
特
別

区
の
区

長
が
指
定

し
 た

も
の
の

用
に

供
す
る
た
め
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

五
  

地
方
公
共
団

体
の
出
資

に
係
る
法

人
そ
の
他

の
政
令

で
定
め
る

法
人
（
以

下
こ
の

号
に
お
い

て
「
特
定

法
人
」

と
い
う
。
）
が
行
う
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項

 に
規
定
す
る

特
定
施
設
（
同
項
第
一
号

 に
規
定
す
る
建
設
廃
棄
物
処
理
施
設
を
含
む
も
の
を
除
く
。）

の
整
備
の
事
業
（
当
該
事
業
が

同
法
第
四
条

第
一
項

 の
規

定
に

よ
る
認
定

を
受
け
た

整
備
計

画
に
基
づ

い
て
行
わ

れ
る
も

の
で
あ
る

こ
と
そ
の

他
の
政

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ

 れ
た
も
の
に
限
る
。）

の
用

に
供
す
る
た
め
に
、
地
方
公
共
団
体
又
は
当
該
特
定
法
人
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合
（
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く

は
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

 る
場
合
又
は
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
十

六
  

広
域
臨
海
環

境
整
備
セ
ン

タ
ー
法
第

二
十
条
第

三
項

 の
規
定

に
よ
る
認

可
を
受
け
た

同
項

 の
基
本
計

画
に
基

づ
い
て
行
わ

れ
る
同
法

第
二
条

第
一
項
第

四
号

 に
掲
げ
る
廃

棄
物
の
搬

入
施
設
の

整
備
の

事
業
の
用

に
供
す
る

た
め
に

、

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

七
  

生
産
緑
地
法

第
六
条
第
一

項
 に

規
定
す
る

生
産
緑
地
地

区
内
に
あ

る
土
地
が

、
同
法

第
十
一
条

第
一
項

 、
第

十
二
条
第
二
項
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
、
土
地
開
発
公
社
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法

人
に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

八
  

国
土

利
用

計
画

法
第

十
二

条
第

一
項

 の
規

定
に

よ
り

規
制

区
域

と
し

て
指

定
さ

れ
た

区
域

内
の

土
地

等
が

同

法
第
十
九
条
第
二
項

 の
規
定
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
十

九
  

国
、
地
方
公

共
団
体
そ

の
他
政
令

で
定
め
る

法
人
が

作
成
し
た

地
域
の
開

発
、
保

全
又
は
整

備
に
関
す

る
事
業

に
係
る
計
画

で
、
国
土

利
用
計

画
法
第
九

条
第
三
項

 に
規
定

す
る
土
地

利
用
の
調

整
等
に

関
す
る
事

項
と
し
て

同
条
第

一
項

 の
土
地
利
用

基
本
計

画
に

定
め
ら
れ

た
も
の
の

う
ち
政

令
で
定
め

る
も
の
に

基
づ
き

、
当
該
事

業
の
用
に

供
す
る

た
め
に
土
地

等
が
国
又

は
地
方

公
共
団
体

（
そ
の
設

立
に
係

る
団
体
で

政
令
で
定

め
る
も

の
を
含
む

。
）
に

買
い
取

ら
れ

る
場
合

  
二

十
  

都
市
再
開
発

法
第
七
条
の

六
第
三
項

 、
大

都
市
地
域
住

宅
等
供
給

促
進
法
第

八
条
第

三
項

 （
大
都
市

地
域
住

宅
等
供
給
促
進
法
第
二
十
七
条

 に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

若
し
く
は
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業

業
務
施
設
の

再
配
置
の

促
進
に

関
す
る
法

律
 （

以
下
こ

の
号

に
お
い
て

「
地
方
拠

点
都
市

地
域
整
備

等
促
進
法

」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
第
三
項

 の
規
定
に
よ
り
土
地
等
が
買
い
取
ら
れ
る
場
合
又
は
土
地
等
に
つ
き
中
心
市
街
地
の
活
性
化

に
関
す
る
法

律
 （

以
下
こ
の
号

に
お
い
て

「
中
心
市

街
地
活

性
化
法
」

と
い
う

。
）
第
十
六

条
第
一
項

 に
規

定
す
る

土

地
区
画
整
理

事
業
、
高

齢
者
、

障
害
者
等

の
移
動
等

の
円
滑

化
の
促
進

に
関
す
る

法
律

 （
以
下
こ
の

号
に
お
い

て
「
高

齢
者
移
動
等
円
滑
化
法
」
と
い
う
。）

第
三
十
九
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
、
大
都
市
地
域
住
宅
等
供

給
促

進
法

 に
よ

る
特

定
土

地
区

画
整

理
事

業
若

し
く

は
地

方
拠

点
都

市
地

域
整

備
等

促
進

法
 に

よ
る

拠
点

整
備

土
地

区
画
整
理
事
業
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
に
係
る
換
地
処
分
に
よ
り
当
該
土
地
等
の
う
ち
中
心
市
街

地
活
性
化
法
第
十
六
条
第
一
項

 、
高
齢
者
移
動
等
円
滑
化
法
第
三
十
九
条
第
一
項

 、
大
都
市
地
域
住
宅
等
供
給
促
進
法

第
二

十
一

条
第

一
項

 若
し

く
は

地
方

拠
点

都
市

地
域

整
備

等
促

進
法

第
二

十
八

条
第

一
項

 の
保

留
地

に
対

応
す

る
部

分
の
譲
渡
（

中
心
市
街

地
活
性

化
法
第
十

六
条
第
一

項
 の

保
留
地
に
対

応
す
る
部

分
の
譲

渡
に
あ
つ

て
は
当
該

保
留
地

の
上
に
設
置

さ
れ
る
同

項
 に

規
定
す
る
都

市
福
利
施

設
又
は

公
営
住
宅

等
の
設
置

を
す
る

者
が
政
令

で
定
め
る

者
で
あ

る
場
合
に
、

中
心
市
街

地
活
性

化
法
第
十

六
条
第
一

項
 の

保
留
地
に
対

応
す
る
部

分
の
譲

渡
に
あ
つ

て
は
当
該

保
留
地

の
上
に
設
置

さ
れ
る
同

項
 に

規
定
す
る
都

市
福
利
施

設
又
は

公
営
住
宅

等
の
設
置

を
す
る

者
が
政
令

で
定
め
る

者
で
あ
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 る
場
合
に
、

高
齢
者
移

動
等
円

滑
化
法
第

三
十
九
条

第
一
項

 の
保

留
地
に
対

応
す
る

部
分

の
譲
渡
に

あ
つ
て
は

当
該
保

留
地
の
上
に

設
置
さ
れ

る
同
項

 に
規

定
す
る
生

活
関
連

施
設

又
は
一
般

交
通
用
施

設
の
設

置
を
す
る

者
が
政
令

で
定
め

る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
生
活
関
連
施
設
又
は
一
般
交
通
用
施
設
の
設
置
を
す
る
者
が
す
る
も
の
を
除

く
。
）
が
あ
つ
た
と
き
。

  
二
十
一

  
土
地
区
画
整
理
法

 に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
（
同
法
第
三
条
第
一
項

 の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
が

施
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
土
地
等
の
上
に
存
す
る
建
物
又
は
構
築
物
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
建
物
等
」
と
い
う
。
）

が
建
築
基
準

法
第
三
条

第
二
項

 に
規

定
す
る
建

築
物
そ

の
他

の
政
令
で

定
め
る
建

物
等
に

該
当
し
て

い
る
こ
と

に
よ
り

換
地
（
当
該

土
地
の
上

に
存
す

る
権
利
の

目
的
と
な

る
べ
き

土
地
を
含

む
。
以
下

こ
の
号

に
お
い
て

同
じ
。
）
を
定

め
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
財

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
証

明
が

さ
れ

た
当

該
土

地
等

に
つ

い
て

土
地

区

画
整

理
法

第
九

十
条

 の
規

定
に

よ
り

換
地

が
定

め
ら

れ
な

か
つ

た
こ

と
に

伴
い

同
法

第
九

十
四

条
 の

規
定

に
よ

る
清

算
金
を
取
得
す
る
と
き
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
。

  
二

十
二

  
土

地
等

に
つ

き
マ

ン
シ

ョ
ン

の
建

替
え

の
円

滑
化

等
に

関
す

る
法

律
第

二
条

第
一

項
第

四
号

 に
規

定
す

る

マ
ン
シ
ョ
ン

建
替
事
業

が
施
行

さ
れ
た
場

合
に
お
い

て
、
当

該
土
地
等

に
係
る
同

法
 の

権
利
変
換
に

よ
り
同
法

第
七
十

五
条

 の
規
定
に
よ

る
補
償
金
（

当
該
法
人

（
同
条
第

一
号

 に
掲
げ
る
者

に
限
る

。
）
が
や
む

を
得
な
い

事
情
に
よ

り
同

法
第
五
十
六

条
第
一
項

 の
申
出

を
し
た
と

認
め
ら
れ

る
場
合

と
し
て
政

令
で
定
め

る
場
合

に
お
け
る

当
該
申
出

に
基
づ

き
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

を
取
得
す
る
と
き
又
は
当
該
土
地
等
が
同
法
第
十
五
条
第
一
項

 若
し
く
は
第
六
十
四
条

第
一
項

 若
し
く
は
第
三
項

 の
請
求
（
当
該
法
人
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で

定
め
る
場
合
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

に
よ
り
買
い
取
ら
れ
た
と
き
。

  
二

十
三

  
絶

滅
の

お
そ

れ
の

あ
る

野
生

動
植

物
の

種
の

保
存

に
関

す
る

法
律

第
三

十
七

条
第

一
項

 の
規

定
に

よ
り

管

理
地

区
と

し
て

指
定

さ
れ

た
区

域
内

の
土

地
が

国
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
に

買
い

取
ら

れ
る

場
合

又
は

鳥
獣

の
保

護

及
び
狩
猟
の

適
正
化
に

関
す
る

法
律
第
二

十
九
条
第

一
項

 の
規
定
に
よ

り
環
境
大

臣
が
特

別
保
護
地

区
と
し
て

指
定
し

た
区

域
内

の
土

地
の

う
ち

文
化

財
保

護
法

第
百

九
条

第
一

項
 の

規
定

に
よ

り
天

然
記

念
物

と
し

て
指

定
さ

れ
た

鳥
獣

（
こ
れ
に
準

ず
る
鳥
を

含
む

。
）

の
生
息
地

で
国
若
し

く
は
地

方
公
共
団

体
に
お
い

て
そ
の

保
存
を
す

べ
き
も
の

と
し
て

政
令
で
定
め

 る
も

の
が
国

若
し

く
は
地
方

公
共
団
体

に
買
い

取
ら
れ
る

場
合
（
第

六
十
四

条
第
一
項

第
二
号
又

は
前
条

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

  
二

十
四

  
自

然
公

園
法

第
七

十
二

条
 に

規
定

す
る

都
道

府
県

立
自

然
公

園
の

区
域

内
の

う
ち

同
法

第
七

十
三

条
第

一

項
 に

規
定
す
る
条

例
の
定

め
る

と
こ
ろ
に

よ
り
特
別

地
域
と

し
て
指
定

さ
れ
た
地

域
で
、

当
該
地
域

内
に
お
け

る
行
為

に
つ

き
同

法
第

二
十

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
特

別
地

域
内

に
お

け
る

行
為

に
関

す
る

同
法

第
二

章
第

四
節

 の
規

定
に

よ
る

規
制

と
同

等
の

規
制

が
行

わ
れ

て
い

る
地

域
と

し
て

環
境

大
臣

が
認

定
し

た
地

域
内

の
土

地
又

は
自

然
環

境
保

全

法
第

四
十

五
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

都
道

府
県

自
然

環
境

保
全

地
域

の
う

ち
同

法
第

四
十

六
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
別
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
で
、
当
該
地
区
内
に
お
け
る
行
為
に
つ
き
同
法
第
二

十
五

条
第

一
項

 に
規

定
す

る
特

別
地

区
内

に
お

け
る

行
為

に
関

す
る

同
法

第
四

章
第

二
節

 の
規

定
に

よ
る

規
制

と
同

等
の

規
制

が
行

わ
れ

て
い

る
地

区
と

し
て

環
境

大
臣

が
認

定
し

た
地

区
内

の
土

地
が

地
方

公
共

団
体

に
買

い
取

ら
れ

る

場
合

  
二

十
五

  
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
法

第
四

条
第

一
項

第
一

号
 に

規
定

す
る

農
用

地
で

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関

す
る
法
律
第

八
条
第
二

項
第
一

号
 に

規
定
す
る

農
用
地

区
域

と
し
て
定

め
ら
れ
て

い
る
区

域
内
に
あ

る
も
の
が

、
農
業

経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項

 の
協
議
に
基
づ
き
、
同
項

 に
規
定
す
る
農
地
保
有
合
理
化
法
人
又
は
農

地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
（
当
該
農
地
保
有
合
理
化
法
人
又
は
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
が
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般

財
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

に
買
い
取
ら
れ
る
場
合

  
２

  
法
人
の

有
す
る
土

地
等
に

つ
き
、
一

の
事
業
で

前
項
第

一
号
か
ら

第
三
号
ま

で
、
第

六
号
か
ら

第
十
六
号

ま
で
、

第
十
九
号
又

は
第
二
十

二
号
の

買
取
り
に

係
る
も
の

の
用
に

供
す
る
た

め
 に

、
こ
れ

ら
の

規
定
の
買

取
り
が
二

以
上
行

わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
買
取
り
が
二
以
上
の
年
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
買
取
り
の
う
ち
、

最
初
に
こ
れ

ら
の
規

 定
の

買
取

り
が
行
わ

れ
た
年
に

お
い
て

行
わ
れ
た

も
の
以
外

の
買
取

り
に
つ
い

て
は
、
同

項
の
規

IV-114

325
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 定
は
、
適
用
し
な
い
。

  
３

  
法
人
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
一
の
事
業
で
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、

第
十
九
号
又

は
第
二
十

二
号
の

買
取
り
に

係
る
も
の

の
用
に

供
す
る
た

 め
に

、
こ
れ

ら
の

買
取
り
が

次
の
各
号

に
掲
げ

る
法
人
に
該
当
す
る
法
人
か
ら
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
買
取
り
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

  
一

  
適
格
合

併
に
係
る

被
合
併

法
人
 
当

該
適
格
合

併
に
よ

り
合
併
法

人
が
当
該

事
業
に

係
る
資
産

の
移
転
を

受
け
た

場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
二

  
適
格
分

割
に
係
る

分
割
法

人
 
当
該

適
格
分
割

に
よ
り

分
割
承
継

法
人
が
当

該
事
業

に
係
る
資

産
の
移
転

を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
三

  
適
格
現

物
出
資
に

係
る
現

物
出
資
法

人
 
当
該

適
格
現

物
出
資
に

よ
り
被
現

物
出
資

法
人
が
当

該
事
業
に

係
る
資

産
の
移
転
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
四

  
適
格
現

物
分
配
に

係
る
現

物
分
配
法

人
 
当
該

適
格
現

物
分
配
に

よ
り
被
現

物
分
配

法
人
が
当

該
事
業
に

係
る
資

産
の
移
転
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
４

  
前
条
第

四
項
、
第

五
項
及

び
第
七
項

の
規
定
は

、
第
一

項
の
規
定

を
適
用
す

る
場
合

に
つ
い
て

、
同
条
第

六
項
の

規
定
は
、
第
一
項
各
号
の
買
取
り
を
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

  
５

  
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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 第
十
八
節
 
連
結
法
人
の
土
地
の
譲
渡
等
が
あ
る
場
合
の
特
別
税
率

  
（
土
地
の
譲
渡
等
が
あ
る
場
合
の
特
別
税
率
）

  
第

六
十

八
条

の
六

十
八

  
連
結
親

法
人
又
は
当

該
連
結
親
法
人

に
よ
る
連
結

完
全
支
配
関
係

に
あ
る
連
結

子
法
人
が
土

地
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
連
結
親
法
人
に
対
し
て
課
す
る
各
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税

の
額
は
、
法

人
税
法
第

八
十
一

条
の
十
二

第
一
項

 か
ら
第
三

項
 ま

で
並
び
に

第
六
十
八
条

の
九
第
十

一
項

 （
第
六

十

八
条
の
九
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
、
第
六
十
八
条
の
十
第
五
項
、
第
六
十
八

条
の
十
の
二

第
五
項
、

第
六
十

八
条
の
十

一
第
五
項

、
 第

六
十
八
条
の

十
二
第
七

項
、
第

六
十
八
条

の
十
三
第

四
項
、

第
六
十
八
条
の
十
四
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
十
五
第
五
項
、
前
条
第
一
項
、
第
八
項
、
次
条
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の

百
第

 一
項
及
び
第

六
十
八

条
の

百
八
第
一

項
そ
の
他

法
人
税

に
関
す
る

法
令
の
規

定
に
か

か
わ
ら
ず

、
こ
れ
ら

の
規
定

に
よ
り
計
算

し
た
法
人

税
の
額

に
、
当
該

連
結
親
法

人
又
は

そ
の
各
連

結
子

 法
人
ご

と
に

算
出
し
た

当
該
土
地

の
譲
渡

等
（
次
条
第

一
項
の
規

定
の
適

用
が
あ
る

も
の
を
除

く
。
）
に

係
る
譲
渡

利
益
金
額

の
合
計

額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
百

分
の
五

の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

 た
金
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

  
２

  
こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

  
一

  
土
地
の
譲
渡
等
 
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

 
イ
 
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
土
地
等
の
譲
渡

 
ロ
 
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
株
式
又
は
出
資
の
譲
渡
で
、
土
地
等
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
土
地

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
譲
渡
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

 
二

  
譲
渡
利

益
金
額
 

当
該
土

地
の
譲
渡

等
に
よ
る

収
益
の

額
と
し
て

政
令
で
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ

り
計
算
し

た
金
額

か
ら

当
該

収
益

に
係

る
原

価
の

額
及

び
当

該
土

地
の

譲
渡

等
の

た
め

に
直

接
又

は
間

接
に

要
し

た
経

費
の

額
と

し
て

政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。

  
３

  
第
一
項

の
規
定
は

、
土
地

等
の
譲
渡

（
第
六
十

二
条
の

三
第
三
項

に
規
定
す

る
土
地

等
の
譲
渡

を
い
う
。

以
下
こ

の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
う
ち
、
棚
卸
資
産
（
そ
の
取
得
を
し
た
日
か

 ら
譲
渡
を
し
た
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
土

地
等

の
譲

渡
を

し
た

連
結

親
法

人
又

は
そ

の
連

結
子

法
人

の
事

業
の

用
に

供
し

た
も

の
と

し
て

政
令

で
定

め
る

も
の

を

除
く
。）

の
譲
渡
で
政

 令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

  
４

  
第
一
項

の
規
定
は

、
連
結

親
法
人
又

は
そ
の
連

結
子
法

人
が
、
平

成
十
四
年

四
月
一

日
か
ら
平

成
二
十
五

年
十
二

月
三
十
一
日

ま
で
の
間

に
、
そ

の
有
す
る

土
地
等
（

棚
卸
資

産
に
該
当

す
 る

も
の
を

除
く

。
以
下
第

八
項
ま
で

及
び
第

十
項
に
お
い

て
同
じ

。
）
の

譲
渡

を
し
た
場

合
に
お
い

て
、
当

該
土
地
等

の
譲
渡
が

第
六
十

二
条
の
三

第
四
項
各

号
に
掲

げ
る
土
地
等

の
譲
渡
に

 該
当
す

る
こ
と
に

つ
き
財
務

省
令
で

定
め
る
と

こ
ろ
に
よ

り
証
明

が
さ
れ
た

と
き
は
、

適
用
し

な
い
。

  
５

  
前
項
の

規
定
は
、

連
結
親

法
人
又
は

そ
の
連
結

子
法
人

が
、
平
成

十
四
年
四

月
一
日

か
ら
平
成

二
十
五
年

十
二
月

三
十
一
日
ま

で
の
間
に

、
そ
の

有
す
る
土

地
等
の
譲

渡
を
し

た
場
合
に

お
 い

て
、
当

該
土

地
等
の
譲

渡
が
第
六

十
二
条

の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て

、
前
項
中

 「
第
六

十
二
条
の

三
第
四
項

各
号
に

掲
げ
る
土

地
等
の
譲

渡
に
該

当
す
る
こ

と
に
つ
き

財
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、「

次
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良

 住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め

の
譲
渡
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

  
６

  
第
四
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
場
合
に
お
い

て
、
第
六
十

五
条
の
四

第
一
項

第
三
号
に

掲
げ
る
場

合
に
該

当
す
る
こ

 と
と

な
つ
た

連
結

親
法
人
又

は
当
該
連

結
親
法

人
に

よ
る

連
結

完
全

支
配

関
係

に
あ

る
連

結
子

法
人

の
有

す
る

土
地

等
に

つ
き

当
該

連
結

親
法

人
又

は
そ

の
連

結
子

法

人
が
第
六
十

八
条
の
七

 十
五
第

一
項
の
規

定
の
適
用

を
受
け

る
と
き
は

、
当
該
土

地
等
の

譲
渡
は
、

第
四
項
の

規
定
に

該
当
す
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

  
７

  
第
五
項

の
規
定
（

連
結
事

業
年
度
に

該
当
し
な

い
事
業

年
度
に
お

け
る
土
地

等
の
譲

渡
に
あ
つ

て
は
、
第

六
十
二

条
の
三
第
五

項
の
規
定

）
の
適

用
を
受
け

た
譲
渡
に

係
る
土

地
等
の
買

取
 り

を
し
た

同
条

第
四
項
第

十
二
号
か

ら
第
十

四
号

ま
で

の
造

成
又

は
同

項
第

十
五

号
若

し
く

は
第

十
六

号
の

建
設

を
行

う
こ

れ
ら

の
規

定
に

規
定

す
る

個
人

又
は

法

IV-115
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 人
は
、
当
該

譲
渡
の
全

部
 又

は
一
部
が
予

定
期
間
（

同
条
第

五
項
に
規

定
す
る
予

定
期
間

を
い
う
。

次
項
に
お

い
て
同

じ
。
）
内
に
同
条
第
四
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る

 こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
適
用
に
係
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
連
結
親
法
人
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
該
当
す

る
こ
と
と
な

つ
た
当
該

土
地
等

の
譲
渡
に

つ
 い

て
そ
の

該
当

す
る
こ
と

と
な
つ
た

こ
と
を

証
す
る
財

務
省
令
で

定
め
る

書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  
８

  
第
五
項

の
規
定
（

連
結
事

業
年
度
に

該
当
し
な

い
事
業

年
度
に
お

け
る
土
地

等
の
譲

渡
に
あ
つ

て
は
、
第

六
十
二

条
の
三
第
五

項
の
規
定

）
の
適

用
を
受
け

た
土
地
等

の
譲
渡

（
当
該
連

結
 親

法
人
又

は
そ

の
連
結
子

法
人
が
合

併
法
人

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
併
に
係
る
被
合
併
法
人
が
第
五
項
の
規
定
（
当
該
被
合
併
法
人
の
連
結
事
業
年
度
に
該
当
し

な
い
事
業
年

度
に
お
け

 る
土
地

等
の
譲
渡

に
あ
つ
て

は
、
同

条
第
五
項

の
規
定
）

の
適
用

を
受
け
た

土
地
等
の

譲
渡
を

含
む
。）

の
全
部
又
は
一
部
が
予
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
同
条
第
四
項
第
十
二
号
か
ら
第
十

 六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地

等
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
連
結
親
法
人
に
対
し
て
課
す
る
同
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
に

対
す
る
法
人
税
の
額
は
、
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
十
二
第
一
項

 か
ら
第
三
項

 ま
で
並
び
に
第
六
十
八
条
の
九
第
十
一

項
 （

第
六
十
八
条

の
九
の
二
第

七
項
の
規

定
に
よ
り

読
み
替

え
て
適
用

す
る
場
合

を
含
む

。
）
、
第
六
十

八
条
の
十

第
五

項
、
第
六
十

八
条
の
十

の
二
第

五
項
、
第

六
十
八
条

の
十
一

第
五
項
、

 第
六

十
八
条

の
十

二
第
七
項

、
第
六
十

八
条
の

十
三
第
四
項

、
第
六
十

八
条
の

十
四
第
五

項
、
第
六

十
八
条

の
十
五
第

五
項
、
前

条
第
一

項
、
第
一

項
、
次
条

第
一
項

、

第
六
十
八
条

の
百
第

 一
項

及
び

第
六
十
八

条
の
百
八

第
一
項

そ
の
他
法

人
税
に
関

す
る
法

令
の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
、

こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
り

計
算
し

た
法
人
税

の
額
に
、

当
該
連

結
親
法
人

又
は
そ
の

各
連
結

子
 法

人
ご
と
に

算
出
し

た
当

該
土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
譲
渡
利
益
金
額
の
合
計
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
し
て

政
令
で
定
め
る
金
額
の
合
計
額
を
加
算
し

 た
金
額
と
す
る
。

  
９

  
連
結
親

法
人
又
は

当
該
連

結
親
法
人

に
よ
る
連

結
完
全

支
配
関
係

に
あ
る
連

結
子
法

人
が
土
地

等
の
譲
渡

（
第
三

項
及
び
第
四

項
の
規
定

に
該
当

す
る
土
地

等
の
譲
渡

（
第
六

十
二
条
の

三
 第

三
項
及

び
第

四
項
の
規

定
に
該
当

す
る
土

地
等
の
譲
渡
を
含
む
。）

を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
（
第
六
十
八
条
の
七
十
一
第
五
項
又
は
第
六
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
こ

れ
ら
の

 規
定

に
規

定
す
る
合

併
法
人
等

で
あ
る

連
結
法
人

が
当
該
土

地
等
の

譲
渡
を
し

た
そ
の
適

格
合
併

等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
適
格
合
併
等
を
い
う
。）

に
係
る
被
合
併
法
人
、
分
割
法

 人
又
は
現
物
出
資
法
人
か
ら

こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定

す
る
特

別
勘
定
の

金
額
の
引

継
ぎ
を

受
け
た
場

合
そ
の
他

の
政
令

で
定
め
る

場
合
を
含

む
。
）
に

お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

 て
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
に
つ
き
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項

 の
規

定
に

よ
り

同
項

 に
規

定
す

る
個

別
損

金
額

を
計

算
す

る
場

合
に

お
け

る
同

法
第

五
十

条
 の

規
定

又
は

第
六

十
八

条
の

七
十

 か
ら

第
六

十
八

条
の

七
十

六
の

二
 ま

で
若

し
く

は
第

六
十

八
条

の
七

十
八

 か
ら

第
六

十
八

条
の

八
十

五
の

三
 

ま
で
の
規
定
に
よ
り
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
金
額
（
第
六
十
八
条
の
七
十
七
の
規
定
に
よ
り
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な

か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以

 下
こ
の
項
に
お
い
て
「
損
金
算
入
額
」
と
い
う
。）

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
損
金
算
入
額
に
相
当
す
る
金
額
を
当
該
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人
又
は
そ
の
連

結
子
法
人
の

譲
 渡

利
益
金

額
か

ら
控
除
す

る
も
の
と

し
、
当

該
土
地
等

の
譲
渡
に

つ
き
第

六
十
八
条

の
七
十
一

第
十
項

か
ら
第
十
三

項
ま
で
（

こ
れ
ら

の
規
定
を

第
六
十
八

条
の
七

十
二
第
三

項
に
お
い

て
準

 用
す
る
場
合

を
含
む

。
）
、

第
六

十
八
条
の
七
十
八
第
四
項
（
第
六
十
八
条
の
七
十
九
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
、
第
六
十
八
条
の
七

十
八
第
十
二

項
（
第
六

十
八
条

 の
七

十
九
第
十

六
項
に
お
い

て
準
用
す

る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
六

十
八
条
の

七
十
九

第

十
項
か
ら
第

十
四
項
ま

で
、
第

六
十
八
条

の
八
十
三

第
十
一

項
か
ら
第

十
四
項
ま

で
又
は

第
六
十
八

 条
の

八
十
五

第
十

一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
に
相
当
す
る
金
額

を
当
該
連
結

事
業
年
度

に
お
け

る
当
該
連

結
親
法

 人
又

は
そ

の
連
結
子

法
人
の
譲

渡
利
益

金
額
に
加

算
す
る
も

の
と
す

る
。

  
１
０

  
第
五
項
の
規
定
は
、
法
人
税
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
法
人
税
申
告
書
（
同
法
第
二
条
第
三
十
六

号
 に

規
定
す
る
修
正
申
告
書
を
除
く
。）

に
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
が
第
五
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲

渡
に
該
当

す
る
も

の
で
あ
る

こ
と
を
証

す
る
財

務
省
令
で

 定
め

る
書
類

及
び

当
該
土
地

等
の
譲
渡

に
係
る

譲
渡

利
益

金
額

と
し

て
政

令
で

定
め

る
金

額
そ

の
他

の
財

務
省

令
で

定
め

る
事

項
を

記
載

し
た

書
類

の
添

付
が

あ
る

場

 

16
1 

 合
に
限
り
、
適
用
す

 る
。

  
１
１

  
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

  
一

  
法
人
税
法

第
八
十
一

条
の
十

三
 の

規
定
の
適

用
に
つ
い
て

は
、
同
条

第
一
項

 中
「
前
条

第
一
項
又

は
第
二
項

」

と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
六
十
八
第
一
項
又
は
第
八
項
（
土
地
の
譲
渡
等
が
あ
る
場
合
の
特
別
税

率
）
」
と

、
同
条
第

二
項
中

「
前

条
第
一
項

又
は
第
二

項
」
と

あ
る
の
は

「
租
税
特

別
措
置

法
第
六
十

八
条
の
六

十
八
第

一
項
又
は
第
八
項
」
と
す
る
。

  
二

  
第
六
十
八
条
の
九
（
第
六
十
八
条
の
九
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
第
六
十

八
条
の
十
か

ら
第
六
十

八
条
の

十
五
の
三

ま
で
の
規

定
の
適

用
に
つ
い

 て
は

、
第
六

十
八

条
の
九
第

一
項
、
第

六
十
八

条
の
十
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
の
二
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
一
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
二
第
二
項
、
第
六

十
八
条
の
十

三
第
一

 項
及

び
第

六
十
八
条

の
十
四
第

二
項
中

「
並
び
に

第
六
十
八

条
の
十

五
の
二
」

と
あ
る
の

は
「
、

第
六
十
八
条

の
十
五
の

二
並
び

に
第
六
十

八
条
の
六

十
八
」

と
、
第
六

十
八
条
の

十
五
第

二
 項

中
「
並
び

に
次
条

」
と

あ
る
の
は
「
、
次
条
並
び
に
第
六
十
八
条
の
六
十
八
」
と
、
第
六
十
八
条
の
十
五
の
二
第
一
項
中
「
並
び
に
前
条
第
二
項
、

第
三
項
及
び

第
五
項
」

と
あ
る

の
は

 「
、
前
条

第
二
項

、
第

三
項
及
び

第
五
項
並

び
に
第

六
十
八
条

の
六
十
八

」
と
、

第
六
十
八
条

の
十
五
の

三
第
一

項
中
「
並

び
に
前
条

」
と
あ

る
の
は
「

、
前
条
並

び
に
第

六
十
八
条

の
六
十

 八
」

と
す

る
。

  
１
２

  
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
人
税
の
申
告
又
は
還
付
に
関
す
る
法
人
税
法

 そ
の
他
法
人
税
に
関
す
る
法
令

の
規
定
の
適

用
に
関
す

る
事
項

そ
の
他
第

一
項

 又
は
第
五
項

 若
し

く
は
第
八

項
 の

規
定

の
適
用
に

関
し
必
要

な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

  
１

３
  

第
一
項
の
規

定
は
、
連

結
親
法
人

又
は
そ
の

連
結
子

法
人
が
平

成
十
四
年

四
月
一

日
か
ら
平

成
二
十
五

年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
し
た
土
地
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

  

IV-116
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 （
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
連
結
所
得
の
特
別
控
除
）

  
第

六
十

八
条

の
七

十
五

  
連
結
親

法
人
又
は
当

該
連
結
親
法
人

に
よ
る
連
結

完
全
支
配
関
係

に
あ
る
連
結

子
法
人
の
有

す
る
土
地
等

が
第
六
十

五
条
の

四
第
一
項

各
号
に
掲

げ
る
場

合
に
該
当

す
る
こ
と

と
な
つ

た
場

 合
に
お
い

て
、
当

該
連

結
親

法
人

又
は

そ
の

連
結

子
法

人
が

当
該

各
号

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
つ

た
土

地
等

の
譲

渡
に

よ
り

取
得

し
た

対
価

の

額
又
は
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
交
換

 取
得
資
産
」
と
い
う
。
）
の
価
額
（
当
該
譲
渡
に
よ
り
取
得
し
た
交
換
取

得
資
産
の
価

額
が
そ
の

譲
渡
し

た
土
地
等

の
価
額
を

超
え
る

場
合
に
お

い
て
、
そ

の
差
額

に
相
当
す

る
金
額
を

当
該

 譲
渡
に
際
し
て
支
出
し
た
と
き
は
、
当
該
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
が
、
当
該
譲
渡
し
た
土
地
等
の
譲
渡

直
前
の
帳
簿

価
額
と
当

該
譲
渡

し
た
土
地

等
の
譲
渡

に
要
し

た
経

 費
で
当
該

対
価
又

は
交

換
取
得
資

産
に
係
る

も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
を
超
え
、
か
つ
、
当
該
連
結
親
法
人
又
は
そ
の
連
結
子

法
人
が
当
該

連
 結

事
業
年

度
の

う
ち
同
一

の
年
に
属

す
る
期

間
中
に
そ

の
該
当
す

る
こ
と

と
な
つ
た

土
地
等
の

い
ず
れ

に
つ
い
て
も

第
六
十
八

条
の
七

十
八
か
ら

第
六
十
八

条
の
八

十
ま
で
又

は
第
六
十

八
条

 の
八
十
二
か

ら
第
六
十

八
条
の

八
十
五
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
と
千
五
百
万
円
（
当
該
譲
渡
の
日
の

属
す
る
年
に

お
け
る
譲

渡
に
よ

り
取

 得
し
た
対

価
の
額

又
は

交
換
取
得

資
産
の
価

額
に
つ

き
、
こ
の

項
の
規
定

に
よ
り

損
金
の
額
に

算
入
し
た

、
又
は

損
金
の
額

に
算
入
す

る
金
額

（
第
六
十

五
条
の
四

第
一
項

の
規
定
に

よ
り
損

 金
の

額
に

算
入
し
た
金

額
を
含
む

。
）

が
あ

る
と
き
は

、
当
該
金

額
を
控

除
し
た
金

額
）
と
の

い
ず
れ

か
低
い
金

額
を
当
該

譲
渡
の

日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
の
金
額
の
計
算

 上
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

  
２

  
連
結
親
法

人
又
は
当

該
連
結

親
法
人
に

よ
る
連
結

完
全
支

配
関
係
に

あ
る
連
結

子
法
人

の
有
す
る

土
地
等
に

つ
き
、

一
の
事
業
で

第
六
十
五

条
の
四

第
一
項
第

一
号
か
ら

第
三
号

ま
で
、
第

 六
号

か
ら
第

十
六

号
ま
で
、

第
十
九
号

又
は
第

二
十
二
号
の
買
取
り
に
係
る
も
の
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
買
取
り
が
二
以
上
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら

の
買
取

 り
が

二
以

上
の
年
に

わ
た
つ
て

行
わ
れ

た
と
き
は

、
こ
れ
ら

の
買
取

り
の
う
ち

、
最
初
に

こ
れ
ら

の
規
定
の
買

取
り
が
行

わ
れ
た

年
に
お
い

て
行
わ
れ

た
も
の

以
外
の
買

取
り
に
つ

い
て
は

、
 前

項
の
規
定

は
、
適

用
し

な
い
。

  
３

  
連
結
親
法

人
又
は
当

該
連
結

親
法
人
に

よ
る
連
結

完
全
支

配
関
係
に

あ
る
連
結

子
法
人

の
有
す
る

土
地
等
に

つ
き
、

一
の
事
業
で

第
六
十
五

条
の
四

第
一
項
第

一
号
か
ら

第
三
号

ま
で
、
第

 六
号

か
ら
第

十
六

号
ま
で
、

第
十
九
号

又
は
第

二
十
二
号
の
買
取
り
に
係
る
も
の
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
買
取
り
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る

連
結
法
人
か
ら
行
わ

 れ
た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
買
取
り
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

  
一

  
適
格
合

併
に
係
る

被
合
併

法
人
 
当

該
適
格
合

併
に
よ

り
合
併
法

人
が
当
該

事
業
に

係
る
資
産

の
移
転
を

受
け
た

場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
二

  
適
格
分

割
に
係
る

分
割
法

人
 
当
該

適
格
分
割

に
よ
り

分
割
承
継

法
人
が
当

該
事
業

に
係
る
資

産
の
移
転

を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
三

  
適
格
現

物
出
資
に

係
る
現

物
出
資
法

人
 
当
該

適
格
現

物
出
資
に

よ
り
被
現

物
出
資

法
人
が
当

該
事
業
に

係
る
資

産
の
移
転
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
四

  
適
格
現

物
分
配
に

係
る
現

物
分
配
法

人
 
当
該

適
格
現

物
分
配
に

よ
り
被
現

物
分
配

法
人
が
当

該
事
業
に

係
る
資

産
の
移
転
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
移
転
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
買
取
り

  
４

  
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
５

  
前
三
項

に
定
め
る

も
の
の

ほ
か
、
第

一
項
の
規

定
に
よ

り
損
金
の

額
に
算
入

さ
れ
る

金
額
が
あ

る
場
合
に

お
け
る

法
人

税
法

第
八

十
一

条
の

十
八

第
一

項
 に

規
定

す
る

個
別

所
得

金
額

又
は

個
別

欠
損

金
額

の
計

算
そ

の
他

第
一

項
 の

規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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 5.
1.

2.
 
地
方
税
法

 

【
附
則

34
条
の

2
抜
粋
】

 
 （

優
良

住
宅

地
の

造
成

等
の

た
め

に
土

地
等

を
譲

渡
し

た
場

合
の

長
期

譲
渡

所
得

に
係

る
道

府
県

民
税

及
び

市
町

村
民

税
の
課
税
の
特
例
）

 
第

三
十

四
条

の
二

  
昭
和
六
十
三

年
度
か
ら

平
成
二
十
六
年
度

ま
で
の
各

年
度
分
の
個
人
の

道
府
県
民

税
に
限
り
、
所

得
割
の
納
税

義
務
者
が

前
年
中

に
前
条
第

一
項
に
規

定
す
る

譲
渡
所
得

の
基
因
と

な
る
土

 地
等

（
租
税
特

別
措
置

法
第

三
十
一
条
第

一
項
に
規

定
す
る

土
地
等
を

い
う
。
以

下
こ
の

条
、
次
条

及
び
附
則

第
三
十

五
条
に
お

い
て
同
じ

。
）

の
譲

渡
（
同
法
第

三
十
一
条

第
一
項

に
規
定

 す
る
譲

渡
を
い

う
。

以
下
こ
の

条
、
次
条

及
び
附

則
第
三
十

五
条
に
お

い
て
同

じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二

 項
各
号
に

掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
第
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項

 に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を

受
け
る
譲

渡
所
得

を
除
く
。

次
項
に
お

い
て
同

じ
。
）

に
係
る
課

税
長
期

譲
渡

所
得
金
額

に
対
し
て

課
す
る

道
府

 県
民
税
の
所

得
割
の

額
は

、
前
条
第

一
項
前
段

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
、
次

の
各
号

に
掲
げ
る

場
合
の
区

分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

  
一

  
課
税
長
期

譲
渡
所

得
金
額

が
二
千
万

円
以
下
で

あ
る
場

合
 
当
該

課
税
長
期

譲
渡
所

得
金
額
の

百
分
の
一

・
六
に

相
当
す
る
金
額

  
二

  
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え
る
場
合
 
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

 
イ
 
三
十
二
万
円

 
ロ
 
当
該
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
か
ら
二
千
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額

 
２

  
前
項
の
規

定
は
、

昭
和
六

十
三
年
度

か
ら
平
成

二
十
六

年
度
ま
で

の
各
年
度

分
の
個

人
の
道
府

県
民
税
に

限
り
、

所
得
割
の
納

税
義
務
者

が
前
年

中
に
前
条

第
一
項
に

規
定
す

る
譲
渡
所

得
 の

基
因
と

な
る

土
地
等
の

譲
渡
を
し

た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
そ
の
譲
渡
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す

る
日
の
属
す

る
年
の
十

 二
月
三

十
一
日
ま

で
の
期
間

（
住
宅

建
設
の
用

に
供
さ
れ

る
宅
地

の
造
成
に

要
す
る
期

間
が
通

常
二
年
を
超

え
る
こ
と

そ
の
他

の
政
令
で

定
め
る
や

む
を
得

な
い
事
情

が
あ
る
場

合
に
は

、
そ

 の
譲
渡
の

日
か
ら

政
令

で
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
）
内
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

土
地
等
の
譲

渡
に
該
当

す
る
こ

と
と
な
る

こ
 と

が
確
実

で
あ

る
と
認
め

ら
れ
る
こ

と
に
つ

き
総
務
省

令
で
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。）

に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係

 る
課

税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
道
府
県
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
３

  
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
有
す

る
土
地
等
に

つ
き
、
租

税
特
別

措
置
法
第

三
十
三
条

か
ら
第

三
十
三
条

 の
四

ま
で
、

第
三

十
四
条
か

ら
第
三
十

五
条
の

二
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
七
ま
で
又
は

第
三
十
七
条
の
九
の

 二
か
ら
第
三
十
七
条
の
九
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、

第
一
項
に
規

定
す
る
優

良
住
宅

地
等
の
た

め
の
譲
渡

又
は
前

項
に
規
定

す
る
確
定

優
良
住

 宅
地

等
予
定
地

の
た
め

の
譲

渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

  
４

  
昭
和
六
十

三
年
度

か
ら
平

成
二
十
六

年
度
ま
で

の
各
年

度
分
の
個

人
の
市
町

村
民
税

に
限
り
、

所
得
割
の

納
税
義

務
者
が
前
年

中
に
前
条

第
四
項

に
規
定
す

る
譲
渡
所

得
の
基

因
と
な
る

土
 地

等
の
譲

渡
を

し
た
場
合

に
お
い
て

、
当
該

譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
附
則
第
三
十
四
条
の

三
第
三
項
の
規
定
の
適

 用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に

対
し
て
課
す

る
市
町
村

民
税
の

所
得
割
の

額
は
、
前

条
第
四

項
前
段
の

規
定
に
か

か
わ
ら

 ず
、

次
の
各
号

に
掲
げ

る
場

合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

  
一

  
課
税
長
期

譲
渡
所

得
金
額

が
二
千
万

円
以
下
で

あ
る
場

合
 
当
該

課
税
長
期

譲
渡
所

得
金
額
の

百
分
の
二

・
四
に

相
当
す
る
金
額
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 二
  

課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え
る
場
合
 
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

 
イ
 
四
十
八
万
円

 
ロ
 
当
該
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
か
ら
二
千
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額

 
５

  
前
項
の
規

定
は
、

昭
和
六

十
三
年
度

か
ら
平
成

二
十
六

年
度
ま
で

の
各
年
度

分
の
個

人
の
市
町

村
民
税
に

限
り
、

所
得
割
の
納

税
義
務
者

が
前
年

中
に
前
条

第
四
項
に

規
定
す

る
譲
渡
所

得
 の

基
因
と

な
る

土
地
等
の

譲
渡
を
し

た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
そ
の
譲
渡
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す

る
日
の
属
す

る
年
の
十

 二
月
三

十
一
日
ま

で
の
期
間

（
住
宅

建
設
の
用

に
供
さ
れ

る
宅
地

の
造
成
に

要
す
る
期

間
が
通

常
二
年
を
超

え
る
こ
と

そ
の
他

の
政
令
で

定
め
る
や

む
を
得

な
い
事
情

が
あ
る
場

合
に
は

、
そ

 の
譲
渡
の

日
か
ら

政
令

で
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
）
内
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

土
地
等
の
譲

渡
に
該
当

す
る
こ

と
と
な
る

こ
 と

が
確
実

で
あ

る
と
認
め

ら
れ
る
こ

と
に
つ

き
総
務
省

令
で
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。）

に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係

 る
課

税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

  
６

  
第
四
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
有
す

る
土
地
等
に

つ
き
、
租

税
特
別

措
置
法
第

三
十
三
条

か
ら
第

三
十
三
条

 の
四

ま
で
、

第
三

十
四
条
か

ら
第
三
十

五
条
の

二
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
七
ま
で
又
は

第
三
十
七
条
の
九
の

 二
か
ら
第
三
十
七
条
の
九
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、

第
四
項
に
規

定
す
る
優

良
住
宅

地
等
の
た

め
の
譲
渡

又
は
前

項
に
規
定

す
る
確
定

優
良
住

 宅
地

等
予
定
地

の
た
め

の
譲

渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

  
７

  
第
二
項
又

は
第
五

項
の
規

定
の
適
用

を
受
け
た

者
か
ら

こ
れ
ら
の

規
定
の
適

用
を
受

け
た
譲
渡

に
係
る
土

地
等
の

買
取
り
を
し

た
租
税
特

別
措
置

法
第
三
十

一
条
の
二

第
二
項

第
十
二
号

か
 ら

第
十
四

号
ま

で
の
造
成

又
は
同
項

第
十
五

号
若
し
く
は
第
十
六
号
の
建
設
を
行
う
個
人
又
は
法
人
は
、
当
該
譲
渡
の
全
部
又
は
一
部
が
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定

す
る
期
間
内

に
同
条
第

 二
項
第

十
二
号
か

ら
第
十
六

号
ま
で

に
掲
げ
る

土
地
等
の

譲
渡
に

該
当
す
る

こ
と
と
な

つ
た
場

合
に
は
、
当

該
第
二
項

又
は
第

五
項
の
規

定
の
適
用

を
受
け

た
者
に
対

し
、
遅
滞

な
く
、

そ
の

 該
当
す
る

こ
と
と

な
つ

た
当

該
譲

渡
に

つ
い

て
そ

の
該

当
す

る
こ

と
と

な
つ

た
こ

と
を

証
す

る
総

務
省

令
で

定
め

る
書

類
を

交
付

し
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
。

  
８

  
第
二
項
又

は
第
五

項
の
規

定
の
適
用

を
受
け
た

者
は
、

こ
れ
ら
の

規
定
の
適

用
を
受

け
た
譲
渡

に
係
る
前

項
に
規

定
す
る
書
類
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
類
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  
９

  
第
二
項
又

は
第
五

項
の
規

定
の
適
用

を
受
け
た

者
は
、

こ
れ
ら
の

規
定
の
適

用
を
受

け
た
譲
渡

の
全
部
又

は
一
部

が
こ
れ
ら
の

規
定
に
規

定
す
る

期
間
内
に

租
税
特
別

措
置
法

第
三
十
一

条
 の

二
第
二

項
第

十
二
号
か

ら
第
十
六

号
ま
で

に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
四
月
以
内
に
、
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ

 ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  
１

０
  

前
項
に
定
め

る
場
合
に

は
、
そ
の

該
当
し
な

い
こ
と

と
な
つ
た

譲
渡
は
、

第
二
項

又
は
第
五

項
の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

  
１

１
  

前
項
の
規
定

に
よ
り
課

さ
れ
る
こ

と
と
な
る

道
府
県

民
税
又
は

市
町
村
民

税
の
所

得
割
に
つ

い
て
は
、

次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

  
一

  
第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
中
「
法
定
納
期
限
」
と
あ
る
の
は
、「

附
則
第
三
十

四
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
申
告
の
期
限
」
と
す
る
。

  
二

  
第
三
百
二

十
一
条

の
二
第

二
項
中
「

不
足
税
額

を
そ
の

決
定
が
あ

つ
た
日
ま

で
の
納

期
の
数
で

除
し
て
得

た
額
に

第
三
百
二
十

条
の
各
納

期
限
」

と
あ
る
の

は
「
不
足

税
額
に

当
該
不
足

税
 額

に
係
る

納
税

通
知
書
に

お
い
て
納

付
す
べ

き
こ
と
と
さ

れ
る
日
」

と
、
「
納

付
す
べ
き

こ
と
と
さ

れ
る
日

ま
で
の
期

間
又
は
そ

の
日
の

翌
日
」
と

あ
る
の
は

「
納
付

す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る

 日
の
翌
日
」
と
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

  
三

  
前
二
号
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か
、
前

項
の
規
定

の
適
用

が
あ
る
場

合
に
お
け

る
道
府

県
民
税
又

は
市
町
村

民
税
の
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 所
得
割
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

  
 （
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
係
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
に
係
る
期
間
の
延
長
の
特
例
）

 
第

三
十

四
条

の
二

の
二

  
前
条
第

二
項
又
は
第

五
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け

た
土
地
等
の
譲

渡
の
全
部
又

は
一
部
が
、

阪
神
・
淡
路

大
震
災
に

起
因
す

る
や
む
を

得
な
い
事

情
に
よ

り
、
こ
れ

ら
の
規
定

に
規
定

す
る

 期
間
（
そ

の
末
日

が
平

成
七
年
十
二

月
三
十
一

日
で
あ

る
も
の
に

限
る
。
）
内
に

租
税

特
別
措
置

法
第
三
十

一
条
の

二
第
二
項

第
十
二
号

か
ら
第

十
六
号
ま
で

に
掲
げ
る

土
地
等

の
譲
渡
に

該
 当

す
る
こ

と
が

困
難
と
な

つ
た
場
合

で
政
令

で
定
め
る

場
合
に
お

い
て
、

平
成
八
年
一

月
一
日
か

ら
起
算

し
て
二
年

以
内
の
日

で
政
令

で
定
め
る

日
ま
で
の

期
間
内

に
当
該
譲

渡
の
全
部

又
は

 一
部

が
こ

れ
ら

の
規

定
に

掲
げ

る
土

地
等

の
譲

渡
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

る
こ

と
が

確
実

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
に

つ
き
自
治
省

令
で
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
り

証
明
が
さ

れ
た
と

き
は
、

 当
該
譲

渡
の
日

か
ら

当
該
政
令

で
定
め
る

日
ま
で

の
期
間
を
前
条
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
期
間
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

  
                         

以
上
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巻末資料３ 調査対象事例に関する各種資料 

（１）札幌市 

 

「札幌市都心における都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」 

札幌市都心における都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 

（平成２３年１１月１１ 日市民まちづくり局理事決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、札幌市の都心における都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２ 

号。以下「法」という。）による都市再生整備推進法人（以下「推進法人」という。） 

の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請） 

第２条 法第７３条第１項の規定による推進法人の指定を受けようとする者（以下「申請 

者」という。）は、都市再生整備推進法人指定申請書（様式第１号）を市長に提出する 

ものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 定款 

(2) 登記事項証明書 

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

(4) 事務所の所在地及び組織図、事務分担を記載した書面 

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表 

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 

(7) 過去のまちづくり活動の実績を記載した書面 

(8) 活動地域を示す図面 

(9) 活動地域内の他の民間組織（町内会、商店街組織等）からの都市再生整備推進法 

人推薦書（様式第２号） 

(10) 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類 

（指定の基準等） 

第３条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が 

次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第７３条第１項の規定により、当該 

申請者を推進法人として指定することができる。 

(1)  まちづくりの推進を活動目的としていること。 

(2)  申請者又はその母体となっている組織に、まちづくり活動の実績があること。 

(3)  札幌市内に事務所を有し、札幌市の「都心まちづくり計画（平成１４年６月策 

定）」及び「さっぽろ都心まちづくり戦略（平成２３年１月策定）」の計画対象区 

域内で活動を行っていること。 

(4)  法第７４条の規定による推進法人の業務の全部又は一部を適正かつ確実に行うた 

めに必要な組織体制や人員体制及び必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有 

していること。 
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(5)  関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携を図ることができると 

認められること。 

 

２ 市長は、申請者を推進法人として指定した場合は、都市再生整備推進法人指定書（様 

式第３号）により当該申請者に通知するとともに、法第７３条第２項の規定により公示 

するものとする。 

（名称等の変更） 

第４条 推進法人は、法第７３条第３項の規定による変更の届出を行う場合は、都市再生 

整備推進法人名称等変更届出書（様式第４号）により行うものとし、市長は、当該届出 

があったときは、法第７３条第４項の規定により公示するものとする。 

（事業の報告） 

第５条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算 

書を市長に提出するものとする。 

２ 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び 

貸借対照表を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、法第７６条第１項の規定により、業務の適正かつ確実な実施を確保するため 

必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告させることができる。 

（改善命令） 

第６条 市長は、法第７６条第２項の規定により、業務を適正かつ確実に実施していない 

と認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべき 

ことを命ずることができる。 

（指定の取消し） 

第７条 市長は、法第７６条第３項の規定により、前条の規定による命令に違反したとき 

は、第３条の規定による指定を取り消すことができる。この場合においては、法第７６ 

条第４項の規定により公示するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による指定の取消しを行う場合は、行政手続法（平成５年法律第 

８８号）の規定により聴聞を行うものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１１月１１日から施行する。 
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（２）飯田市 
 

「飯田市都市再生整備推進法人 公募要領」 

 

IV-125

336



 

 

IV-126

337



 

 
 

IV-127

338



 

 
 

IV-128

339



 

 

IV-129

340



 

 

IV-130

341



 

 

IV-131

342



 

「飯田市都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要領」 
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（４）広島市 

 
「広島県による都市・地域再生等利用区域の指定」 

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について 
  

広 島 県 知 事   
（道路河川管理課） 

 
 河川敷地占用許可準則（以下「準則」という。）第 22 第１項の規定に基づき，準則に定める要件に該当すると
認めて指定する都市・地域再生等利用区域は，次のとおりとする。 
 
１ 都市・地域再生等利用区域 
(1) 指定範囲 

一級河川太田川水系指定区間京橋川の河川区域内で，別図に示す区域。 
(2) 指定年月日 
  平成 23年 4月 12日 

 
２ 都市・地域再生等占用方針 
(1) 都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設 

準則第 22第３項第１号に掲げる広場及び同項第６号に掲げる広場と一体をなすオープンカフェ等 
(2) 許可方針 

   上記(1)に係る標準的な許可条件は，次のとおりとする。 
    

この占用又は工事の実施に当たっては，河川法その他の法令の規定，広島県土木局長通知及び次の条件
を遵守すること。 
ア この工事の施工費及び将来の修理保存費は，許可を受けた者が負担すること。 
イ この占用又は工事に原因して生じたと認められる種々の障害については，自らの費用で至急に復旧し，
又はこれに代わるべき施設をすること。 

ウ この工作物の用途を廃止したときは，○○建設事務所長にその旨届け出ること。 
エ この工事に着手しようとする際及び工事がしゅん工した際には，○○建設事務所長にその旨届け出る
こと。 

オ この占用又は工事によって損失を受ける者があるときは，その当事者の間で協議をし，許可を受けた
者がその損失を補償すること。 

カ この工事の施行に当たっては，別途○○建設事務所長が指示することに従うこと。 
キ この許可に係る地位の承継については，地位の承継の日から起算して３０日以内にその旨を○○建設
事務所長に届け出ること。 

ク この許可に係る権利譲渡については，河川法第 34条の規定により事前に○○建設事務所長の承認を得
なければならない。 

ケ この占用又は工事の許可は，工事期間満了の際，この許可に係る工事に着手していない場合は，その
効力を失うものとする。 

コ 次の場合には，許可を取り消し，変更し，その効力を停止し，この条件を変更し，若しくは新たに条
件を付し，又は工事その他の行為の中止，工作物の改築，若しくは除却その他必要な施設の設置若しく
は河川を原状に回復することを命じることがある。この場合はその処分に従うこと。 

    (ア) 河川法，これに基づく政令若しくは規則又はこの許可条件に違反したとき。 
(イ) この占用又は工事が河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき，若しくは河川工事上支障が
あるとき又は公益上支障があるとき。 

サ コの(ア)に該当したため，その処分を受けた場合には，その履行に要する経費は自らが負担すること。 
 
３ 都市・地域再生等占用主体 
(1) 都市・地域再生等占用主体 

準則第 22第４項第１号に掲げる者（準則第６に掲げる占用主体） 
 

◎河川敷地占用許可準則（抜粋） 
（占用主体） 
第６ 占用の許可を受けることのできる者は，次の各号に掲げるものとする。ただし，第７第１項第５

号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民，事業者等及び同項第
６号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好者団体等も
それぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることができるものとする。 

一 国又は地方公共団体（道路管理者，都市公園管理者，下水道管理者，港湾管理者，漁港管理者，水
防管理者，地方公営企業等である場合を含む。） 

二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構，都市基盤整備公団，地方公社等の特別な法律に基
づき設立された法人 

三 鉄道事業者，水上公共交通を担う旅客航路事業者，ガス事業者，水道事業者，電気事業者，電気通
信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者 

四 水防団体，公益法人その他これらに準ずる者 
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五 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第４条第７項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事
業と一体となって行う関連事業に係る施設（以下「市街地開発事業関連施設」という。）の整備を行う
者 

六 河川管理者，地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会等において，河川水面
の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を行う者 

 
(2) 施設使用者の要件 

河川敷地占用許可準則第四章の規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の
特例に関する取扱い（平成 23年４月１日広島県土木局長制定）第９及び第 10に適合すること。 
 

※施設使用者とは，準則第 25第２項の規定に基づき，都市・地域再生等占用施設について，公的占用 
者と使用契約を締結して使用する者をいう。 

    ※公的占用者とは，準則第 23の占用の許可を受けた準則第 22第４項第１号に掲げる者をいう。 
  

◎河川敷地占用許可準則第四章の規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用
の特例に関する取扱いについて（抜粋） 

（施設使用者等の要件） 
第９ 施設使用者及び準則第 22 第４項第２号に規定する者（以下「施設使用者等」という。）は，次の

各号に掲げる事由のいずれにも該当しない者でなければならない。 
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。 
(2) 禁錮以上の刑に処せられ，その刑の執行を終わり，又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から５年を経過しない者。 

(3) 暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力行為の常習者又はそのおそれのある者。 

※ア 暴力団とは，「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７号） 
（以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する団体をいう。 

※イ 暴力団員とは，暴対法第２条第６号に規定する暴力団の構成員をいう。 
※ウ 暴力団準構成員とは，暴力団員以外の者であって暴力団の周辺にあり，これと交わりを 

もつ次のいずれかに該当する者をいう。 
(ア) 暴力団の威力を背景に暴対法第２条第１号に規定する暴力的不法行為を行うおそれがある者 
(イ)  暴力団又は暴力団員に対し資金，武器等の供給を行うなど暴力団の維持，運営に協力し， 

又は関与する者 

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づく処
分の対象となっている団体及びその構成員である者。 

(5) 成年者と同一の能力を有しない未成年者で，その法定代理人が前各号のいずれかに該当する者。 
２ 前項の場合において，次の各号に掲げる場合の施設使用者等の対象者は，それぞれ当該各号に定め
るところによる。 
(1) 法人 当該法人の役員，支配人，支店及び支店に準ずる営業所の代表者 
(2) 個人 本人若しくはその使用人のうち支配人，支店及び支店に準ずる営業所の代表者 

 
（広島県暴力団排除条例の適用等） 
第１０ 施設使用者等は，広島県暴力団排除条例（平成 22 年条例第 37 号）第 10 条及び第 11 条の規定
に違反する行為を行ってはならない。 

２ 施設使用者等は，その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等に行わせ，経
営上若しくは運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ，又は暴力団員等を役
員若しくは店舗，工場その他の事業所を代表する使用人としてはならない。 

３ 施設使用者等は，次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 
(1) 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特有の行事に参加し，又はこれらの活
動若しくは行事の開催を支援するなど，積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し，又は関与す
ること。 

(2) 暴力団員とゴルフ，飲食（生活上必要な日常の食事を除く。），旅行その他の遊興をしばしば共に
し，又は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上形式的及び儀礼的なものと認められる限度を越えた
贈答を行うなど，暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(3) その行う事業に関し，情を知って，次の各号のいずれかに該当する事業者を利用すること。 
     ア  その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等に行わせ，経営上若しくは

運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ，又は暴力団員等を役員若しく
は店舗，工場その他の事業所を代表する使用人としている事業者 

     イ 第１号に規定する行為をし，又は前号に規定する関係を有している事業者 
(4) 情を知って，前号アに該当する事業者に資金等を提供し，又は便宜を供与すること。 

※ア 暴力団員等とは，暴力団員及び現に同条例第 19条第３項の規定に基づく公表が行われている者 
をいう。 

 
出所）広島県公式サイト「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定（京橋川）」より 
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都市・地域再生等利用区域図（拡大版） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
出所）広島県公式サイト「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定（京橋川）」より 
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（５）福岡市 
 

 

「福岡市 都市再生歩行者経路協定認可要領」 

福岡市 都市再生歩行者経路協定認可要領 
 
（目的） 
第１条 本要領は、都市再生特別措置法（以下「法」という。）第４５条の２第１項に規定す

る都市再生歩行者経路協定に関し、必要な事項を定める。 
 
（都市再生歩行者経路協定の認可の申請） 
第２条 法第４５条の２第４項の規定による都市再生歩行者経路協定の認可を受けようとす

る者は、都市再生歩行者経路協定認可申請書（別紙様式１）の正本及び副本にそれぞ

れ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。 
（１） 都市再生歩行者経路協定書 
（２） 都市再生歩行者経路協定締結の理由を記載した書面 
（３） 都市再生歩行者経路協定の区域及び位置を示す図面 
（４） 申請者が都市再生歩行者経路協定の認可申請に係る代表者であることを証する書

面 
（５） 土地所有者等（法第４５条の２第１項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。）

の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の

所在地を記載した書面。 
（６） 土地及び建物の登記簿謄本 
（７） 法第４５条の２第３項に規定する協定区域隣接地（以下「協定区域隣接地」という。）

を定める場合には、当該協定区域隣接地の区域及び位置を示す図面 
（８） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書 

 
（都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の認可の申請） 
第３条 法第４５条の５第１項又は法第４５条の９第１項の規定による都市再生歩行者経路

協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、都市再生歩行者経路協定変更・廃

止認可申請書（別紙様式２）の正本及び副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書（都市

再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、第１号、第３号及び第８号

に規定する書類を除く。）を添えて市長に提出するものとする。 
（１） 都市再生歩行者経路協定の変更書 
（２） 都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の理由を記載した書面 
（３） 変更した都市再生歩行者経路協定の区域及び位置を示す図面 
（４） 申請者が都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の認可申請に係る代表者である

ことを証する書面 

IV-141

352



 

（５） 土地所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地

及び建築物の所在地を記載した書面。 
（６） 土地及び建物の登記簿謄本 
（７） 都市再生歩行者経路協定の廃止の場合、土地所有者等の過半数の合意のあったこと

を証する書面 
（８） 協定区域隣接地を定めている場合には、変更した協定区域隣接地の区域及び位置を

示す図面 
（９） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書 
 

（都市再生歩行者経路協定に係る認可の通知） 
第４条 市長は、第２条又は第３条の認可をしたときは、当該認可を受けた者に対し都市再

生歩行者経路協定認可通知書（別紙様式３）又は都市再生歩行者経路協定変更・廃止

認可通知書（別紙様式４）によりその旨通知するものとする。 
 
（都市再生歩行者経路協定区域内の借地権消滅等届） 
第５条 法第４５条の６第３項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届（別

紙様式５）に都市再生歩行者経路協定区域から除かれるべき事実が生じたことを証す

る書類及び土地の位置を表示した図面を添えて市長に提出するものとする。 
 
（都市再生歩行者経路協定加入届） 
第６条 法第４５条の８第１項又は第２項の規定により都市再生歩行者経路協定に加わろう

とする者は、都市再生歩行者経路協定加入届（に土地の登記簿謄本及び土地の位置を

表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。 
 
（一人都市再生歩行者経路協定の効力発効届） 
第７条 法第４５条の１１第４項の規定により当該都市再生歩行者経路協定が効力を有する

こととなったときは、同条第２項の規定による認可を受けた者は、一人都市再生歩行

者経路協定効力発生届（別紙様式６）に新たに土地所有者等となった者の土地又は建

築物の登記簿謄本及び土地又は建築物の位置を表示した図面を添えて市長に提出する

ものとする。 
 
 
 

附 則 
この要領は、平成２３年  月  日から施行する。 
 
 

平成２３年 月  日 制 定 
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（別紙様式１） 
歩行者経路協定認可申請書 

 
都市再生特別措置法第４５条の２第１項の規定による都市再生歩行者経路協定の認可につ

いて、関係図書を添えて申請します。 
 
平成  年  月  日 
 

住 所                 
申請者                   

氏 名                 
（住所及び代表者氏名）           

電 話                 
 
（あて先）福岡市長 
 
 

１．区域の地名及び地番 
 

２．協定の名称 
 

３．有効期間 
 

４．違反があった場合の措置内容 
 
５．土地の所有者等の人数 

土地の所有者（うち共

有者） 

土地の地上権者（うち

共同地上権者） 

土地の賃借権者（うち

共同賃借権者） 

合 計 

 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

 
６．特記事項 
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 （別紙様式２） 
歩行者経路協定（変更・廃止）認可申請書 

 
 
都市再生特別措置法第  条    の規定による都市再生歩行者経路協定の（変更・廃

止）の認可について、関係図書を添えて申請します。 
 
平成  年  月  日 
 

住 所                 
申請者                   

氏 名                 
（住所及び代表者氏名）           

電 話                 
 
（あて先）福岡市長 
 

１．認可年月日及び文書番号 
 

２．区域の地名及び地番 
 

３．協定の名称 
 

３．有効期間 
 

４．違反があった場合の措置内容 
 
５．変更の場合は、その変更の内容 
 
６．土地の所有者等の人数 

土地の所有者（うち共

有者） 

土地の地上権者（うち

共同地上権者） 

土地の賃借権者（うち

共同賃借権者） 

合 計 

 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

 
７．特記事項 
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（別紙様式３） 
○○ ○○ 様 

 
歩行者経路協定認可通知書 

 
都市再生特別措置法第４５条の２第４項の規定により、平成  年 月 日付けにて申請

のあった都市再生歩行者経路協定を認可したので通知します。 
 

認可番号   
認可年月日 平成  年  月  日 

 
福岡市長 髙島 宗一郎      

 
 

１．区域の地名及び地番 
 

２．協定の名称 
 

３．有効期間 
 

４．違反があった場合の措置内容 
 
５．土地の所有者等の人数 

土地の所有者（うち共

有者） 

土地の地上権者（うち

共同地上権者） 

土地の賃借権者（うち

共同賃借権者） 

合 計 

 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

 
６．特記事項 

 

IV-145
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 （別紙様式４） 
○○ ○○ 様 

 
 

歩行者経路協定（変更・廃止）認可通知書 
 
 
都市再生特別措置法第  条    の規定により、平成  年 月 日付けにて申請の

あった都市再生歩行者経路協定の（変更・廃止）を認可したので通知します。 
 

認可番号   
認可年月日 平成  年  月  日 

 
福岡市長 髙島 宗一郎      

 
 

１．認可年月日及び認可番号 
 

２．区域の地名及び地番 
 

３．協定の名称 
 

３．有効期間 
 

４．違反があった場合の措置内容 
 
５．変更の場合は、その変更の内容 
 
６．土地の所有者等の人数 

土地の所有者（うち共

有者） 

土地の地上権者（うち

共同地上権者） 

土地の賃借権者（うち

共同賃借権者） 

合 計 

 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

人 

（     人） 

 
６．特記事項 

 

IV-146

357



 

 
（別紙様式５） 

借地権消滅等届 
 
 

都市再生特別措置法第４５条の６第 項の規定により、都市再生歩行者経路協定区域から

除かれることとなったので関係図書を添えて届け出ます。 
 
平成  年  月  日 
 

住 所                 
届出者                   

氏 名                 
（住所及び代表者氏名）           

電 話                 
 
（あて先）福岡市長 
 

１．建築協定の名称 
 
２．認可年月日及び認可番号 
 
３．借地権消滅等年月日 
 
４．借地権の消滅等に係る土地の地名及び地番 
 
５．借地権の消滅等に係る土地の所有者の住所及び氏名 

 

IV-147
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（別紙様式６） 
歩行者経路協定加入届 

 
 

都市再生特別措置法第  条    の規定により、認可のあった都市再生歩行者経路協

定に加入したいので、関係図書を添えて届け出ます。 
 
平成  年  月  日 
 

住 所                 
届出者                   

氏 名                 
（住所及び代表者氏名）           

電 話                 
 
（あて先）福岡市長 
 

１．建築協定の名称 
 
２．届出に係る土地の地名及び地番 
 
３．認可年月日及び認可番号 
 
４．特記事項 

IV-148
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（別紙様式７） 
一人都市再生歩行者経路効力発生届 

 
 
都市再生特別措置法第４５条の１１第４項の規定により、都市再生歩行者経路協定の効力

を有することとなったので、関係図書を添えて届け出ます。 
 
平成  年  月  日 
 

住 所                 
届出者                   

氏 名                 
（住所及び代表者氏名）           

電 話                 
 
（あて先）福岡市長 
 

１．建築協定の名称 
 
２．認可年月日及び認可番号 
 
４．効力を有することとなった年月日 

 
５．効力発生に係る土地の状況 

効力発生に係る土地の地名及び地番 所有者等の住所及び氏名 
  

 
 

 
 

IV-149
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IV-150
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都市再生整備計画を活用した官民連携方策検討調査 

 

平成 2４年 3 月 
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